
№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

1 さがみはらSDGsパートナー認定証盾作成委託
（一社）さがみ湖　森・モ
ノづくり研究所

　さがみはらSDGｓパートナー認定証盾について、SDGｓのゴール15「陸の豊かさを守ろ
う」の達成に大きく貢献する地元の間伐材を使用し作成することで、市として率先して
SDGｓの推進を図るとともに、パートナーへ間伐の重要性を周知することが可能であるこ
とから、市域の約６割を森林が占める本市においては、津久井産材の間伐材を使用して当
該盾を作成することがSDGｓの推進に最も効果的である。
　今回の契約の相手方である（一社）さがみ湖森・モノづくり研究所は、津久井産材拡大
協議会の一員であり、厚みのある木材にカラー印刷をすることができる唯一の市内事業者
であることから、随意契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,765,500 2023年6月1日
市長公室
みんなのＳＤＧｓ推進課

2 森のタンブラー制作業務委託 アサヒユウアス（株）

　SDGsの啓発物品については、SDGsとの関連性が明確であるとともに、日常的に使用する
ものであることが重要であり、ＳＤＧｓの複数ゴールの達成に寄与する森林整備の副産物
である間伐材を使用した、日常的に使うことができるタンブラーは、脱プラスチックにも
つながる最も効果的な啓発物品である。
　今回の契約の相手方であるアサヒユウアス（株）は、間伐材を原料としたエコタンブ
ラーを制作する技術を持った唯一の事業者であることから、随意契約の相手方とするもの
である。

２号（競争不適） ¥1,320,000 2024年2月1日
市長公室
みんなのＳＤＧｓ推進課

3 ネットワーク機器保守委託
ネットワンシステムズ
（株）　東日本第１事業本
部

　本契約は、本市のネットワーク機器の保守を委託する契約である。
　本市のネットワーク機器に障害が発生した場合には、市民サービスを含む業務全体に支
障を来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなければならない。
　本業務を、本市のネットワークの設計・構築を行った事業者以外の者が受託した場合、
障害の復旧及び原因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことができない。
　当該事業者は本市のネットワークの設計及び構築を行った事業者であり、構成や設定内
容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするもので
ある。

２号（競争不適） ¥88,000,000 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課

4 ネットワーク運用管理委託
ネットワンシステムズ
（株）　東日本第１事業本
部

　本契約は、本市のネットワークの運用を委託する契約である。
　本市のネットワークに障害が発生した場合には、市民サービスを含む業務全体に支障を
来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなければならない。
　本業務を、本市のネットワークの設計・構築を行った事業者以外の者が受託した場合、
障害の復旧及び原因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことができない。
　当該事業者は本市のネットワークの設計及び構築を行った事業者であり、構成や設定内
容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするもので
ある。

２号（競争不適） ¥24,310,000 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課

5 入力データ作成業務委託（４～６月分）
（株）新日本コンピュータ
サービス

　本契約は、４月～６月の３ヶ月間について、本市の基幹システムに入力するデータの作
成を委託する契約である。
 新年度の入力データ作成業務については、前年度に契約した事業者以外の者が受託し、
万が一作成データに不備を生じた場合、市民サービスへの影響が発生する可能性がある。
このことを回避するため、業務着手までの準備や検証及び確認について一定の期間を設け
る必要があり、契約を7月～翌年３月までの期間とする予定である。
 こうした理由を踏まえ、４月～６月の３ヶ月間に限り、前年度に契約した事業者と随意
契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥3,103,012 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書
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6
施設予約システムネットワーク用ルータ保守委
託

（株）大塚商会　相模原支
店

　本契約は、本市の施設予約システムネットワーク用ルータの保守を委託する契約であ
る。
　本市の当該ルータに障害が発生した場合には、市民が利用するスポーツ施設や公民館等
の予約受付業務が行えなくなるなど、市民へ与える影響が大きいため、早期に復旧し、そ
の影響を最小限に抑えなければならない。
　本業務を、本市の機器の設定・設置を行った事業者以外の者が受託した場合、障害の復
旧及び原因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことができない。
　当該事業者は本市の当該ルータの設定及び設置を行った事業者であり、構成や設定内容
を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥1,600,335 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課

7
キャッシュレス決済に係るＰＯＳシステム等運
用・保守業務委託

ポスタス（株）

　本契約は、本市のPOSレジ及び自動つり銭機等の運用保守を委託する契約である。
　本市のPOSレジ等に障害が発生した場合には、市民サービスを含む業務全体に支障を来
す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなければならない。
　本業務を、本市のPOSレジの設計・構築を行った事業者以外の者が受託した場合、障害
の復旧及び原因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことができない。
　当該事業者は本市のPOSレジの設計及び構築を行った事業者であり、構成や設定内容を
把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥2,032,800 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課

8 Ｌｏｇｏフォームライセンス
（株）ワイイーシーソ
リューションズ

　「LoGoフォーム」は地方公共団体向けの申し込み・アンケートWEBフォームツールで、
セキュリティが確保されたネットワークであるLGWANを介して提供されるサービスのう
ち、各所属における直感的・簡易な操作によるフォームの作成及び他の地方公共団体が作
成したフォームの閲覧・流用といった、業務効率化に資する機能を有する唯一のソフト
ウェアである。
当該事業者は本市に対する当該ソフトウェアライセンスの唯一の販売代理店であるため、
他事業者からの調達が不可能となっている。

２号（競争不適） ¥1,287,000 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課

9
申請書作成システムサービス（行政ＤＸサービ
ス）利用料

凸版印刷（株）横浜営業所

　本契約は、転入時等に必要な複数の書類をまとめて作成することが出来るクラウドサー
ビスの利用に係る契約である。
　利用者の状況に合わせて必要な手続の検索を容易にすることを目的として導入した手続
検索サービス「わたしの手続案内」の一連の機能として導入するものであること、手続の
検索から申請書作成までを一連の流れで行うこと、且つ複数の書類をまとめて作成するこ
とが出来る機能を有した唯一のクラウドサービスであることから、当該事業者を本契約の
相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,613,600 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課

10 ＧｏｖＴｅｃｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓ利用料 （株）Bot Express

　ＧｏｖＴｅｃｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓは「新しい役所の窓口を開設する」をコンセプトとし
た行政特化型のLINE連携サービスであり、申請フォームや業務アプリを職員が自由に作成
できるものである。
　他社製品と比較して、LINE上で実装できる住民サービスのカテゴリーや機能数が圧倒的
に多く、さらに他の地方公共団体が作成したサービスを閲覧・流用できる機能等を有する
唯一のクラウドサービスであることから、当該事業者を本契約の相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥3,960,000 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課
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11 生体認証装置保守委託
日本電気（株）　神奈川支
社

　本契約は、本市の基幹系共通基盤システム利用時のセキュリティ対策として導入した生
体認証装置及び関連ソフトウェアについて、保守業務を委託する契約である。
　当該装置及び関連ソフトウェアに障害が発生した場合には、基幹系パソコンにおいて共
通基盤システムにログインできなくなり、窓口等での市民サービスを含む業務全体に支障
を来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなければならない。当該
装置及び関連ソフトウェアは、本市の基幹系共通基盤システム調達事業者の製品であり、
共通基盤システムと一体となって構築していることから、他事業者の製品では、共通基盤
システムが動作しない。
　当該事業者は当該装置及び関連ソフトウェアのメーカーであり、本市の基幹系共通基盤
システム調達事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,555,995 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課

12 基幹系情報システム管理運用委託
日本電気（株）　神奈川支
社

　本契約は、本市の基幹系ネットワークに接続しているパソコン及びプリンタ等に係るヘ
ルプデスク業務、機器保守の一時対応、パソコンの再設定及び更新プログラム配信等の機
器管理業務を委託する契約である。
　本市の基幹系ネットワークに接続されているパソコン及びプリンタ等の機器に障害が発
生した場合には、市民サービスを含む業務全体に支障を来すため、基幹系システム統合運
用事業者と一体となって、その影響を最小限に抑え、復旧しなければならない。
　本業務を、基幹系システム統合運用事業者以外の者が受託した場合、障害の復旧及び原
因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことができない。
　当該事業者は基幹系システム統合運用業務を受託し、システム環境及び制限事項等を全
て把握している唯一の事業者であることから、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥14,916,000 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課

13 共通基盤システム内蔵機器返却不要サービス
日本電気（株）　神奈川支
社

　本業務は、共通基盤システムのHDDが故障等の事由により交換が発生した際、当該HDDを
職員立ち合いのもと物理的に破壊し確実に復元不可能とするために、HDDの所有権移転を
行うものである。
　当該事業者はシステムの設計及び構築を行った事業者であり、またHDDの所有権も有し
ていることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,125,628 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課

14
総合収滞納システム徴収業務の効率化のための
ＢＩツール保守業務委託

日本電気（株）　神奈川支
社

　本契約は、本市の総合収滞納システムの機能追加として導入したＢＩツール（データ分
析ツール）の運用保守を委託する契約である。
　本市の総合収滞納システムに障害が発生した場合には、市民サービスを含む業務全体に
支障を来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなければならない。
本業務を、本市の総合収滞納システムの設計・構築を行った事業者以外の者が受託した場
合、障害の復旧及び原因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことができな
い。
　当該事業者は本市の総合収滞納システムの設計及び構築を行った事業者であり、構成や
設定内容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とする
ものである。

２号（競争不適） ¥6,050,000 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課

15 情報共有基盤システム運用保守業務委託
（株）内田洋行　営業統括
グループ

　本契約は、本市の情報共有基盤システムの運用保守を委託する契約である。
　本市の情報共有基盤システムに障害が発生した場合には、市民サービスを含む業務全体
に支障を来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなければならな
い。
　本業務を、本市の情報共有基盤システムの設計・構築を行った事業者以外の者が受託し
た場合、障害の復旧及び原因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことができ
ない。
　当該事業者は本市の情報共有基盤システムの設計及び構築を行った事業者であり、構成
や設定内容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とす
るものである。

２号（競争不適） ¥4,237,200 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課
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16 複合機認証基盤システム保守委託
ミツイワ（株）営業本部
横浜営業部

　本契約は、本市の複合機認証基盤システムの運用保守を委託する契約である。
　本市の複合機認証基盤システムに障害が発生した場合には、市民サービスを含む業務全
体に支障を来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなければならな
い。が、設計及び構築を行った事業者以外の者が受託した場合、障害の復旧及び原因究明
に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことができない。
　当該事業者は本市の複合機認証基盤システムの設計及び構築を行った事業者であり、構
成や設定内容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方と
するものである。

２号（競争不適） ¥3,602,280 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課

17 文字起こしツール保守業務委託
ネットワンシステムズ
（株）　東日本第１事業本
部

　本契約は、本市の文字起こしツールの運用保守を委託する契約である。
　本市の文字起こしツールに障害が発生した場合には、市民サービスを含む業務全体に支
障を来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなければならない。
　本業務を、本市の文字起こしツールの設計・構築を行った事業者以外の者が受託した場
合、障害の復旧及び原因究明に時間を要し、早期復旧を行うことができない可能性があ
る。
　当該事業者は本市の文字起こしツールの設計及び構築を行った事業者であり、構成や設
定内容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするも
のである。

２号（競争不適） ¥2,376,000 2023年4月1日
市長公室
ＤＸ推進課

18 令和５年度ひとり親世帯臨時特別給付金対応
（株）アイネス　公共営業
部

　本契約は、本市の福祉システムの改修を委託する契約である。
　本市の福祉システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、著作権
を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の事業者
であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,224,200 2023年4月22日
市長公室
ＤＸ推進課

19
令和５年度子育て世帯生活支援特別給付金（そ
の他世帯分）対応

（株）アイネス　公共営業
部

　本契約は、本市の福祉システムの改修を委託する契約である。
　本市の福祉システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、著作権
を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の事業者
であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥5,530,800 2023年4月22日
市長公室
ＤＸ推進課

20 神奈川県小児医療費助成拡充システム改修
（株）アイネス　公共営業
部

　本契約は、本市の福祉システムの改修を委託する契約である。
　本市の福祉システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、著作権
を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の事業者
であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,732,200 2023年4月22日
市長公室
ＤＸ推進課

21
新型コロナワクチン2023年度追加接種対応ツー
ル

（株）両備システムズ

　本契約は、本市の保健システムの改修を委託する契約である。
　本市の保健システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、著作権
を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の事業者
であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,760,000 2023年4月22日
市長公室
ＤＸ推進課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

22 生活保護業務の標準化移行支援サービス
北日本コンピューターサー
ビス（株）

　本契約は、情報システム標準化に向け、業務運用の見直しの整理を行うとともに、シス
テム対応に係る費用を明らかにすることを目的とし、標準仕様書と現行利用しているシス
テムとの比較分析作業（以下「Fit&Gap」という。）を委託する契約である。
　本システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものである。当該事業者が著
作権を所有していることから、Fit&Gapを行うことができる唯一の事業者であるため、当
該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,640,000 2023年5月12日
市長公室
ＤＸ推進課

23
自治体システム標準化に向けた標準仕様書との
比較作業

（株）日本システムブレー
ンズ

　本契約は、情報システム標準化に向け、業務運用の見直しの整理を行うとともに、シス
テム対応に係る費用を明らかにすることを目的とし、標準仕様書と現行利用しているシス
テムとの比較分析作業（以下「Fit&Gap」という。）を委託する契約である。
　本システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものである。当該事業者が著
作権を所有していることから、Fit&Gapを行うことができる唯一の事業者であるため、当
該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,960,000 2023年5月12日
市長公室
ＤＸ推進課

24 健康管理業務標準化に向けた調査・分析業務 （株）両備システムズ

　本契約は、情報システム標準化に向け、業務運用の見直しの整理を行うとともに、シス
テム対応に係る費用を明らかにすることを目的とし、標準仕様書と現行利用しているシス
テムとの比較分析作業（以下「Fit&Gap」という。）を委託する契約である。
　本システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものである。当該事業者が著
作権を所有していることから、Fit&Gapを行うことができる唯一の事業者であるため、当
該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,904,000 2023年5月12日
市長公室
ＤＸ推進課

25 福祉総合システムFit＆Gap分析対応 （株）アイネス

　本契約は、情報システム標準化に向け、業務運用の見直しの整理を行うとともに、シス
テム対応に係る費用を明らかにすることを目的とし、標準仕様書と現行利用しているシス
テムとの比較分析作業（以下「Fit&Gap」という。）を委託する契約である。
　本システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものである。当該事業者が著
作権を所有していることから、Fit&Gapを行うことができる唯一の事業者であるため、当
該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥5,566,000 2023年5月12日
市長公室
ＤＸ推進課

26 ＬＡＮ整備委託（セキュアプリンタ）
ネットワンシステムズ
（株）　東日本第１事業本
部

　本契約は、現在庁内ネットワークが整備されていない、セキュアプリンタ用の庁内ネッ
トワーク整備を目的とした配線作業等の委託を行うものである。
　本市のネットワークに障害が発生した場合には、市民サービスを含む業務全体に支障を
来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなければならない。
　本業務を、本市のネットワークの設計・構築を行った事業者以外の者が受託した場合、
障害の復旧及び原因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことができない。
　当該事業者は本市のネットワークの設計及び構築を行った事業者であり、構成や設定内
容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするもので
ある。

２号（競争不適） ¥2,662,000 2023年5月25日
市長公室
ＤＸ推進課

27
タクシー・燃料券　更新対象者抽出兼申請書出
力処理

（株）アイネス　公共営業
部

　本契約は、本市の福祉システムの改修を委託する契約である。
　本市の福祉システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、著作権
を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の事業者
であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,904,000 2023年5月31日
市長公室
ＤＸ推進課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

28 NaNaTsu AI-OCR ライセンス費用
エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ（株）

　本契約は、紙文書を電子データ化するAI-OCRソフトを庁内で利用するためのライセンス
使用料を購入するものである。
　当該ソフトは実証実験事業実施に係る新規導入のため、事業者からのフォローが必要と
なり、遠隔サポート保守運用をオプションに含めた契約の必要がある。
　当該事業者は通常では有料で提供される遠隔サポート保守運用を無償で受けられること
から、有利な価格で契約を締結できるため、当該事業者を契約の相手方とするものであ
る。
　また、当該ソフトの利用に関しては、データの読み込みパーツ単位で料金が発生する従
量課金制の契約であり、販売店等の調達事業者による金額の差が発生しない。

７号（有利な価格） ¥1,320,000 2023年6月1日
市長公室
ＤＸ推進課

29 LAN整備委託（津久井消防署）
ネットワンシステムズ
（株）　東日本第１事業本
部

　本契約は、津久井消防署が新庁舎に移転することに伴い、庁内ネットワーク機器の利用
を目的としたネットワークの配線作業等の委託を行うものである。
　本市のネットワークに障害が発生した場合には、市民サービスを含む業務全体に支障を
来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなければならない。
　本業務を、本市のネットワークの設計・構築を行った事業者以外の者が受託した場合、
障害の復旧及び原因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことができない。
　当該事業者は本市のネットワークの設計及び構築を行った事業者であり、構成や設定内
容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするもので
ある。

２号（競争不適） ¥2,491,720 2023年7月6日
市長公室
ＤＸ推進課

30
次期グループウェア基盤ＰｏＣ環境構築業務委
託

（株）日立システムズ　神
奈川支店

　本契約は、令和４年度に実施した、情報共有基盤システムの更新に向けたＰｏＣ環境の
構築及び設定を継続して実施すること及び検証支援を委託する契約である。当該事業者
は、本市の次期情報共有基盤システムのＰｏＣ環境の構築を行った事業者であり、構成や
設定内容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とする
ものである。

２号（競争不適） ¥4,972,000 2023年8月7日
市長公室
ＤＸ推進課

31
ネットワーク機器設定構築作業委託（令和５年
度）

ネットワンシステムズ
（株）　東日本第１事業本
部

　本契約は、
1.ネットワークルータサポート終了に伴う更改作業
2.ネットワーク機器のEOLに伴うバージョンアップ作業
　上記作業等を実施するものである。本市のネットワークに障害が発生した場合には、市
民サービスを含む業務全体に支障を来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小
限に抑えなければならない。
　本業務を、本市のネットワークの設計・構築を行った事業者以外の者が受託した場合、
障害の復旧及び原因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことができない。
　当該事業者は本市のネットワークの設計及び構築を行った事業者であり、構成や設定内
容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするもので
ある。

２号（競争不適） ¥43,477,500 2023年8月22日
市長公室
ＤＸ推進課

32 端末更新に係る戸籍総合システム対応業務
富士フイルムシステムサー
ビス（株）

　本契約は、新たに調達した基幹系物理端末（１３８台）に対し、戸籍システムを使用可
能にする作業の実施を委託する契約である。
　当該事業者は、本市の戸籍業務に関するパッケージシステムの著作権を所有しており、
システム保守を行うことができる唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手
方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,125,200 2023年8月25日
市長公室
ＤＸ推進課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名
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33
課税システム改修業務委託（森林環境税の創設
対応）

（株）ＲＫＫＣＳ

　本契約は、本市の課税システムの改修を委託する契約である。
　本市の課税システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、著作権
を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の事業者
であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥13,054,800 2023年9月22日
市長公室
ＤＸ推進課

34
課税システム改修業務委託（特別徴収税額通知
書電子化対応）

（株）ＲＫＫＣＳ

　本契約は、本市の課税システムの改修を委託する契約である。
　本市の課税システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、著作権
を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の事業者
であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥5,293,200 2023年9月22日
市長公室
ＤＸ推進課

35 情報共有基盤システム運用保守業務委託
（株）内田洋行　営業統括
グループ

　本契約は、本市の情報共有基盤システムの運用保守を委託する契約であり、当該システ
ムの機器を再リースすることに伴い、契約するものである。
　本市の情報共有基盤システムに障害が発生した場合には、市民サービスを含む業務全体
に支障を来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなければならな
い。
　本業務を、本市の情報共有基盤システムの設計・構築を行った事業者以外の者が受託し
た場合、障害の復旧及び原因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことができ
ない。
　当該事業者は本市の情報共有基盤システムの設計及び構築を行った事業者であり、構成
や設定内容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とす
るものである。

２号（競争不適） ¥4,237,200 2023年9月27日
市長公室
ＤＸ推進課

36 情報共有基盤システム機器賃貸借（再リース） 三菱ＨＣキャピタル（株）

　契約する機器は令和５年９月末をもって当該事業者とのリース契約期間が終了したもの
であるが、当該機器は状態が良好であり、引き続き使用することが可能である。
　　次期システムへの効率的な移行を目的に、情報共有基盤システムの更新を一括調達PC
と合わせるため、再リース契約することとし、当該機器の所有権を有している当該事業者
と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥14,745,720 2023年9月28日
市長公室
ＤＸ推進課

37
コンピュータ等機器賃貸借（平成30年度更新
分）再リース

ＦＬＣＳ（株）　横浜支店

　契約する機器は令和５年１２月末をもって当該事業者とのリース契約期間が終了するも
のであるが、当該機器は状態が良好であり、引き続き使用することが可能である。
　再リース契約は機器賃借料が安価であり、経済的に有利に利用できることから、再リー
ス契約することとし、当該機器の所有権を有している当該事業者と契約を締結するもので
ある。

２号（競争不適） ¥1,056,396 2023年12月1日
市長公室
ＤＸ推進課

38
課税システム標準化・共通化に関するシステム
移行準備対応委託

（株）ＲＫＫＣＳ

　本契約は、情報システム標準化に向け、業務運用の見直しの整理を行うとともに、シス
テム対応に係る費用を明らかにすることを目的とし、標準仕様書と現行利用しているシス
テムとの比較分析作業や、システム稼働に必要な条件の確認・説明を委託する契約であ
る。
　本システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものである。当該事業者が著
作権を所有していることから、比較分析作業等を行うことができる唯一の事業者であるた
め、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,577,200 2023年12月20日
市長公室
ＤＸ推進課
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契約の相手方の商
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39
出産子育て応援交付金対応に関するシステム改
修

（株）両備システムズ

　本契約は、本市の保健システムの改修を委託する契約である。
　本市の保健システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、著作権
を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の事業者
であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,221,000 2023年12月22日
市長公室
ＤＸ推進課

40
小児慢性特定疾病登録者証発行に係るシステム
改修

（株）両備システムズ

　本契約は、本市の保健システムの改修を委託する契約である。
　本市の保健システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、著作権
を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の事業者
であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,683,000 2023年12月22日
市長公室
ＤＸ推進課

41
コンピュータ等機器賃貸借（平成３０年度更新
分）買取

ＦＬＣＳ（株）　横浜支店

　買取する基幹系端末のHDDは当該事業者とのリース契約期間が終了するPCに内蔵されて
いるものであるが、当該機器は相模原市のセキュリティポリシーに則り市役所内での物理
破壊をしなければならない。
　当該機器については、所有権を有する当該事業者からのみ買入することができるため、
当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥6,540,600 2024年1月12日
市長公室
ＤＸ推進課

42
課税システム改修業務委託（普通徴収共通納税
対応）

（株）ＲＫＫＣＳ

　本契約は、本市の課税システムの改修を委託する契約である。
　本市の課税システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、著作権
を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の事業者
であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,204,400 2024年1月31日
市長公室
ＤＸ推進課

43
総合収滞納システム改修業務委託（普通徴収共
通納税対応）

日本電気（株）　神奈川支
社

　本契約は、本市の総合収滞納システムの改修を委託する契約である。
　本市の総合収滞納システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、
著作権を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の
事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥5,334,175 2024年1月31日
市長公室
ＤＸ推進課

44 課税システム改修業務委託（定額減税対応） （株）ＲＫＫＣＳ

　本契約は、本市の課税システムの改修を委託する契約である。
　本市の課税システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、著作権
を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の事業者
であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥10,560,000 2024年2月28日
市長公室
ＤＸ推進課

45 令和6年度小児医療所得撤廃・年齢拡大
（株）アイネス　公共営業
部

　本契約は、本市の福祉システムの改修を委託する契約である。
　本市の福祉システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、著作権
を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の事業者
であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥19,017,900 2024年3月1日
市長公室
ＤＸ推進課

46 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定対応
（株）アイネス　公共営業
部

　本契約は、本市の福祉システムの改修を委託する契約である。
　本市の福祉システムの設計及び構築は当該事業者によって行われたものであり、著作権
を所有している事業者である。そのため、システム改修を行うことができる唯一の事業者
であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,400,000 2024年3月1日
市長公室
ＤＸ推進課



№ 契約件名
契約の相手方の商
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47 令和５年度　航空機騒音計保守点検業務委託 エコー電子（株）

　厚木基地の米軍機等による騒音に関しては、大和市・綾瀬市をはじめ、周辺自治体や神
奈川県がその解消に取り組んでいる。各自治体において、米軍機等による騒音の測定を実
施しているが、その結果について自治体同士の整合性を保つ必要があるため、県内基地関
係市は統一してリオン社製の騒音計を採用している。
　当該騒音計には、航空機の騒音を効率的かつ正確に測定するため、航空機とそれ以外の
騒音を識別し振り分ける機能が備えられている。この調整が行えない場合、騒音の識別機
能が適切に作動しないことから、有効な測定体制を維持することが難しい。この機能はリ
オン社製品の県内における代理店であるエコー電子（株）のみが調整可能とされているた
め。

２号（競争不適） ¥1,587,278 2023年4月1日
市長公室
基地対策課

48 ふるさと納税寄附者管理等業務委託 （株）新朝プレス

　当該契約は、ふるさと納税の寄附者情報の管理や返礼品提供事業者との受発注に関する
問い合わせ対応などの業務を委託するものである。
　本市では、「楽天ふるさと納税」「ふるさとチョイス」「ふるなび」「ふるさとパレッ
ト」「ＪＲＥＭＡＬＬふるさと納税(令和５年４月３日から利用開始)」の５つのポータル
サイトからふるさと納税を受け付けているが、全てのサイトの寄附者情報の管理ができる
のが当該業者が使用する受発注管理システムのみであることに加え、平成２８年からの本
市での業務経験から、返礼品提供事業者との関係性を構築しており、返礼品発送などの業
務を迅速かつ円滑に行うことができるため、当該業者と一者随意契約を締結するものであ
る。

２号（競争不適） ¥191,800,000 2023年4月1日
市長公室
観光・シティプロモー
ション課

49 ふるさと納税自動販売機運営業務委託 グローキーアップ（株）

　本契約は、市が令和元年度に当該事業者と契約して作成した「相模原市ふるさと納税専
用サイト」を搭載したＩoTふるさと納税自動販売機に係る管理業務委託契約であり、当該
システム及び端末の維持管理および当該システムを経由してなされる寄附者の管理を行う
ことができるのは、システムを作成した当該事業者のみであるため。

２号（競争不適） ¥2,360,000 2023年4月1日
市長公室
観光・シティプロモー
ション課

50 さがみはらファンサイト運営業務委託
（株）タウンニュース社
相模原支社

　本業務の事業者の選定にあたっては、特殊な業務の内容から、令和元年度にサイト構築
業務と構築後の保守・運用を含めた業務をあわせて総合的に評価する公募型プロポーザル
により選定した。
　このため、日常的な運用業務や不具合発生時の早急な対応などを行うためには、サイト
の構成を熟知している当該事業者以外にあり得ないため、当該事業者を契約の相手方とす
るものである。

２号（競争不適） ¥2,200,000 2023年4月1日
市長公室
観光・シティプロモー
ション課

51 キャンプ場管理運営業務委託 （公社）相模原市観光協会

　市営上大島キャンプ場及び望地弁天キャンプ場は、本市だけでなく地域にとって重要な
観光施設であり、長年に渡り地域と密接に連携しながら運営してきた。今後も、本市の観
光振興と地域経済の活性化を図るため、地域とともに周辺の観光施設等とも連携した事業
展開が必要である。
　当協会は、これまで地元地域に密接に関わってきた実績から地域とともに円滑な施設運
営が可能であり、市内の観光施設や観光資源に精通していることから、市営キャンプ場を
運営できるのは、当協会しかない。

２号（競争不適） ¥13,404,019 2023年4月1日
市長公室
観光・シティプロモー
ション課

52 ワーケーション推進事業業務委託 （株）京王エージェンシー

　当該業務の実施に当たっては、実証事業を実施する地域団体等への伴走支援等において
専門的な知識が求められることから、契約の相手方を価格のみによる競争をもって選定す
ることがふさわしくないため、契約の相手方の選定に当たっては、プロポーザル・コンペ
ティションを実施した。
　その結果、最も優れた企画提案を行った京王エージェンシー（株）を契約の相手方とす
るもの。

２号（競争不適） ¥8,000,000 2023年5月1日
市長公室
観光・シティプロモー
ション課
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53 大型横断幕デザイン制作設置等業務委託 （株）座間印刷舎

　当該業務は、オリンピックレガシーの継承、サイクルツーリズムの推進を目的に実施す
るものである。制作する横断幕については、自転車のまち相模原をPRし、サイクリストが
実際に訪れ、市内外に発信したいと思えるようにと設置している。
　令和４年度に２０２０東京オリンピックのレガシーイベントが行われ、それに併せて大
型横断幕を設置した結果、当該業務の目的に重要な役割を果たした。
　今回、７月下旬にレガシーイベントの開催が６月上旬に急遽決定した。横断幕に使用す
る素材は海外企業１社しか取り扱いがなく、製作には１か月を要する。また、掲出実績の
ある同素材を使用しないと道路占用が許可されない。そのため、入札等で契約先を選定し
た場合は同イベントまでに設置することが不可能である。
　その結果、令和４年度に当該契約を締結した（株）座間印刷舎を契約の相手方とするも
のである。

２号（競争不適） ¥2,634,500 2023年6月20日
市長公室
観光・シティプロモー
ション課

54
コース開発・サイクルツーリズム発信事業業務
委託

（公社）相模原市観光協会

　この事業は、市内の観光スポットや店舗を中心に、本市の魅力的なサイクルコースを開
発するとともに、開発したコース情報をはじめ、サイクルツーリズムに資する情報を発信
するものである。
　業務の実施に際し、豊富な市内観光情報の蓄積や、同団体が運営する観光情報サイト内
に今年度よりサイクルツーリズム専用ページを開設するため、市内観光情報を一元的に管
理し、同事業を効果的かつ円滑に運営することができる唯一の団体であることから、随意
契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,220,000 2023年7月4日
市長公室
観光・シティプロモー
ション課

55 さがみはらファンサイトリニューアル業務委託
（株）タウンニュース社
相模原支社

　さがみはらファンサイト運用業務の事業者の選定にあたっては、特殊な業務の内容か
ら、令和元年度にサイト構築業務と構築後の保守・運用を含めた業務をあわせて総合的に
評価する公募型プロポーザルにより選定した。
　今回のリニューアルについては、サイトの根幹である、登録制度やポイント制度の廃止
や新規コンテンツの作成など、サイトの構成を熟知している当該事業者以外が行うこと
は、不具合が発生した際に対応が困難なため、当該事業者を契約の相手方とするもの。

２号（競争不適） ¥1,543,225 2023年8月8日
市長公室
観光・シティプロモー
ション課

56
相模川自然の村冷温水発生機（ＲＢ－１－１）
低圧再生器水室交換

日本空調サービス（株）
横浜支店

　本業務は、相模川自然の村清流の里に設置している冷温水発生機（三菱重工業（株）
製）の部品交換に伴う修繕を実施するものである。当該業者は平成8年の開館当初から当
該機器の保守点検を行い、さらに過去10年間当該機器の修繕を行っているため、不具合状
況に精通している。また、部品の調達から施工まで一括で請け負うことができるのは当該
業者のみである。以上の理由から当該業者と契約の相手方とするもの。

２号（競争不適） ¥1,672,000 2023年9月1日
市長公室
観光・シティプロモー
ション課

57
Instagramを活用したフォトコンテスト実施支
援業務委託

東京カメラ部（株）

　Instagramを活用したフォトコンテストを実施するにあたり、令和３年度にプロポーザ
ル・コンペディションを行い、最も優れた企画提案を行った当該事業者を選定し、契約し
た。
　昨年度において、フォトコンテストにおいて入選した作品を掲載するための「フォトス
ポットサイト」という本市独自のウェブページを当該事業者が制作しており、今年度にお
いても本コンテストでの入選作品を同サイトに掲載する。同サイトに関する運用業務や不
具合発生時の早急な対応ができるのは、サイトを制作した当該事業者以外にあり得ないこ
とから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,974,500 2023年9月21日
市長公室
観光・シティプロモー
ション課

58 上大島キャンプ場枯損木等緊急伐採業務委託 （株）植雅庭園

　市営キャンプ場の樹木点検を実施した結果、上大島キャンプ場において倒木の危険があ
ると判定された樹木があった。当該キャンプ場は利用者以外も敷地内に入ることができ、
早急に危険な枯損木等を伐採する必要があるため、点検を実施した当該事業者と契約を締
結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥6,319,500 2024年1月22日
市長公室
観光・シティプロモー
ション課
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59
行財政情報サービス（47行政ジャーナル)提供
業務

（株）神奈川新聞社

　「４７行政ジャーナル」は、全国の地方新聞社と共同通信社が運営する会員制行財政情
報ポータルサイトで、同サイトを利用することで、効率的かつ迅速に行財政に関する情報
を収集することができ、業務執行の向上を図ることができる。
　特に全国の地方社４４社の提供するニュースは、地方自治体の先進的な取組のほか、財
政、まちづくり、福祉などの様々な分野について地元紙にしかできない掘り下げた記事を
掲載しており、本市の情報収集ツールとしては欠かせないものである。
　この情報配信は同サイトを運営している共同通信社のみが行っているものであり、同社
以外からは情報提供サービスを受けることができない。
　なお、契約は、加盟している地方新聞社が行うこととされており、神奈川県内で共同通
信社と提携している新聞社は神奈川新聞社のみであることから、当該業者と契約するもの
である。

２号（競争不適） ¥1,188,000 2023年4月1日
市長公室
広聴広報課

60 ＡＩを利用した対話型案内サービス提供業務
（株）アイネス　公共営業
部

　本契約は、ＡＩを利用した対話型案内サービスの提供にかかる契約である。
　当該サービスは、市民がパソコンや携帯電話などから、市に関する問合せを行い、その
問合せに対してAIを用いて回答を行うものである。当該サービスは（株）アイネスが提供
するものであり、他に運用できる履行相手がいないため、当該事業者と随意契約するも
の。

２号（競争不適） ¥2,970,000 2023年4月1日
市長公室
広聴広報課

61 ＣＭＳ管理運用保守委託
（株）フューチャーイン
東京支店

　本委託業務はホームページを管理するシステムであるＣＭＳの運用保守を行うものであ
る。
　相模原市公式ホームページで利用しているＣＭＳ「ＴｓｕＮａＧｏ」（以下「当該シス
テム」という。）の運用保守ができるのは、当該システムを開発し、販売する当該事業者
のみである。
　このため、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥10,298,200 2023年4月1日
市長公室
広聴広報課

62 時事通信行財政情報iJAMP(web版）情報提供料 （株）時事通信社

　「iJAMP」は、中央省庁や他の都道府県の最新動向や先進事例、各種調査結果等、行政
実務に通じたコンテンツを豊富に有しており、それらの情報をリアルタイムで取得するこ
とで、必要な対応策の立案など、業務執行の向上を図ることが可能となる。
　特に中央省庁からの専門性の高い情報を配信している「官庁速報」は「iJAMP」を運営
している当該業者のみが行っているものであり、当該業者以外からは情報提供サービスを
受けることができない。
　よって当該業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥3,960,000 2023年4月1日
市長公室
広聴広報課

63 LINEメッセージングサービス提供業務 モビルス（株）

　当該業務は、相模原市の公式ＬＩＮＥアカウントを通じ、本市の市政情報や魅力を発信
するためのＬＩＮＥメッセージングサービスを提供するものである。
　当該事業者は、令和元年度に本市のLINEメッセージングサービス基盤の設計及び構築を
受託した事業者であり、当該事業者以外は本サービスを提供できないことから当該事業者
を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,584,000 2023年4月1日
市長公室
広聴広報課

64
テレビ広報番組制作放映委託（ぞっこん！相模
原）

（株）ジェイコム湘南・神
奈川　　相模原・大和局

　当事業は、主に相模原市民及び相模原市近隣住民を対象に、市内の観光名所やイベン
ト、市政情報など、本市の魅力・情報を発信することを目的としている。
（株）ジェイコム湘南・神奈川相模原・大和局は、主に神奈川県県央地域を放送エリアと
する放送局であり、当該エリアの特徴を熟知するなど、地域密着の事業展開を行ってお
り、また、保有している本市動画データも多いため、契約先として最適であると判断し
た。

２号（競争不適） ¥3,498,000 2023年4月1日
市長公室
広聴広報課
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65 広報さがみはら編集業務委託 東日印刷（株）

　広報さがみはら編集業務については、行政コスト削減や民間ノウハウの活用による見や
すく分かりやすい広報紙編集を目的に、令和４年５月に企画競争を実施した。この結果に
より委託契約を締結した当該業者と契約期間が満了する令和７年８月１日号までにかかる
編集業務について、委託契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥24,162,600 2023年4月1日
市長公室
広聴広報課

66
エフエムさがみ「相模原インフォメーション」
放送委託

（株）エフエムさがみ

　当事業は、市民に対する市政情報の発信を目的とする。
（株）エフエムさがみは、主な放送エリアを相模原市とし、本市に送信所を設置している
唯一のコミュニティＦＭ放送局である。そのため、地域に根ざした情報を発信することに
最適な媒体と判断し、当該業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥4,752,000 2023年4月1日
市長公室
広聴広報課

67
新聞記事の複写利用許諾に関する契約（神奈川
新聞）

（株）神奈川新聞社

　本契約については、当該業者の新聞記事を複写し、市組織内において情報共有すること
の許諾を得るものである。
　当該新聞記事の著作権を所有している当該業者以外の業者と契約することが不可能なた
め、当該業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,108,800 2023年4月1日
市長公室
広聴広報課

68 声の広報さがみはら発行委託 相模原市録音奉仕会

　市ではボランティア活動を促進するため、市障害者福祉計画基本計画に基づき、市内ボ
ランティア団体が実施する事業やボランティアができる場の提供などについて支援を行っ
ていることから、市内のボランティア団体に業務を委託するものである。
　相模原市録音奉仕会は、視覚に障害のある方のためにCDによる情報提供を行っており、
当該業務において当市が指示する発行部数、作成期限等の仕様を満たすことができる市内
で唯一の団体である。
　以上の理由により、同会と契約をするもの。

２号（競争不適） ¥2,539,680 2023年4月3日
市長公室
広聴広報課

69 点字版広報さがみはら発行委託 相模原市点訳赤十字奉仕団

　市ではボランティア活動を促進するため、市障害者福祉計画基本計画に基づき、市内ボ
ランティア団体が実施する事業やボランティアができる場の提供などについて支援を行っ
ていることから、市内のボランティア団体に業務を委託するものである。
　相模原市点訳赤十字奉仕団は、視覚に障害のある方のために点字による情報提供を行っ
ており、当該業務において当市が指示する発行部数、作成期限等の仕様を満たすことがで
きる市内で唯一の団体である。
　以上の理由により、同団と契約をするもの。

２号（競争不適） ¥1,890,480 2023年4月3日
市長公室
広聴広報課

70
相模原市テレビ広報番組（相模原市特別番組）
制作放映業務委託

（株）テレビ神奈川

　本委託業務は、神奈川県民を対象に、２０２４年の相模原市の施策や展望を、市長イン
タビューを軸に、各種映像・写真を通じて紹介することを目的とする。テレビ神奈川は、
日頃から地域に根ざしたきめ細かな取材等を通じて、地域に密着した情報を提供してお
り、映像素材等も数多く所有している。また、神奈川県内を放送エリアとする地上デジタ
ル放送局であるため、県民への情報発信を目的とした本契約の相手方として最適であると
判断した。
　また、制作・放映を一体的に行うことで、効率的・合理的に行うことができるため、テ
レビ神奈川が契約先として最適であると判断した。

２号（競争不適） ¥1,295,800 2023年11月1日
市長公室
広聴広報課
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71
令和５年度相模原市メディアリレーション業務
委託

（株）ザメディアジョン

　本業務は、テレビ・ラジオ・ＷＥＢ等の多様なメディア担当者に対し直接市の情報を提
供することで、効率的・効果的にメディアに情報を露出させ、その情報をより広く拡散す
ることが目的である。業務の実施には、メディアとのネットワークやメディア露出に向け
た企画力など特殊な技術や能力を有する必要があることから、昨年度、公募型プロポーザ
ルを実施し、複数年にわたる実施計画も提出させた中で評価を行い、当該相手方を選定し
た。また、相手方は昨年度の業務実績においても、市が契約で定めた成果目標を大きく上
回る成果を挙げている。
　また、市がメインターゲットとする若者・子育て世代を対象としたメディア担当者との
新たな関係性構築も昨年度行ったことから、その関係性を生かした効率的なパブリシティ
活動や、当該相手方との連携したより効果的なメディア露出に向けた企画の実施が可能と
なる。本業務の特殊性を評価した昨年度の公募型プロポーザルの結果を踏まえるととも
に、昨年度の実績に基づき、引き続き、当該相手方と契約するものである。

２号（競争不適） ¥20,898,900 2023年4月3日
市長公室
総合メディア戦略推進課

72 令和５年度法律顧問委託契約 弁護士　松崎　勝
　同氏とは、昭和５５年から本市顧問弁護士として契約し、誠実に業務を履行しており、
かつ、行政関係の法律、行政実務及び本市の市政を熟知しており、顧問弁護士として余人
をもって代え難いため。

２号（競争不適） ¥1,293,600 2023年4月1日
総務局
総務法制課

73 令和５年度法律顧問委託契約 弁護士　石津　廣司
　同氏とは、平成７年から本市顧問弁護士として契約し、誠実に業務を履行しており、か
つ、行政関係の法律、行政実務及び本市の市政を熟知しており、顧問弁護士として余人を
もって代え難いため。

２号（競争不適） ¥1,206,480 2023年4月1日
総務局
総務法制課

74 相模原市例規集(書籍版)発行業務委託 （株）ぎょうせい

　本契約は、電子版の相模原市例規集のデータを基に書籍版の相模原市例規集を発行する
業務に係る委託契約である。
　電子版の相模原市例規集については、本市が作成した原議を基に、企画競争の結果選定
した相手方が、データを作成し、及び管理更新業務を行っている。
　書籍版の例規集の発行に当たっては、当該相手方が管理している電子版の相模原市例規
集のデータが必要であるから、書籍版の相模原市例規集を発行する時点で本市と電子版の
相模原市例規集に係る管理更新業務について委託契約を締結している者を本契約の相手方
とすることが効率的かつ合理的であるため。

２号（競争不適） ¥1,308,120 2023年8月1日
総務局
総務法制課

75
簡易印刷機消耗品（令和元年度契約分）継続契
約

（株）小笠原　相模原支店

　現在の簡易印刷機消耗品契約は、令和元年６月から３年間の長期継続契約で、市内各施
設に計14台の機器を設置し、維持管理及び消耗品の納入を行っていたが、機器の耐用枚数
まで使用していない機器が半数以上あること、新たに契約することで単価が上がることか
ら継続契約を行うもの。

２号（競争不適） ¥3,327,500 2023年4月1日
総務局
情報公開・文書管理課

76
相模原市職員総合情報システム保守運用委託
（4月～9月）

富士通Japan（株）神奈川
支社

　相模原市職員総合情報システムは、当該業者が開発、動作保証している製品であり、本
市が独自に追加した機能についても、当該業者が開発したものである。
　当該システムを安全に運用し、効率的な業務を執行するためには、ソフトウェア障害発
生時の対応に際して、原因の究明及び復旧作業等を迅速・確実に行う必要があり、当該シ
ステムを開発した業者に保守運用を委託することが最適であることから、当該業者を契約
の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,652,000 2023年4月1日
総務局
人事・給与課

77
職員総合情報システムハードウェア等賃貸借
（再リース）

ＦＬＣＳ（株）　横浜支店

　契約する機器は令和5年3月末をもって当該業者とのリース契約期間が終了するものであ
るが、当該機器は引き続きの使用が可能である。さらに、再リース契約は機器賃借料が安
価であり、経済的に有利に利用できることから、再リース契約することとする。そのた
め、当該機器の所有権を有している当該業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥4,362,270 2023年4月1日
総務局
人事・給与課
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78
庶務事務システムサービス（GPRIME for SaaS
内部情報サービス）利用

日本電気（株）　神奈川支
社

　庶務事務システムは、平成２６年度にプロポーザルにより選定された当該事業者が開発
したシステムであり、本市仕様に合わせカスタマイズを行っている。本契約では、庶務事
務システムの日常的な運用業務や不具合発生時の早急な保守対応も行っていることから、
本業務の目的を果たす契約の相手方は、当該事業者以外に有り得ないため、当該事業者を
契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥18,282,000 2023年4月1日
総務局
人事・給与課

79
職員総合情報システムハードウェア等賃貸借
（再リース）

ＦＬＣＳ（株）　横浜支店

　契約する機器は令和5年9月末をもって当該業者とのリース契約期間が終了するものであ
るが、一部の機器は引き続きの使用が可能である。さらに、再リース契約は機器賃借料が
安価であり、経済的に有利に利用できることから、再リース契約することとする。そのた
め、当該機器の所有権を有している当該業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥2,078,010 2023年9月29日
総務局
人事・給与課

80
職員総合情報システムシステム改修作業（要望
対応）

日本電気（株）　神奈川支
社

　相模原市職員総合情報システムは、当該業者が開発、動作保証している製品であり、本
市が独自に追加した機能についても、当該業者が開発したものである。
　当該システムに対しての変更設計及びプログラム修正作業を他者が行うことについて
は、契約不適合責任の範囲が不明確となるとともに、製品の使用に著しい支障が生ずる恐
れがあることから、当該システムの開発者である当該業者を契約の相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥9,889,000 2024年2月13日
総務局
人事・給与課

81
相模原市職員総合情報システム改修委託（会計
年度任用職員勤勉手当支給対応）

日本電気（株）　神奈川支
社

　相模原市職員総合情報システムは、当該業者が開発、動作保証している製品であり、本
市が独自に追加した機能についても、当該業者が開発したものである。
　当該システムに対しての変更設計及びプログラム修正作業を他者が行うことについて
は、契約不適合責任の範囲が不明確となるとともに、製品の使用に著しい支障が生ずる恐
れがあることから、当該システムの開発者である当該業者を契約の相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥13,384,250 2024年2月29日
総務局
人事・給与課

82
令和５年度新採用職員研修「接遇スキルアッ
プ」研修委託

ANAビジネスソリューショ
ン（株）

　本市は、組織全体で接遇力の向上に取り組むこととしており、この研修は新採用職員が
入庁半年以上経過したタイミングで、これまでの自身の接遇について振り返るとともに更
なるスキルアップを図るものである。
　接遇研修の講師は、市の接遇に対する取り組みや市職員の状況を把握していなければな
らず、近年本市の職員研修において実績のある企業または講師から選定することが望まし
い。当該事業者は、令和３年度より本市接遇取組推進員向けの接遇研修委託の実績があ
り、派遣される講師は本市の接遇力向上の取り組みについても熟知しており、適任であ
る。
　また、当該事業者は英国SKYTRAX社が格付けするエアライン・スター・レイティングに
おいて最高評価である「５スター」を１０年連続で獲得するなど、高いレベルの接遇を実
践しているANAグループの教育・研修を担当する事業者である。
　よって、当該事業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,038,880 2023年11月20日
総務局
人材育成課

83 相模原市職員ストレスチェック業務委託 （株）ドリームホップ

　価格やストレスチェックの項目数のみではなく、仕様やストレスチェック、職場環境改
善等の実績等を総合的に評価し、質の高い最適な事業者と契約する必要があることから、
公募型企画提案（プロポーザル）方式を採用し令和３年３月に選考会を実施した。選考の
結果、当該事業者の評価点数による順位が最も高かったため、令和３年４月から当該事業
者と契約を締結している。
　「相模原市職員ストレスチェック業務委託公募型プロポーザル実施要項」では、「契約
履行状況が良好と判断され、市及び委託事業者双方に異議が無い場合には、契約期間を最
大４回更新することができるものとする。」としている。令和３、４年度、契約が確実に
履行されたため、引き続き当該事業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥6,486,370 2023年4月1日
総務局
職員厚生課
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84 相模原市職員健康診断業務委託 医療法人財団相和会

　当該事業者は、平成２６年度に実施したプロポーザルにより最も本業務に適している業
者として選定された。平成２７年度から5年度続けて相模原市全職員約７，０００人の健
康診断業務を受託し、迅速かつ正確に事故なく業務を履行してきた。
　令和元年度に再度プロポーザルによる業者選定を行い、当該事業者は本業務に適してい
ると認められたため再契約となっている。「相模原市職員健康診断業務委託指名型プロ
ポーザル実施要項」では、「契約履行状況が良好と判断され、市及び委託事業者双方に異
議が無い場合には契約を最大４回更新することができるものとする。」としている。令和
４年度も迅速かつ正確に事故なく業務を履行しているため、引き続き当該事業者と契約す
るものである。

２号（競争不適） ¥54,690,110 2023年4月1日
総務局
職員厚生課

85 相模原市職員メンタルヘルス相談業務委託
特定非営利活動法人神奈川
県メンタルヘルスサポート
協会

　当該事業所は、心理療法や相談援助等について、専門の訓練を受けた臨床心理士、公認
心理士が多く在籍しており、カウンセリング・認知行動療法・自立訓練法などの技法を用
いて相談援助をしている。また、市内に法人拠点、相談機関を有し所属していることもあ
り、市組織を理解し、職員の属性（職位、職層、部署、業務）を踏まえた対応を適切に遂
行できる。
　本事業は、メンタルヘルス不調の予防から職場復帰まで、メンタルヘルスの一次予防か
ら三次予防全般に関する相談業務であり、継続的な支援や幅広い相談援助の技術と知識が
求められること等を考慮すると、委託先は当該事業所以外にない。

２号（競争不適） ¥4,798,200 2023年4月3日
総務局
職員厚生課

86 相模原市職員メンタルヘルス相談業務委託 学校法人北里研究所

　委託先は、市内で唯一の精神科三次救急医療機関であり、軽症から重症まで数多くの症
例に対応している臨床心理士は、専門的かつ最新の医療や心理療法、相談援助に関する知
識や技術を有している。
　本事業は、メンタルヘルス不調の予防から職場復帰支援まで、メンタルヘルスの一次予
防から三次予防全般に関する相談業務であり、継続的な支援や幅広い相談技術と知識が求
められること、また、本事業の一環で北里大学病院の医師と連携する機会もあることか
ら、円滑に実施するためには、本事業の委託先は、北里大学病院の母体である北里研究所
以外にはない。

２号（競争不適） ¥1,382,700 2023年4月5日
総務局
職員厚生課

87 相模原市職員予防接種業務委託
独立行政法人地域医療機能
推進機構　相模野病院

　市内において、巡回で同種同規模の予防接種を実施できる事業者は、当該事業者以外に
該当がない。また、平成23年度からの当該事業者への委託業務においても本事業を誠実に
履行している。予防接種はその接種履歴や抗体検査結果等のデータ管理が重要であり、同
一事業者による事業の継続により、安全かつ効率よく予防接種を実施することができるた
め、当該事業者と随意契約を行うものとする。

２号（競争不適） ¥8,898,535 2023年4月12日
総務局
職員厚生課

88
相模原市職員会館非常用発電機制御盤・機関部
品交換修繕

三菱電機プラントエンジニ
アリング（株）神奈川支社

　職員会館の非常用発電機は、三菱電機（株）及び三菱重工業（株）が共同で設計し、三
菱電機（株）が施工した精密な特殊設備であり、アフターサービス業務は三菱電機（株）
の子会社である三菱電機プラントエンジニアリング（株）が行っている。
　非常用発電機における部品交換については、特殊製品であるため三菱電機プラントエン
ジニアリング（株）以外の他社では対応ができないことから、本契約の相手方と契約する
ものである。

２号（競争不適） ¥1,628,000 2023年8月8日
総務局
職員厚生課

89
統一的な基準に基づく財務書類等作成支援業務
委託

落合公認会計士事務所

　本事業は地方公会計の統一的な基準による財務諸表を作成するにあたり、単式簿記から
複式簿記の決算書類作成する業務を委託するものである。
　当該事業者は、単式簿記から複式簿記の決算書類作成するための特許「財務書類作成プ
ログラムおよび財務書類作成方法（特許公開出願番号2014-164604）」を保有しており、
本特許を基にして事業を履行できる唯一の相手方であることから、随意契約を締結するも
のである。

２号（競争不適） ¥4,070,000 2023年5月30日
財政局
財政課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

90
統合文書管理・財務会計オンラインシステムＷ
ｉｎｄｏｗｓ１１対応等業務委託

日本電気（株）　神奈川支
社

　本委託業務は、Windows11、Edge-IEモード、Microsoft365に対する動作確認作業等を行
うものであり、必要に応じて財務会計システムに所要のプログラム修正、システム環境設
定等を行うものである。
　本市が使用している財務会計システムは、当該相手方が開発したパッケージソフトであ
り、構成や設定内容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相
手方とするものである。

２号（競争不適） ¥15,174,500 2023年12月25日
財政局
財政課

91
(仮称）公共施設情報一元管理システム導入保
守業務委託

（株）アーバングラフィッ
ク

　本契約は、条例で備えることが必須となっている財産台帳を管理するシステムを更改す
るとともに、公共施設マネジメントを効率的・効果的に推進していくことを目的に、施設
の基本情報や修繕・改修の履歴、点検結果、利用状況、コスト等の公共施設情報を統合す
る作業の委託を行うものである。
　本業務は、既存のシステムの機能を維持しつつ改修するものであり、当該システムの設
計・構築を行った事業者以外の者が変更設計及びプログラム修正作業を行う場合には、契
約不適合責任の範囲が不明確となる。
　当該事業者は、既存システムの設計や構築を行った事業者であり、構成や設定内容を把
握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥5,261,539 2023年6月12日
財政局
アセットマネジメント推
進課

92
令和５年度全国市長会市民総合賠償補償保険保
険料分担金

全国市長会

　全国市長会市民総合賠償補償保険は、全国市長会が保険契約者となり、保険会社４社と
団体契約を行っているため、保険会社の倒産等のリスクが分散される。
　また、保険の対象は、市が所有、使用、管理する施設の瑕疵及び市の業務遂行上の過失
（一部除外あり）を包括的に含んでおり、市が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害に
対応するための総合的な設計内容の保険となっている。
　加えて、管財課で一括加入することにより、市の施設及び業務が保険対象となり、年度
中に開始する新規事業も自動的に保険対象とすることが可能であり、現在、当該保険内容
以上の総合保険は他に存在しないため加入するものである。

２号（競争不適） ¥4,006,088 2023年4月1日
財政局
管財課

93
相模原市公用車賃貸借契約（平成24年度6月契
約分　更新分）

（株）トヨタレンタリース
神奈川

　本契約（車両10台分）は、現賃貸借契約期間が令和5年3月31日に満了したが、まだ使用
可能であり、引き続き当該車両の賃貸借を当該契約の相手方と継続する。

２号（競争不適） ¥1,012,000 2023年4月1日
財政局
管財課

94 本庁舎電話設備保守委託
ＮＥＣネッツエスアイ
（株）　神奈川支社

　本契約は、本市のために独自に構築されたＮＥＣ社製電話交換機等の設備の保守業務を
委託するものである。当該業者は、ＮＥＣ製品の保守点検を専門に行う会社として、本設
備の設置から現在まで保守点検を行っており、詳細かつ高度な知識及び専門的な技術を有
し、設備の機能・操作等に精通し、庁舎内の複雑な電話配線網についても、電話交換機と
一体的に熟知している。こうしたことから、本設備に万が一障害が発生した際には、状況
の把握、原因分析、原因箇所特定、対処方法案出、復旧作業の実施を、迅速かつ正確に行
うことができる唯一の業者であり、当該業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥6,072,000 2023年4月1日
財政局
管財課

95 空調設備保守業務委託（令和５年度４月分） 関東商事（株）
　入札を実施し、4月1日からの保守委託を契約することが事務処理上困難であるため、4
月分の保守委託のみ昨年度契約業者と随意契約するもの。5月分以降については、入札に
より業者を決定する。

２号（競争不適） ¥2,963,400 2023年4月1日
財政局
管財課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

96 本庁舎エレベーター保守業務委託
三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）　横浜支社　さ
がみ支店

　本業務は本庁舎に設置している三菱製エレベーターを適正な状態に保つため、点検・調
整を行うものであり、多くの市民が利用するため、高度な安全性が要求される。
　当該業者は、同じグループ企業として三菱製のエレベーターに関して深い知見を有し、
当該エレベーターを専門に保守管理している業者で、故障・補修時における技術員の派遣
や部品調達、故障発生時の原因分析・機能回復の措置を迅速に実施するとともに、リモー
トによる詳細な運行管理を行うことができる唯一の会社であるため。

２号（競争不適） ¥5,612,640 2023年4月1日
財政局
管財課

97 議員控室等改修修繕 （株）西野工務店

　当該修繕は会派構成が確定するまで着手することができない。また、６月定例会議まで
に修繕を終える必要があり、設計期間及び工期が極めて短い。
　上記業者は平成２３年度、平成２７年度、平成３１年度の市議会議員選挙に伴う議員控
室修繕を受注しており、議員控室の構造・設備に精通している。短期間で修繕可能な業者
は上記業者しかいないため。

５号（緊急随意契約） ¥21,400,000 2023年4月24日
財政局
管財課

98 市有建物総合損害共済保険
（公社）全国市有物件災害
共済会

　公益社団法人全国市有物件災害共済会は、地方自治法第263条の2の規定に基づき、災害
によって市が有する公有財産に生じた損害に関する相互救済事業を実施するため、全国の
市が共同で設置した公益法人である。
　本法人は市の建物総合損害を相互救済する唯一の共済組織であるため当該共済会と契約
締結するもの。

２号（競争不適） ¥24,996,360 2023年5月1日
財政局
管財課

99
相模原市公用車賃貸借契約（平成24年度6月契
約分　更新分）

（株）トヨタレンタリース
神奈川

　本契約（車両10台分）は、現賃貸借契約期間が令和5年7月31日に満了となるが、まだ使
用可能であり、引き続き当該車両の賃貸借を当該契約の相手方と継続する。

２号（競争不適） ¥1,683,000 2023年8月1日
財政局
管財課

100
「市役所及び市役所周辺施設駐車場貸付」に関
する土地評価鑑定等業務

（有）鈴木げん不動産鑑定
所

　本業務は、公共事業の不動産評価に係る鑑定を不動産鑑定士に依頼するもので、鑑定料
は「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準（中央用対第１３号。令和２年４月１日適用）」
を参考に算出され、本課においては、当該基準に基づく基本鑑定報酬額表の最低額で依頼
することとしており、価格に対する競争性はない。
　また、当該相手方の選定に当たっては、過去の鑑定評価実績、該当地における事業の継
続性及び他評価地との関連性に鑑み、最も適正と判断したものである。

２号（競争不適） ¥1,936,220 2023年8月16日
財政局
管財課

101 第１別館変電設備タイマー・リレー更新修繕 篠崎電業（株）

　令和６年２月１７日に実施した本庁舎受変電設備年次点検により、第１別館の受変電設
備において不具合が発覚した。この状態で停電が起きた場合、電算系のサーバー電源が非
常用発電機でバックアップされないため、早急な修繕対応が必要である。
　当該業者は、受変電設備の修繕である令和５年度第１別館高圧真空遮断器等更新修繕を
行っており、当該設備を熟知している業者で、迅速かつ的確な修繕作業を行うことができ
る唯一の業者であるため、緊急の必要により契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥1,870,000 2024年2月28日
財政局
管財課

102 令和年５度本庁舎内線電話機増移設作業
ＮＥＣネッツエスアイ
（株）　神奈川支社

　契約の相手方は、市役所本庁舎の電話交換機等電話設備の設置・更新業務を行い、現在
は、当該設備の保守管理業務を行っている。今回の作業は、内線電話機の増移設及び電話
交換機本体のデータ変更を行うもので、当該設備の設置業者以外の者が、作業をした場合
の契約不適合責任の境界が不明瞭となる恐れがある。
　また、当該業者は日頃の電話交換機保守管理により、構内配線接続状況を熟知してお
り、増移設作業を短時間で適切に行うことができる唯一の業者であることから、当該業者
と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,507,000 2024年3月8日
財政局
管財課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

103 令和5年度末本庁舎サイン修繕 （株）乃村工藝社

　契約の相手方は、平成１２年度に企画提案（プロポーザル）方式により選考し、本庁舎
のサイン設置委託業者として決定した。その際に本庁舎全てのサインを設置し、本庁舎サ
イン全体を把握している。
　よって、現行のサインの規格（色、フォント等）を維持しつつ、追加施工等が可能であ
る。次年度の組織、業務体制が確定してから年度末事務室配置変更までの短期間でのサイ
ン修繕が必須であり、このことを可能とする唯一の業者である。

２号（競争不適） ¥4,070,000 2024年3月18日
財政局
管財課

104
無鉛ガソリンほか（物件単価契約）（旧市内・
城山地区）

神奈川県石油業協同組合

　本市では、庁内各課・機関等における公用車用、暖房用及び自家発電用等の燃料は、調
達事務を円滑かつ効率的に行うため、契約課で共通物品として一括調達している。また、
給油場所は市内各地に確保する必要がある。
　神奈川県石油業協同組合相模原地区は旧市内・城山地区の燃料販売店46箇所で構成され
ている。同地区内で、安全かつ安定して燃料供給が可能であり、供給場所を問わず同一単
価で契約できるのは当該組会に特定されるため、契約の相手方とするものである。
　契約単価については、資源エネルギー庁が公表する神奈川県内平均販売価格を基に適正
に定めており、市場価格に変動がある場合には、両者協議のもと、単価変更協定書を締結
している。

２号（競争不適） ¥112,050,652 2023年4月1日
財政局
契約課

105
無鉛ガソリンほか(物件単価契約）（津久井・
相模湖・藤野地区）

神奈川県石油業協同組合
共同受注委員会委員

　本市では、津久井・相模湖・藤野地区を管轄する庁内各課・機関等における公用車用、
暖房用及び自家発電用等の燃料は、調達事務を円滑かつ効率的に行うため、契約課で共通
物品として一括調達している。また、給油場所は市内各地に確保する必要がある。
　神奈川県石油業組合津久井地区は津久井・相模湖・藤野地区の燃料販売店１８者で構成
されている。同地区内で、安全かつ安定して燃料供給が可能であり、供給場所を問わず同
一単価で契約できるのは当該組合に特定されるため、契約の相手方とするものである。
　契約単価については、資源エネルギー庁が公表する神奈川県内平均販売価格を基に適正
に定めており、市場価格に変動がある場合には、両者協議のもと単価について変更協定書
を締結している。
　なお、同組合は中小企業庁の官公需適格組合証明を取得済みである。

２号（競争不適） ¥28,349,671 2023年4月1日
財政局
契約課

106 プロパンガス（物件単価契約） 相模原市ＬＰＧ協同組合

　本市では、公共施設におけるプロパンガスの調達事務を円滑かつ効率的に行うため、契
約課で共通物品として一括調達している。
　相模原市ＬＰＧ協同組合は、市内のプロパンガス供給店64者で構成されている。市内全
域で、安全かつ安定してプロパンガス供給が可能であり、供給場所を問わず同一単価で契
約できるのは当該組合に特定されるため、契約の相手方とするものである。
　なお、当該組合は中小企業庁の官公需適格組合証明を取得済みである。
　契約単価は、原油価格及び為替レートの変動を販売価格に反映する「原料費調整方式」
を用いて、毎月契約変更を行う。

２号（競争不適） ¥124,257,419 2023年4月1日
財政局
契約課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

107 共通物品（文具・特定什器）　上半期 相模原事務用品協同組合

　本件は、庁内各課・機関、各施設・学校等で使用する文具、職員用事務机、回転いす
や、学校で使用する児童用椅子、机などの特定什器について、規格、品質等を統一すると
ともに、調達事務を円滑かつ効率的に行うため、共通物品として一括調達するものであ
る。
　文具については251品目に渡り、年間を通じて常時発注されることや、その数量の多少
や納品場所の遠近は様々であることから、常に安定的かつ迅速に調達できる業者は同組合
に限定されている。
　また、特定什器（39品目）に関しては、同組合は他の流通価格と比較して低価格による
購入が可能であると判断できる。
　こうしたことから、本件の相手先については、市内事業者12者で構成する相模原事務用
品協同組合に特定できるものと判断し、同組合を契約の相手方とするものである。
　なお、相模原事務用品協同組合は中小企業庁の官公需適格組合証明を取得済みである。

２号（競争不適） ¥54,601,358 2023年4月3日
財政局
契約課

108 共通物品（文具・特定什器）　下半期 相模原事務用品協同組合

　本件は、庁内各課・機関、各施設・学校等で使用する文具、職員用事務机、回転いす
や、学校で使用する児童用椅子、机などの特定什器について、規格、品質等を統一すると
ともに、調達事務を円滑かつ効率的に行うため、共通物品として一括調達するものであ
る。
　文具については251品目に渡り、年間を通じて常時発注されることや、その数量の多少
や納品場所の遠近は様々であることから、常に安定的かつ迅速に調達できる業者は同組合
に限定されている。
　また、特定什器（39品目）に関しては、同組合は他の流通価格と比較して低価格による
購入が可能であると判断できる。
　こうしたことから、本件の相手先については、市内事業者12者で構成する相模原事務用
品協同組合に特定できるものと判断し、同組合を契約の相手方とするものである。
　なお、相模原事務用品協同組合は中小企業庁の官公需適格組合証明を取得済みである。

２号（競争不適） ¥74,188,513 2023年9月29日
財政局
契約課

109 動産保管用倉庫賃貸借契約 （株）アクティオ

　平成２７年度に、差し押さえた動産の保管用倉庫について、使用する条件、環境及び利
便性から、条件に合う倉庫を選定した。同倉庫は当該不動産業者のみが管理しているた
め、同不動産業者を契約の相手方とした。
　倉庫を使用するにあたり、機械警備にかかる機材の設置として初期投資をしたこと、既
に複数の動産を倉庫に保管しており移動には費用がかかるほか、運搬中の破損リスクもあ
ることから、本年度も同倉庫を継続して契約する。

２号（競争不適） ¥1,833,336 2023年4月1日
財政局
税制・債権対策課

110 市税催告書等印刷及び印字封入封緘業務委託 共同印刷（株）

　本業務委託は今年度、一般競争入札による業者選定を予定しているが、年間３回実施す
る業務のうち１回目の令和５年６月実施予定日までに入札の手続きと業務実施に必要なプ
ログラム作成、テストを完了する３か月程度の期間が確保できない。そのため、安定的な
業務運営を損なう恐れがあることから、１回目の業務についてのみ、前年度に業務を遂行
し確実な実績を得ている当該業者と引き続き契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,012,000 2023年4月1日
財政局
税制・債権対策課

111 pipitLINQサービス利用 （株）NTTデータ・アイ

　本サービスは、行政機関と金融機関間で行われている預貯金等の照会・回答についての
やり取りをオンラインで提供するサービスである。本サービスの提供事業者は全国に２社
あるが、本市の主要調査先の金融機関がより多く導入している当該事業者のサービスを採
用するものである。

２号（競争不適） ¥3,740,000 2023年6月1日
財政局
税制・債権対策課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

112 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託
ヤマトシステム開発（株）
ソリューション事業本部ビ
ジネスソリューション部

　市税や国民健康保険税をはじめとする各種市収入金の口座振替申込手続きをインター
ネット上で行うことができるＷｅｂ口座振替受付サービスの導入にあたり、政令指定都市
を含む多数の自治体への導入実績があること、利用者の利便性を考慮しマルチバンクに対
応していること、情報セキュリティ対策からＬＧＷＡＮが利用可能であること、拠点が近
隣にあり緊急対応が迅速にできること等全ての条件を満たす事業者は当該事業者しか存在
しなかったことから、当該事業者と契約を締結し、システム環境を構築しており、サービ
スの提供にあたり、システムの運用管理について当該事業者と業務委託契約を締結するも
のである。

２号（競争不適） ¥2,882,550 2023年4月1日
財政局
納税課

113 市税督促状等作成・封入封緘業務委託 共同印刷（株）

　市税督促状等作成・封入封緘業務委託は事前に市税督促状等に付属する納付書部分の作
成及び使用に際して、仕様・印刷業者・印刷機について、ゆうちょ銀行やコンビニエンス
ストア団体の承認を受けている必要がある。当該業者は令和４年度に受注した「市税督促
状等作成・封入封緘準備業務委託」にて各種テストを行い、事前承認を受けている。
　履行の遅延が無く、令和5年度当初から業務を遂行できるのは当該業者しかいないた
め、契約するもの。

２号（競争不適） ¥29,379,790 2023年4月3日
財政局
納税課

114 税証明書発行補助等派遣業務 （株）ビーファイン

　当該業務は、相模原市公契約条例の対象業務委託契約であり、適正な入札・契約事務を
行うため、仕様書等の作成、業者選定、入札準備等に一定の準備期間を必要とする。この
ことから、４月及び５月の２か月間で入札・契約の準備を行い、６月１日から業務を開始
するため、当該２か月間については、前年度の受注者と契約を締結する。

２号（競争不適） ¥1,668,150 2023年4月1日
財政局
市民税課

115 市民税・県民税入力データ作成等業務委託
日比谷情報サービス　神奈
川営業所

　本業務委託は、令和５年４月まで行われる、令和５年度当初の課税業務（以下「当初課
税」という。）において、課税資料をデータ化するものである。当初課税は、データ化さ
れた課税資料を、課税システムに取り込む作業を行うため、成果物は速やかに納品され課
税システムに取り込むことができるよう、十分なテスト・検証期間が必要不可欠である。
　本年度４月の作業について、前年度の１１月に契約を結んだ当該業者以外の業者と契約
を行う場合、十分なテスト・検証期間の確保が困難となる。そのため、すでに十分なテス
ト・検証を行いデータ作成・納品に実績のある当該事業所と引き続き契約を結ぶものであ
る。

２号（競争不適） ¥1,828,061 2023年4月1日
財政局
市民税課

116
令和５年度　軽自動車税納税通知書等印字封入
封緘業務委託

共同印刷（株）

　軽自動車税の納税通知書は、５月１１日に約１７万通を発送する見込みであり、同通知
書の印字から封入封緘等の作業を迅速かつ正確に行う必要があるが、印字テストなどを経
て、封入封緘作業を行うため、４月からの契約事務執行では日程的に困難な状況である。
　当該事業者は、今年度使用する軽自動車税納税通知書作成及び印字テスト等を受託し満
了した業者であり、一連の業務を正確かつ迅速に実施することが可能である唯一の業者で
あることから、一者随意契約とするものである。
　

２号（競争不適） ¥1,604,460 2023年4月3日
財政局
市民税課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

117 特別徴収税額通知書印字及び封入封緘業務委託 （株）ＴＬＰ　横浜営業所

　特別徴収税額通知書の作成と印字・封入封緘は、一体の業務であり、同じ業者に業務委
託することにより、個人情報の安全性の確保と効率的な作業によるコスト削減、及び不具
合発生時の責任の明確化を図ることができる。よって、本来であれば、全ての業務を一括
して契約するところである。
　しかし、５月１６日に発送する当初分の税額通知書は、約５万通を見込んでおり、４月
からの契約では、十分な帳票の校正や印字プログラムの修正・確認作業を行うことができ
ない。よって、業務を分割し、前年度中に帳票の作成及び印字プログラム修正を行い、同
じ業者と今年度の印字・封入封緘について引き続き随意契約をする。

２号（競争不適） ¥8,771,510 2023年4月3日
財政局
市民税課

118
市民税・県民税納税通知書印字及び封入封緘業
務委託

日本通信紙（株）横浜営業
所

　市民税・県民税納税通知書等の作成と印字・封入封緘は、一体の業務であり、同じ業者
に業務委託することにより、個人情報の安全性の確保と効率的な作業によるコスト削減、
及び不具合発生時の責任の明確化を図ることができる。よって、本来であれば、全ての業
務を一括して契約するところである。
　しかし、６月７日に発送する当初分の納税通知書は、約１５万通を見込んでおり、４月
からの契約では、十分な帳票の校正や印字プログラムの修正・確認作業を行うことができ
ない。よって、業務を分割し、前年度中に帳票の作成及び印字プログラム修正を行い、同
じ業者と今年度の印字・封入封緘について引き続き随意契約をする。

２号（競争不適） ¥5,313,000 2023年4月3日
財政局
市民税課

119
令和５年度家屋評価支援システムライセンス使
用料

（株）ワイイーシーソ
リューションズ

　本業務は、新増築家屋の図面作成や評価計算、過年度評価家屋の平面図等台帳の管理・
保管をする家屋評価支援システムのライセンス使用料契約である。
　家屋評価支援システムの導入にあたっては、保守・運用業務（60カ月分）も含め、令和
元年度に企画競争方式によって業者の選定を行った。
　その結果、企画、構成などで最も優れていた当該業者を契約の相手方とするものであ
る。
　

２号（競争不適） ¥4,062,960 2023年4月1日
財政局
資産税課

120 相模原市公用車賃貸借契約（資産税課）
三菱オートリース（株）神
奈川営業所

　車両の利用目的である過年度家屋調査の実施は令和7年度末までとなっているが、車両
を更新し新規契約を行う場合、リース期間は60か月となる。
　この場合長期の不要期間が生じてしまうため、単年度で利用を継続できる現契約事業者
と再リース契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥4,245,120 2023年4月1日
財政局
資産税課

121
令和５年度家屋評価支援システム（ソフトウェ
ア）保守・運用業務委託

（株）ワイイーシーソ
リューションズ

　本業務は、新増築家屋の図面作成や評価計算、過年度評価家屋の平面図等台帳の管理・
保管をする家屋評価支援システムの保守及び運用業務委託である。
　家屋評価支援システムの導入にあたっては、保守・運用業務（60カ月分）も含め、令和
元年度に企画競争方式によって業者の選定を行った。
　その結果、企画、構成などで最も優れていた当該業者を契約の相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥2,640,000 2023年4月1日
財政局
資産税課

122 家屋経年異動調査システム運用保守業務委託 朝日航洋（株）　横浜支店

　本業務は、地方税法第４０８条に定める実地調査を効率的に実施するために導入した家
屋経年異動調査システムの運用保守業務である。
　家屋経年異動調査システムの導入にあたっては、保守・運用業務（60カ月分）も含め、
令和３年度に企画競争方式によって業者の選定を行った。
　その結果、企画、構成などで最も優れていた当該業者を契約の相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥1,026,300 2023年4月1日
財政局
資産税課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
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123
令和５年度用固定資産税・都市計画税納税通知
書印字及び封入封緘業務委託

ＴＯＰＰＡＮエッジ（株）
東京エリア第二営業本部

　固定資産税・都市計画税納税通知書は、令和５年５月１日に約２５万通を発送する見込
みであり、納税通知書の作成においては、電子納付、コンビニ納付、地方税共通納税サー
ビス等に対応した納税通知書等の帳票類及び印字プログラム等が必要である。４月中に納
税通知書等の帳票類印刷から印字プログラム作成、印字、封入封緘までの一連の業務を履
行するのは困難である。このため、前年度に納税通知書等の帳票類印刷及び印字プログラ
ム作成を行う第１契約、当該年度に印字及び封入封緘業務を行う第２契約と、一連の業務
を２ヶ年度に分けて契約している。
　４月中に上記納付方法に対応する納付書等の印字を行うことができるのは、前年度に納
税通知書等の帳票類及び印字プログラム作成業務委託を履行したトッパンフォームズ
（株）から事業を承継し、当該プログラム等を有する当該事業者以外にはないため、同社
を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥5,804,480 2023年4月3日
財政局
資産税課

124 土地使用図等作成業務委託 朝日航洋（株）　横浜支店

　土地使用図は、地方税法第380条第3項及び相模原市市税条例第25条において「逐次これ
を整えるものとする」とされている、土地の使用状況、家屋の有無等を明らかにした図面
であり、地方税法第408条の実地調査を実施する際に使用しているものである。
　本委託業務では、固定資産税賦課期日における路線、土地の形状、家屋の有無等を反映
させた土地使用図を毎年度作成しているものである。土地使用図の作成においては、出力
仕様に則ったデータ加工プログラム、土地課税台帳データに基づく土地使用図の表記・着
色プログラム、字・丁目単位（字限図）で出力するための印刷プログラム等が必要とな
る。
　本市では、毎年度７月から土地評価に係る実地調査を実施しているため、４月下旬に土
地使用図作成に必要なデータ等を委託事業者に提供した後、６月上旬から中旬にかけて成
果品を受領する必要がある。その期間内で作成することができるのは、前年度の固定資産
評価用地理情報データ等修正業務委託を履行して当該プログラム等を有する当該事業者以
外にはないため、同社を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥16,060,000 2023年4月3日
財政局
資産税課

125 固定資産評価システム業務委託
一般財団法人日本不動産研
究所

　本業務は、３年ごとに評価替えを行う固定資産税評価において、令和６基準年度評価替
えに向けて、路線価の評定、「相模原市固定資産（土地）評価事務取扱要領」の見直し等
の総合的な業務を行うものである。また、固定資産の適正な評価のためには、法令・基準
等による画一的手法に加えて、これまでの評価や市内各地域間のバランスなど地域事情を
考慮する必要があり、かつ、限られた時間で大量の路線価を評定することが求められる。
そのため、令和６基準年度において優先的に取り組むべき課題を把握しながら業務を短期
間かつ総合的に進めていく必要がある。
　特に今年度は、令和５年１月１日時点の標準宅地鑑定評価に基づく市内２万本を超える
路線価の評定が主な業務になる。令和５年度業務の「路線価比準表の見直し」、「路線価
の評定」及び「下落修正路線価の検証及び路線価マスタ等の作成」において、令和６基準
年度路線価を適正に、かつ均衡ある評定を実施することが可能なのは、令和４年度業務の
「標準宅地の選定」時に、令和6基準年度の全路線の仮路線価を評定しながら、価格バラ
ンスの検証を実施した者以外にはいないため、当該法人を契約の相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥25,300,000 2023年4月3日
財政局
資産税課

126 標準宅地時点修正業務委託
（有）鈴木げん不動産鑑定
所

　本業務は、翌年度の固定資産税の路線価を算出するために、地価公示地、県地価調査地
及び鑑定評価地の下落率を求めるものである。
　よって、市内及び近隣市の価格事情に精通し、相続税評価等の経験を有する者が適当で
あり、かつ、市内の鑑定評価内容及び価格動向について熟知している者が本業務を行わな
ければならない。
　以上を踏まえ、固定資産（土地）評価替えに係る相模原市固定資産鑑定評価員選定要項
（令和４年７月１日施行）に基づいて選任した当該固定資産鑑定評価員を相手方として随
意契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,028,885 2023年6月30日
財政局
資産税課
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127 標準宅地時点修正業務委託 あずさ不動産鑑定

　本業務は、翌年度の固定資産税の路線価を算出するために、地価公示地、県地価調査地
及び鑑定評価地の下落率を求めるものである。
　よって、市内及び近隣市の価格事情に精通し、相続税評価等の経験を有する者が適当で
あり、かつ、市内の鑑定評価内容及び価格動向について熟知している者が本業務を行わな
ければならない。
　以上を踏まえ、固定資産（土地）評価替えに係る相模原市固定資産鑑定評価員選定要項
（令和４年７月１日施行）に基づいて選任した当該固定資産鑑定評価員を相手方として随
意契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,027,400 2023年6月30日
財政局
資産税課

128 標準宅地時点修正業務委託
グローバルサイト不動産鑑
定所

　本業務は、翌年度の固定資産税の路線価を算出するために、地価公示地、県地価調査地
及び鑑定評価地の下落率を求めるものである。
　よって、市内及び近隣市の価格事情に精通し、相続税評価等の経験を有する者が適当で
あり、かつ、市内の鑑定評価内容及び価格動向について熟知している者が本業務を行わな
ければならない。
　以上を踏まえ、固定資産（土地）評価替えに係る相模原市固定資産鑑定評価員選定要項
（令和４年７月１日施行）に基づいて選任した当該固定資産鑑定評価員を相手方として随
意契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,028,500 2023年6月30日
財政局
資産税課

129 標準宅地時点修正業務委託 やまゆり不動産鑑定事務所

　本業務は、翌年度の固定資産税の路線価を算出するために、地価公示地、県地価調査地
及び鑑定評価地の下落率を求めるものである。
　よって、市内及び近隣市の価格事情に精通し、相続税評価等の経験を有する者が適当で
あり、かつ、市内の鑑定評価内容及び価格動向について熟知している者が本業務を行わな
ければならない。
　以上を踏まえ、固定資産（土地）評価替えに係る相模原市固定資産鑑定評価員選定要項
（令和４年７月１日施行）に基づいて選任した当該固定資産鑑定評価員を相手方として随
意契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,027,070 2023年6月30日
財政局
資産税課

130 標準宅地時点修正業務委託 （有）山口総合鑑定所

　本業務は、翌年度の固定資産税の路線価を算出するために、地価公示地、県地価調査地
及び鑑定評価地の下落率を求めるものである。
　よって、市内及び近隣市の価格事情に精通し、相続税評価等の経験を有する者が適当で
あり、かつ、市内の鑑定評価内容及び価格動向について熟知している者が本業務を行わな
ければならない。
　以上を踏まえ、固定資産（土地）評価替えに係る相模原市固定資産鑑定評価員選定要項
（令和４年７月１日施行）に基づいて選任した当該固定資産鑑定評価員を相手方として随
意契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,028,885 2023年6月30日
財政局
資産税課

131 標準宅地時点修正業務委託 藤原不動産鑑定

　本業務は、翌年度の固定資産税の路線価を算出するために、地価公示地、県地価調査地
及び鑑定評価地の下落率を求めるものである。
　よって、市内及び近隣市の価格事情に精通し、相続税評価等の経験を有する者が適当で
あり、かつ、市内の鑑定評価内容及び価格動向について熟知している者が本業務を行わな
ければならない。
　以上を踏まえ、固定資産（土地）評価替えに係る相模原市固定資産鑑定評価員選定要項
（令和４年７月１日施行）に基づいて選任した当該固定資産鑑定評価員を相手方として随
意契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,028,500 2023年6月30日
財政局
資産税課
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132 税務地図情報システム改修業務委託 （株）インフォマティクス

　税務地図情報システムは、既に稼動していた相模原市道路情報管理システム（以下「Ｓ
ＲＩＭＳ」という。）による効率的な固定資産課税情報の管理、運用を図るため、本市か
らＳＲＩＭＳの開発を受注した（株）インフォマティクスに発注し、ＳＲＩＭＳ運用環境
下において稼動するシステムとして平成２１年度に開発したものである。
　本システムの改修作業は、ＳＲＩＭＳの制御プログラムの著作権を保有する同社以外に
は行えないため、同社を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,067,000 2023年10月3日
財政局
資産税課

133 状況類似地区見直し検証図作成業務委託 朝日航洋（株）　横浜支店

　本業務委託は、固定資産税・都市計画税の適正かつ均衡な課税を行うために、固定資産
評価事務に必要な図面等を作成するものである。
　当該図面等は、令和６年１月１日時点の地番編集図データと令和６年度仮課税データの
結合を行い、令和６年度状況類似図データと重ね合わせて作成する。
　令和６年１月１日時点の地番編集図データは、固定資産評価用地理情報データ等修正業
務委託の落札者である同社が異動修正業務を履行中であり、他の貸与データの提供可能日
及び作業可能期間を考慮すると、同社が固定資産評価用地理情報データ等修正業務委託と
並行して本業務委託を履行しなければ当年度内の図面等作成が困難であることから、同社
を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,144,000 2024年1月16日
財政局
資産税課

134 防災備蓄品・案内板等維持管理業務委託 （公社）相模原市防災協会

　本委託業務は、市が備蓄している資機材や広域避難場所等の案内板の維持管理業務であ
ることから、市の防災施策及び資機材等に関する専門知識のほか資機材や危険物等の取扱
いに精通していることが必要である。
　当協会は、市民や事業所等を対象に消防・防災に関する知識の普及啓発などを行うこと
を目的に設立された公益社団法人であり、過去に本市消防業務に従事していた職員が多数
在籍しているため、民間事業者にはない専門的な防災知識を備えているとともに、本市防
災行政についても精通していることから、本事業を履行できる唯一の事業者であるため、
契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥3,800,434 2023年4月1日
危機管理局
危機管理課

135 ガスヒートポンプ保守点検業務委託 （株）キャプティ

　市立小中学校のガスヒートポンプ式空気調和設備（プロパンガス熱源）の点検・監視・
故障対応などの総合保守点検業務については、遠隔監視設備に対応した監視業務を行う必
要がある。
　この遠隔監視設備を用いて、監視業務を行うことができる事業者は当該事業者に限られ
るため。

２号（競争不適） ¥1,041,480 2023年4月1日
危機管理局
危機管理課

136 起震車運用業務委託 （公社）相模原市防災協会

　委託業務が自主防災組織等の地域住民を対象とした起震車（地震体験車）による震度体
験訓練であることから、地震対策にかかる知識や起震車操作技術を持った職員が安全確実
に実施する必要があるとともに、本市の防災行政について精通していること及び公共性、
信頼性が求められる事業である。
　当協会は、市民や事業所等を対象に消防・防災に関する知識の普及啓発などを行うこと
を目的に設立された公益社団法人であり、過去に本市消防業務に従事していた職員が多数
在籍しているため、民間事業者にはない災害現場の経験を踏まえた対応や防災行政につい
ても精通しているとともに、業務を遂行するために必要な安全管理能力も兼ね備えている
ことから、本事業を履行できる唯一の事業者であるため、契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥3,349,549 2023年4月1日
危機管理局
危機管理課
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137
市立田名小学校外１校飲料水兼用耐震性貯水槽
緊急遮断弁修繕

（株）県央サービス

　田名小学校、桜台小学校に設置されている飲料水兼用耐震性貯水槽の付属品である緊急
遮断弁は、巴バルブ社製である。緊急遮断弁は震災等の緊急時に耐震性貯水槽内の飲料水
を確保するための重要なパーツであり、構造も特殊である。製造元である巴バルブ（株）
に確認したところ、当該設備は、構造上、水圧の減少を感知して作動し、汚水の流入等を
防止するという特殊な装置であり、製造元の承認を受けた構造・システム・仕様等を熟知
している業者でなければ本修繕はできないとの回答を得た。首都圏において製造元の委任
を受けた業者は当該業者のみであり、適切な修繕を行うためには、当該業者と随意契約を
行う必要がある。

２号（競争不適） ¥5,972,450 2023年7月11日
危機管理局
危機管理課

138 相模原市震度情報システム保守点検業務委託 三菱電機（株）神奈川支社
　本システムの中央監視装置及び市内に設置した震度計との通信ネットワークは、当該事
業者が当市の本システム用に独自に開発したプログラムを用いて構築したものであり、当
該事業者以外では保守点検ができないことによるものである。

２号（競争不適） ¥1,298,000 2023年4月1日
危機管理局
緊急対策課

139 防災メールシステム提供業務
（株）石川コンピュータ・
システム　東京支社

　本業務は防災情報（気象情報、雨量・水位情報、震度情報等）を集約し、自動的にメー
ル配信及び配信内容をホームページや市公式ＬＩＮＥアカウントに表示するシステムであ
る。当該業者が既に構築したASPサービスのシステムを利用してサービスを行うものであ
り、システムを開発したもののみが対応可能な業務であるため、当該業者を契約の相手方
とするものである。

２号（競争不適） ¥5,636,400 2023年4月1日
危機管理局
緊急対策課

140 気象情報提供業務 （一財）日本気象協会

　本業務は防災情報（気象情報、雨量、震度等）を集約した上で、自動的にホームページ
に表示し、防災主管課の情報収集及び市民への情報提供を行うものであるが、防災情報の
収集は当該事業者が構築したシステムやネットワークを利用して行うため、当該事業者以
外には本業務が実施できない。そのため、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,867,600 2023年4月1日
危機管理局
緊急対策課

141 災害情報共有システム利用契約 ＥＳＲＩジャパン（株）

　本システムは、災害発生時における参集人数、風水害時避難場所等の開設、混雑、被害
情報などを収集、共有する目的で、当該事業者により開発されたものである。本市で運用
しているものは本市の状況に合わせた仕様で開発されており、開発者である当該業者以外
では、保守を含めたサービスの提供ができないことから、当該業者を契約の相手方とする
ものである。

２号（競争不適） ¥3,465,000 2023年4月1日
危機管理局
緊急対策課

142
令和５年度防災行政用同報無線関連設備保守点
検業務委託

（株）富士通ゼネラル　情
報通信ネットワーク営業部

　本市の防災行政用同報無線及びその関連整備については当該業者の独自仕様により行っ
ており、常時運用している無線交信を停止せず、運用に支障のないよう配慮して保守点検
等を行うことが当該事業者以外ではできない。また、当該事業者は、システムに熟知して
おり、独自仕様の交換部品等を保有していることから、緊急時にも速やかに対応が可能で
ある。このため、当該事業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥31,682,035 2023年4月1日
危機管理局
緊急対策課

143 無線基地局中継局直流電源装置修繕
古河電池（株）情報通信営
業部

　本契約は、多重無線装置へ給電するための直流電源装置の蓄電池と整流器ユニットを交
換するものである。交換にあたっては、多重無線装置の電源を落とすことなく、また、直
流電源装置に接続している機器に影響を与えず作業を行う必要がある。
　当該事業者は、本装置の製造メーカーであり、設定等を把握している唯一の事業者であ
ることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥5,005,000 2023年4月21日
危機管理局
緊急対策課
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144 令和５年度防災行政同報無線関連設備修繕作業
（株）富士通ゼネラル　情
報通信ネットワーク営業部

　本契約は、本市防災行政同報無線に関連する設備を修繕するものである。本設備は人命
に直結するものであり、これらに影響を与えることなく作業を行う必要がある。本事業者
は、本設備機器の製造メーカーであり、また保守も実施している。仕様については最も熟
知していることから、当該システム影響なく作業が実施できる唯一の事業者として、当該
事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥25,924,800 2023年4月25日
危機管理局
緊急対策課

145 J-ALERT自動起動機更新作業
（株）富士通ゼネラル　情
報通信ネットワーク営業部

　本契約は、J-ALERT（国から弾道ミサイル、地震情報等の情報が配信されるもの）と連
動する自動起動機器を更新するものである。J-ALERT、現行自動起動機、防災行政同報無
線は互いに連動しており、これらの保守は全て当該事業者が実施している。当該事業者は
連動する単体のシステム仕様および機器の連動部分の仕様を把握しており、人命に直結す
るシステム全体を把握しながら、影響なく作業ができる唯一の事業者であるため、契約の
相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥6,050,000 2023年5月10日
危機管理局
緊急対策課

146
防災メール水位地点追加に伴うシステム改修業
務委託（神奈川県水防管理システム）

富士通Japan（株）神奈川
公共ビジネス部

　本業務は当該業者が既に構築したシステムの改修を行うものであり、当システム開発し
たもののみが対応可能な業務である。
　そのため、契約の性質が競争入札に適さない。

２号（競争不適） ¥1,045,000 2023年7月21日
危機管理局
緊急対策課

147
令和５年度相模原市消防指令センター庁舎計画
停電対応業務委託

ＮＥＣネッツエスアイ
（株）　神奈川支社

　本委託業務は消防指令センターの庁舎点検に伴う停電時において、デジタル防災無線、
消防救急無線の運用を止めないよう関係装置に給電を行うものである。今回、消防救急無
線と密接に連携する消防指令システム側の給電業務についても当該事業者が請け負ってお
り、また、当該事業者はデジタル防災無線についても精通している。よって、市民の生命
財産に係るこれらのシステムを停止させることなく業務が遂行できる唯一の事業者であ
る。

２号（競争不適） ¥1,100,000 2023年8月28日
危機管理局
緊急対策課

148 被災者生活再建支援システム構築業務委託 東日本電信電話（株）

　罹災証明書交付等の被災者支援のための一連の業務を円滑に行うことが可能な機能を有
するシステムであり、「過去の災害における十分な活用実績や、他自治体における圧倒的
なシステム導入実績を有すること」、「情報セキュリティの観点からＬＧＷＡＮ環境下で
使用できるサービスであること」、「即時性が求められる被災時対応において、かけつけ
保守サービスがある」という３点が揃う唯一のサービス事業者であることから、本サービ
スを開発し、運用サポートを行うことが可能な本事業者と随意契約を締結するものであ
る。

２号（競争不適） ¥1,090,100 2023年10月4日
危機管理局
緊急対策課

149 相模原市職員参集システムサービス提供業務 インフォコム（株）

　本市では、災害時に庁内体制を一早く整えるために、職員の参集を呼びかける参集電話
システムを導入しているが、利用している装置の老朽化に伴い、本システムを更新するも
のである。後継のサービスについて、「クラウドサービスであり、データセンターが冗長
化されていること（災害時利用の担保）」、「ボタン一つで簡単に呼び出すことが可能で
あること（誰でも簡単に操作ができ、呼び出しに時間を要しないこと）」を条件に情報提
供依頼（RFI）を実施した所、当該事業者からのみ可能である提案を受けた。(受付期間：
R5.5.15～R5.6.15)
　その結果、「ボタン一つで簡単に呼び出すことが可能であること」については、特許を
持っていることから、本サービスの提供については、当該事業者のみ提供が可能であると
判断し、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,466,300 2023年10月13日
危機管理局
緊急対策課
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150 被災者生活再建支援システム提供業務 東日本電信電話（株）

　罹災証明書交付等の被災者支援のための一連の業務を円滑に行うことが可能な機能を有
するシステムであり、「過去の災害における十分な活用実績や、他自治体における圧倒的
なシステム導入実績を有すること」、「情報セキュリティの観点からＬＧＷＡＮ環境下で
使用できるサービスであること」、「即時性が求められる被災時対応において、かけつけ
保守サービスがある」という３点が揃う唯一のサービス事業者であることから、本サービ
スを開発し、運用サポートを行うことが可能な本事業者と随意契約を締結するものであ
る。

２号（競争不適） ¥1,155,000 2023年10月16日
危機管理局
緊急対策課

151
ひばり放送子局高性能スピーカー等設置工事
（Ｎｏ１５０，Ｎｏ２６７）

（株）富士通ゼネラル　情
報通信ネットワーク営業部

　本業務で取り付けを行う防災行政用同報無線については、当該事業者が保守業務を実施
しており、機器は当該事業者が独自仕様で製造したものが含まれる。本業務は、機器を防
災行政同報無線柱へ設置する工事であるが、防災行政同報無線の安定稼働を確実なものに
するために、機器の製造元である当該事業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥4,999,500 2023年11月30日
危機管理局
緊急対策課

152 ひばり放送子局スピーカー交換委託（№503）
（株）富士通ゼネラル　情
報通信ネットワーク営業部

　本業務で取り扱う防災行政用同報無線については、当該事業者が保守業務を実施してお
り、機器は当該事業者が独自仕様で製造したものが含まれる。本業務は、スピーカーの交
換と無線機アンプの交換を行うものだが、防災行政同報無線の安定稼働を確実なものにす
るために、機器の製造元である当該事業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥2,955,700 2024年3月1日
危機管理局
緊急対策課

153 令和５年度防災行政無線屋外子局修繕
（株）富士通ゼネラル　情
報通信ネットワーク営業部

　本市の防災行政用同報無線（ひばり放送）は、当該業者がシステムを構築し整備したも
のである。屋外子局（放送塔設備）の修繕にあたっては、交換する機器類を当該業者が構
築したシステムに適合するよう設定する必要があり、また、作業の実施にあたっては、ひ
ばり放送の運用に支障のないよう配慮する必要がある。このようなことから、システムを
熟知しており、機器類を設定することができる者は、当該業者以外にないため、随意契約
を締結するもの。

２号（競争不適） ¥6,193,000 2024年3月6日
危機管理局
緊急対策課

154 相模原市証明書等自動交付事務委託
地方公共団体情報システム
機構

　本委託業務は、本市が導入しているコンビニエンスストアにおける証明書の自動交付事
務（コンビニ交付）を委託するものである。
　コンビニ交付は、地方公共団体情報システム機構が唯一のサービス提供者であることか
ら、本委託業務を行うことができる事業者として契約するものである

２号（競争不適） ¥7,842,593 2023年4月1日
市民局
区政推進課

155 法律相談委託 神奈川県弁護士会
　同会は、弁護士法に基づき、神奈川県内の法律事務所に所属する弁護士全員が加入して
いる唯一の法定団体であり、契約期間を通じ安定的に弁護士を派遣できる団体は、県内に
他にはないため、当該事業者を選定するものである。

２号（競争不適） ¥9,863,150 2023年4月1日
市民局
区政推進課

156
附票本人確認情報初期登録作業委託（住民基本
台帳ネットワークシステム）

日本電気（株）　神奈川支
社

　本事業は、住民基本台帳ネットワークシステムへ戸籍附票本人確認情報を送信するため
に、戸籍附票システムから抽出されたデータの取り込み、送信作業の実施をするものであ
る。
　当該システム及び機器は、当該事業者が構築・保守をしているため、システムの構成や
機器の設計等について精通している。このため、運用中のサービスに影響を与えることな
く、迅速かつ正確に作業することができる唯一の事業者であることから随意契約を行うも
のである。

２号（競争不適） ¥1,650,000 2023年11月1日
市民局
区政推進課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

157
令和５年度個人番号カード交付予約・進捗管理
システム改修委託

（株）ワイイーシーソ
リューションズ

　当該契約は、令和２年度に導入した個人番号カード交付予約・進捗管理システムの改修
を委託するものである。当システムは、当該事業者が構築したものであり、利用されてい
るプログラム等については、当該事業者でしか知りえないものである。よって、本システ
ムの改修ができる唯一の事業者として、当該事業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥2,995,492 2023年11月30日
市民局
区政推進課

158
令和５年度マイナポイント申込等支援窓口業務
委託

りらいあコミュニケーショ
ンズ（株）

　当該契約は、国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の中で盛り込まれたマ
イナポイント第２弾の申込支援窓口について、４月～９月実施分を業務委託するものであ
る。
　当該業務は市内4か所の計12窓口（5月以降は13窓口）にマイナポイント申込手続支援の
他、マイナポイントを活用した消費活性化策や新たなポイント対象であるマイナンバー
カードの健康保険証利用、公金受取口座登録の各制度への問い合わせに対応する知識を
持った従事者を配置し、支援窓口の運営を行うものである。
　マイナポイント申請期間は、令和5年3月31日に9月末までの期間延長が発表された。4月
当初から入札手続きを進め、不調なく落札された場合でも最短7月上旬の契約予定日とな
ること、従事者の雇用及び教育に２か月が見込まれることから、支援窓口の開設が９月上
旬となる。
　しかし、過去実績から期限間近の９月は申込支援を希望する市民の爆発的な増加が見込
まれ、市民サービスの低下を防ぐために、当該期間にマイナポイント申込支援窓口業務を
実施できる唯一の事業者として、前年度に同事業を受託し、安定的に実施した当該事業者
と契約するものである。

２号（競争不適） ¥66,556,832 2023年4月1日

市民局
区政推進課
マイナンバーカード普及
促進室

159
マイナンバーカード申請サポート業務委託（４
月開始分）

クラウドグレイス（株）

　当該契約は、令和５年度における各商業施設や公民館等で実施するマイナンバーカード
申請サポート出張窓口事業（以下、「申請サポート事業」と言う。」のうち、４月から７
月実施分を業務委託するものである。
　なお、８月から翌年３月までの申請サポート事業は入札により事業者を選定する。
　落札事業者による申請サポート事業開始を８月からとしているのは、商業施設等での申
請サポート受付業務を実施するまでに準備期間を要するからであり、申請サポート会場の
選定、実施スケジュールの調整、市民への広報周知活動（ポスター・チラシ作成含む）、
申請サポート受付業務における従事者の雇用及び教育の実施等を終えるまでに３ヵ月程度
の期間が見込まれることから、４月に入札・契約締結をした場合においても、申請サポー
ト受付業務の開始は８月からとなるためである。
　当該事業はマイナンバーカードの普及促進事業として令和５年度も積極的に取り組むよ
う国から依頼されており、マイナポイント第２弾の対象となるカード申請期限終了によっ
てカード申請者が激減している現状においては、新規申請者を増やすことが出来る当該事
業の実施が普及促進の観点で重要となる。
　また、当該契約は相模原駅マイナンバーカード申請特設窓口にて受付した申請書の事後
処理も含まれており、市職員のみでは対応しきれず、市民サービスの低下を防ぐために
は、年度当初から当該契約を締結することが必須である。
　マイナンバーカードの普及を促進し、かつ市民サービスの低下を防ぐために、当該期間
に申請サポート受付業務を実施できる唯一の事業者として、前年度に同事業を受託し、安
定的に実施した当該事業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥34,741,630 2023年4月1日

市民局
区政推進課
マイナンバーカード普及
促進室



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

160
令和５年度マイナポータル操作等支援窓口業務
委託

アルティウスリンク（株）

　当該契約は、国のマイナポイント事業第２弾が令和５年９月末に終了となることに伴う
マイナポイント申込支援窓口の閉鎖を受け、10月以降の健康保険証紐付け、公金受取口座
登録等の支援のほか、各種マイナンバー関連情報の閲覧のための「マイナポータル」操作
支援窓口の業務委託を行うものである。
　当該業務は市内4か所の計8窓口でマイナポータルの基本操作をはじめ、マイナンバー
カードの健康保険証利用、公金受取口座登録の各制度への問い合わせに対応する知識を
持った従事者を配置し、支援窓口の運営を行うものである。
　上述のとおりマイナンバー制度への知識を要すること、マイナポイント事業終了後も切
れ目なく業務を継続し、市民サービスの低下を防ぐため、９月末までマイナポイント事業
を受託し、安定的に実施した当該事業者と契約するものである。
　
　※「令和５年度マイナポイント申込等支援窓口業務委託」契約の受託者「りらいあコ
ミュニケーションズ（株）」は令和５年９月に（株）ＫＤＤＩエボルバと経営統合を行い
「アルティウスリンク（株）」となっている。当市向けの業務実施体制等は旧会社のもの
が継続されること等を鑑み、当該契約に係る権利義務をアルティウスリンク（株）へ継承
することを承認している。

２号（競争不適） ¥16,909,697 2023年9月20日

市民局
区政推進課
マイナンバーカード普及
促進室

161
令和５年度マイナポータル操作等支援窓口業務
委託（１月から３月分）

アルティウスリンク（株）

　当該契約は、国のマイナポイント事業第２弾が令和５年９月末に終了となることに伴う
マイナポイント申込支援窓口の閉鎖を受け、10月以降の健康保険証紐付け、公金受取口座
登録等の支援のほか、各種マイナンバー関連情報の閲覧のために開設している「マイナ
ポータル」操作支援窓口業務委託（令和５年１０月から１２月まで実施）について、令和
６年１月から３月の期間も営業日数を縮小して継続開設するものである。
　当該業務は市内4か所の計8窓口でマイナポータルの基本操作をはじめ、マイナンバー
カードの健康保険証利用、公金受取口座登録の各制度への問い合わせに対応する知識を
持った従事者を配置し、支援窓口の運営を行うものである。
　上述のとおりマイナンバー制度への知識を要すること、令和５年１０月から１２月まで
実施のマイナポータル操作等支援窓口終了後も切れ目なく業務を継続し、市民サービスの
低下を防ぐため、１０月から１２月まで同業務を受託し、安定的に実施した当該事業者と
契約するものである。

２号（競争不適） ¥9,242,301 2023年12月20日

市民局
区政推進課
マイナンバーカード普及
促進室

162 相模原市営斎場火葬炉全体積替修繕 （株）宮本工業所

　本業務は、火葬炉内に窯型に積み上げられた耐熱煉瓦の経年劣化に伴い、煉瓦の積み替
え修繕を行うものである。
　火葬炉を含む一連の設備は、製造業者である（株）宮本工業所独自の製品である。この
ため、設備の詳細部や連動体系を熟知しており、火葬炉設備の保守点検を実施している
（株）宮本工業所が本件修繕を実施できる唯一の法人であるため

２号（競争不適） ¥17,050,000 2023年5月25日
市民局
区政推進課
斎場準備室

163
相模原市営斎場電気集塵機集塵・放電極版交換
修繕

（株）宮本工業所

　本業務は、火葬の実施により発生する有害物質の排出を防ぐ電気集塵機集塵極板及び放
電極板の経年劣化に伴い、修繕を行うものである。
火葬炉を含む一連の設備は、製造業者である（株）宮本工業所独自の製品である。このた
め、設備の詳細部や連動体系を熟知しており、火葬炉設備の保守点検を実施している
（株）宮本工業所が本件修繕を実施できる唯一の法人であるため

２号（競争不適） ¥15,950,000 2023年5月25日
市民局
区政推進課
斎場準備室

164 相模原市営斎場火葬炉設備修繕 （株）宮本工業所

　本業務は、火葬炉保守点検の結果に基づき、火葬炉を安定的に運用できるよう緊急度が
高い火葬炉部位の修繕を行うものである。
　火葬炉を含む一連の設備は、製造業者である（株）宮本工業所独自の製品である。この
ため、設備の詳細部や連動体系を熟知しており、火葬炉設備の保守点検を実施している
（株）宮本工業所が本件修繕を実施できる唯一の法人であるため

２号（競争不適） ¥14,080,000 2023年9月1日
市民局
区政推進課
斎場準備室
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165 相模原市営斎場火葬炉台車修繕 （株）宮本工業所

　本業務は、火葬炉内で棺を載せたまま燃焼するために使用する火葬炉台車の経年劣化に
伴い、修繕を行うものである。
　火葬炉を含む一連の設備は、製造業者である（株）宮本工業所独自の製品である。この
ため、設備の詳細部や連動体系を熟知しており、火葬炉設備の保守点検を実施している
（株）宮本工業所が本件修繕を実施できる唯一の法人であるため

２号（競争不適） ¥6,600,000 2023年10月2日
市民局
区政推進課
斎場準備室

166
相模原市営斎場長寿命化改修計画作成及び民間
活力導入可能性調査業務委託

パシフィックコンサルタン
ツ（株）横浜事務所

　本業務は、令和９年度からの相模原市営斎場長寿命化改修に向け、斎場を運営しながら
の改修や機能拡充の手法の検討及び民間活力導入可能性調査を実施し、事業化に向けた諸
条件を定める改修計画を定めることを目的とするものである。
　業務に当たっては、火葬施設という特殊性や、今後の社会情勢の変化や民間事業者の意
向等、様々な視点から検討を行う必要があり、専門的な知識、技術、経験等を備えた業者
へ委託することが適当であることから、令和６年３月６日に公募型プロポーザル方式によ
る選考を実施し、その結果、評価点の合計が最も高い当該会社を契約の相手方とし、契約
を行うものである。

２号（競争不適） ¥32,890,000 2024年3月27日
市民局
区政推進課
斎場準備室

167 令和５年度相模原市市民活動サポート補償制度 東海保険ブローカー（株）

　相模原市市民活動サポート補償制度は、相模原市内を拠点にボランティア活動を行う市
民活動団体の、活動中の事故を補償するものであり、幅広い補償内容に対応している。現
在の契約期間に引き続く１年間の契約業者を決定するため指名競争入札を実施したが、応
札が一者のため入札を中止とした。
　現在の契約期間に引き続く契約がなされないと、ボランティア活動者が安心して活動で
きなくなり、市内の地域活動や市民活動の停滞に繋がること、また、現状において、補償
内容に対応できる当該業者以外の業者は存在しないことから、応札のあった当該業者と契
約するもの。

８号（不調随意契約） ¥3,299,060 2023年4月19日
市民局
市民協働推進課

168
北市民健康文化センター泡消火剤含有水溶液産
業廃棄処分委託

（株）河本総合防災

　本契約の相手方は、北市民健康文化センターで実施する泡消火設備修繕の実施業者であ
る。当該修繕の工程に含まれる充填済み泡消火剤の抜き取り作業について、事前に泡消火
剤の含有成分を調査したところ、国の基準値以下ではあるものの有害物質が検出されたた
め、周辺環境等の安全性を十分考慮し、泡消火剤を産業廃棄物処分とすることとした。
　本作業は、当該修繕と不可分の作業であり、作業の安全かつ円滑な実施の観点から、当
該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,628,000 2023年5月1日
市民局
市民協働推進課

169
北市民健康文化センター改修事業事業者選定ア
ドバイザリー業務委託

八千代エンジニヤリング
（株）横浜センター

　本業務は金融、法務、技術等の専門知識やノウハウが求められ、DBO手法による事業全
体をより効率的かつ効果的に構築する必要があり、組織体制や過去の実績のみではなく、
業務を確実に履行できる業者の能力を把握する必要がある。また、改修事業は新築案件に
比べ、隠れた瑕疵等の事業リスクや、事業規模・提案の余地が限定的になり、事業成否に
は民間事業者の参入確保と民間提案を引き出す能力がより一層重要になる。そのため事業
者の募集から契約締結までの支援等にかかる効果的な提案を求めながら、より良い施設を
目指し改修事業を進めるため「公募型プロポーザル方式」を採用し、企画提案プレゼン
テーション等を経て、評価委員会にて審査・評価を行ったうえで契約相手方とするもの。
　

２号（競争不適） ¥38,412,000 2023年7月5日
市民局
市民協働推進課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

170 市民健康文化センター浴槽循環浄化装置修繕
城山産業（株）　神奈川支
店

　令和６年２月５日に市民健康文化センターの浴槽循環浄化装置が故障し、浴室の営業を
停止する事態となっている。当該施設において、浴室は主要施設であるとともに、利用者
の利便性の確保のためにも至急復旧修繕を行い、営業再開をする必要がある。当該業者は
長年、当該施設の浴槽循環浄化装置保守点検を受託し、日頃から設備状況を把握してお
り、他の業者が修繕を行った場合、最適な処置が行われず、支障が生じる恐れがあるた
め、当該業者を契約の相手方とするもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,012,000 2024年2月9日
市民局
市民協働推進課

171 消費者啓発用広告掲載業務委託
（株）タウンニュース社
相模原支社

　タウンニュースは、発行部数が約１７万部と広報さがみはらと比べ少ないものの、主要
３新聞に折り込まれ、身近な地域情報紙として市民に認知、親しまれている。また、定期
的に記事を掲載することが可能である。
　近年、高齢者等の契約トラブルによる相談が増えており、このようなトラブルを未然に
防ぐには、常に情報を発信し注意喚起することが重要である。
　これらのことから、高齢者等の身近な情報源として、定期的に契約トラブルの事例、相
談窓口等を掲載することができる、（株）タウンニュース社相模原支社と契約を行うもの
である。

２号（競争不適） ¥3,168,000 2023年4月1日
市民局
消費生活総合センター

172
シティ・プラザはしもと（６階）施設管理業務
委託

イオンディライト（株）

　当該業者は、建物全体の管理業務を一括して行っており、管理業務上必要となる共有部
や防災センターの利用が当該業者のみに限られている。
　また、警備業務や設備保守業務は防災センターで24時間体制で建物全体を管理している
ため、緊急対応が可能である。
　これらの理由から、当施設の施設管理業務について当該業者を契約の相手方とするもの
である。

２号（競争不適） ¥18,072,176 2023年4月1日
市民局
消費生活総合センター

173 令和５年度はかりの検査業務委託 （公社）神奈川県計量協会

　はかりの検査業務については、本市では検査に必要な機器が十分に整備されていない
等、直営で実施することができないため、計量法第２０条の規定により、指定検査機関に
行わせることとしている。
　公益社団法人神奈川県計量協会は、神奈川県と本市を含む県内の計量特定市８市により
指定する唯一の検査機関であり、計量法で指定する他の委託先がないため、同協会と契約
するものである。

２号（競争不適） ¥5,987,000 2023年6月1日
市民局
消費生活総合センター

174
相模原市消費生活総合センター特設サイト構築
委託

（株）フューチャーイン
東京支店

　本委託業務はホームページを管理するシステムであるＣＭＳ（※）内での構築を行うも
のである。
　相模原市公式ホームページで利用しているＣＭＳ「ＴｓｕＮａＧｏ」（以下「当該シス
テム」という。）の運用ができるのは、当該システムを開発し、販売する当該事業者のみ
である。
　このため、当該事業者を契約の相手方とするものである。
　※ＣＭＳ＝ContentManagementSystem
　専門用語などを使用せずにホームページの運営等を行えるシステム

２号（競争不適） ¥1,848,000 2023年12月15日
市民局
消費生活総合センター

175 友好都市等交流事業委託 相模原市国際化推進委員会

　当該業務は、相模原市の海外友好都市（無錫市、トロント市）や諸外国との交流に関す
る事業及び外国人市民に対する支援等を行うものであり、幅広い国際理解と協調に基づ
き、世界に開かれた地域づくりに寄与することが求められているため、これを実現するた
めに組織された当委員会以外では運営することができない。

２号（競争不適） ¥2,300,000 2023年4月1日
市民局
国際課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名
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176
令和５年度相模原市外国人のための生活オリエ
ンテーション動画作成業務委託

（株）ワールド

　当該業務の実施に当たっては、外国人にも伝わりやすいインフォグラフィックスの活用
に知見を有し、各種アニメーション動画の作成実績を有している事業者との契約が必要と
なることから、価格のみによる競争をもって選定することがふさわしくないため、プロ
ポーザル方式により契約相手方の選定を行った。
　２社によるプレゼンテーションの結果、当該事業者の企画提案は、事業の目的達成が期
待できるものであったため、当該事業者を契約の相手方とするもの。

２号（競争不適） ¥3,630,000 2023年10月10日

市民局
国際課
さがみはら国際交流ラウ
ンジ

177 さがみはら国際交流ラウンジ駐車場賃貸借契約 富士物産（株）
　車両５台分の駐車場について、施設から徒歩５分(４００ｍ）圏内を条件に複数の不動
産業者に確認したところ、該当する物件は当該駐車場のみであったことから、当該駐車場
の管理会社である富士物産（株）と契約を結ぶもの。

２号（競争不適） ¥893,750 2024年1月1日

市民局
国際課
さがみはら国際交流ラウ
ンジ

178 令和５年度各種スポーツ大会等実施事業委託
（公財）相模原市スポーツ
協会

　公益財団法人相模原市スポーツ協会は、市民のスポーツ活動を振興し、心身ともに健康
で明るい市民生活の形成に寄与することを目的に設立された、市内で唯一の団体である。
効率的に事業の目的を達成するため、事業に精通した団体に事業委託をする必要があり、
当該相手方以外に該当する組織はないものである。

２号（競争不適） ¥77,883,000 2023年4月1日
市民局
スポーツ推進課

179 学校体育施設開放事業運営業務委託
相模原市学校体育施設開放
協議会

　相模原市学校体育施設開放協議会は、各市立小中学校【緑区（橋本・大沢地区）、中央
区、南区】に学校体育施設開放運営委員会を設置し、当該事業の円滑かつ効果的な運営を
行うために組織された協議会である。
　市立小中学校の体育施設を開放し、市民のスポーツ活動の場に供するには、学校と密に
連携をとりながら運営を行う必要があり、当協議会以外に実施できるものがいないため。

２号（競争不適） ¥4,920,000 2023年4月1日
市民局
スポーツ推進課

180
第１7回神奈川県障害者スポーツ大会実施業務
及び全国障害者スポーツ大会相模原市選手団派
遣等業務委託

（公財）神奈川県身体障害
者連合会

　神奈川県障害者スポーツ大会は、都道府県及び政令指定都市の単独開催が原則だが、神
奈川県及び相模原市とも一競技当たりの参加選手数、会場の確保、運営体制などの課題が
あり、費用対効果を考慮して、県市共催で実施することとなった。大会を共催で開催する
にあたり、「神奈川県障害者スポーツ大会の開催に関する覚書」を締結し、神奈川県が委
託先を選定し、相模原市はその委託先と契約を結ぶとしたことから、神奈川県が委託先と
して選定した公益財団法人神奈川県身体障害者連合会に委託するもの。
　また、全国障害者スポーツ大会への本市選手団の派遣に関する業務は、内容は選手団の
選考に関する事務、強化練習会や選手団派遣期間中における各種業務を行うものである。
　当該団体は神奈川県障害者スポーツ大会や全国大会神奈川県選手団の派遣業務等を請け
負っており、障害者スポーツ及び障害特性について知識と経験を有し、かつ本市の対象選
手等の状況を深く理解しており、本事業を円滑に実施できる唯一の団体であることから、
競争入札に適さないものである。

２号（競争不適） ¥12,933,000 2023年4月3日
市民局
スポーツ推進課

181
令和5年度全国健康福祉祭（スポーツ交流大会
等）選手選考・派遣事業委託

（公財）相模原市スポーツ
協会

　全国健康福祉祭（スポーツ交流大会等）は、高齢者に適したスポーツを通して、積極的
な仲間づくりや世代間交流を促進するとともに、正しい健康づくりへの理解を深め、ふれ
あいと活力ある長寿社会づくりを推進することを目的として開催され、本市も選手団を派
遣している。
　公益財団法人相模原市スポーツ協会は、市民のスポーツ活動を振興し、心身ともに健康
で明るい市民生活の形成に寄与することを目的として設立された法人であり、スポーツ種
目団体との連携や選手選考等の業務について精通している市内唯一の法人であるため、契
約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥16,892,000 2023年4月3日
市民局
スポーツ推進課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
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182
相模原市立総合体育館ホールホワイエ系統吸収
式冷温水機修繕

（株）テクノ菱和　横浜支
店

　本修繕は、総合体育館の吸収式冷温水機内部を薬品洗浄等を行い、不具合を解消するた
めに実施する修繕である。
　当該吸収式冷温水機は、総合体育館のホール及びホワイエ系統の重要な空調設備であ
る。また、契約の相手方は、施設における空調設備全体の施工から携わり、過去にも同設
備が不良となった際には同等の修繕を優良かつ迅速に実施した実績がある。
　契約の相手方は、現場の不具合の状況及び空調設備全体を熟知し、総合的な責任を負っ
て迅速に業務を行うことができる唯一の業者であることから、当該相手方を一者随意契約
先として選定するものである。

２号（競争不適） ¥1,705,000 2023年7月31日
市民局
スポーツ施設課

183 麻溝公園競技場非常用発電機修繕
ヤンマーエネルギーシステ
ム（株）東京支社

　本修繕は、相模原麻溝公園競技場に設置された非常用発電機について、メーカーが推奨
する部品等の交換時期を経過し、経年劣化が見受けられることから、オーバーホール修繕
を行うものである。
　当該施設の非常用発電機は、非常時に停電となった際に電源供給するための装置であ
り、修繕を行うにあたっては当該発電機のシステム構成を熟知し、整備に伴う分解及び再
組立を独自の専門技術により行い、従前と同様の性能を継続維持させなければならない。
　また、点検整備後の一貫した責任と性能について保証を持たせる必要があることから、
本修繕ができる業者は製造元かつ保守点検業者である契約の相手方のみであることから、
当該相手方を一者随意契約先として選定するものである。

２号（競争不適） ¥2,948,000 2024年1月17日
市民局
スポーツ施設課

184 相模原麻溝公園競技場自動ドア装置交換修繕 （株）神奈川ナブコ

　本修繕は、相模原麻溝公園競技場に設置された自動ドアについて、メーカーが推奨する
部品等の交換時期を経過し、経年劣化が見受けられることから、交換修繕を行うものであ
る。
　本修繕を行うためには、製品の構造、分解及び組立手順、調整方法等の知識や技術を必
要とし、製造メーカーである上記業者は、本修繕を行うために必要な独自の知識や技術を
保有しており、本修繕を行うことのできる唯一の業者である。
　また、製造物責任の所在を明確にし、修繕後の責任と性能保証を持たせる必要がある。
　以上の理由から、当該相手方を一者随意契約先として選定するものである。

２号（競争不適） ¥2,245,100 2024年1月24日
市民局
スポーツ施設課

185
住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委
託

日本電気（株）

　本委託業務は、住民基本台帳ネットワークシステム（以下「当該システム」という）が
正常に稼働するための保守を行うものである。
　当該事業者は、当該システムの構築事業者として、プログラムの動作やデータ構造等を
熟知している。
　このため、不具合等が発生した際に迅速に対応が必要な本委託業務を的確に行うことが
できる唯一の事業者として、当該事業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥23,961,300 2023年4月1日
市民局
区政推進課

186
個人番号カード交付予約・進捗管理システム運
用保守業務委託

（株）ワイイーシーソ
リューションズ

　当該契約は、令和２年度に導入した個人番号カード交付予約・進捗管理システムの運用
保守業務を委託するものである。当システムは、当該事業者が構築したものであり、利用
されているプログラム等については、当該事業者でしか知りえないものである。よって、
本システムの保守ができる唯一の事業者として、当該事業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥3,207,600 2023年4月1日
市民局
区政推進課
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187 美術品専用収蔵庫賃貸借契約
カトーレック（株）美術輸
送　東京支店

　当該契約は、市の所有する美術品を安全に保管するため、その場所を確保しようとする
ものである。
　平成２４年度から美術館（フォトギャラリー）が整備されるまでの間、博物館収蔵庫を
補完するために当該業者の所有する美術専用収蔵庫に写真パネル等の美術品を保管してお
り、業者の変更によって保管場所が変更となることは、頻繁な移動により温湿度環境を変
化させ、損傷を防ぐ上で好ましくない。
　美術品の移動には、温度・湿度管理を備えた美術品専用車輌で美術品を安全に輸送する
必要があるため、別途輸送に掛かる経費が必要となる。
　以上の理由から、当該契約は当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,930,200 2023年4月1日
市民局
文化振興課

188
住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委
託

日本電気（株）

　本委託業務は、住民基本台帳ネットワークシステム（以下「当該システム」という）が
正常に稼働するための保守を行うものである。
　当該事業者は、当該システムの構築事業者として、プログラムの動作やデータ構造等を
熟知している。
　このため、不具合等が発生した際に迅速に対応が必要な本委託業務を的確に行うことが
できる唯一の事業者として、当該事業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥23,961,300 2023年4月1日
市民局
区政推進課

189
個人番号カード交付予約・進捗管理システム運
用保守業務委託

（株）ワイイーシーソ
リューションズ

　当該契約は、令和２年度に導入した個人番号カード交付予約・進捗管理システムの運用
保守業務を委託するものである。当システムは、当該事業者が構築したものであり、利用
されているプログラム等については、当該事業者でしか知りえないものである。よって、
本システムの保守ができる唯一の事業者として、当該事業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥3,207,600 2023年4月1日
市民局
区政推進課

190
令和５年度相模原市簡易水道事業会計支援業務
委託

（税）TMS 練馬事務所

　本業務は、前年度の決算及び次年度の予算書を作成するとともに、消費税及び地方消費
税確定申告内容の整理等を行うものである。
　本業務は、５月末までの短期間に決算書、消費税及び地方消費税確定申告書を作成する
必要がある。また、本市が個別に導入している企業会計システムや地方公営企業会計に精
通し、会計から税務まで横断的な専門知識を有することが求められる。
　当該税理士法人は、前年度の委託業者で、上記の要件を満たしている唯一の業者であ
り、法で定められている期日内に業務を行える業者は、当該税理士法人しかいないことか
ら、引き続き随意契約で委託をするものである。

２号（競争不適） ¥1,133,000 2023年4月7日
市民局
文化振興課

191 街かどコンサート事業委託
（公財）相模原市民文化財
団

　街かどコンサートは、商業施設などの空間を利用した音楽鑑賞会及び無料動画投稿サイ
トYouTubeを活用した音楽鑑賞会であり、市に縁のあるプロや若手の音楽家を中心に、生
の演奏を収録し、市民が気軽に音楽文化に触れられることを目的に開催及び配信する事業
である。
　同財団は、市と協働で市民文化の向上及び振興に関する事業を行う役割を担っている。
市に縁のあるプロの音楽家団体である相模原音楽家連盟と連携を図ることができ、また市
にゆかりのある若手の音楽家に関する豊富な情報を持ち、それらの情報と経験をもとに、
演奏会をプロデュースできるのは、同財団のみであるため。

２号（競争不適） ¥2,525,000 2023年5月1日
市民局
文化振興課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

192 市民会館地下１階厨房空調設備修繕 （株）コンティ

　7月11日に市民会館地下レストランの厨房の空調機に異常が発生したため、調査をした
結果、冷媒ガス漏れが発生していることが判明した。当該空調機は設置から２５年経過し
ており、部品交換による修理対応ができないため、更新が必要となる。
　夏場の厨房は高温になり、空調機が利用できない状態での営業は、従業員の熱中症や食
中毒発生など様々な危険を伴うが、パーティールーム等の利用者からケータリングの予約
も受注をしており、営業の継続が必要である。よって、レストラン従業員の生命・身体の
安全及び厨房内の衛生環境を確保するためには緊急修繕を行うよりほかないことから、指
定管理者として設備管理を担う当該事業者を契約の相手方とし、空調機の更新修繕を行う
もの。

５号（緊急随意契約） ¥1,866,590 2023年7月21日
市民局
文化振興課

193
アートラボはしもと再整備事業内装設計に係る
与件整理業務委託

トミト・ANT・川見設計共
同体

　当該業務は、官民連携によるアートラボはしもとの再整備に当たり、民間商業施設内に
設置する後継施設の内装設計を実施する前段として、建築上の課題抽出など内装設計実施
に調整を要する与件を整理するため、業務を委託するものである。契約の相手方は、令和
４年度に実施した「アートラボはしもと再整備事業内装設計に係る公募型プロポーザル」
において、有識者で構成する選考委員会による審査の結果、応募32者の中から最優秀者に
選定されている。選考委員会では、橋本地区の特徴や歴史的知見を含めて事業内容を捉え
ていることや、後継施設を市民、市、民間事業者等と共に創るという姿勢を持ち合わせて
いることなどが高く評価されており、過去に実施した他市の類似業務の履行状況を踏まえ
た結果、特段の問題がないことから、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,970,000 2023年12月28日
市民局
文化振興課

194
相模原駅駅ビル公共施設エスカレーター運行管
理業務委託

（株）ＪＲ中央線コミュニ
ティデザイン

　相模原駅ビル（セレオ相模原）の４階の一部を賃借している相模原駅駅ビル公共施設と
同駅ビルの３階とを接続する相模原市所管のエスカレーターについては、同駅ビルに設置
されている他のエスカレーターの運行管理を行う同駅ビル総合管理会社（賃貸人）に運行
管理業務を委託することを賃貸借契約において定めていることから、当該総合管理会社
（賃貸人）を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥6,534,624 2023年4月1日
市民局
文化振興課
相模原市民ギャラリー

195
相模原駅駅ビル公共施設空調設備等保守点検業
務委託

ＲＢ工装（株）

　相模原駅ビル（セレオ相模原）の４階の一部を賃借している相模原駅駅ビル公共施設の
空調設備は、同駅ビル監視センターに接続しており、地震センサー作動時や漏水などの緊
急時には、同駅ビル監視センターに常駐する事業者でなければ対応が困難である。また、
電気設備（動力分電盤・電灯分電盤）の異音・異臭、漏電、ブレーカーや配線の損傷等の
異常発生による緊急時の対応に当たっても同駅ビル監視センターに常駐する当該事業者で
なければ、その対応が困難である。このため、同駅ビル監視センターに常駐する当該事業
者と契約を結ぶものである。

２号（競争不適） ¥2,454,540 2023年4月1日
市民局
文化振興課
相模原市民ギャラリー

196 相模原駅駅ビル公共施設清掃業務委託
（株）ＪＲ東日本環境アク
セス

　相模原駅駅ビル公共施設は、相模原駅ビル（セレオ相模原）の４階の一部を賃借して入
居しているが、同駅ビルには、食料品販売店、飲食店等が多数入居することから、４階に
おいても衛生的配慮が特に求められており、同駅ビル全体を総合的かつ一体的な清掃業務
及び消毒等により環境衛生を的確に保持することのできる事業者が全階の清掃業務を実施
することとされている。
　また、同公共施設内においては、清掃作業員、清掃作業監督者の待機時及び休憩時など
の常駐場所、更衣室、床洗浄機等大型清掃器具等の常置場所、さらには、清掃業務により
回収したごみの分別作業及び集積場所を確保することができない。このため、同駅ビルの
環境衛生を一体的に管理し、清掃業務を担う当該事業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥3,317,600 2023年4月1日
市民局
文化振興課
相模原市民ギャラリー
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197
令和５年度地域包括支援システム運用・保守業
務委託

（株）ワイイーシーソ
リューションズ

　本システムは、当該業者がソフトのプログラムの解析、内容の検証等を行い、本市シス
テムとして適応するよう調整したものである。市独自のプログラム設定であるため、運用
に支障が無いようにシステムの運用及び保守していくことは、当該業者以外では困難であ
る。このため、当該業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥5,453,844 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

198 相模原市生活支援体制整備事業業務委託
（福）相模原市社会福祉協
議会

　本事業は、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、各
日常生活小圏域に、第2層生活支援コーディネーターとして、コミュニティソーシャル
ワーカー等を配置するものである。
　本事業の実施においては、生活支援サービスの提供や中間支援の実績、地域の関係団体
への適切なコーディネート機能を持ち、地域のコミュニティ形成に精通していることが重
要となる。加えて、住民主体の多様なサービスの開発については、介護保険サービスの一
部として一定程度の全市的な均質性と公正・中立性が求められる。
　これらのことから、本事業は福祉サービスの提供、ボランティア活動・地域の活動団体
への支援、地域福祉コミュニティ形成への支援等の全市的な実績のある当該法人しかでき
ないものである。

２号（競争不適） ¥54,335,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

199 福祉従事者メンタルヘルス相談事業委託
（福）相模原市社会福祉協
議会

　本事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大時においても、事業を継続している市内の
介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所及び保育所等の職員を対象に、メンタルヘ
ルス相談窓口を設置し、精神的負担の軽減を図るとともに、その軽減によりエッセンシャ
ルワーカーである福祉人材の定着・確保を目的とした事業である。また、相談結果を匿名
化・分析して、福祉事業所の各法人等にその内容をフィードバックして運営支援を行うも
のである。
　当該事業者は、中立的な立場で本市の福祉活動の中核を担う法人であり、市内の社会福
祉法人等を多く会員に持ち、福祉従事者への相談窓口の周知や、相談結果の福祉事業所へ
のフィードバック業務を迅速且つ円滑に行うことができる。そのような相手方は他にない
ことから、同法人を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,000,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

200
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（橋本）

神奈川県厚生農業協同組合
連合会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥49,365,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

201
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（相原）

（福）城山楽寿会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥39,625,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

202
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（大沢）

（福）久寿会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥40,410,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課
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203
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（城山）

（福）城山楽寿会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥35,195,920 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

204
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（津久井）

（福）泰政会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥48,684,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

205
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（相模湖）

（福）仁正会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥32,076,378 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

206
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（藤野）

（福）ラファエル会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥30,967,525 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

207
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（小山）

（福）ワゲン福祉会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥35,578,400 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

208
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（清新）

（福）智泉会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥39,299,612 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

209
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（横山）

（福）泰政会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥34,820,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

210
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（中央）

医療法人財団徳寿会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥44,980,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

211
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（星が丘）

（福）上溝緑寿会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥36,967,400 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

212
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（光が丘）

医療法人財団相和会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥45,635,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

213
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（大野北第１）

医療法人財団相和会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥47,470,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

214
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（大野北第２）

（福）さがみ愛育会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥36,193,464 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
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215
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（田名）

（福）愛泉会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥38,929,992 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

216
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（上溝）

（福）上溝緑寿会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥38,674,600 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

217
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（大野中）

アースサポート（株）

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥38,326,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

218
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（大沼）

（福）恩賜財団　神奈川県
同胞援護会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥39,542,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

219
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（大野台）

（福）恩賜財団　神奈川県
同胞援護会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥37,770,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

220
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（大野南）

（福）幸会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥44,780,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課
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221
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（上鶴間）

（福）幸会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥43,660,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

222
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（麻溝）

（福）ワゲン福祉会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥28,968,600 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

223
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（新磯）

（福）湘北福祉郷

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥28,970,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

224
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（相模台第１）

（福）たちばな福祉会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥39,869,400 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

225
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（相模台第２）

医療法人財団小松会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥39,571,800 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

226
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（相武台）

（福）相武台福祉会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥36,874,184 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課
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227
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（東林第１）

（福）山久会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥36,900,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

228
相模原市地域包括支援センター運営事業業務委
託（東林第２）

（福）山久会

　地域包括支援センターについては、担当地区内の高齢者の介護等に係る相談窓口のほ
か、法令の定めにより要支援者の介護予防支援を独占的に行う事業であることから、経済
性のみならず、必用な相談体制の確保や公正・中立性の確保が必要である。
　こうしたことから、令和２年度に公募を行い、地域包括支援センター運営協議会への諮
問・答申により令和８年度までの６年間の当該地域包括支援センターの委託先として当該
法人を選定しており、この結果に基づいて当該法人と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥35,760,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

229
相模原市地域おでかけサポート推進事業業務委
託

認定特定非営利活動法人か
ながわ福祉移動サービス
ネットワーク

　本事業は、公共交通等の利用が不便な高齢者等に対する地域主体の移動支援を推進する
ものである。事業内容は、地域住民が主体となる移動支援の立ち上げに向けたアドバイ
ザーの派遣及び担い手養成講座を開催すること等である。
　事業の実施については、移動支援サービスの提供や、アドバイザーとしての実績があ
り、地域の関係団体のコーディネート機能を適切に担え、関係法律等に精通している当該
法人しかできないものである。

２号（競争不適） ¥3,000,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

230 相模原市福祉のまちづくり推進事業業務委託
相模原市福祉のまちづくり
推進協議会

　市民の福祉に対する理解や意識の向上を図り、本市全体の地域福祉が一層推進されるこ
とを目的とする当該事業の委託に当たっては、全市的な組織であり、本市の主な福祉団体
をはじめ、保健医療関係団体、自治会、教育関係団体、民間奉仕団体、労働関係団体、関
係行政機関等、76の構成団体からなる相模原市福祉のまちづくり推進協議会に委託するこ
とによって、同協議会が持つ、地域に根ざしたネットワークやノウハウを活用した事業実
施が可能となるため。

２号（競争不適） ¥1,500,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

231 地域資源管理システム導入・保守業務委託 カシオ計算機（株）

　本業務委託はクラウドサービスを活用し、簡便に支援者等が情報を更新し、利用できる
ことが必要なシステムであり、コミュニティソーシャルワーカーや地域包括支援セン
ター、社会福祉協議会等が地域資源を共有し、それぞれの現場で更新できるシステムは、
当該事業者のみが構築しているものであるため

２号（競争不適） ¥5,984,000 2023年4月3日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

232 重層的支援体制整備モデル事業業務委託
（福）相模原市社会福祉協
議会

　本事業は、重層的支援体制の整備に向けた地域づくりを進めていくため、調査研究及び
地域住民等の意識の醸成を図るものである。
　本事業の実施においては、地域との密接な関係や地域福祉への理解が求められる。
　これらのことから、本事業は市とともに地域福祉を推進し、ボランティア活動・地域の
活動団体への支援、地域福祉コミュニティ形成への支援等を行っている実績のある当該法
人しかできないものである。

２号（競争不適） ¥9,999,000 2023年4月3日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課
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233
認知症高齢者・障害者等ＳＯＳネットワークシ
ステム（見守りシール）事業業務委託

アイネット（株）

　本事業は、行方不明になる認知症高齢者等の一刻も早い発見と身元照会及び家族への迅
速な連絡体制の整備等支援の充実を図り、家族等の身体的・精神的負担を軽減するため、
広域の捜索体制がある既存の「認知症高齢者・障害者等SOSネットワークシステム」と連
動して、二次元コードシール発行（以下シールとする。）及びコールセンター設置のサー
ビスを付帯するものである。
　汎用性および耐久性の高いシールの発行、看護職が配置された２４時間３６６日対応型
のコールセンター設置、さらなる捜索体制の拡充を図る普及啓発活動を委託できるほか、
既存のシールを継続的に用いて、利用者の安全確保のため間断なくサービスを維持するこ
とは、契約の相手方しか成し得ないため、随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥2,738,760 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

234
認知症高齢者・障害者等見守り検索サービス事
業業務委託（補償特約付帯）

ホームネット（株）

　当事業は、認知症高齢者等にGPS機器を携帯してもらうことで、利用者が行方不明に
なった際に家族等がインターネット検索及びオペレーションセンターとの通話により位置
情報を検索することができ、事故の未然防止を図るとともに家族等の身体的・精神的負担
を軽減するものである。
　現在、靴にも装着可能な小型のGPS機器貸与及び位置検索サービスに加えて、個人賠償
責任危険補償特約を附帯しているのは契約の相手方に限られる。また、既存の機器を継続
的に用いて、利用者の安全確保のため間断なく検索体制を維持することは、契約の相手方
しか成し得ないため、随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥3,993,520 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

235 医療・介護連携情報管理運用業務委託
一般社団法人相模原市医師
会

　医療・介護連携情報「あんしんリンク」は、医療と介護の連携を促進するために、病
院・診療所の在宅医療の対応状況や医師の比較的対応しやすい時間や連絡方法、介護支援
専門員等の名簿等を掲載するものであるため、市医師会のホームページを活用すること
が、在宅医療と介護の連携を推進する最良の方法であることから、市医師会のホームペー
ジを活用する形であんしんリンクのシステムを構築した。
　このシステムは、従前の市医師会のホームページに掲載されている、医療・診療所等の
在宅医療の状況を引用して閲覧できるものとなっており、情報の管理運用については、市
医師会のほか担える者はないことから随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥3,169,958 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

236 医療・介護連携推進事業業務委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業は、医療及び介護の連携強化・推進を図るため、会議や研修会等を開催し、高齢
者が可能な限り住み慣れた地域で、人生に尊厳をもって自分らしく、自立した日常生活を
営むことができる地域包括ケアシステムの構築を推進することを目的としている。
　医療・介護従事者等を対象にした連携強化および推進をするためには医療側の協力は不
可欠であり、市医師会への委託が従事者等の参加について最も効果的であるため、市医師
会と随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥3,998,159 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

237 在宅医療・介護連携従事者相談業務委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本業務は、医療・介護従事者からの在宅医療・介護連携等に関する専門的な相談に対応
することにより、地域での課題解決を効果的に行うとともに、市全域の情報収集や課題整
理を行い、必要な施策に繋げることを目的としている。
　そのため、医療及び訪問看護の専門的知識を有すること、また、公平な立場で市内及び
近隣の病院や診療所、介護事業所などと連携、協力することが求められることから、本業
務の契約の相手方は市医師会のほかに担える者はない。

２号（競争不適） ¥7,019,764 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

238
相模原市認知症疾患医療センター（連携型）運
営事業業務委託

ワゲン福祉会　総合相模更
生病院

　当事業は、既設の地域型の認知症疾患医療センター（北里大学病院）との地理的要因等
を考慮して、中央区内に連携型の認知症疾患医療センターを委託するものである。
　認知症疾患医療センターの設置基準は国の要綱で定められており、要件として稼働日
数、医師、医療相談員、検査体制等の基準を満たす必要がある。こうした要件を全て満た
し、連携型の認知症疾患医療センターを受託できる医療機関は、中央区においては総合相
模更生病院のみである。

２号（競争不適） ¥5,872,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課
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239
相模原市認知症疾患医療センター（地域型）運
営事業業務委託

学校法人北里研究所　北里
大学病院

　当事業の運営基準は国の要綱で定められている。基準要件としては、認知症疾患に係る
専門医療相談部門の配置、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療の経験を有する医師の配
置、検査機器（磁気共鳴画像装置・脳血流シンチグラフィー等）等の高度な医療設備を有
していること、一般病床と精神病床を有していることとなっており、市内で地域型の認知
症疾患医療センターを受託できる医療機関は北里大学病院のみである。

２号（競争不適） ¥9,870,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

240 認知症カフェ等支援業務委託
特定非営利活動法人Link・
マネジメント

　当事業は、認知症カフェを運営する人々を支援することにより、認知症の人やその家族
だけではなく地域に住む人々全てが安心して暮らせるよう、地域づくり推進を目的として
実施するものである。
　当該事業者は認知症カフェが本市にない時期である平成25年度に、地域のニーズを踏ま
え、認知症カフェの在り方の検討及び本市での認知症カフェの開設を目指した実行委員会
を立ち上げるなど、地域に認知症カフェ開設の機運を高めた事業所である。そのほか、認
知症カフェやオンラインカフェ運営の支援や相談に対応してきた実績もある。
　これらのことから、当事業を円滑に実施し、事業目的を達成することができるのは当該
事業者のみである。

２号（競争不適） ¥1,434,600 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

241 認知症サポーター等養成事業業務委託
特定非営利活動法人Link・
マネジメント

　当事業は、認知症の人やその家族を地域で温かく見守る応援者として認知症サポーター
を養成し、サポーター数を増やすために認知症サポーター養成講座の講師を担うキャラバ
ン・メイトが積極的に講座を開催できるよう支援するために実施している。
　本市において、同業種・種目の市内業者の入札参加登録業者数は25件該当するが、認知
症に特化した事業所はない。また、NPO法人としても、介護サービス施設の運営を除き活
動しているのは当該事業者のみである。
　当該事業者は平成25年から、本市が養成したキャラバン・メイトや認知症サポーター同
士のつながりを深めることを目的に任意団体を設立した実績もある。これらのことから、
当事業を円滑に実施し、事業目的を達成することができるのは当該事業者のみである。

２号（競争不適） ¥3,194,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

242
認知症地域支援・ケア向上ネットワーク事業業
務委託

特定非営利活動法人Link・
マネジメント

　当事業は、認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して生活を継続できることを
目的としている。認知症地域支援推進員と協力して、認知症家族の会、認知症支援に関わ
る活動団体で構成する実行委員会を設置し、認知症に関する普及啓発等の内容の企画・検
討を行い、それらの活動を通してネットワークの構築と強化を図っている。
　当該事業者は、従前から認知症介護指導員として支援を続けてきた実績と、NPOの立場
で、地域での認知症ケアに関する市民活動の協力や事務局として活動を行っている。住民
主体の本事業を円滑に実施し、事業目的を達成することができるのは当該事業者のみであ
る。

２号（競争不適） ¥1,364,800 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

243 認知症地域連携事業業務委託
学校法人北里研究所　北里
大学病院

　平成24年度に当該事業者が認知症の人と家族、医療と介護事業者の情報共有及び連携を
目的とし、認知症地域連携パス（支え手帳）を研究・開発をした。
　同業種・種目の市内業者は25件あるが、支え手帳の活用及び普及を図ることと、事業か
ら抽出される認知症地域連携の課題について、市民のほか医療と介護従事者への情報発信
を行うことを目的とした本事業を効果的に実施できるのは、認知症の医療と介護に係る連
携について相談に応じ、地域の連携拠点として機能している当該事業者のみである。

２号（競争不適） ¥1,378,800 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課
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244
令和５年度障害者総合支援法指定事業所システ
ム運用事業委託

ニッセイ情報テクノロジー
（株）

　現行システムは、神奈川県が発注し、開発したシステムを、平成１５年から５県市（神
奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市）共同で運営している。現行システムの長
期運用に伴うシステムエラー等が指摘されていることから、新事業所システムに移行する
ことを５県市で決定した。本市は、新システム移行後も継続して、指定障害福祉情報サー
ビス事業所等の安定的な運営と適正なサービス提供を確保するため、５県市で状況を確認
しつつ運用する必要があることから、本業務委託の契約相手方は、神奈川県が契約の相手
方とする者に特定されるので、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,452,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

245
令和５年度福祉・介護職員処遇改善加算及び体
制届等受付審査業務委託

（公社）かながわ福祉サー
ビス振興会

　福祉・介護職員処遇改善加算及び体制届等受付審査業務委託は、３県市（神奈川県、横
浜市、川崎市）が発注し、当該会社が開発したシステムを、令和４年１０月から３県市共
同で運営している。本市は、指定障害福祉情報サービス事業所等の安定的な運営と適正な
サービス提供を確保するため、３県市共同運営に参加する必要があることから、本業務委
託の契約相手方は、３県市が契約の相手方とする者に特定されるので、当該業者を契約の
相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,852,882 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

246 令和５年度介護サービス情報公表事業業務委託
（公社）かながわ福祉サー
ビス振興会

　介護サービス情報公表制度の指定情報公表センター事務は、平成１８年度の制度開始以
来、当該法人が神奈川県域の公表事務（システム管理、公表計画の作成、調査事業の統括
など）を継続して実施している。また、本事業の実施に当たり、事業者を公募したものの
応募は当該法人のみであったため、本委託業務の契約相手方として、同法人と契約を締結
しようとするものである。

２号（競争不適） ¥7,055,510 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

247 介護未経験者参入促進事業業務委託（上半期）
パーソルテンプスタッフ
（株）神奈川営業部

　本事業は、市内の介護サービス事業所における人材確保を図るため、介護分野未経験の
求職者を対象に、「介護に関する入門的研修」及び「介護職員初任者研修」から市就職支
援センターにおける介護サービス事業所への就職支援までを一体的に実施するものであ
る。
　契約の相手方は、市就職支援センターにおいて実施する無料職業紹介事業管理運営業務
を受託しており、職業紹介事業者としての専門的な知識とスキルを活用し、求職者の希望
や能力に応じた就労支援を行っている。
　このため、本事業において求められる、市就職支援センターにおける介護事業所への就
職支援を実施できる者は他に存在せず、同社と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥8,587,150 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

248
令和５年度介相模原市指定介護保険事業者に対
する運営指導業務委託

（公社）かながわ福祉サー
ビス振興会

　介護保険事業者に対する運営指導事務については、介護保険法第２４条の２第１項第１
号において、都道府県知事が指定するものに委託することができると規定されており、神
奈川県指定市町村事務受託法人で本市をサービス提供地域としている法人が、当該法人の
みであるため。

２号（競争不適） ¥6,879,455 2023年5月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

249
相模原市指定障害福祉サービス事業者等実地指
導業務委託

（公社）かながわ福祉サー
ビス振興会

　障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者に対する実地指導事務については、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第１１条の２第１項第１号及び児
童福祉法第５７条の３の４第１項第１号において、都道府県知事が指定するものに委託す
ることができると規定されており、神奈川県指定市町村事務受託法人で本市をサービス提
供地域としている法人が、当該法人のみであるため。

２号（競争不適） ¥2,647,722 2023年7月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課
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250 介護未経験者参入促進事業業務委託（下半期）
パーソルテンプスタッフ
（株）神奈川第二営業部

　本事業は、市内の介護サービス事業所における人材確保を図るため、介護分野未経験の
求職者を対象に、「介護に関する入門的研修」及び「介護職員初任者研修」から市就職支
援センターにおける介護サービス事業所への就職支援までを一体的に実施するものであ
る。
　契約の相手方は、市就職支援センターにおいて実施する無料職業紹介事業管理運営業務
を受託しており、職業紹介事業者としての専門的な知識とスキルを活用し、求職者の希望
や能力に応じた就労支援を行っている。
　このため、本事業において求められる、市就職支援センターにおける介護事業所への就
職支援を実施できる者は他に存在せず、同社と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥5,295,950 2023年10月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

251
相模原市第２次高齢・障害者施設等物価高騰緊
急対策支援事業業務委託

キャリアリンク（株）

（第２次）令和５年度相模原市高齢・障害者施設等物価高騰緊急対策支援事業は、物価高
騰下に係る事業者への支援であり、速やかに事業を実施することで事業の効果を発揮する
とともに、特定財源を活用した間接補助事業であるという性質から本年度内に事業を完了
する必要がある。
　このため、短期間で申請フォームの構築からコールセンターの整備、申請受付、審査等
を行う必要があり、早期に契約を締結しなければ契約時期を失い、事業実施が難しくなる
ことが想定される。
　当該法人は、今年度第１次の同事業を１０月末まで受託しており、既存の申請フォーム
や、コールセンター、審査体制等のノウハウの活用により、事業開始までの期間の短縮、
経費の節減に繋がるなど、経済的かつ効果的であるとともに、既存の申請フォームの活用
により、本事業の申請者による円滑な申請が可能となり、速やかな支援に繋がる。
　また、１０月末までに実施していた委託業務を適正に実施しており、実績面でも問題が
ないことを勘案し、契約相手方として、同法人と契約を締結するものである。

６号（競争不利） ¥7,143,400 2024年1月9日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

252
令和５年度障害者総合支援法指定事業所管理シ
ステム改修業務委託

ニッセイ情報テクノロジー
（株）

　本市では、令和５年４月１日より当該業者が開発したシステムを５県市（神奈川県、横
浜市、川崎市、相模原市、横須賀市）で共同運用しているが、令和６年度報酬改定に伴
い、システムを改修する必要性が生じた。本業務委託の性質上、契約相手方は、システム
を保有し、かつ専門的な知識・技術を有する者に特定されるので、当該業者を契約の相手
方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,716,000 2024年3月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

253 相模原市市民後見人養成・支援事業業務委託
（福）相模原市社会福祉協
議会

　当該事業は、高齢者・障害者の権利擁護に関する業務を扱うことから、専門的機能を有
する団体でなければ実施が困難である。
　契約の相手方は、市内における唯一の法人後見人として、自ら後見人業務を行ってお
り、事業の実施に必要不可欠となる「市民後見人の養成及び養成後の活動を日常的に支援
する体制」が整備されている。そのため、社会福祉協議会を契約の相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥11,715,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

254 相模原市成年後見制度利用促進事業業務委託
（福）相模原市社会福祉協
議会

　当該事業は、成年後見制度が必要な人に対して、適切な支援につなげるための地域連携
ネットワークを構築するとともに、その中核となる機関（中核機関）を設置・運営するも
のである。
　中核機関には、広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能など、様々な機能
が求められ、委託先には、成年後見制度に関する専門性や組織的に中核機関を運営できる
体制が必要であることから、既に、「さがみはら成年後見・あんしんセンター」を運営
し、成年後見業務を含め、権利擁護に係る総合的な事業推進に取り組んでいる市内唯一の
事業者である社会福祉法人相模原市社会福祉協議会と契約を行うもの。

２号（競争不適） ¥9,316,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課
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255
相模原市精神障害者地域活動支援センター事業
委託

（福）かむ

　本委託事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
地域活動支援センターとして、市内の精神障害者とその家族等に対し、相談支援事業や日
常生活支援、居場所の提供などを行うため、本市の各区及び津久井地域に１施設ずつ設置
し、精神障害者の支援拠点として運営を実施する事業の内、中央区に設置し、運営を委託
するものである。
　本事業を円滑に実施していく上では、対象とする障害の特性により、専門性はもとよ
り、相談や支援の継続性と蓄積が重要であることから、中央区において適切に事業を実施
できるのは当法人しかなく、競争入札には適さないものである。

２号（競争不適） ¥32,900,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

256
相模原市精神障害者地域活動支援センター事業
委託

（福）かわせみ会

　本委託事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
地域活動支援センターとして、市内の精神障害者とその家族等に対し、相談支援事業や日
常生活支援、居場所の提供などを行うため、本市の各区及び津久井地域に１施設ずつ設置
し、精神障害者の支援拠点として運営を実施する事業の内、津久井地域を除く緑区（橋本
地区）に設置し、運営を委託するものである。
　本事業を円滑に実施していく上では、対象とする障害の特性により、専門性はもとよ
り、相談や支援の継続性と蓄積が重要であり、競争入札に適さないものであることから、
橋本地区の設置においては、プロポーザル方式により、当法人を選考した。このことから
橋本地区において適切に事業を実施できるのは当法人しかいない。

２号（競争不適） ¥34,751,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

257
相模原市医療的ケア児等コーディネーター支援
事業委託

（福）相模原市社会福祉事
業団

　本事業は、医療的ケア児等コーディネーターが医療的ケア児等のライフステージに応じ
て、保健、医療、福祉、子育て、教育等の必要なサービスを総合的に調整し、医療的ケア
児等とその家族が地域で安心して暮らしていけるよう、支援を行うことを目的としてい
る。
　そのため、事業実施に当たっては、相談支援に関する理解や実績、公的相談窓口や関係
機関との連携と調整力、医療的ケア児への専門的知識が求められる。
（福）相模原市社会福祉事業団は、平成１８年度より障害者支援センター松が丘園の指定
管理者として、障害者総合支援法に基づく基幹相談支援センターを運営するとともに、地
域の相談支援の拠点として設置している障害者相談支援キーステーション事業の委託を受
けて運営する本市の相談支援体制において中核をなす唯一の団体である。また、当該法人
の職員が医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了している。
　医療的ケア児等への専門的知識を有し、相談に応じて関係機関との支援の調整を行う本
事業の実施は、当該法人以外に行える法人はないものである。

２号（競争不適） ¥4,300,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

258 令和5年度障害者福祉団体連携事業業務委託
特定非営利活動法人相模原
市障害児者福祉団体連絡協
議会

　当該業務は、障害及び障害児者に対する一般市民の理解促進を図るため、障害福祉団体
の活動内容等を紹介するホームページの運営管理及び障害者理解促進イベントの開催を行
うものである。ホームページの運営管理に当たっては、視覚障害や聴覚障害等の障害特性
を踏まえ、障害者に配慮した内容にする必要があり、そのためには障害者の特性を理解
し、障害者のニーズに合わせて情報更新を行い、市内の障害福祉団体との連絡調整を行う
ことが必要である。また、当該団体は平成28年度よりホームページの更新・運営を継続し
て行っており、障害福祉団体との連絡調整や障害の特性を理解し効率的かつ的確に情報更
新できる。また、障害者理解促進イベントについて、当該団体は３障害の団体が加入する
市内唯一の団体であり、各障害者の視点に立った企画・運営を行うことができる。このこ
とから、当該団体が本事業を円滑に実施できる唯一の契約の相手方であり、競争入札に適
さないものである。

２号（競争不適） ¥1,500,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課
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259
相模原市障害者相談支援キーステーション事業
委託

（福）相模原市社会福祉事
業団

　本事業は、南区と緑区に設置した障害者相談支援キーステーションにおいて、地域の全
ての障害に対応できる総合的、専門的な相談支援を実施するとともに、相談支援事業所の
人材育成や相談機関との連携など本市の相談支援体制の強化等を図ることを目的に実施し
ているものである。
　そのため、事業実施に当たっては、相談支援に関する理解や実績、公的相談窓口等と民
間相談支援事業者との連携と調整力、相談支援専門員の技術向上のための研修事業等の実
施が求められる。
　委託先である（福）相模原市社会福祉事業団は、平成１８年度より障害者支援センター
松が丘園の指定管理者として、福祉研修センター事業や、障害者総合支援法に基づく基幹
相談支援センターを市の委託を受け運営しており、本市の相談支援体制の中核をなす唯一
の団体である。
　さらに、当該事業は、基幹相談支援センターとの密接な協働体制のもと、地域の相談支
援の拠点として設置していることから、本事業の実施は、当該法人以外に行える法人はな
いものである。

２号（競争不適） ¥63,448,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

260 令和５年度敬老祝品作製業務委託
（一社）さがみ湖　森・モ
ノづくり研究所

　本契約は敬老祝賀メッセージ事業の敬老祝品として、さがみはら津久井産材を活用した
木製品の作成等を委託する業務である。
　当該業者は津久井産材拡大協議会の一員であり、さがみはら津久井産材を活用した木製
品の加工等をすることができる唯一の事業者であることから、随意契約の相手方とするも
のである。

２号（競争不適） ¥5,677,430 2023年5月30日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

261 相模原市高齢者介護家族電話相談事業委託
ALSOKあんしんケアサポー
ト（株）

　本事業は、市内在住の高齢者を介護する家族等を対象とした、健康、介護等についての
電話相談を行うものである。平成30年8月1日以降の当該業務について、業務内容の充実化
を図るため、価格競争だけではなく、業務体制、従事者への研修体制、相談内容の分析、
個人情報に係る取り組みなどを総合的に評価する企画提案方式（プロポーザル方式）を実
施し業者を選定した。
　平成30年5月28日に開催した選考委員会によって、当該業者が本業務の実施に当たり、
ふさわしい提案内容であることを確認し、委託業者として決定した。当該業者の履行期間
が令和5年7月31日となっていることから、令和5年4月から７月までの間、当該業者を契約
の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,980,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

262 相模原市介護支援ボランティア事業業務委託
（福）相模原市社会福祉協
議会

　本業務はボランティアの登録、研修会の実施及びボランティアと受入施設のコーディネ
イトである。本団体は福祉事業全般に実績を有し、ボランティアセンターを開設し既に
「いるかバンク事業」を展開していることにより、ボランティア事業に関する知識も豊富
にあり安定的に事業展開が見込めるため、本団体を選定するもの。
　

２号（競争不適） ¥4,840,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

263
相模原市ひとり暮らし高齢者等給食サービス事
業委託

（福）相模原市社会福祉協
議会

　給食サービス事業は、自ら食事の支度をすることが困難であり、かつ、家族等から食事
の提供が受けられない高齢者等が対象となっており、食生活の維持に加え、手続きや見守
り、孤独感の軽減などについて支援を必要としている。このような利用者の状況に対し、
地域の福祉活動の状況を把握し、市や地域包括支援センター、民生委員等の関係機関と連
携した体制をとりながら対応できる、市社会福祉協議会に委託するものである。
　また、市社会福祉協議会から派遣されている地域住民のボランティア（配食協力員）に
よる配食がなされる地区もあり、地域で高齢者を支える地域包括ケアシステムの役割を
担っており、この取組が実施できるのは市社会福祉協議会のみである。

２号（競争不適） ¥65,000,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

264
障害児者入浴サービス事業（令和５年４、５月
分）委託

アースサポート（株）

　本事業における入浴サービス実施のためには、入浴車の手配、職員の配置、利用者宅へ
の訪問調査、サービス実施日の決定及び連絡等の事前準備が必要であるが、4月以降に業
者説明、入札、契約を行うと、契約を締結するまでの期間、サービスが実施できないこと
になる。また、前年度から業者が変更になる場合には、業務の引継ぎにも相応の日数を要
すこととなる。
　このため、令和5年度の本事業委託業者を入札により決定し、入浴サービスを実施する
準備が整うまでの2箇月間について、前年度（令和4年5月1日から令和5年3月31日まで）に
受託実績があり、誠実に業務を履行してきた当該事業者と引き続き委託契約を行うもので
ある。

２号（競争不適） ¥4,290,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

265 障害支援区分認定調査委託
（福）相模原市社会福祉協
議会

　障害福祉サービス利用者数が年々増加する一方で、障害支援区分認定調査は、迅速かつ
適正な対応が求められている。
　同法人は、当該認定調査を受託することができる者として、障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２０条第２項に規定
する指定事務受託法人であるとともに、既に類似の業務である介護保険の認定調査業務を
行っており、適正な内容の調査票を迅速に納品する体制も整っていることから、同法人を
契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥6,545,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

266 相模原市口腔機能向上事業委託
（公社）相模原市歯科医師
会

　本事業は、高齢者の介護予防の一環として、口腔機能向上について正しい方法を普及
し、摂食、嚥下機能低下の早期発見、悪化予防を目的としている。
　このため、指導を担当できる者は歯科医師又は歯科衛生士であり、本事業に必要な人員
の確保や指導の質を維持できるのは相模原市歯科医師会のみであるため、本事業の委託先
とする。

２号（競争不適） ¥1,387,500 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

267
相模原市民間活用型生活機能向上サービス事業
アドバイザー業務委託

一般財団法人医療経済研
究・社会保険福祉協会　医
療経済研究機構

　当該法人は、短期集中予防サービスの有用性について科学的に立証した唯一の機関であ
る。また、厚生労働省の研究事業や全国自治体へのアドバイザー事業を多数請け負ってお
り、これまで総合事業をはじめとする地域支援事業全体の評価や分析や、新たな取組等を
提案してきた実績がある（総合事業の先進自治体として国で紹介されている愛知県豊明
市、大阪府寝屋川市、山口県防府市等は、当該法人介入によるもの）。さらに、本市にお
いても、地域包括支援センターの職員等に対し、介護予防ケアマネジメントに関する研修
講師を務めるなど、市の介護予防事業の推進にも携わっている。
　以上のことを踏まえ、本事業への見識が深く、多数の実績等を有しており、適性に業務
を遂行できるのは当該法人のみであることから、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,005,156 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

268
障害福祉サービス等請求内容チェックシステム
リース

（株）ニック　東京支店

　当該システムは、国民健康保険団体連合会が運用する電子請求受付システムで受け付け
た請求内容の電子データを点検するためのシステムである。
　当該システムは、電子請求受付システムの仕様及び市が求めるチェック内容等の仕様を
満たしている。また、請求内容の点検は、今まで当該システムで蓄積してきたデータとの
突合等により、通年で間断なく行う必要があり、当該システム以外では作業ができない。
　当該システムは開発元である当該事業者が所有しており、リース契約の相手方は当該事
業者しかいないため、契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,980,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

269
重度障害者医療費、ひとり親家庭等医療費及び
小児医療費の審査及び支払事務に関する委託契
約

神奈川県国民健康保険団体
連合会

　国民健康保険法の規定により設置されている神奈川県国民健康保険団体連合会（以下
「県国保連合会」という。）に対して、県内各市町村が医療費助成制度の国保分の審査支
払業務を県下統一で委託することにより、医療費助成金の現物給付化を行っており、医療
費の審査支払業務という特殊業務のため競争入札には適さず、県国保連合会でしか行えな
いため、県国保連合会との随意契約を行うもの。

２号（競争不適） ¥35,218,384 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課
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270
重度障害者医療費、ひとり親家庭等医療費及び
小児医療費の療養費における審査及び支払事務
に関する委託契約

神奈川県国民健康保険団体
連合会

　国民健康保険法の規定により設置されている神奈川県国民健康保険団体連合会（以下
「県国保連合会」という。）に対して、県内各市町村が医療費助成制度の療養費の審査支
払業務を県下統一で委託することにより、医療費助成金の現物給付化を行っており、療養
費の審査支払業務という特殊業務のため競争入札には適さず、県国保連合会でしか行えな
いため、県国保連合会との随意契約を行うもの。

２号（競争不適） ¥3,080,819 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

271 審査支払に関する契約
社会保険診療報酬支払基金
神奈川支部

　本業務は、受給者の医療機関の窓口での支払を少なくし、利便性を高めるため、医療費
助成金の審査支払業務を委託するものである。医療費の審査支払業務は、特殊業務のた
め、競争入札には適さないことから、社会保険診療報酬支払基金法の規定により設置され
ている、社会保険診療報酬支払基金神奈川支部に対して、随意契約を行うもの。

２号（競争不適） ¥66,561,327 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

272
医療費助成金審査計算業務、レセプト過誤返戻
等業務及び福祉システム入力等業務委託（４・
５月分）

（株）ニチイ学館

　当該業務は、相模原市公契約条例の対象業務委託契約であり、適正な入札・契約事務を
行うため、仕様書等の作成、業者指導、入札準備等に一定の準備期間を要するものであ
る。
　このことから、４月及び５月の２か月間で入札・契約の準備を行い、６月１日から業務
を開始するため、当該２か月間については、前年度の受注者と契約を締結するものであ
る。

２号（競争不適） ¥4,070,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

273
民間活用型生活機能向上サービス等移動支援
サービス事業業務委託

特定非営利活動法人ワー
カーズ・コレクティブ
わっか

　本事業は、要支援１・２相当などの方を対象に実施する民間活用型生活機能向上サービ
ス事業等において、自宅からサービス提供場所までの移動が困難な対象者を、特定非営利
活動法人（以下「NPO法人」という）が、「道路運送法上の許可・登録を要しない運送」
に基づいて移動支援を行うものである。実施にあたっては、地域包括支援センター・利用
者・サービス提供事業所と細かな運行調整が必要となる。
　当該法人は、福祉有償運送事業者として、高齢者等の移動支援事業とともに、障害福祉
サービスの居宅介護やふれあいサービス（有料の家事援助等）を市全域で行っており、本
事業規模や実施回数に対応できる唯一の事業者であるため、当該法人と一者随意契約を締
結するものである。

２号（競争不適） ¥5,148,000 2023年4月17日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

274
民間活用型生活機能向上サービス事業業務委託
（横山）

医療法人財団哺育会　さが
みリハビリテーション病院

　本事業は、地域包括支援センター職員等の多職種と連携を図りながら、民間事業所の
「リハビリテーション専門職（以下、「リハ職」という。）」が、３か月程度の短期間に
おいて、利用者の生活機能を向上させるとともに、終了後は、一般介護予防事業とも連動
し、通いの場等への参加を促すなど、できるだけ住み慣れた地域で長く暮らせるよう支援
を行うものである。
　以上のことから、本事業に従事するリハ職は、地域包括ケアシステムや介護予防・日常
生活総合支援事業の理解があり、生活期におけるリハビリテーション及び多職種との連携
等の経験を有する者が望ましく、より高度の知識と専門性が求められる。
　このため、県内市町村からの専門職の派遣要請に対して、従事可能な能力を有する人材
を確保できる体制づくりが構築されている、神奈川県理学療法士会及び神奈川県作業療法
士会に、本事業実施における事業者の選定依頼をした結果、予定対象人数や必要な技量を
有するリハ職が在籍する民間事業所として手配できた、当該事業所を契約の相手方とする
ものである。

２号（競争不適） ¥6,270,000 2023年5月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課
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275
民間活用型生活機能向上サービス事業業務委託
（中央２）

（株）ファイブスター

　本事業は、地域包括支援センター職員等の多職種と連携を図りながら、民間事業所の
「リハビリテーション専門職（以下、「リハ職」という。）」が、３か月程度の短期間に
おいて、利用者の生活機能を向上させるとともに、終了後は、一般介護予防事業とも連動
し、通いの場等への参加を促すなど、できるだけ住み慣れた地域で長く暮らせるよう支援
を行うものである。
　以上のことから、本事業に従事するリハ職は、地域包括ケアシステムや介護予防・日常
生活総合支援事業の理解があり、生活期におけるリハビリテーション及び多職種との連携
等の経験を有する者が望ましく、より高度の知識と専門性が求められる。
　このため、県内市町村からの専門職の派遣要請に対して、従事可能な能力を有する人材
を確保できる体制づくりが構築されている、神奈川県理学療法士会及び神奈川県作業療法
士会に、本事業実施における事業者の選定依頼をした結果、予定対象人数や必要な技量を
有するリハ職が在籍する民間事業所として手配できた、当該事業所を契約の相手方とする
ものである。

２号（競争不適） ¥4,490,000 2023年5月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

276
民間活用型生活機能向上サービス事業業務委託
（相武台）

（株）ファイブスター

　本事業は、地域包括支援センター職員等の多職種と連携を図りながら、民間事業所の
「リハビリテーション専門職（以下、「リハ職」という。）」が、３か月程度の短期間に
おいて、利用者の生活機能を向上させるとともに、終了後は、一般介護予防事業とも連動
し、通いの場等への参加を促すなど、できるだけ住み慣れた地域で長く暮らせるよう支援
を行うものである。
　以上のことから、本事業に従事するリハ職は、地域包括ケアシステムや介護予防・日常
生活総合支援事業の理解があり、生活期におけるリハビリテーション及び多職種との連携
等の経験を有する者が望ましく、より高度の知識と専門性が求められる。
　このため、県内市町村からの専門職の派遣要請に対して、従事可能な能力を有する人材
を確保できる体制づくりが構築されている、神奈川県理学療法士会及び神奈川県作業療法
士会に、本事業実施における事業者の選定依頼をした結果、予定対象人数や必要な技量を
有するリハ職が在籍する民間事業所として手配できた、当該事業所を契約の相手方とする
ものである。

２号（競争不適） ¥4,490,000 2023年5月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

277
民間活用型生活機能向上サービス事業業務委託
（大野南２）

エス・エスホームケア
（株）

　本事業は、地域包括支援センター職員等の多職種と連携を図りながら、民間事業所の
「リハビリテーション専門職（以下、「リハ職」という。）」が、３か月程度の短期間に
おいて、利用者の生活機能を向上させるとともに、終了後は、一般介護予防事業とも連動
し、通いの場等への参加を促すなど、できるだけ住み慣れた地域で長く暮らせるよう支援
を行うものである。
　以上のことから、本事業に従事するリハ職は、地域包括ケアシステムや介護予防・日常
生活総合支援事業の理解があり、生活期におけるリハビリテーション及び多職種との連携
等の経験を有する者が望ましく、より高度の知識と専門性が求められる。
　このため、県内市町村からの専門職の派遣要請に対して、従事可能な能力を有する人材
を確保できる体制づくりが構築されている、神奈川県理学療法士会及び神奈川県作業療法
士会に、本事業実施における事業者の選定依頼をした結果、予定対象人数や必要な技量を
有するリハ職が在籍する民間事業所として手配できた、当該事業所を契約の相手方とする
ものである。

２号（競争不適） ¥3,997,500 2023年5月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

278
民間活用型生活機能向上サービス事業業務委託
（相模湖追加分）

医療法人財団敬祥会

　本事業は、地域包括支援センター職員等の多職種と連携を図りながら、民間事業所の
「リハビリテーション専門職（以下、「リハ職」という。）」が、３か月程度の短期間に
おいて、利用者の生活機能を向上させるとともに、終了後は、一般介護予防事業とも連動
し、通いの場等への参加を促すなど、できるだけ住み慣れた地域で長く暮らせるよう支援
を行うものである。
　以上のことから、本事業に従事するリハ職は、地域包括ケアシステムや介護予防・日常
生活総合支援事業の理解があり、生活期におけるリハビリテーション及び多職種との連携
等の経験を有する者が望ましく、より高度の知識と専門性が求められる。
　このため、県内市町村からの専門職の派遣要請に対して、従事可能な能力を有する人材
を確保できる体制づくりが構築されている、神奈川県理学療法士会及び神奈川県作業療法
士会に、本事業実施における事業者の選定依頼をした結果、予定対象人数や必要な技量を
有するリハ職が在籍する民間事業所として手配できた、当該事業所を契約の相手方とする
ものである。
　当初、１クールのみの契約で事業を実施予定であったが、２クール目以降の実施が決定
したため、新たに業務委託契約を締結するものとする。

２号（競争不適） ¥1,854,000 2023年9月15日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

279
民間活用型生活機能向上サービス事業業務委託
（橋本追加分）

（株）共立ケアセンター

　本事業は、地域包括支援センター職員等の多職種と連携を図りながら、民間事業所の
「リハビリテーション専門職（以下、「リハ職」という。）」が、３か月程度の短期間に
おいて、利用者の生活機能を向上させるとともに、終了後は、一般介護予防事業とも連動
し、通いの場等への参加を促すなど、できるだけ住み慣れた地域で長く暮らせるよう支援
を行うものである。
　以上のことから、本事業に従事するリハ職は、地域包括ケアシステムや介護予防・日常
生活総合支援事業の理解があり、生活期におけるリハビリテーション及び多職種との連携
等の経験を有する者が望ましく、より高度の知識と専門性が求められる。
　このため、県内市町村からの専門職の派遣要請に対して、従事可能な能力を有する人材
を確保できる体制づくりが構築されている、神奈川県理学療法士会及び神奈川県作業療法
士会に、本事業実施における事業者の選定依頼をした結果、予定対象人数や必要な技量を
有するリハ職が在籍する民間事業所として手配できた、当該事業所を契約の相手方とする
ものである。
　当初、１クールのみの契約で事業を実施予定であったが、２クール目以降の実施が決定
したため、新たに業務委託契約を締結するものとする。

２号（競争不適） ¥1,332,500 2023年9月15日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

280 令和5年度精神科初期救急事業委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業については、休日及び夜間に精神症状が憎悪した者の診察を行う精神科初期救急
業務である。委託先の選定については、市内で開設されている精神科病院及び精神科診療
所が想定されるが、病院については医療圏におけるそれぞれの役割の他に、精神科救急シ
ステムに参画し二次および三次救急としての機能を果たしており、新たに初期救急事業の
ために安定して人材を確保することは困難である。また、精神科診療所についても、1回
あたり２時間程度の措置診察業務の協力等、本事業よりも負担の少ない業務においても協
力が難しい状況であることから、委託は困難である。
　そのため、精神科病院及び精神科診療所以外で、安定的に人材確保ができる組織は相模
原市医師会以外にないことから、市医師会と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥15,376,619 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
精神保健福祉課

281 患者移送委託 神奈川都市交通（株）

　神奈川県内の精神科救急医療体制は、4県市（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市）
の協調により整備されている。
　当該業務は警察官通報等を受けた者を保護場所等から診察場所まで移送車で移送する。
また基幹病院から他の民間精神科病院等への転院する際の移送を行うものである。
　委託業者については神奈川県が入札を執行し決定しており、令和5年度は入札の結果、
神奈川都市交通（株）が落札したため、本事業者と随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥4,399,502 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
精神保健福祉課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
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282
令和5年度精神科救急医療体制輪番調整業務等
委託

一般社団法人神奈川県精神
科病院協会

　神奈川県内の精神科救急医療体制は、４県市（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市）
の協調により整備されている。
　当該業務については、年度を通して県内の医療機関の輪番病院調整業務等を行うもので
ある。当該協会は、神奈川県精神科救急医療システムに参画している県内の精神科医療施
設をとりまとめており、当該業務を円滑に実施できるノウハウを有する唯一の団体であ
る。よって、当該協会を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥10,600,925 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
精神保健福祉課

283 令和5年度精神科救急医療施設運営事業委託 昭和大学横浜市北部病院

　神奈川県内の精神科救急医療体制は、４県市（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市）
の協調により整備されている。
　４県市の合意に基づき作成された「神奈川県精神科救急医療に関する実施要綱」に、委
託先の病院が定められていること。また、１年を通じて休日、夜間、並びに当番日の深夜
における二次救急及び警察官通報等の受入れ要請に応じる必要があるため、他の病院へ委
託することができない。よって、当該病院を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,238,442 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
精神保健福祉課

284 令和5年度精神科救急医療施設運営事業委託
（福）恩賜財団済生会支部
神奈川県済生会横浜市東部
病院

　神奈川県内の精神科救急医療体制は、４県市（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市）
の協調により整備されている。
　４県市の合意に基づき作成された「神奈川県精神科救急医療に関する実施要綱」に、委
託先の病院が定められていること。また、１年を通じて休日、夜間、並びに当番日の深夜
における二次救急及び警察官通報等の受入れ要請に応じる必要があるため、他の病院へ委
託することができない。よって、当該病院を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,251,829 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
精神保健福祉課

285 令和5年度精神科救急医療施設運営事業委託 公立大学法人横浜市立大学

　神奈川県内の精神科救急医療体制は、４県市（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市）
の協調により整備されている。
　４県市の合意に基づき作成された「神奈川県精神科救急医療に関する実施要綱」に、委
託先の病院が定められていること。また、１年を通じて休日、夜間、並びに当番日の深夜
における二次救急及び警察官通報等の受入れ要請に応じる必要があるため、他の病院へ委
託することができない。よって、当該病院を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,009,928 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
精神保健福祉課

286 令和5年度精神科救急医療施設運営事業委託
神奈川県立精神医療セン
ター

　神奈川県内の精神科救急医療体制は、４県市（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市）
の協調により整備されている。
　４県市の合意に基づき作成された「神奈川県精神科救急医療に関する実施要綱」に、委
託先の病院が定められていること。また、１年を通じて休日、夜間、並びに当番日の深夜
における二次救急及び警察官通報等の受入れ要請に応じる必要があるため、他の病院へ委
託することができない。よって、当該病院を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,014,346 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
精神保健福祉課

287 令和5年度精神科救急医療施設運営事業委託 学校法人北里研究所

　神奈川県内の精神科救急医療体制は、４県市（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市）
の協調により整備されている。
　４県市の合意に基づき作成された「神奈川県精神科救急医療に関する実施要綱」に、委
託先の病院が定められていること。また、１年を通じて休日、夜間、並びに当番日の深夜
における二次救急及び警察官通報等の受入れ要請に応じる必要があるため、他の病院へ委
託することができない。よって、当該病院を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,251,829 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
精神保健福祉課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

288 令和5年度精神科救急医療施設運営事業委託 横浜市立みなと赤十字病院

　神奈川県内の精神科救急医療体制は、４県市（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市）
の協調により整備されている。
　４県市の合意に基づき作成された「神奈川県精神科救急医療に関する実施要綱」に、委
託先の病院が定められていること。また、１年を通じて休日、夜間、並びに当番日の深夜
における二次救急及び警察官通報等の受入れ要請に応じる必要があるため、他の病院へ委
託することができない。よって、当該病院を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,251,829 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
精神保健福祉課

289 自殺予防電話相談業務委託
特定非営利活動法人メンタ
ルケア協議会

　自殺予防電話相談業務は、不安・孤独・絶望感から自殺に追い込まれそうな方や様々な
こころの悩みを持つ方に対し、専門的な傾聴技術等の訓練を受けた相談員が、電話相談を
通じて、こころに寄り添い、一緒に考え、生きやすくなる社会を作るための支援を行うも
のである。特定非営利活動法人メンタルケア協議会は、複数の自治体から電話相談業務
(SNS含む)及び精神科救急医療情報センター運営業務を受託しており、電話相談技能研修
や、精神保健福祉の調査研究を行うなど、自殺防止相談について高い技術を保持してい
る。なお、本事業は、年間を通して午後５時から午後１０時までの準夜間帯に自殺リスク
のある方への対応が求められる場面で的確に対応する技術と安定した人材雇用及び個人情
報へのセキュリティが必要とされる。これらを考慮すると、上段の実績と雇用調整員を配
置し百名単位の相談員で365日のシフト体制を安定維持し、情報の機密と安全性などを確
保維持する国際規格であるISO27001の認証を受けている当該事業者に追随するものは特段
見当たらないため、本業務を委託する。

２号（競争不適） ¥6,505,694 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
精神保健福祉センター

290 介護保険保険者事務共同処理業務委託
神奈川県国民健康保険団体
連合会

　当該業務は、高額介護サービス費支給処理や統計資料作成処理、介護給付費通知作成処
理などを行うものであり、居宅介護サービス費等の請求についての情報を要する。そのた
め、介護保険法第１７６条に基づき請求に関する審査及び支払を行っている国民健康保険
団体連合会でなければ行うことができない。

２号（競争不適） ¥6,455,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

291 要介護認定調査業務委託（事務受託法人）
（福）相模原市社会福祉協
議会

　急速な高齢化の進行により、介護保険認定者数が年々増加する一方で、要介護認定調査
は、迅速かつ適正な対応が求められている。
　同法人は、全ての申請区分の認定調査を大規模に受託することができる市内で唯一の指
定事務受託法人であり、適正な内容の調査票を迅速に納品する体制も整っていることか
ら、同法人を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥38,500,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

292 介護保険要介護認定事務等業務委託
パーソルテンプスタッフ
（株）神奈川第二営業部

　本業務は、要介護認定申請書の内容確認、認定調査票及び主治医意見書の発送・受領、
介護認定審査会・障害支援区分判定等審査会の資料準備、認定結果通知等の封入封緘・発
送事務などを行う業務である。
　今年度中に業者選定を行うにあたり、選考及び引継ぎ期間において円滑に運営ができる
のは、平成３０年度から本業務に携わりスタッフの業務スキルが備わっている当該事業者
以外には考えられないため、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥34,760,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

293 要介護認定調査業務委託
（株）ファミリーホーム
（ほか１２２者）

　要介護認定調査は、法令の規定により所定の研修を修了した市町村職員又は介護支援専
門員が全国的に統一された基準に従って実施できるものであり、本市では約１０，６００
件について指定居宅介護支援事業者等による認定調査を実施するが、個々の認定申請を受
けてから競争入札に付するいとまがないため、あらかじめ調査可能な事業者と随意契約
(単価契約）を締結し、個々の調査案件についてその都度依頼するものである。

２号（競争不適） ¥33,454,300 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課
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294 要介護認定調査業務委託（事務受託法人）
（公社）かながわ福祉サー
ビス振興会

　急速な高齢化の進行により、介護保険認定者数が年々増加する一方で、要介護認定調査
は、迅速かつ適正な対応が求められている。
　同法人は、全ての申請区分の認定調査について神奈川県内の調査エリアを大規模に受託
することができる神奈川県指定事務受託法人で、本市をサービス提供地域としている指定
事務受託法人は当該法人のみであり、また、同法人は、独自の調査票作成システムの整備
や社内研修の充実等により適正な内容の調査票を迅速に納品する体制を整えていることか
ら、同法人を契約の相手方とするものである。
　

２号（競争不適） ¥52,910,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

295
介護給付適正化総合支援パッケージ保守業務委
託

トーテックアメニティ
（株）東京事業所

　本契約は、介護給付適正化事業の支援を目的としたパッケージ導入後の保守業務に係る
契約である。
　パッケージシステムを保守するためには、システム全体を熟知している当該事業者以外
では本業務を実行できない。保守を行うことができる唯一の事業者であることから、契約
の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,112,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

296
納入通知書等印刷製本及び封入封緘業務委託
（4月～3月）

（株）KMC　相模原営業所

　当該委託業務は、４月から毎月発送する介護保険料納入通知書に係る納付書などの印刷
物作成、印字（印字プログラム作成とテスト印字を含む）、封入封緘を行うものである。
　納付書の作成及び印字にあたっては、日本郵便（株）等が行うバーコード検査に事前に
合格している必要があるが、バーコード検査前に実施する印字プログラム修正、印字テス
ト等には約６か月間を要する。そのため、競争入札における落札業者において、納入通知
書の作成準備及びバーコード検査合格までに必要な期間を確保するため、４月から３月ま
での１２か月間に限り、前年度に契約をしていた当該業者と随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥24,673,000 2023年4月3日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

297 介護保険問い合わせ対応業務委託 凸版印刷（株）横浜営業所

　令和５年度の介護保険業務において、負担限度額認定申請更新時期（５月）や納入通知
書発送時期（６月)、負担割合証更新時期（７月）は多数の問い合わせが見込まれる。こ
れらに円滑に対応するためには、複数人のオペレータが対応できるコールセンターの設置
が効率・効果的である。
　また市のコールセンター（ちょっとおしえてコール相模原）業務を委託している当社に
委託することで、すでに市民に広く周知されている市のコールセンターの電話番号を共有
し、ＩＶＲで振り分けするなどの対応が可能、また介護保険制度問い合わせコールセン
ターを開設しない時間帯は、市のコールセンターで対応するなどの効率的に運営ができこ
とから、契約の相手方に適しているのは当社のみである。

２号（競争不適） ¥6,832,711 2023年5月8日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

298 あじさい住宅等緊急通報装置受信業務委託
ALSOKあんしんケアサポー
ト（株）

　あじさい住宅等は、高齢者等向けの市営住宅で、緊急時の対応システムを必要とする住
宅である。緊急通報時の対処や相談のためには、高齢者等の状況を熟知した一定の資格を
有する看護師等が対応する必要がある。また、急病等の緊急時には本人からの通報を受け
様子を伺いながら、必要に応じ即時救急車の要請を行うとともに、警備員が駆け付けるな
ど的確な対応が必要となる。
　当該業者はこの対応を本社の受信センターで同時に賄うことができ、大地震等の災害で
当該受信センターが被災した場合は、他の受信センターでバックアップを行うシステムも
完備され、その点でも問題はない。また、利用者のプライバシーについても一般事業者で
は取扱わない医療機関と同等の高度な特定個人情報を主として扱う「保健医療福祉分野の
プライバシーマーク」を取得しており、個人情報の保護も万全であることから、当該業者
を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥16,029,420 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
中央高齢・障害者相談課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

299
令和５年度　相模原市生活援助員派遣事業委託
（あじさい住宅コンフォールさがみ南・市営南
台団地）

（福）たちばな福祉会

　生活援助員派遣事業は、国の要綱に基づき、高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）
及び高齢者世帯向け借上型市営住宅（あじさい住宅）に居住する高齢者等に対し、自立し
て安全かつ快適な生活を営むことができるよう、住宅近隣の市内で通所介護等を実施する
社会福祉法人から生活援助員を派遣し、安否確認や生活相談等の事業を実施しているとこ
ろである。
　また、高齢者の身体状況など継続的な把握が必要なことや、関係機関との連絡調整役を
担うことなどから、一事業者が継続して事業を行うことが求められている。
　当該社会福祉法人はデイサービス運営事業等の福祉事業を継続的に行う目的で、施設整
備に県、市から補助金を支出した法人であることから、当該社会福祉法人を契約の相手方
とするものである。

２号（競争不適） ¥3,949,200 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
中央高齢・障害者相談課

300
令和５年度　相模原市生活援助員派遣事業委託
（あじさい住宅上溝・市営田名塩田団地）

（福）大地の会

　生活援助員派遣事業は、国の要綱に基づき、高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）
及び高齢者世帯向け借上型市営住宅（あじさい住宅）に居住する高齢者等に対し、自立し
て安全かつ快適な生活を営むことができるよう、住宅近隣の市内で通所介護等を実施する
社会福祉法人から生活援助員を派遣し、安否確認や生活相談等の事業を実施しているとこ
ろである。
　また、高齢者の身体状況など継続的な把握が必要なことや、関係機関との連絡調整役を
担うことなどから、一事業者が継続して事業を行うことが求められている。
　当該社会福祉法人はデイサービス運営事業等の福祉事業を継続的に行う目的で、施設整
備に県、市から補助金を支出した法人であることから、当該社会福祉法人を契約の相手方
とするものである。

２号（競争不適） ¥2,214,600 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
中央高齢・障害者相談課

301
令和５年度　相模原市生活援助員派遣事業委託
（あじさい住宅相模台・あじさい住宅相武台）

（福）相武台福祉会

　生活援助員派遣事業は、国の要綱に基づき、高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）
及び高齢者世帯向け借上型市営住宅（あじさい住宅）に居住する高齢者等に対し、自立し
て安全かつ快適な生活を営むことができるよう、住宅近隣の市内で通所介護等を実施する
社会福祉法人から生活援助員を派遣し、安否確認や生活相談等の事業を実施しているとこ
ろである。
　また、高齢者の身体状況など継続的な把握が必要なことや、関係機関との連絡調整役を
担うことなどから、一事業者が継続して事業を行うことが求められている。
　当該社会福祉法人はデイサービス運営事業等の福祉事業を継続的に行う目的で、施設整
備に県、市から補助金を支出した法人であることから、当該社会福祉法人を契約の相手方
とするものである。

２号（競争不適） ¥1,676,400 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
中央高齢・障害者相談課

302
令和５年度　相模原市生活援助員派遣事業委託
（あじさい住宅大島・市営上九沢団地・あじさ
い住宅東橋本）

（福）久寿会

　生活援助員派遣事業は、国の要綱に基づき、高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）
及び高齢者世帯向け借上型市営住宅（あじさい住宅）に居住する高齢者等に対し、自立し
て安全かつ快適な生活を営むことができるよう、住宅近隣の市内で通所介護等を実施する
社会福祉法人から生活援助員を派遣し、安否確認や生活相談等の事業を実施しているとこ
ろである。
　また、高齢者の身体状況など継続的な把握が必要なことや、関係機関との連絡調整役を
担うことなどから、一事業者が継続して事業を行うことが求められている。
　当該社会福祉法人はデイサービス運営事業等の福祉事業を継続的に行う目的で、施設整
備に県、市から補助金を支出した法人であることから、当該社会福祉法人を契約の相手方
とするものである。

２号（競争不適） ¥3,831,000 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
中央高齢・障害者相談課
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303
令和５年度　相模原市生活援助員派遣事業委託
（あじさい住宅富士見・市営並木団地）

（福）悠朋会

　生活援助員派遣事業は、国の要綱に基づき、高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）
及び高齢者世帯向け借上型市営住宅（あじさい住宅）に居住する高齢者等に対し、自立し
て安全かつ快適な生活を営むことができるよう、住宅近隣の市内で通所介護等を実施する
社会福祉法人から生活援助員を派遣し、安否確認や生活相談等の事業を実施しているとこ
ろである。
　また、高齢者の身体状況など継続的な把握が必要なことや、関係機関との連絡調整役を
担うことなどから、一事業者が継続して事業を行うことが求められている。
　当該社会福祉法人はデイサービス運営事業等の福祉事業を継続的に行う目的で、施設整
備に県、市から補助金を支出した法人であることから、当該社会福祉法人を契約の相手方
とするものである。

２号（競争不適） ¥1,676,400 2023年4月1日
健康福祉局
地域包括ケア推進部
中央高齢・障害者相談課

304 相模原市若者自立サポート事業業務委託業務
（特非）文化学習協同ネッ
トワーク

　本事業は、学業や進学の環境が十分に用意されていない状況やひきこもり、不登校、中
退などの様々な課題を抱える生活保護利用者などの子ども・若者を対象として、高校等へ
の進学や高校就学の継続、進路への支援を図っていくために、地域に若者がありのままで
いられる場を確保し、学びなおし支援とともに、社会性や他者との関係を育む支援や就労
支援を図りながら、個々の状況に合わせたきめ細かな支援を行うものである。事業対象者
には、思春期の未成年者が多いことから、連続した相談体制を保障し、相談者の精神的負
担軽減を図ることも不可欠である。このため、事業内容及び委託内容に応じ、提案や実績
により業者を選定する「公募型プロポーザル方式」を採用し、企画提案プレゼンテーショ
ン等を経て、評価委員会にて審査・評価を行い、一定の評価を得た当該事業者を契約の相
手方とするものである。
（なお、当該事業者以外の事業者からの提案はなかったものである。）

２号（競争不適） ¥155,308,560 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

305 相模原市子ども健全育成事業業務委託業務
（特非）文化学習協同ネッ
トワーク

　本事業は、学業や進学の環境が十分に用意されていない状況やひきこもり、不登校、中
退などの様々な課題を抱える生活保護利用者などの子ども・若者を対象として、高校進
学、高校就学の継続等の進路への支援を図っていくために、勉強会や行事の開催等を通じ
て、地域に子ども・若者がありのままでいられる場を確保し、学習支援・学びなおし支援
とともに、社会性や他者との関係を育む支援を図りながら、個々の状況にあったきめ細か
な支援を行うものである。事業対象者には、思春期の未成年者が多いことから、蓄積した
知識及び経験のもと、継続的かつ効果的な支援体制を保障し、相談者の精神的負担軽減を
図ることも不可欠である。このため、事業内容及び委託内容に応じ、提案や実績により業
者を選定する「公募型プロポーザル方式」を採用し、企画提案プレゼンテーション等を経
て、評価委員会にて審査・評価を行った結果、一定の評価を得た当該事業者を契約の相手
方とするものである。（なお、当該事業者以外の事業者からの提案はなかったものであ
る。）

２号（競争不適） ¥54,123,300 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

306 就労体験・社会参加等支援事業実施委託
パーソルテンプスタッフ
（株）神奈川営業部

　本事業は、就労を阻害する要因が少なくない未就労の生活保護利用者を対象として、職
業相談の資格を持つキャリアカウンセラーのカウンセリングを行いながら、社会参加活動
（ボランティア活動等）や就労体験等を通じて、生活の立て直し、自尊心の回復、就労意
欲の喚起等を図るとともに、求人と求職を効果的に繋げるよう、生活保護利用者に寄り添
いきめ細かな支援を行うものである。事業実施にあたっては、精神的負担の軽減を図るた
めに継続した相談援助体制を確保することが重要であり、また、地域との連携を構築し、
社会資源を活用した入口から出口までの一体的な支援が必須である。これまで、本市の総
合就職支援センターにおいて、無料職業紹介事業管理運営業務を受託し、上記のような支
援の実績を有するのは、パーソルテンプスタッフ（株）以外になく、当該法人を契約の相
手方とするものである。

２号（競争不適） ¥30,059,700 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課
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307 生活困窮者自立促進支援事業実施委託
パーソルテンプスタッフ
（株）神奈川営業部

　本事業は、就労を阻害する要因が少なくない未就労の生活困窮者を対象として、職業相
談の資格を持つキャリアカウンセラーのカウンセリングを行いながら、社会参加活動（ボ
ランティア活動等）や就労体験等を通じて、生活の立て直し、自尊心の回復、就労意欲の
喚起等を図るとともに、求人と求職を効果的に繋げるよう、生活困窮者に寄り添いきめ細
かな支援を行うものである。事業実施にあたっては、精神的負担の軽減を図るために継続
した支援体制を確保することが重要であり、また、地域資源の開拓や地域との連携構築に
よる社会資源を活用した入口から出口までの一体的な支援が必須である。これまで本市の
総合就職支援センターにおいて無料職業紹介事業管理運営業務を受託し、上記のような支
援の実績を有するのは、パーソルテンプスタッフ（株）以外になく、当該法人を契約の相
手方とするものである。

２号（競争不適） ¥17,930,000 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

308 ホームレス等一時生活支援事業実施委託
（公社）神奈川県社会福祉
士会

　本事業は、ホームレスなどの住居を持たない方を対象として、宿所を提供するととも
に、安定した日常生活が営めるよう支援するものである。事業実施に当たっては、専門的
知見を有する社会福祉士の配置が必須であり、公益社団法人である同法人が実施すること
で周辺住民の理解も得られている。入居期間は最長6か月で、年度を越えて支援しなけれ
ばならない場合もあり、支援対象者との信頼関係を築きながら寄り添った支援を行うため
には、入居者の安定した生活の継続や精神面などに配慮する必要があることから、引き続
き同法人と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥24,715,350 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

309 民生委員・児童委員研修事業委託
（福）相模原市社会福祉協
議会

　民生委員・児童委員に寄せられる住民からの相談内容は複雑多岐にわたっており、その
状況やニーズに合わせた研修を的確に行うことにより、民生委員・児童委員の資質の向上
を図ることは必要不可欠なものとなっている。
　相模原市社会福祉協議会は、相模原市民生委員児童委員協議会の事務局を担っている団
体であり、本市の民生委員・児童委員の状況やニーズを一番よく把握しており、唯一実態
に即した効果的な研修を実施できる機関である。

２号（競争不適） ¥1,200,000 2023年5月1日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

310
相模原市市民税非課税世帯等支援給付金業務委
託

相模原市給付金事業共同企
業体（株）新日本コン
ピュータサービス

　
　当該委託事業者は、令和３年度の市民税非課税世帯等に対する給付金事業実施の際に、
プロポーザル方式による選考過程を経て決定しており、令和４年度においても、国の制度
改正や市独自の給付措置の追加に柔軟に対応しながら、迅速かつ適正な支給事務を実施し
た。
　当該業務委託は、給付金支給事務に係る一連の業務（システム構築、対象世帯の抽出、
問い合わせ対応、申請書類の審査、振込データ作成など）を一括して実施・管理し、各業
務の連携を図りながら効率的な運営を実現するとともに、対象となる低所得世帯へ可能な
限り迅速に支給することが求められる。
　既存のシステムや制度を熟知した人材の活用など、その経験と資源を活かし、比較的低
コストで迅速な業務が期待できる事業者は、相模原市給付金事業共同企業体（株）新日本
コンピュータサービスしかない。
　

２号（競争不適） ¥209,424,600 2023年6月6日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

311
令和５年度基準額等の見直しに伴う中国残留邦
人等支援システム改修業務委託

北日本コンピューターサー
ビス（株）

　本システムは平成１９年度に同社に開発を委託し、同年度末にシステムを導入したもの
である。今般、基準額等の改定に伴いシステム改修が必要となったが、改修にあたり、不
具合を生じさせることなく確実に実施できるのは開発者である同社だけであるため。

２号（競争不適） ¥3,300,000 2023年7月1日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

312 就労体験・社会参加等支援事業業務委託
パーソルテンプスタッフ
（株）神奈川第二営業部

　本事業は、就労を阻害する要因（傷病、障害、社会性の欠如等）が少なくない未就労の
生活保護利用者を対象として、職業相談の資格を持つキャリアカウンセラーによるカウン
セリングを行いながら、社会参加活動（ボランティア活動等）や就労体験等を通じて、生
活の立て直し、自尊心の回復、就労意欲の喚起等を図るとともに、求人と求職を効果的に
繋げるよう、生活保護利用者に寄り添いきめ細かな支援を行うものである。事業実施にあ
たっては、精神的負担の軽減を図るために継続した相談援助体制を確保することが重要で
あり、また、地域との連携を構築し、社会資源を活用した入口から出口までの一体的な支
援が必須であることから、価格とは異なる視点の評価が必要である。このため、事業内容
及び委託内容に応じ、提案や実績により業者を選定する「公募型プロポーザル方式」を採
用し、企画提案プレゼンテーション、評価委員会による審査・評価を経て、令和５年７月
のプロポーザル評価委員会において選定された、当該事業者を契約の相手方とするもので
ある。

２号（競争不適） ¥217,644,900 2023年10月1日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

313 生活困窮者自立促進支援事業業務委託
パーソルテンプスタッフ
（株）神奈川第二営業部

　本事業は、就労を阻害する要因（傷病、障害、社会性の欠如等）が少なくない未就労の
生活困窮者を対象として、職業相談の資格を持つキャリアカウンセラーによるカウンセリ
ングを行いながら、社会参加活動（ボランティア活動等）や就労体験等を通じて、生活の
立て直し、自尊心の回復、就労意欲の喚起等を図るとともに、求人と求職を効果的に繋げ
るよう、生活保護利用者に寄り添いきめ細かな支援を行うものである。事業実施にあたっ
ては、精神的負担の軽減を図るために継続した相談援助体制を確保することが重要であ
り、また、地域との連携を構築し、社会資源を活用した入口から出口までの一体的な支援
が必須であることから、価格とは異なる視点の評価が必要である。このため、事業内容及
び委託内容に応じ、提案や実績により業者を選定する「公募型プロポーザル方式」を採用
し、企画提案プレゼンテーション、評価委員会による審査・評価を経て、令和５年７月の
プロポーザル評価委員会において選定された、当該事業者を契約の相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥124,883,000 2023年10月1日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

314
令和５年度医療扶助適正化及び被保護者健康管
理支援事業に係る調査・分析等業務委託

（株）データホライゾン

　本委託契約は、相模原市において生活保護制度を利用している者（以下、被保護者）に
係るレセプトデータ及び被保護者の情報をもとに医療扶助に関する調査・分析を行うもの
で、医療扶助の現状や課題を的確に把握することで、医療扶助の適正化及び被保護者の健
康管理支援事業に資するものである。
　本委託業務の実施にあたっては、レセプトに記載されている傷病名及び治療情報を活用
し、傷病ごとの医療情報を正しく分析する必要がある。このデータ分析には、レセプトの
傷病名と診療行為（薬剤、検査、手術、処置、指導料など）を正しく結びつけ、傷病ごと
の医療費を集計する技術、そしてレセプトの傷病名や診療行為・投薬の状況から糖尿病性
腎症重症化予防等の支援対象者を正しく階層化する技術が有効である。
　本契約に対応できるのは、これらの調査・分析に係る技術の特許権を有する同社のみで
ある。

２号（競争不適） ¥13,618,000 2023年12月15日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

315
相模原市市民税非課税世帯等追加支援給付金事
業業務委託

相模原市給付金事業共同企
業体（幹事業者）
（株）新日本コンピュータ
サービス

　当該委託事業者は、令和３年度の市民税非課税世帯等に対する給付金事業実施の際に、
プロポーザル方式による選考過程を経て決定しており、令和４年度、令和５年度の３万円
給付金支給業務においても、国の制度改正や市独自の給付措置の追加に柔軟に対応しなが
ら、迅速かつ適正な支給事務を実施した。
　当該業務委託は、給付金支給事務に係る一連の業務（システム構築、対象世帯の抽出、
問い合わせ対応、申請書類の審査、振込データ作成など）を一括して実施・管理し、各業
務の連携を図りながら効率的な運営を実現するとともに、今回の７万円給付金事業は、国
の制度上追加支援の位置付けの事業のため、以前に実施した３万円給付金の支給実績を基
に対象となる低所得世帯へ可能な限り迅速に支給することが求められる。
　既存のシステムや制度を熟知した人材の活用など、その経験と資源を活かし比較的低コ
ストで迅速な業務が期待できる事業者は、相模原市給付金事業共同企業体（株）新日本コ
ンピュータサービスしかない。
　

２号（競争不適） ¥129,894,600 2023年12月21日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課
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316 低所得世帯・定額減税補足給付金事業業務委託

相模原市給付金事業共同企
業体（幹事業者）
（株）新日本コンピュータ
サービス

　
　当該委託事業者は、令和３年度の市民税非課税世帯等に対する給付金事業実施の際に、
プロポーザル方式による選考過程を経て決定し、令和４年度、令和５年度と継続的に発出
される各種給付金支給業務においても、国の制度改正や市独自の給付措置の追加に柔軟に
対応しながら、迅速かつ適正な支給事務を実施した。
　当該業務委託は、給付金支給事務に係る一連の業務（システム構築、対象世帯の抽出、
問い合わせ対応、申請書類の審査、振込データ作成など）を一括して実施・管理し、各業
務の連携を図りながら効率的な運営を実現するとともに、国の制度上、以前に実施した３
万円給付金の支給実績を基に対象となる低所得世帯へ可能な限り迅速に支給することが求
められる。また、国の施策として今後成立予定の令和6年度課税情報を基に新たな低所得
世帯や定額減税の恩恵を受けきることが出来ない者に対しての給付等国からの制度情報を
調査研究することが必要とされている。
　そのため、既存のシステムや制度を熟知した人材の活用など、その経験と資源を活かし
比較的低コストで迅速な業務が期待でき、また、今後予定されている令和6年度課税情報
を使用する業務など、これまでの給付金支給業務の経験を活かし、円滑に業務遂行が出来
る事業者は、相模原市給付金事業共同企業体（株）新日本コンピュータサービスしかな
い。
　

２号（競争不適） ¥99,743,600 2024年2月21日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

317
低所得世帯・定額減税補足給付金等生活福祉課
業務に係る労働者派遣契約

（株）新日本コンピュータ
サービス

　国の物価高騰対策として閣議決定された「デフレ脱却のための総合経済対策」を受け、
国では定額減税の恩恵を受けられない世帯等に対して７つの給付措置の実施を決定し、本
市でも新たに予算措置が必要な分について、２月２１日に補正予算が議決されたところで
ある。
　この新たな給付措置を実施するに当たって業務量が増加する中、国が求める「速やかな
支給」に対応するためには、派遣労働者の活用により、令和６年度以降を見据えたさらな
る業務執行体制の強化が急務となっている。
　当該事業者は長年、本市の給付金業務を受託しており、税や住民情報など支給対象世帯
の抽出に必要な知識や、支給・不支給の判定を行うための審査スキル、市民からの様々な
問い合わせに的確に対応できる経験等を有したスタッフを擁しており、当課の業務執行体
制の強化に不可欠な要件を兼ね備えたスタッフを即座に派遣できる唯一の事業者であるこ
とから、契約を結ぶものである。
　なお、国が発出した文書「令和５年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（給付
金・定額減税一体支援枠）～低所得者支援及び定額減税補足給付金～自治体職員向けＱ＆
Ａ令和６年２月２１日版（第３版）」問１－１８の（答）によれば、「競争入札の方法に
よる手続きでその時機を失するなど、緊急の必要があると認められる場合には、～（略）
～地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定に基づき、随意契約を締結するこ
とができる」と全国の自治体へ通知されている。
　

５号（緊急随意契約） ¥4,412,760 2024年3月1日
健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

318
相模原市緑区生活保護世帯高齢者等自立サポー
ト事業

医療法人財団晃友会

　本事業は、生活保護利用者への自立支援推進の一環として、生活保護法の被保護世帯の
うち、特に地域で孤立しがちな高齢者等が安心して居宅生活を継続できるよう、見守り及
び生活上の課題解消に向けた支援をすることを目的としている。
　本事業の実施にあたっては、支援対象者の状況及び精神面の福祉的な課題等に配慮しな
がら、信頼関係を構築したうえで、継続的に支援する必要がある。こうした支援ができる
法人と契約するため、令和５年３月にプロポーザル方式による業者選定を実施した。これ
に対して、同法人のみが応募し、審査の結果、同法人を選定したところである。
　本事業の目的を達成し、効果を一層高めるためには、蓄積した知識及び経験のもと、継
続的かつ効果的な支援を行う必要があることから、昨年度に引き続き同法人と契約するも
の。

２号（競争不適） ¥80,977,000 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
緑生活支援課
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319
生活保護等版レセプト管理システム運用業務委
託

富士通Japan（株）神奈川
支社

　生活保護等版レセプト管理システムは、厚生労働省と当該契約の相手方によって開発し
たシステムである。
　本委託契約は、当該システムの運用保守及びマスタ更新作業となり、システムのクラウ
ド化に伴い、データセンターを運営している開発業者でなければ作業の実施が行えないた
め、契約の相手方とする。

２号（競争不適） ¥2,277,000 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
中央生活支援課

320 令和5年度相模原市生活保護システム保守委託
北日本コンピューターサー
ビス（株）

　本業務は本市が導入した「生活保護システム『ふれあい』パートナーシリーズ」（以
下、生活保護システム）に必要な運用保守業務を委託するものである。
　生活保護システムを安全・確実に運用するためには、現在のシステム構成や設定内容を
正しく理解し、復旧に関する必要な知識と技術を有した事業者による保守が必要である
他、本市の他システムとの連携内容についても熟知している必要がある。
　当該事業者は生活保護システムの開発及び構築を行っており上記内容を満たしている唯
一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とする。

２号（競争不適） ¥1,980,000 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
中央生活支援課

321
相模原市中央区生活保護世帯高齢者等自立サ
ポート事業

（福）相模福祉村

　本事業は、生活保護利用者への自立支援推進の一環として、生活保護法の被保護世帯の
うち、特に地域で孤立しがちな高齢者等が安心して居宅生活を継続できるよう、見守り及
び生活上の課題解消に向けた支援をすることを目的としている。
　本事業の実施にあたっては、支援対象者の状況及び精神面の福祉的な課題等に配慮しな
がら、信頼関係を構築したうえで、継続的に支援する必要がある。こうした支援ができる
法人と契約するため、令和５年３月にプロポーザル方式による業者選定を実施した。これ
に対して、本事業の受託実績がある同法人のみが応募し、審査の結果、同法人を選定した
ところである。
　本事業の目的を一層達成するためには、蓄積した知識及び経験のもと、継続的かつ効果
的な支援を行う必要があるため、同法人と契約するもの。

２号（競争不適） ¥146,218,000 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
中央生活支援課

322
医療扶助のオンライン資格確認導入に伴う生活
保護システム改修等業務委託

北日本コンピューターサー
ビス（株）

　本業務は令和6年3月に全国的に運用が開始される「医療扶助オンライン資格確認」事業
において各自治体で生活保護業務で利用しているシステムの改修が要することとなってお
り、本市が利用している「生活保護システム「ふれあい」パートナーシリーズ」（以下、
生活保護システム）に必要なシステム改修を行うものである。
　生活保護システムを安全・確実に改修するためには、現在のシステム構成や設定内容を
正しく理解し、復旧に関する必要な知識と技術を有した事業者による保守が必要である
他、本市の他システムとの連携内容についても熟知している必要がある。
　当該事業者は生活保護システムの開発及び構築を行っており上記内容を満たしている唯
一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とする。

２号（競争不適） ¥8,192,800 2023年6月1日
健康福祉局
生活福祉部
中央生活支援課

323
生活保護システム改修業務委託（令和5年度基
準額等の見直しに伴う対応）

北日本コンピューターサー
ビス（株）

　本委託業務は、令和５年１０月に予定されている、生活保護基準の見直しにより、生活
保護システムのプログラム改修を行うものである。
　本市が導入している生活保護システムは、パッケージソフトウェアとして開発事業者が
その動作を保証するものであり、開発事業者でなければプログラム改修を実施することは
できず、当該事業者は本市の生活保護システムの開発を実施した事業者であり、当該事業
者以外の事業者が業務を実施することが不可能である。
　

２号（競争不適） ¥3,300,000 2023年8月1日
健康福祉局
生活福祉部
中央生活支援課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

324
生活保護等版レセプト管理システムオンライン
資格確認オプションサービス改修業務委託

富士通Japan（株）

　本業務は令和6年3月に全国的に運用が開始される「医療扶助オンライン資格確認」事業
において各自治体で生活保護業務で利用しているレセプト管理システムの改修が要するこ
ととなっており、本市が利用している生活保護等版レセプト管理システムRezeptPlusに必
要なシステム改修を行うものである。
　本市が利用している生活保護等版レセプト管理システムRezeptPlusはクラウドシステム
であり、データセンターを運営している当該事業者でなければ作業の実施が行えないた
め、契約の相手方とする。

２号（競争不適） ¥1,749,000 2023年9月29日
健康福祉局
生活福祉部
中央生活支援課

325
生活保護システム改修業務委託（被保護者調査
に関する調査項目の追加等対応）

北日本コンピューターサー
ビス（株）

　本委託業務は、国に毎月報告している「被保護者調査」において令和６年４月分調査よ
り調査項目の見直しが行われることから、当該調査表の作成に利用している生活保護シス
テムのプログラム改修を行うものである。
　本市が導入している生活保護システムは、パッケージソフトウェアとして開発事業者が
その動作を保証するものであり、開発事業者でなければプログラム改修を実施することは
できず、当該事業者は本市の生活保護システムの開発を実施した事業者であり、当該事業
者以外の事業者が業務を実施することが不可能である。

２号（競争不適） ¥1,654,400 2023年12月1日
健康福祉局
生活福祉部
中央生活支援課

326
相模原市南区生活保護世帯高齢者等自立サポー
ト事業

労働者協同組合　ワーカー
ズコープ・センター事業団
代表理事　田嶋　羊子

　本事業は、生活保護利用者への自立支援推進の一環として、生活保護法の被保護世帯の
うち、特に地域で孤立しがちな高齢者等が安心して居宅生活を継続できるよう、見守り及
び生活上の課題解消に向けた支援をすることを目的としている。
　本事業の実施にあたっては、支援対象者の状況及び精神面の福祉的な課題等に配慮しな
がら、信頼関係を構築したうえで、継続的に支援する必要がある。こうした支援ができる
法人と契約するため、令和５年３月にプロポーザル方式による業者選定を実施した。これ
に対して、審査の結果、同法人を選定したところである。
　

２号（競争不適） ¥88,768,020 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
南生活支援課

327
相模原市後期高齢者医療コールセンター運営業
務委託

日本電気（株）　神奈川支
社

　相模原市後期高齢者医療コールセンター業務は、当該事業者が平成30年度から受託して
いる相模原市国民健康保険コールセンター業務の機能を拡張するものである。
　また、当該事業者は、令和元年度から期間限定で設置した後期高齢者医療制度のコール
センター業務を受託しており、業務のノウハウがある。
　さらに、当該業務については、現在受託している相模原市国民健康保険コールセンター
の人材、機器及びシステムを活用することにより、最も効率的、効果的な運営が可能であ
るため、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥34,606,660 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
保険企画課

328
相模原市国民健康保険コールセンター運営業務
委託

日本電気（株）　神奈川支
社

　国民健康保険コールセンター業務は、国民健康保険に関する様々な問い合わせに回答す
ることに加え、特定健康診査の受診等の勧奨を行うことから、専門知識が要求される業務
である。
　また、個人情報の保護に十分配慮したネットワークやシステムを構築した上で、膨大な
量の受電・架電を安定的かつ効率的に応対し、効果的に運営するためには高度なノウハウ
が必要とされることから、本事業は、価格だけではなく、事業者の業務遂行能力が非常に
重要であるため、平成３０年度に公募型プロポーザルを実施して事業者の選定を行った。
　当該事業者は、プロポーザルにより選定された事業者であり、本市の国保業務及び国保
業務端末の操作に精通し、マニュアル等が整備され、業務に必要な高度な人材を確保して
いることに加え、パソコン、電話交換機、サーバー等本市国民健康保険コールセンター業
務に必要な機器を保有していることから、安定的で費用対効果に優れた事業を実施できる
ため、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥86,723,450 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
保険企画課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

329
国保被保険者資格情報及び給付情報の管理業務
の実施に係る委託

神奈川県国民健康保険団体
連合会

　国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第８３条に基づき、会員である保険者（県
市町村及び国民健康保険組合）が共同でその目的を達成するため必要な事業を行うことを
目的に設立された公法人であり、本件の国保被保険者資格情報及び給付情報の管理業務の
実施に関する事務はその事業の一つであるため。

２号（競争不適） ¥14,730,000 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
保険企画課

330 第三者行為損害賠償請求事務委託
神奈川県国民健康保険団体
連合会

　国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第８３条に基づき、会員である保険者（県
市町村及び国民健康保険組合）が共同でその目的を達成するため必要な事業を行うことを
目的に設立された公法人であり、本件の第三者行為損害賠償請求事務はその事業の一つで
あるため。

２号（競争不適） ¥4,500,000 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
保険企画課

331 保険者事務電算共同処理委託
神奈川県国民健康保険団体
連合会

　国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第８３条に基づき、会員である保険者（県
市町村及び国民健康保険組合）が共同でその目的を達成するため必要な事業を行うことを
目的に設立された公法人であり、本件の電算共同処理事務はその事業の一つであるため。

２号（競争不適） ¥75,925,912 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
保険企画課

332 療養費の適正化事務に関する委託
神奈川県国民健康保険団体
連合会

　国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第８３条に基づき、会員である保険者（県
市町村及び国民健康保険組合）が共同でその目的を達成するため必要な事業を行うことを
目的に設立された公法人であり、本件の療養費の適正化に関する事務はその事業の一つで
あるため。

２号（競争不適） ¥2,452,500 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
保険企画課

333
国保業務システム改修委託（産前産後保険税免
除対応）

日本電気（株）　神奈川支
社

　本契約は、法改正に対応するため、国民健康保険システムの改修を委託するものであ
る。
　国民健康保険システムは、パッケージシステム（Cokas-i）を使用している。本契約の
システム開発においては、パッケージシステム（Cokas-i）の知識、システム構造の把
握、プログラムの分析等詳細な知識や専門技術が要求される。
　当該業者は国民健康保険システムの開発、導入・構築、その後の保守を一貫して請け
負っており、前述の条件を満たす唯一の業者である。従って当該業者以外に今回の委託内
容を履行できる業者はなく、一者随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥29,135,700 2023年9月28日
健康福祉局
生活福祉部
保険企画課

334
相模原市国民健康保険・国民年金・後期高齢者
医療制度事務業務委託

パーソルテンプスタッフ
（株）神奈川第二営業部

　本事業は、国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度事務におけるコールセンター
機能の強化及び窓口業務等について、ICTの活用を含めた独自のノウハウなどの効率的・
効果的な技術を持つ民間事業者へ委託することで、事務効率の向上や適正な事務体制を実
現し、市民サービスの向上を図ることを目的としている。
　そのため、あらかじめ発注仕様書を定めることができないことから、委託する事業者の
選定に当たっては、公募型プロポーザル方式を採用し、外部委員のみで構成する評価委員
会において、複数の事業者の中から当該事業者が選定されたため、契約の相手方とする。

２号（競争不適） ¥1,686,036,770 2023年10月16日
健康福祉局
生活福祉部
保険企画課

335
国保業務システム改修委託（住所地特例の保険
者番号修正対応）

日本電気（株）　神奈川支
社

　本契約は、住所地特例対象者の被保険者証に印字される保険者番号を修正するため、国
民健康保険システムの改修を委託するものである。
　国民健康保険システムは、パッケージシステム（Cokas-i）を使用している。本契約の
システム開発においては、パッケージシステム（Cokas-i）の知識、システム構造の把
握、プログラムの分析等詳細な知識や専門技術が要求される。
　当該業者は国民健康保険システムの開発、導入・構築、その後の保守を一貫して請け
負っており、前述の条件を満たす唯一の業者である。従って当該業者以外に今回の委託内
容を履行できる業者はなく、一者随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥2,864,125 2023年12月15日
健康福祉局
生活福祉部
保険企画課
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336
相模原市国民健康保険診療報酬明細書内容点検
等業務委託（４月分）

（株）大正オーディット

　本業務は、神奈川県国民健康保険団体連合会が管理する診療報酬明細書の内容に関し
て、それに対応したシステム及び医療事務の知識経験を有する者による点検が必要であ
り、４月中に契約を締結し、５月から業務を開始するためは一定の準備期間を要するた
め。

２号（競争不適） ¥1,070,300 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

337 特定健康診査業務委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本件は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業実施のための委託契約で、相模
原市国民健康保険特定健康診査実施要綱の第４条に、一般社団法人相模原市医師会(以下
「市医師会」という。)に委託し、協力が得られる医療機関において実施することを定め
ているため、市医師会を相手方として契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥461,977,501 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

338
特定健診・特定保健指導費用の支払に関する業
務及びデータ管理に関する業務委託

神奈川県国民健康保険団体
連合会

　神奈川県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第83条に基づき、会員である保険
者（市町村および国民健康保険組合）が共同でその目的を達成するために必要な事業を行
うことを目的に設立された公法人である。本件の特定健診・特定保健指導に関する業務は
当該連合会が行う代表的な業務の一つであり、他者に委託することは有り得ない。
　また、当該連合会は、全国一律の標準システムを構築し運用しており、本市国民健康保
険被保険者の資格データを管理していることから、特定健康診査対象者のデータについて
も併せて管理することが容易、且つ効率的であるため。

２号（競争不適） ¥12,090,746 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

339 国民健康保険被保険者健康診査業務委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本件は、国民健康保険に加入している２０～３９歳の被保険者の健康診査を実施するた
めの委託契約で、国民健康保険被保険者健康診査実施要綱の第３条に、一般社団法人相模
原市医師会(以下｢市医師会｣という。)に委託し、協力が得られる医療機関において実施す
ることを定めているため、市医師会を相手方として契約するもの。

２号（競争不適） ¥7,066,395 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

340 国民健康保険被保険者休日特定健康診査委託 医療法人財団相和会

　本件は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施する特定健康診査について、
がん集団検診と同時に休日に実施することにより、被保険者の利便性の向上と受診機会の
拡充をもって事業効果の増大を図るものである。
　このことから、がん集団検診の受託業者のうち、休日に同一会場で特定健診を実施可能
な同法人と契約するもの。

２号（競争不適） ¥17,476,547 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

341 後期高齢者健康診査委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本件は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者健康診査を実施するも
のである。
　実施にあたっては、市民が受診する市内各医療機関それぞれと契約を結ぶことは不可能
であることから、市内の２００以上の会員を有する一般社団法人相模原市医師会と契約を
締結し、後期高齢者健康診査業務を実施する。

２号（競争不適） ¥390,121,448 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

342
後期高齢者健康診査費用の支払に関する業務及
びデータ管理に関する業務委託

神奈川県国民健康保険団体
連合会

　神奈川県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第83条に基づき、会員である保険
者（市町村及び国民健康保険組合）が共同でその目的を達成するために必要な事業を行う
ことを目的に設立された公法人であり、後期高齢者健康診査に関する業務はその代表的な
業務の一つで、他社に委託することは有り得ない。
　また、同連合会は、全国一律の標準システムを構築し運用しており、本市後期高齢者医
療制度被保険者の資格データを管理していることから、健康診査対象者のデータについて
も併せて管理することが容易、且つ効率的であるため。

２号（競争不適） ¥9,928,800 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課
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343
国民健康保険税納税通知書等作成、印字及び封
入封緘業務委託

共同印刷（株）

　納税通知書兼更正通知書（以下「納税通知書」という。）は、毎年６月に当初分の納税
通知書を約１１万通送付し、以降は月に１回、新規加入した世帯や税額・加入者数の変更
により課税額に変更が生じた世帯に対し発送している。
　この納税通知書は、事業者が相模原市の文字環境等、本市基幹システムの仕様に適合し
たシステムを構築して印刷するが、システムの構築に係る開発・テスト期間のほか、各金
融機関や郵便局において納税通知書のバーコードテストの実施に数か月程度の期間とテス
ト費用を要する。そのため、毎年事業者を変更することは、スケジュール的に困難である
事に加え、費用面でも合理的ではないため、既にテストに合格している当該業者と契約す
るものである。

２号（競争不適） ¥17,413,000 2023年4月1日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

344
令和5年度後期高齢者医療保険料納入通知書等
印字・封入封緘業務委託（4月・5月分）

（株）KMC　相模原営業所

　本業務は、後期高齢者医療保険料決定通知及び変更通知の印字及び封入封緘委託であ
る。毎月中旬に月次分の後期高齢者医療保険料決定通知及び変更通知を発送するための印
字・封入封緘作業を行っているが、契約後において、印字位置の調整や読み取りテストな
どに時間を要することから、入札による４月からの契約は困難なため、４月・５月のみ前
年度の委託業者と一者による随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥2,075,700 2023年4月3日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

345 相模原市国民健康保険人間ドック事業委託 相模原赤十字病院
　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした人間ドック事業の実施につい
て定めた「相模原市国民健康保険人間ドック事業実施要綱別表第１」の検診機関等を公募
により選定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥101,200,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

346 相模原市国民健康保険人間ドック事業委託
（福）ワゲン福祉会　総合
相模更生病院

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした人間ドック事業の実施につい
て定めた「相模原市国民健康保険人間ドック事業実施要綱別表第１」の検診機関等を公募
により選定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥101,200,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

347 相模原市国民健康保険人間ドック事業委託
独立行政法人　地域医療機
能推進機構　相模野病院

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした人間ドック事業の実施につい
て定めた「相模原市国民健康保険人間ドック事業実施要綱別表第１」の検診機関等を公募
により選定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥101,200,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

348 相模原市国民健康保険人間ドック事業委託
医療法人財団相和会　相模
原総合健診センター

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした人間ドック事業の実施につい
て定めた「相模原市国民健康保険人間ドック事業実施要綱別表第１」の検診機関等を公募
により選定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥101,200,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

349 相模原市国民健康保険人間ドック事業委託
医療法人財団徳寿会　相模
原中央病院

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした人間ドック事業の実施につい
て定めた「相模原市国民健康保険人間ドック事業実施要綱別表第１」の検診機関等を公募
により選定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥101,200,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

350 相模原市国民健康保険人間ドック事業委託 さがみ林間病院
　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした人間ドック事業の実施につい
て定めた「相模原市国民健康保険人間ドック事業実施要綱別表第１」の検診機関等を公募
により選定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥101,200,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課
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351 相模原市国民健康保険人間ドック事業委託
一般財団法人ヘルス・サイ
エンス・センター

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした人間ドック事業の実施につい
て定めた「相模原市国民健康保険人間ドック事業実施要綱別表第１」の検診機関等を公募
により選定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥101,200,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

352 相模原市国民健康保険人間ドック事業委託
神奈川北央医療生活協同組
合

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした人間ドック事業の実施につい
て定めた「相模原市国民健康保険人間ドック事業実施要綱別表第１」の検診機関等を公募
により選定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥101,200,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

353 相模原市国民健康保険人間ドック事業委託
医療法人財団蒼紫会　森下
記念病院

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした人間ドック事業の実施につい
て定めた「相模原市国民健康保険人間ドック事業実施要綱別表第１」の検診機関等を公募
により選定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥101,200,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

354 相模原市国民健康保険人間ドック事業委託
医療法人財団光生会　さが
み循環器クリニック

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした人間ドック事業の実施につい
て定めた「相模原市国民健康保険人間ドック事業実施要綱別表第１」の検診機関等を公募
により選定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥101,200,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

355 相模原市国民健康保険人間ドック事業委託
神奈川県厚生農業協同組合
連合会　保健福祉センター

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした人間ドック事業の実施につい
て定めた「相模原市国民健康保険人間ドック事業実施要綱別表第１」の検診機関等を公募
により選定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥101,200,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

356 相模原市国民健康保険人間ドック事業委託
社会医療法人財団三思会
東名厚木メディカルサテラ
イトクリニック

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした人間ドック事業の実施につい
て定めた「相模原市国民健康保険人間ドック事業実施要綱別表第１」の検診機関等を公募
により選定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥101,200,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

357 相模原市国民健康保険脳ドック事業委託 脳と神経のクリニック橋本
　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした脳ドック事業の実施について
定めた「相模原市国民健康保険脳ドック事業実施要綱別表」の検診機関等を公募により選
定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥15,000,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

358 相模原市国民健康保険脳ドック事業委託
医療法人財団晃友会
晃友脳神経外科眼科病院

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした脳ドック事業の実施について
定めた「相模原市国民健康保険脳ドック事業実施要綱別表」の検診機関等を公募により選
定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥15,000,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

359 相模原市国民健康保険脳ドック事業委託 相模原赤十字病院
　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした脳ドック事業の実施について
定めた「相模原市国民健康保険脳ドック事業実施要綱別表」の検診機関等を公募により選
定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥15,000,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

360 相模原市国民健康保険脳ドック事業委託
（福）ワゲン福祉会　総合
相模更生病院

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした脳ドック事業の実施について
定めた「相模原市国民健康保険脳ドック事業実施要綱別表」の検診機関等を公募により選
定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥15,000,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課
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361 相模原市国民健康保険脳ドック事業委託
独立行政法人　地域医療機
能推進機構　相模野病院

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした脳ドック事業の実施について
定めた「相模原市国民健康保険脳ドック事業実施要綱別表」の検診機関等を公募により選
定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥15,000,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

362 相模原市国民健康保険脳ドック事業委託
医療法人財団相和会　相模
原総合健診センター

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした脳ドック事業の実施について
定めた「相模原市国民健康保険脳ドック事業実施要綱別表」の検診機関等を公募により選
定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥15,000,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

363 相模原市国民健康保険脳ドック事業委託
医療法人財団徳寿会　相模
原中央病院

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした脳ドック事業の実施について
定めた「相模原市国民健康保険脳ドック事業実施要綱別表」の検診機関等を公募により選
定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥15,000,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

364 相模原市国民健康保険脳ドック事業委託 さがみ林間病院
　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした脳ドック事業の実施について
定めた「相模原市国民健康保険脳ドック事業実施要綱別表」の検診機関等を公募により選
定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥15,000,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

365 相模原市国民健康保険脳ドック事業委託
一般財団法人ヘルス・サイ
エンス・センター

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした脳ドック事業の実施について
定めた「相模原市国民健康保険脳ドック事業実施要綱別表」の検診機関等を公募により選
定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥15,000,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

366 相模原市国民健康保険脳ドック事業委託
神奈川県厚生農業協同組合
連合会　保健福祉センター

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした脳ドック事業の実施について
定めた「相模原市国民健康保険脳ドック事業実施要綱別表」の検診機関等を公募により選
定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥15,000,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

367 相模原市国民健康保険脳ドック事業委託
医療法人財団中原ヘルスケ
ア
くろだ脳神経クリニック

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした脳ドック事業の実施について
定めた「相模原市国民健康保険脳ドック事業実施要綱別表」の検診機関等を公募により選
定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥15,000,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

368 相模原市国民健康保険脳ドック事業委託
社会医療法人財団三思会
東名厚木メディカルサテラ
イトクリニック

　この契約は、疾病の予防及び早期発見の推進を目的とした脳ドック事業の実施について
定めた「相模原市国民健康保険脳ドック事業実施要綱別表」の検診機関等を公募により選
定し、契約の相手方に特定するもの。

２号（競争不適） ¥15,000,000 2023年5月15日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

369
人工知能を活用した特定健康診査未受診者対策
事業業務委託

（株）キャンサースキャン

　本業務は、相模原市国民健康保険データヘルス計画に基づき、特定健康診査（以下「特
定健診」という。）の受診率向上を図ることを目的に実施するものである。
　受診率向上を目的とする未受診者対策としては、受診確率、個人の特性に応じた勧奨通
知を作成し、送り分けを行うことが最も効果的な手法であるが、そのためには膨大な受診
履歴や受診対象者の問診票回答等のビッグデータをもとに構築された人工知能を用いた高
精度な分析が必須である。人工知能を用いた手法は、（株）キャンサースキャンが特許
（「健康診断受診確率計算方法及び健診勧奨通知支援システム」、「勧奨通知最適タイミ
ング算出方法、及び勧奨通知最適タイミング算出システム」）を取得しており、当該事業
者が特定されるので、契約の相手方とするもの。

２号（競争不適） ¥24,486,000 2023年5月22日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課
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370 窓口用電子複写機賃貸借契約 （株）ジムオール
　指名競争入札を行ったが、当該事業者を除くすべての業者が辞退し入札中止となった。
事業者、仕様等を一部変更し再度入札を行ったが、同様に入札中止となったため、入札参
加事業者であり、予定価格範囲内の応札があった当該事業者と契約を締結するもの。

８号（不調随意契約） ¥1,287,000 2023年11月24日
健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

371
相模原市総合保健医療センターで使用する電力
の供給

ミツウロコグリーンエネル
ギー（株）

　本契約は相模原市総合保健医療センターの電力供給について契約するものである。
　WTO政府調達に関する協定が適用される案件のため、電子公告による条件付一般競争入
札を行ったが、予定価格超過のため入札が不調となった。
　また、準備期間を含めると改めて入札する期間を確保できないため、今度は随意契約の
相手方を決めるための見積合わせを行ったが、見積書の提出が１者のみであったため、見
積合わせが中止となった。そこで、見積書の提出業者である当該業者に確認をしたとこ
ろ、本市が提示した仕様としたうえで、予定価格範囲内での調達が可能であったことか
ら、当該業者を契約の相手方とし、随意契約を締結するものである。

８号（不調随意契約） ¥57,476,215 2024年2月9日
健康福祉局
保健衛生部
地域保健課

372 相模原救急情報センター運営事業委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業の実施には、市内医療機関の休日及び夜間における開設状況を把握する必要があ
る。また、同じく一般社団法人相模原市医師会に運営を委託しているメディカルセンター
急病診療所のほか、市内二次救急医療機関、市消防本部等の関係機関との調整が不可欠で
ある。市内医療機関の開設状況の把握・とりまとめ及び関係機関との調整を行うことがで
きるのは一般社団法人相模原市医師会のみである。

２号（競争不適） ¥68,462,900 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

373 休日夜間急病診療事業委託（初期救急）
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業の実施には、休日及び夜間における市民の急病に対応することができる初期救急
医療機関を確保する必要がある。当該医療機関の運営には多数の医師等の協力が必要であ
り、また、市内医療機関との連携が不可欠である。協力する医師等の確保や市内医療機関
との調整を行うことができるのは一般社団法人相模原市医師会のみである。

２号（競争不適） ¥956,387,300 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

374 休日夜間急患調剤事業委託（初期救急） （公社）相模原市薬剤師会

　本事業の実施には、休日及び夜間に、メディカル調剤薬局において、急病患者の調剤に
対応可能な体制を確保する必要がある。当該調剤薬局の運営には、多数の薬剤師等の協力
が必要であり、また、市内薬局との連携が不可欠である。協力する薬剤師等の確保や市内
薬局との調整を行うことができるのは公益社団法人相模原市薬剤師会のみである。

２号（競争不適） ¥225,163,400 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

375 休日夜間急病診療事業委託（二次救急） （公社）相模原市病院協会
　休日夜間急病診療事業の実施には、休日夜間診療を担当する複数の病院を確保する必要
がある。市内病院の取りまとめや調整を行えるのは、公益社団法人相模原市病院協会のみ
であるため。

２号（競争不適） ¥644,343,920 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

376 夜間急病診療事業委託（病院協会） （公社）相模原市病院協会
　夜間急病診療事業の実施には、夜間診療を担当する病院を確保する必要がある。市内病
院の取りまとめや調整を行えるのは、公益社団法人相模原市病院協会のみであるため。

２号（競争不適） ¥87,206,570 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

377
国民健康保険診療所　医薬品衛生材料の購入(4
月分)

（株）スズケン　相模原支
店

　医薬品衛生材料（購入品目は1,200品目以上）は価格競争を経た単価契約により購入し
ているが、価格確認作業に時間を要するため、４月の１ヶ月間に限り、昨年度単価契約を
締結した者と随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥2,433,587 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
医療政策課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

378
国民健康保険診療所　医薬品衛生材料の購入
(５～３月分)

東邦薬品（株）相模原営業
所

　医薬品衛生材料費の購入品目は1,200品目以上であり、品目ごとに入札執行することは
合理的でないため、あらかじめ品目ごとに競争させ、最低価格業者からの採用品目ごとの
集合体による見積書を徴し、随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥2,000,000 2023年5月1日
健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

379
国民健康保険診療所　医薬品衛生材料の購入
(５～３月分)

（株）スズケン　相模原支
店

　医薬品衛生材料費の購入品目は1,200品目以上であり、品目ごとに入札執行することは
合理的でないため、あらかじめ品目ごとに競争させ、最低価格業者からの採用品目ごとの
集合体による見積書を徴し、随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥16,000,000 2023年5月1日
健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

380
国民健康保険診療所　医薬品衛生材料の購入
(５～３月分)

（株）メディセオ　相模原
支店

　医薬品衛生材料費の購入品目は1,200品目以上であり、品目ごとに入札執行することは
合理的でないため、あらかじめ品目ごとに競争させ、最低価格業者からの採用品目ごとの
集合体による見積書を徴し、随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥8,000,000 2023年5月1日
健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

381 救護所用医療資機材の滅菌等更新作業委託 サンコー薬品（株）

　本業務は、救護所及び拠点救護所に備蓄している災害用医療資機材（以下「資機材とい
う」）の保管ケースを回収、資機材の点検・滅菌、医薬品の入替及び再配置を一連の業務
として行うものであり、医薬品を含む資機材の品質、有効性及び安全性を確保するため、
同一業者が行う必要がある。特に、資機材のうち、メスや縫合針など人体に接触するもの
は、隔年で滅菌加工が必要であり、作業は一定の設備や技術などの専門性が求められる特
殊性がある。
　また、事前に医薬品、医療機器及び衛生材料を取り扱う本市に登録がある全ての委託業
者に確認した結果、当該業者のみ、本業務を請け負うことができるとの回答を得たことか
ら、当該事業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥6,874,450 2023年9月20日
健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

382
相模原市国民健康保険診療所電子カルテ導入業
務委託

（株）テクトロン

　本契約は、相模原市国民健康保険診療所（青根・内郷診療所）への電子カルテ一式の導
入業務を委託するものである。電子カルテは運用中の医療事務システム及びオンライン資
格確認システムと連携し使用するものであり、現にこれらのシステムの保守を担っている
事業者以外では作業を行うことができないため、同社と契約するものである。

２号（競争不適） ¥10,450,000 2023年8月7日

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課
地域医療対策室

383
相模原市国民健康保険内郷診療所一般X線撮影
装置売買契約

キャノンメディカルシステ
ムズ（株）　厚木支店

　本件は、相模原市国民健康保険内郷診療所において診療に用いる一般X線撮影装置を調
達するものである。
　現行機器が稼働時異常を来たしたことにより、撮影画像にも影響を与える状況となり、
今後も不安定稼働が継続した場合、機器の稼働不能等に陥り、診療に多大な支障を来す恐
れがある。当該異常対応のための機器修繕については、メーカーにより不能と判断された
ことから、早急な機器更新を要する。
　当該機器（後継機種）は大型医療機器であり、メーカーの受注生産となるため、通常発
注後、納品に数か月を要するが、現時点で、他の医療機関に納品予定である機器を当診療
所へ優先導入することにより、発注後1ケ月以内の納品が見込まれる。入札によって発注
手続きが現時点より遅れると、当該優先導入の機会を失い、納期が数か月後となる恐れが
あることから、早急な納品が可能である当該機器メーカーとの随意契約を行うものであ
る。

６号（競争不利） ¥4,620,000 2023年8月10日

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課
地域医療対策室
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384 市民結核健康診断業務
（一財）神奈川県労働衛生
福祉協会

　市民結核健康診断は、肺がん集団検診と同時実施をしているため、同一の検診機関を決
定する必要がある。なお、肺がん集団検診は、会場借用や市民への周知の都合上、日程を
前年度中に決定する必要があると同時に、検診機関についても検診日程に合わせて確保す
る必要があること。また、検診機関については、高い精度管理や国の指針を満たす必要が
あることから、前年度に医師で構成する「相模原市がん集団検診委託検診機関選考委員
会」で、検診機関を選考している。
　受託者は市で予定する検診日程に対応が可能であり、かつ、同委員会で選定されてい
る。

２号（競争不適） ¥2,367,775 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

385 無料B型・C型肝炎ウイルス検査委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業は、広く市民を対象にしているものであり、より多くの方に効率的に受診してい
ただくためには、多くの市内医療機関との契約が必要となるが、市内医療機関と個別に契
約を結ぶことは煩雑かつ非効率的であることから、市内２００以上の会員を有する当該法
人を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,006,390 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

386
相模原市指定難病特定医療費管理等システム運
用保守業務委託

（株）HBA

　本契約は、本市が導入した指定難病特定医療費管理等システム（以下「難病システム」
という。）の運用保守業務を委託するものである。
　難病システムを安全・確実に運用するためには、現在のシステム構成や設定内容を正し
く理解し、機器の復旧に必要な知識と技術を有した事業者による保守が必要である。
　当該事業者は難病システムに係る著作権を保有しており、難病システムの設定内容に精
通している唯一の事業者であることから、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,974,720 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

387
公費負担医療（法別番号５４）に係る診療報
酬、調剤報酬及び訪問看護療養費の審査支払い
に関する委託契約

神奈川県国民健康保険団体
連合会

　国民健康保険法の規定により設置されている神奈川県国民健康保険団体連合会（以下
「県国保連合会」という。）に対して、県内各市町村が医療費助成制度の国保分の審査支
払業務を県下統一で委託することにより、医療費助成金の現物給付化を行っており、医療
費の審査支払業務という特殊業務のため競争入札には適さず、県国保連合会でしか行えな
いため、県国保連合会との随意契約を行うもの。

２号（競争不適） ¥3,600,000 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

388
特定医療費の支給に係る診療（調剤）報酬の審
査支払いに関する委託契約

社会保険診療報酬支払基金
理事長代理人

　本業務は、受給者の医療機関の窓口での支払を少なくし、利便性を高めるため、医療費
助成金の審査支払業務を委託するものである。医療費の審査支払業務は、特殊業務のた
め、競争入札には適さないことから、社会保険診療報酬支払基金法の規定により設置され
ている、社会保険診療報酬支払基金神奈川審査委員会に業務を委託するため、随意契約を
行うもの。

２号（競争不適） ¥2,150,000 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

389
令和５年度全国市長会予防接種事故賠償補償保
険

全国市長会
　相模原市が行政措置として実施する予防接種（予防接種法に基づく予防接種以外）にか
かる事故の災害補償は、一般の損害保険会社の保険では対応できず、全国市長会予防接種
事故賠償補償保険のうち、Ⅲ型だけが対応可能であるため。

２号（競争不適） ¥1,780,189 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

390 予防接種業務委託（市医師会）
一般社団法人相模原市医師
会

　予防接種事業は協力医療機関において実施しているが、個々の協力医療機関と契約を締
結する煩雑さを回避するため、相模原市医師会と随意契約を行うもの。
　なお、本事業については、診療報酬及び種類ごとの同一ワクチン代に基づき、一律に委
託料単価を定めていることから、競争に適さないものである。

２号（競争不適） ¥1,692,000,000 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課
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391 予防接種業務委託（市外医療機関）
医療法人社団フルヤクリ
ニック・降矢医院（他１０
医療機関）

　本事業については、診療報酬及び種類ごとの同一ワクチン代に基づき、一律に委託料単
価を定めていることから、競争に適さないものである。

２号（競争不適） ¥8,390,000 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

392 予防接種業務委託（北里大学病院）
学校法人北里研究所　北里
大学病院

　本事業は、予防接種業務実施要領に基づき、予防接種業務（予防接種専門相談業務）を
実施するものであり、本市で専門相談業務の可能な特定機能病院の小児医療機関は、当該
医療機関のみである。

２号（競争不適） ¥1,340,000 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

393
風しん予防接種促進事業予防接種等業務委託
（市医師会）

一般社団法人相模原市医師
会

　本契約は、相模原市医師会に加入の医療機関のうち、本事業への協力を承諾した医療機
関に対し、風しん予防接種促進事業実施要綱に基づき業務を委託するものであり、競争不
適である。

２号（競争不適） ¥8,355,000 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

394
高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種業務委託
（市医師会）

一般社団法人相模原市医師
会

　本契約は、診療報酬に基づき委託料単価を定めており、また、相模原市医師会に加入の
医療機関のうち、本事業への協力を承諾した医療機関に対し、相模原市高齢者の肺炎球菌
感染症定期予防接種事業実施要綱に基づき業務を委託するものであることから、競争に適
さないものである。競争不適である。

２号（競争不適） ¥34,711,000 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

395
高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種業務委託
（市外医療機関等 ）

医療法人財団中沢内科医院
他４９医療機関

　本事業については、診療報酬に基づき一律に委託料単価を定めていることから、競争に
適さないものである。

２号（競争不適） ¥3,401,000 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

396
高齢者インフルエンザ予防接種業務委託（市医
師会）

一般社団法人相模原市医師
会

　本契約は、相模原市医師会に加入の医療機関のうち、本事業への協力を承諾した医療機
関に対し、相模原市高齢者インフルエンザ予防接種業務実施要綱に基づき業務を委託する
ものであり、競争不適である。

２号（競争不適） ¥378,524,000 2023年10月10日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

397
高齢者インフルエンザ予防接種業務委託（市外
等医療機関）

医療法人嘉仁会入澤クリ
ニック、
ほか73医療機関

　本事業については、診療報酬に基づき一律に委託料単価を定めていることから、競争に
適さないものである。

２号（競争不適） ¥32,365,000 2023年10月10日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

398
相模原市指定難病特定医療費管理等システム改
修業務委託（令和５年度登録者証対応）

（株）HBA

　本契約は、本市が導入した指定難病特定医療費管理等システム（以下「難病システム」
という。）の改修業務を委託するものである。
　本契約のシステム改修にあたっては、現在のシステム構成や構造の把握、プログラムの
分析等詳細な知識や専門技術が要求される。
　当該事業者は難病システムに係る著作権を保有しており、前述の条件を満たす唯一の事
業者であるため、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,966,336 2023年11月1日
健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

399
新型コロナウイルス感染症予防接種事業に関す
る補助業務等委託

（株）日本旅行　藤沢支店

　本業務委託による接種証明書の受付・発行体制は令和４年度から引き続き実施するもの
であるが、本来であれば本事業は入札を要する事業規模である。
　しかしながら入札を行うには見積期間、契約後の事業開始までには体制準備等の期間を
それぞれ要することから、本事業の実施について空白期間を設けないようにするために、
４・５月分は令和４年度に本業務を実施しており体制準備が既に整っている当該業者と契
約し、６月以降の契約を入札の対象とするもの。

２号（競争不適） ¥1,793,880 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課
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契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

400 新型コロナウイルスワクチン配送等業務委託 日本通運（株）横浜支店

　当該業務は、新型コロナウイルスワクチンや付属物品等をワクチン接種を実施する集団
接種会場や個別医療機関に配送するものであり、ワクチン接種を切れ目なく円滑に実施す
るためには、４月１日から業務を開始する必要がある。
　当該業務に係る業者選定については、本来入札を実施する必要があるものの、業者選定
及び契約諸手続並びに業務実施に係る準備に時間を要することから、４・５月分の業務に
ついては前年度契約業者と随意契約をするものである。

２号（競争不適） ¥11,337,711 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

401
新型コロナウイルス感染症患者等搬送及び運行
管理業務委託（４月～５月）

（株）バス窓.com

　当業務は、医療機関の病床を確保するため、症状が軽快した入院患者の転院搬送や、新
型コロナウイルス感染症と診断されたが入院の必要がない患者の帰宅搬送等を支援するも
のであり、年度当初からの稼働が求められる事業であるが、年度当初については入札に付
する時間的猶予がないことから、令和５年４月・５月分に限り、前年度に同事業を委託し
た事業者と随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥8,626,000 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

402
相模原宿泊療養施設における看護師派遣委託に
係る労働者派遣（４，５月）

（株）アズスタッフ

　本業務は、相模原宿泊療養施設を利用する新型コロナウイルス感染症患者（軽症者・無
症状者）に対する保健指導、保健観察等を適正に行うことを目的とした看護師派遣業務の
委託をするものである。
　相模原宿泊療養施設は、４月１日から５月７日まで運営を予定しており、早急に当該業
務を開始する必要があるが、業者選定及び契約諸手続に時間を要すことから、４月分・５
月分について、前年度に実績のある当該事業者と契約するもの。
　

２号（競争不適） ¥3,335,145 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

403
新型コロナウイルスワクチン接種に係る労働者
派遣契約

（株）ジャッツ

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種に関する市民からの電話や窓口での問合せ
に対して、市民が安心して接種を受けられるよう、迅速かつ適切な案内や情報提供を行う
ほか、個別接種を実施する医療機関との予約等に係る連絡・調整を行うものであり、従事
する派遣職員には、ワクチン接種に関する幅広い知識や本市の状況を踏まえた対応能力が
求められる。
　当該事業者は、令和３年３月から令和５年３月までの業務実績があり、当該事業者から
派遣されている職員は、ワクチン接種に関する幅広い知識を十分に積み重ね、本市が行っ
ている集団接種の「日時・会場指定方式」など様々な取組を熟知していることで、市民や
医療機関からの問合せに対して迅速かつ適切な対応を行うことができる唯一の事業者であ
ることから、当該事業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥4,603,500 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

404
新型コロナウイルス感染症自宅療養者健康観察
等架電業務委託

（株）メディカル・コン
シェルジュ横浜支社

　本契約は、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対する初回架電、健康観察等の業
務について、これまでは看護師や事務員の労働者派遣契約を行い、本課職員が業務の進捗
管理を行っていたが、業務負担や経費の削減が見込めることから委託業者に包括して委託
するものである。
　新型コロナウイルス感染症は現在、新型インフルエンザ等感染症に位置付けられている
ため、地域療養神奈川モデル（相模原市版）に基づき、新型コロナウイルス感染症の自宅
療養者に対する支援体制を取っているが、５月８日以降は、５類感染症となるため、現在
行っている初回架電や健康観察は必要なくなる。このため、年度当初から業務を行う必要
があることに加え、契約期間は１か月程度しかなく、競争入札等による事業者の選定は、
時間を要するため馴染まない。
　また、初回架電、健康観察等の業務は自宅療養者で入院待機をされている方などハイリ
スク者に対する体調確認業務であり、容態の緊急度を判断する等、看護師スキルにおいて
も専門性が求められる。当該委託業者は、初回架電や健康観察等の経験を有した一定規模
の看護師を確保でき、加えて同事業において、他市町村との業務実績を有し、新型コロナ
ウイルス感染症対策の医療提供体制「神奈川モデル」について熟知している。このことか
ら当該委託業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥20,378,490 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

405 相模原宿泊療養施設賃貸借 学校法人北里研究所

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、軽症患者及び無症状病原体保有者を隔離する
ため、令和２年４月から「相模原宿泊療養施設」を運営しており、陽性者を継続して受け
入れている。
　当該施設の賃貸借契約期間満了に伴い、当該施設以外で同等の施設を同等の条件で市内
に設置することは困難であること、新たな施設に変更する場合は、防犯カメラや空調設
備、家具などの生活用具等の付帯設備を含めた施設の整備や設置に加え、当該施設の原状
回復も含めた多額の費用が生じることを踏まえると、当該施設を継続して運営することが
合理的であることなどから、当該施設との継続した契約を締結するもの。

６号（競争不利） ¥4,904,550 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

406 相模原宿泊療養施設包括管理運営業務委託
東武トップツアーズ（株）
横浜支店

　新型コロナウイルス感染症に係る軽症者等宿泊療養施設における包括管理運営業務委託
を一般競争入札により昨年１２月から東武トップツアーズ（株）横浜支店に委託をし、自
宅療養が困難な感染者に対する宿泊療養施設として運営を行ってきたが、令和５年５月８
日から５類感染症に位置づけが変わることから、５月７日を以って宿泊療養施設は閉鎖と
なる。このため、年度当初から業務を行う必要があることに加え、契約期間が１か月程度
しかなく、競争入札等による事業者の選定は、時間を要するため馴染まない。
　また、同事業において、他市町村でも業務実績を有しており、施設を安全に運営する技
術・知識を有していることから当該委託業者との契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥12,512,116 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

407 自宅等療養者への配食等サービス業務委託 佐川急便（株）神奈川支店

　新型コロナウイルス感染症に罹患し、自宅等で療養を余儀なくされる陽性者が経済的理
由などから食料の確保が困難な場合、県の配食サービスが到着するまでの間の食料品を支
給する業務を、指名競争入札により佐川急便（株）神奈川支店に委託していたが、令和５
年５月８日から５類感染症に位置づけが変わることから、５月７日を以って本業務を終了
する。このため、年度当初から業務を行う必要があることに加え、契約期間が１か月程度
しかなく、競争入札等による事業者の選定は、時間を要するため馴染まないことから当該
委託業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,131,874 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

408
新型コロナウイルス感染症相談センター業務委
託（令和５年４月～令和５年５月分）

メディカル・コンシェル
ジュ　横浜支社

　新型コロナウイルス感染症に係る相談体制を令和5年9月末まで前年度と同様に維持する
ため、当該業務を委託するものである。
　本件事務の委託に当たり、入札準備及び落札後の人員手配に時間を要することから、4
月から5月までの２か月間に限り、昨年度下半期に委託契約していた当該業者に委託する
ものである。

２号（競争不適） ¥87,957,870 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

409
新型コロナウイルスワクチン指定方式データ作
成等業務委託（６回目接種）

（株）新日本コンピュータ
サービス

　新型コロナウイルスワクチンの６回目接種について、本市では、これまでと同様に、市
が集団接種の日時と会場を決定して通知する「指定方式」を導入することとしている。今
回、国の方針により、令和５年４月下旬にはクーポン券（接種券）を発送する必要が生じ
たことから、同時期に指定決定通知書の送付を開始できるよう、至急、実施体制を整備す
ることが必要となった。
　本業務は、「指定方式」で５回目接種を受けた高齢者を対象に日時・会場指定データの
作成を行うものであり、４月中旬から実施体制を確保した上、４月下旬までにデータ作成
作業を終える必要がある。
　当該事業者は、令和３年度及び４年度における合計３回の業務経験から、「指定方式」
の仕組み、業務内容を熟知しており、仕様に沿った正確なデータ作成等の作業が可能であ
るとともに、本市の業務スケジュールに沿って、限られた期間で迅速かつ確実に業務を遂
行できる事業者であることから、当該事業者と契約するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,356,080 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
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410
新型コロナウイルスワクチン予約登録等業務委
託

（株）新日本コンピュータ
サービス

　新型コロナウイルスワクチンの接種に当たっては、集団接種会場のほか、２００程度あ
る協力医療機関での個別接種についても本市が一括して予約受付を行っている。
　本業務は、予約受付に当たり、本市が導入した予約システムの仕様に沿って、接種会場
ごとの受付日、時間、接種可能人数などの情報を必要な形式に変換し、登録用データを整
備し、毎週、予約システムへの登録作業を行うものである。
　当該事業者は、令和３年５月から令和５年３月までの業務経験から、本市が導入した予
約システムを熟知しており、仕様に沿った正確なデータ整備等の作業が可能であるととも
に、本市の予約受付スケジュールに沿って、限られた期間で迅速かつ確実に業務を遂行で
きる事業者であることから、当該事業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥6,584,765 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

411
ワクチン集団接種会場包括管理運営業務委託
（令和４年秋開始接種延長期間分）

一般社団法人静純会

　新型コロナウイルス感染症のワクチン接種については、特例臨時接種の期限が令和５年
３月３１日だったところ、令和６年３月３１日に延長される旨、令和５年３月８日付けで
国から通知があり、令和５年４月以降も集団接種会場の運営体制を継続する必要が生じ
た。
　令和４年秋開始接種延長期間（12歳以上は令和５年５月７日まで）において運営体制を
継続するためには、令和５年３月３１日まで当該業務を実施していた事業者でなければ、
円滑に運営することができないことから、当該事業者と随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥4,085,486 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

412
ワクチン集団接種会場運営業務委託（令和４年
秋開始接種延長期間分）

（株）ウェルネストコミュ
ニケーションズ

　新型コロナウイルス感染症のワクチン接種については、特例臨時接種の期限が令和５年
３月３１日だったところ、令和６年３月３１日に延長される旨、令和５年３月８日付けで
国から通知があり、令和５年４月以降も集団接種会場の運営体制を継続する必要が生じ
た。
　令和４年秋開始接種延長期間（１２歳以上は令和５年５月７日まで）において運営体制
を継続するためには、令和５年３月３１日まで当該業務を実施していた事業者でなけれ
ば、円滑に運営することができないことから、当該事業者と随意契約を締結するものであ
る。

２号（競争不適） ¥1,785,650 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

413
新型コロナウイルスワクチン個別通知作成及び
封入封緘等業務委託（令和5年度接種分）

（株）KMC　相模原営業所

　令和５年春開始接種に係る新型コロナウイルスワクチンの接種について、令和５年３月
７日付国通知により、スケジュールや接種対象者、接種券等の仕様が正式に示された。通
知を踏まえ、本市における送付方法等を検討した結果、接種開始に向け予約に要する期間
を考慮すると、令和５年４月下旬より接種券の送付を開始する必要がある。
　当該時期に送付を開始するためには、速やかに部材調達に着手するとともに、作成、封
入封緘等の作業を実施する必要がある。
　当該事業者は、昨年度、本市が実施した新型コロナウイルスワクチン接種に係る同様の
業務を受託しており、本業務を受託した場合は、本市独自の仕様に基づく印字プログラム
の構築や印字テスト、印字確認作業等を短期間で行い、国の示したスケジュールに沿って
接種券の発送準備を完了することが可能なことから、当該業務を履行できるのは当該事業
者以外にいない。

５号（緊急随意契約） ¥91,051,400 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

414
新型コロナウイルス感染症患者に対する往診等
支援業務委託

一般社団法人相模原市医師
会

　本事業は、新型コロナウイルス感染症患者に対する往診等支援業務を委託するものであ
る。市内全域を対象に往診等ができる体制を整える必要があり、本市の地域療養を担い、
２００以上の会員を有する当該法人を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥13,426,039 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課
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415 新型コロナウイルスワクチン配送等業務委託 日本通運（株）横浜支店

　本業務は、新型コロナウイルスワクチンや付属物品等について、温度管理を始めとした
様々な要件があり、これらの適切な管理の下、市内の集団接種会場や約１５０箇所の個別
医療機関に、円滑かつ確実な配送をしなければならないものである。
　このため、本業務の履行に当たっては、本市と同等以上の人口規模及び面積規模を有す
る指定都市において、同等の業務実績があることを条件とする必要があることから、当該
条件を満たす複数の事業者に対応可否の確認を行ったところ、当該事業者のみ対応可能で
あったことから、契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥27,421,020 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

416
新型コロナウイルス感染症における施設調査等
業務委託に係る労働者派遣

（株）パソナエキスパー
ト・ＢＰＯ事業本部　パブ
リック本部

　本契約は、新型コロナウイルス感染症における施設調査等の業務に従事する看護師等の
労働者派遣契約である。第８波においては高齢者施設等のクラスター発生数が第７波より
上回るなど、クラスター発生防止や、感染拡大防止の取組みが強く求められている。当該
取組みは、施設の担当者から、施設の状況や感染者の情報、感染対策について迅速に聴取
し、的確なアセスメントのもと指導・助言などを行う業務であり、その対応にあたって
は、幅広い知識と経験が必要である。本市においては、本業務を保健師等が担ってきた
が、第６波からクラスター発生数が増大したため、自宅療養者健康観察業務等を担ってい
た派遣看護師に、研修・指導を行い、当該施設調査等について、専任で業務に従事させて
きた。
　更に第８波からは、当初からの経験のある看護師がユニットリーダーとなり、新たな看
護師の研修・指導を行う仕組みを導入するなど、現在は派遣看護師が中心となって、施設
調査やクラスター対応を行っている。また、施設の立入調査や５月８日付で５類感染症に
なることを視野に入れた高齢・障害者福祉施設職員への感染症対策の基本の指導・助言も
担っている。
　以上のことも踏まえ、１か月程度の契約期間に対し競争入札等による事業者の選定に時
間を要すること、競争入札等による事業者の変更により、新型コロナウイルス感染症対応
における本業務未経験の看護師の配置に繋がり、それに伴う業務水準の低下は、保健所業
務のひっ迫を招くとともに、市民の安全・安心に支障をきたす可能性があることを考慮
し、前年度の契約業者と継続して契約する。

２号（競争不適） ¥14,396,800 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

417
新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養証明
書発行業務委託に係る労働者派遣

（株）ブレイブ

　本契約は「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(令和２年５月１５日付厚生
労働省事務連絡)」に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養等の証明書を発
行する業務に従事する事務スタッフの労働者派遣契約である。自宅療養証明書（以下「療
養証明書」という。）は生命保険会社等への給付金等の請求手続きで必要とされることが
多いため、感染者数の増加に伴い申請数も増加した。
　本市においては、当初は本業務を事務職員が担っていたが、オミクロン株の爆発的な感
染拡大に伴い、申請件数も増加し、事務量が膨大になったことで保健所のひっ迫にも繋
がっていた。そのため、事務スタッフを緊急で確保する必要があり、感染者の増減に応じ
た人材派遣が可能である（株）ブレイブと緊急随意契約した。当該業者との労働者派遣が
始まってからはデータベースを駆使した対応により、申請者への発行状況や療養証明書に
必要な情報等が容易に把握できるようになり、療養証明書の発行も迅速化した。
　現在は申請件数も減少傾向にあるものの、事務量から引続き労働者派遣による対応が妥
当である。
　以上のことを考慮しつつ、年度当初の１か月程度の契約期間に対し、競争入札等による
事業者の選定に時間を要することから前年度の契約業者と継続して契約する。

２号（競争不適） ¥2,440,240 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

418
新型コロナウイルスワクチン予診票データ作成
業務委託

（株）新日本コンピュータ
サービス

　本業務は新型コロナウイルスワクチンの追加接種で用いるクーポン券（接種券）を発行
するため、各接種会場から市に送付される予診票に記載された、接種日、ワクチンの種
類、ロットナンバー等の情報を予防接種台帳システムに登録するためのデータ作成を行う
ものである。
　令和５年春開始接種については、３月７日付けの国通知で、対象者の識別やワクチン接
種記録システムへの記録登録を適切に行うため、クーポン券（接種券）を使用して実施す
る運用とすることとされていることから、遅滞なくクーポン券（接種券）の発行をできる
よう、正確な接種記録を迅速に登録し管理できる体制を維持しなければならない。
　本業務委託については、入札による業者選定を行う必要があるが手続に日時を要するた
め、４～６月分の業務については３月までの契約事業者である当該事業者と随意契約をす
るもの。

２号（競争不適） ¥3,190,000 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

419
新型コロナウイルスワクチン接種コールセン
ター等業務委託

（株）日本旅行　神奈川法
人営業部

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種を希望する市民からの予約受付や問合せに
対応するため、予約システムの導入とともに、コールセンターの運営を行うものである。
　当該事業者は、令和３年２月から令和５年３月までの業務実績があり、集団接種の「日
時・会場指定方式」など本市独自の取組に対応した迅速かつ確実な運営が可能なほか、こ
れまで多くの市民に利用いただき、認知されている予約システム及び電話番号を使用する
ことができ、市民が混乱することなく円滑に接種予約を行うことができる体制を維持でき
る唯一の事業者であることから、当該事業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥241,747,739 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

420
ワクチン集団接種会場包括管理運営業務委託
（令和５年春開始接種）

一般社団法人静純会

　本市では、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について（指示）」（令
和５年３月８日付け厚生労働省発健０３０８第１４号厚生労働大臣通知）に基づき、４月
７日に新型コロナウイルスワクチン令和５年春開始接種実施計画を策定し、令和５年春開
始接種期間（令和５年５月８日～８月３１日）に集団接種会場を開設することとなったた
め、早急に当該期間における集団接種会場の運営体制を構築する必要が生じた。
　当該事業者は、短期間で多くの医療従事者等の確保が可能であることに加え、本契約に
おいて開設予定である各集団接種会場での包括管理業務の履行実績があり、会場の特性に
応じた運営のノウハウを既に有している事業者であることから、限られた準備期間の中で
確実な運営が可能であるため、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥287,565,000 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

421
ワクチン集団接種会場包括管理運営業務委託
（令和５年春開始接種）

医療法人財団晃友会

　本市では、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について（指示）」（令
和５年３月８日付け厚生労働省発健０３０８第１４号厚生労働大臣通知）に基づき、４月
７日に新型コロナウイルスワクチン令和５年春開始接種実施計画を策定し、令和５年春開
始接種期間（令和５年５月８日～８月３１日）に集団接種会場を開設することとなったた
め、早急に当該期間における集団接種会場の運営体制を構築する必要が生じた。
　当該事業者は、短期間で多くの医療従事者等の確保が可能であることに加え、本契約に
おいて開設予定である各集団接種会場での包括管理業務の履行実績があり、会場の特性に
応じた運営のノウハウを既に有している事業者であることから、限られた準備期間の中で
確実な運営が可能であるため、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥167,820,259 2023年4月14日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

422
新型コロナウイルスワクチン令和５年春開始接
種に係る予約支援業務委託

フジ技研（株）

　新型コロナウイルスワクチン接種に当たり、本市では、高齢者への予約開始時期に合わ
せ、パソコン等を用いたインターネット予約の支援を行っている。令和５年３月８日付け
国通知により、令和５年５月８日から令和５年春開始接種を実施することが示されたた
め、同時期に高齢者への予約支援を開始できるよう、至急、実施体制を整備することが必
要となった。
　本業務を円滑に実施するためには、ワクチン接種や本市が導入した予約システム等の知
識が必要であるが、それらを備えた事業者を競争により選定する時間的余裕がないことか
ら、令和３年度及び令和４年度における合計３回の業務実績があり、限られた期間で迅速
かつ確実に業務を遂行できる当該事業者と契約するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,989,737 2023年5月8日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

423
新型コロナウイルスワクチン接種に係る労働者
派遣契約

（株）ジャッツ

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種に関する市民からの電話や窓口での問合せ
に対して、市民が安心して接種を受けられるよう、迅速かつ適切な案内や情報提供を行う
ほか、個別接種を実施する医療機関との予約等に係る連絡・調整を行うものであり、従事
する派遣職員には、ワクチン接種に関する幅広い知識や本市の状況を踏まえた対応能力が
求められる。
　当該事業者は、令和３年３月から令和５年６月までの業務実績があり、当該事業者から
派遣されている職員はワクチン接種に関する幅広い知識を十分に積み重ね、本市が行って
いる集団接種の「日時・会場指定方式」など様々な取組を熟知しており、市民や医療機関
からの問合せに対して迅速かつ適切な対応を行うことができることから、当該事業者と契
約するもの。

２号（競争不適） ¥3,118,500 2023年7月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

424
新型コロナウイルスワクチン個別通知作成及び
封入封緘等業務委託（令和5年秋開始接種分）

（株）KMC　相模原営業所

　新型コロナウイルスワクチンの令和５年秋開始接種について、令和５年８月４日付け国
通知により、接種開始時期等の詳細が正式に示された。接種開始に向け予約に要する期間
を考慮すると、令和５年９月中旬から順次、接種券等の個別通知送付を開始する必要があ
る。
　当該時期に送付を開始するためには、速やかに部材調達に着手し、作成、封入封緘等の
作業を実施する必要がある。
　当該事業者は、令和５年春開始接種においても、本市が実施した新型コロナウイルスワ
クチン接種に係る同様の業務を受託しており、本業務を受託した場合は、本市独自の仕様
に基づく印字プログラムの構築や印字テスト、印字確認作業等を短期間で行い、接種券等
の発送準備を完了することが可能なことから、当該業務を履行できるのは当該事業者以外
にいない。

５号（緊急随意契約） ¥50,477,800 2023年8月14日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

425
新型コロナウイルスワクチン指定方式データ作
成等業務委託（７回目接種）

（株）新日本コンピュータ
サービス

　新型コロナウイルスワクチンの７回目接種について、本市では、前回と同様に、市が集
団接種の日時と会場を決定して通知する「指定方式」を導入することとしている。今般示
された国の方針により、令和５年９月中旬にはクーポン券（接種券）を発送する必要が生
じたことから、同時期に指定決定通知書の送付を開始できるよう、至急、実施体制を整備
することが必要となった。
　本業務は、「指定方式」で６回目接種を受けた高齢者を対象に日時・会場を指定した
データの作成を行うものであり、８月下旬までにデータ作成作業を終える必要がある。
　当該事業者は、令和３年度～５年度において合計４回の業務経験があり、「指定方式」
の仕組・業務内容を熟知しており、仕様に沿った正確なデータ作成等の作業が可能である
とともに、本市の業務スケジュールに沿って、限られた期間で迅速かつ確実に業務を遂行
できる事業者であることから、当該事業者と契約するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,128,380 2023年8月16日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

426
新型コロナウイルスワクチン令和５年秋開始接
種に係る予約支援業務委託（シティ・プラザは
しもと他４箇所）

フジ技研（株）

　新型コロナウイルスワクチン接種に当たり、本市では、高齢者への予約開始時期に合わ
せ、パソコン等を用いたインターネット予約の支援を行っている。令和５年８月４日付け
国通知により、令和５年９月２０日から令和５年秋開始接種を実施することが示され、９
月中旬には予約を開始する必要があるため、同時期に予約支援を開始できるよう、至急、
実施体制を整備することとなった。
　本業務を円滑に実施するためには、ワクチン接種や本市が導入した予約システム等の知
識が必要であるが、それらを備えた事業者を競争により選定する時間的余裕がないことか
ら、令和３年度から５年度までにおける合計４回の業務実績があり、限られた期間で迅速
かつ確実に業務を遂行できる当該事業者と契約するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,778,729 2023年8月21日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

427
ワクチン集団接種会場包括管理運営業務委託
（令和５年秋開始接種）藤野総合事務所ほか

医療法人財団晃友会

　令和５年秋開始接種に係る新型コロナウイルスワクチンの接種について、令和５年８月
４日付け国通知により、接種期間（令和５年９月２０日～令和６年３月３１日）などの概
要が正式に示された。
　本市では、８月２５日に当該接種期間における集団接種の実施を決定し、早急に集団接
種会場の運営体制を構築する必要が生じた。
　当該事業者は、短期間で多くの医療従事者等の確保が可能であることに加え、本契約に
おいて開設予定である各集団接種会場での包括管理業務の履行実績があり、会場の特性に
応じた運営のノウハウを既に有している事業者であることから、限られた準備期間の中で
確実な運営が可能であるため、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥126,740,786 2023年8月25日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

428
ワクチン集団接種会場包括管理運営業務委託
（令和５年秋開始接種）北メディカルセンター
ほか

一般社団法人静純会

　令和５年秋開始接種に係る新型コロナウイルスワクチンの接種について、令和５年８月
４日付け国通知により、接種期間（令和５年９月２０日～令和６年３月３１日）などの概
要が正式に示された。
　本市では、８月２５日に当該接種期間における集団接種の実施を決定し、早急に集団接
種会場の運営体制を構築する必要が生じた。
　当該事業者は、短期間で多くの医療従事者等の確保が可能であることに加え、本契約に
おいて開設予定である各集団接種会場での包括管理業務の履行実績があり、会場の特性に
応じた運営のノウハウを既に有している事業者であることから、限られた準備期間の中で
確実な運営が可能であるため、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥256,212,115 2023年8月25日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

429 新型コロナウイルスワクチン配送等業務委託 日本通運（株）横浜支店

　本業務は、新型コロナウイルスワクチンや付属物品等について、温度管理を始めとした
様々な要件があり、これらの適切な管理の下、市内の集団接種会場や約１５０箇所の個別
医療機関に、円滑かつ確実な配送をしなければならないものであり、本業務の履行に当
たっては、本市と同等以上の人口規模及び面積規模を有する指定都市において、同等の業
務実績があることを条件とする必要がある。
　このため、今年度の本業務開始にあたり、当該条件を満たす複数の事業者に対応可否の
確認を行ったところ、当該事業者のみ対応可能であった。
　また、当該事業者は今年度の業務を既に実施しており、業務の実施に必要な体制・物品
等を備えていることから経費が節減でき、かつ、実績を活かし確実に業務を履行すること
ができるため、引き続き契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥36,561,360 2023年9月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

430
新型コロナウイルスワクチン接種に係る労働者
派遣契約

（株）ジャッツ

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種に関する市民からの電話や窓口での問合せ
に対して、市民が安心して接種を受けられるよう、迅速かつ適切な案内や情報提供を行う
ほか、個別接種を実施する医療機関との予約等に係る連絡・調整を行うものであり、従事
する派遣職員には、ワクチン接種に関する幅広い知識や本市の状況を踏まえた対応能力が
求められる。
　当該事業者は、令和３年３月から令和５年８月までの業務実績があり、当該事業者から
派遣されている職員はワクチン接種に関する幅広い知識を十分に積み重ね、本市が行って
いる集団接種の「日時・会場指定方式」など様々な取組を熟知しており、市民や医療機関
からの問合せに対して迅速かつ適切な対応を行うことができることから、当該事業者と契
約するもの。

２号（競争不適） ¥8,278,875 2023年9月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

431
新型コロナウイルスワクチン予約登録等業務委
託

（株）新日本コンピュータ
サービス

　新型コロナウイルスワクチンの接種に当たっては、集団接種会場のほか、現在１７０程
度ある協力医療機関での個別接種についても本市が一括して予約受付を行っている。
　本業務は、予約受付に当たり、本市が導入した予約システムの仕様に沿って、接種会場
ごとの受付日、時間、接種可能人数などの情報を必要な形式に変換した上で、登録用デー
タを整備し、毎週、予約システムへの登録作業を行うものである。
　当該事業者は、令和３年５月から令和５年８月までの業務経験から、本市が導入した予
約システムを熟知しており、仕様に沿った正確なデータ整備等の作業が可能である。令和
５年秋開始接種の実施に伴い、作業が煩雑化することが予想される中で、本市の予約受付
スケジュールに沿って、限られた期間で迅速かつ確実に業務を遂行できる事業者であるこ
とから、当該事業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥5,216,530 2023年9月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

432
新型コロナウイルスワクチン接種コールセン
ター等業務委託

（株）日本旅行　神奈川法
人営業部

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種を希望する市民からの予約受付や問合せに
対応するため、予約システムの導入とともに、コールセンターの運営を行うものである。
　当該事業者は、令和３年２月から令和５年８月までの業務実績があり、集団接種の「日
時・会場指定方式」など本市独自の取組に対応した迅速かつ確実な運営が可能なほか、こ
れまで多くの市民に利用いただき、認知されている予約システム及び電話番号を使用する
ことができ、市民が混乱することなく円滑に接種予約を行うことができる体制を維持でき
る事業者であることから、当該事業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥161,171,155 2023年9月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

433
新型コロナウイルス感染症相談センター業務委
託（令和５年１０月～令和６年３月分）

（株）CTI情報センター

　新型コロナウイルス感染症相談センター業務は、市民等からの問い合わせに対し、適切
な対応を迅速に行う業務であり、看護師による高い専門性と知識が求められる業務であ
る。
　一方、競争入札等による事業者の変更は、新型コロナウイルス感染症に係る相談セン
ター業務を経験していない看護師の配置に繋がるものであり、それに伴う業務の水準の低
下は、市民の安全・安心に支障をきたす可能性がある。
　また、令和5年12月から翌1月頃にかけ新型コロナウイルスの感染拡大の可能性が懸念さ
れているが、新型コロナウイルス感染症相談センター業務は厚生労働省が令和5年9月8日
に示した方針案に基づき継続することとなったため、10月以降に入札準備期間を経て競争
入札を実施した場合、感染拡大期の直前に、事業者が変更となる可能性がある。
　そのため、継続的に一定規模の看護師を確保することが可能であり、新型コロナウイル
ス感染症相談センター業務について熟知し、対応実績のある当該事業者と契約するもので
ある。
　なお、本課予算は例外的に半年ごとの執行となっているが、通年予算の原則に基づく場
合、上半期に行う一般競争入札の落札業者が年度末まで業務を実施することとなる。
　上記理由により本契約は上半期に実施した一般競争入札において、落札決定した業者と
引き続き、業務委託契約を結ぶものである。

２号（競争不適） ¥77,642,400 2023年9月28日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

434 新型コロナウイルスワクチン配送等業務 日本通運（株）横浜支店

　本業務は、新型コロナウイルスワクチンや付属物品等について、温度管理を始めとした
様々な要件があり、これらの適切な管理の下、約１５０箇所の個別医療機関に、円滑かつ
確実な配送をしなければならないものであり、本業務の履行に当たっては、本市と同等以
上の人口規模及び面積規模を有する指定都市において、同等の業務実績があることを条件
とする必要がある。
　このため、当該条件を満たす複数の事業者に対応可否の確認を行ったところ、当該事業
者のみが対応可能であった。
　また、当該事業者は今年度の業務を既に実施しており、業務の実施に必要な体制・物品
等を備えていることから経費が節減でき、かつ、実績を活かし確実に業務を履行すること
ができるため、引き続き契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥18,064,420 2023年12月28日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

435
新型コロナウイルスワクチン接種コールセン
ター等業務委託（令和６年１月以降分）

（株）日本旅行　神奈川法
人営業部

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種を希望する市民からの予約受付や問合せに
対応するため、予約システムの導入とともに、コールセンターの運営を行うものである。
　当該事業者は、令和３年２月から令和５年１２月までの業務実績があり、本市の取組に
対応した迅速かつ確実な運営が可能なほか、これまで多くの市民に利用いただき、認知さ
れている予約システム及び電話番号を使用することができ、市民が混乱することなく円滑
に接種予約を行うことができる体制を維持できる事業者であることから、当該事業者と契
約するもの。

２号（競争不適） ¥38,748,664 2023年12月28日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

436
新型コロナウイルスワクチン予約登録等業務委
託

（株）新日本コンピュータ
サービス

　新型コロナウイルスワクチンの接種に当たっては、現在１７０程度ある協力医療機関で
の個別接種の予約受付を本市が一括して行っている。
　本業務は、予約受付に当たり、本市が導入した予約システムの仕様に沿って、接種会場
ごとの受付日、時間、接種可能人数などの情報を必要な形式に変換した上で、登録用デー
タを整備し、毎週、予約システムへの登録作業を行うものである。
　当該事業者は、令和３年５月から令和５年１２月までの業務経験から、本市が導入した
予約システムを熟知しており、仕様に沿った正確なデータ整備等の作業が可能である。
　作業が煩雑化している中で、本市の予約受付スケジュールに沿って、限られた期間で迅
速かつ確実に業務を遂行できる事業者であることから、当該事業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥2,264,680 2024年1月1日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

437
新型コロナウイルスワクチン接種に係る労働者
派遣契約

（株）ジャッツ

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種に関する市民からの電話や窓口での問合せ
に対して、市民が安心して接種を受けられるよう、迅速かつ適切な案内や情報提供を行う
ほか、個別接種を実施する医療機関との予約等に係る連絡・調整を行うものであり、従事
する派遣職員には、ワクチン接種に関する幅広い知識や本市の状況を踏まえた対応能力が
求められる。
　当該事業者は、令和３年３月から令和５年１２月までの業務実績があり、当該事業者か
ら派遣されている職員はワクチン接種に関する幅広い知識を十分に積み重ね、本市の接種
体制を熟知しており、市民や医療機関からの問合せに対して迅速かつ適切な対応を行うこ
とができることから、当該事業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥6,459,750 2024年1月4日
健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

438 保健所業務情報システム保守委託 富士通Japan（株）

　本委託は、保健所の地域保健課、生活衛生課及び衛生研究所で使用している業務システ
ムの保守を委託するものであり、当該システムを構築した業者を保守委託契約の相手方と
するものである。なお、当該事業者は、システム構築に当たって、令和２年度に実施した
公募型企画提案方式による選考の結果、選定されたものである。

２号（競争不適） ¥2,891,900 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
生活衛生課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
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439 令和５年度犬の抑留等業務委託 神奈川県

　狂犬病予防法等の規定に基づき、捕獲した犬の抑留及び処分等を実施しなければならな
いが、犬の抑留・処分施設のない本市にとっては委託による方法しか業務を行うことがで
きない。当該業務は地方公共団体以外行っておらず、本市の業務を受託できるのは神奈川
県のみであることから随意契約を結ぶものである。

２号（競争不適） ¥2,703,850 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
生活衛生課

440
令和５年度犬の登録、狂犬病予防注射促進協力
事業委託

（公社）神奈川県獣医師会

　当該事業は、注射済票の装着の促進するため、狂犬病予防法の規定に基づく犬の登録及
び狂犬病予防注射済票の交付並びに手数料を徴収について、市の窓口のほか、市内各地域
の動物病院において実施するものである。
　狂犬病予防のための公益的な事業であることから、市内各地域の動物病院の獣医師が所
属する公益社団法人神奈川県獣医師会（相模原支部）と一者随意契約を結ぶものである。

２号（競争不適） ¥2,502,200 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
生活衛生課

441 令和５年度犬の捕獲等業務委託（４～７月） （有）丸久興運
　本委託は、入札により業者を選定する予定であるが、入札準備及び落札後に受託者が犬
等の運搬を行う特殊車両を準備するために時間を要することから、４月から７月までの４
か月間に限り、前年度業者に引き続き委託するものである。

２号（競争不適） ¥7,480,000 2023年4月3日
健康福祉局
保健衛生部
生活衛生課

442 収容動物の獣医療措置委託 （一社）相模原市獣医師会

　本事業は、獣医療を実施する専門的知識と資格、設備を有することが必要であるととも
に、引取動物の収容状況や緊急性に応じて、的確に獣医療を履行できる人員や連絡体制を
確保しなくてはならない。これらの条件を満たし、本業務の履行可能な相手方は、市内に
ある動物病院で組織され、市と「相模原市収容動物の獣医療体制に関する協定」を締結し
ている当該法人のみである。
　また、市内動物病院と個別に契約を結ぶことは、煩雑かつ非効率的であるが、当該法人
に委託した場合には、これを回避することができるとともに、各動物病院との連絡調整や
実施結果の集計等を実施することが可能である。
　これらのことから、当該法人を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,169,850 2023年10月2日
健康福祉局
保健衛生部
生活衛生課

443 ＩＣＰ－ＭＳ賃貸借 三菱ＨＣキャピタル（株）

　本件については、飲料水及び工場排水の重金属を測定する機器の賃貸借契約である。
　当該賃貸借契約は、平成29年9月末に平成24年10月から5年間の長期継続契約を終了し、
その後単年度契約により継続するものである。
　当所における検査業務は、安定して正確な結果を出すことが求められているが、検査機
器を頻繁に変更することはそれらに重大な影響を及ぼす可能性がある。
　現在当該業者と賃貸借契約を締結している当該機器は、不具合なく稼働し、安定して正
確な結果を出していることから、当該機器を継続して使用し、今後の検査業務を円滑に進
めるにあたり、引き続き当該機器の賃貸人である当該業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,652,640 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
衛生研究所

444 ガスクロマトグラフ（ＥＣＤ）賃貸借 三菱ＨＣキャピタル（株）

　本件については、家庭用品中の有害物質等を測定する機器の賃貸借契約である。
　当該賃貸借契約は、平成19年10月より5年間の長期継続契約を終了し、その後単年度契
約により継続している。。
　当所における検査業務は、安定して正確な結果を出すことが求められているが、検査機
器を頻繁に変更することはそれらに重大な影響を及ぼす可能性がある。
　現在当該業者と賃貸借契約を締結している当該機器は、不具合なく稼働し、安定して正
確な結果を出していることから、当該機器を継続して使用し、今後の検査業務を円滑に進
めるにあたり、引き続き当該機器の賃貸人である当該業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥803,880 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
衛生研究所
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445 原子吸光分光光度計賃貸借 三菱ＨＣキャピタル（株）

　本件については、飲料水、工場排水及び食品の重金属を測定する機器の賃貸借契約であ
る。当該賃貸借契約は、平成30年9月末に平成25年10月から5年間の長期継続契約を終了
し、その後単年度契約により継続するものである。
　当所における検査業務は、安定して正確な結果を出すことが求められているが、検査機
器を頻繁に変更することはそれらに重大な影響を及ぼす可能性がある。
　現在当該業者と賃貸借契約を締結している当該機器は、不具合なく稼働し、安定して正
確な結果を出していることから、当該機器を継続して使用し、今後の検査業務を円滑に進
めるにあたり、引き続き当該機器の賃貸人である当該業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,024,320 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
衛生研究所

446 GCMSMS賃貸借 三菱ＨＣキャピタル（株）

　本件については、食品衛生法で規制される食品中の農薬等を測定する機器の賃貸借契約
である。
　当該賃貸借契約は、令和4年9月末に平成29年10月から5年間の長期継続契約を終了し、
その後単年度契約により継続するものである。
　当所における検査業務は、安定して正確な結果を出すことが求められているが、検査機
器を頻繁に変更することはそれらに重大な影響を及ぼす可能性がある。
　現在当該業者と賃貸借契約を締結している当該機器は、不具合なく稼働し、安定して正
確な結果を出していることから、当該機器を継続して使用し、今後の検査業務を円滑に進
めるにあたり、引き続き当該機器の賃貸人である当該業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥5,136,120 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
衛生研究所

447 ヘッドスペースGSMS保守点検業務委託
西川計測（株）相模原営業
所

　衛生研究所が備えるヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析計（HSS-GCMS）は、飲
料水や排水等環境水の微量成分の測定に欠かせない機器であり、水質の検査や汚染等の健
康危機対策のため機器の性能や状態を万全な状態に保つことを目的として、定期的な点
検・保守の実施が不可欠である。そのため当該機器のサポート商品（点検保守）の当所に
対する唯一の販売店である当該業者と随意契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,861,200 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
衛生研究所

448 高速液体クロマトグラフ賃貸借 NTT・TCリース（株）

　本件については、食品衛生法で規制される食品中の添加物等を測定する機器の賃貸借契
約である。
　当該賃貸借契約は、令和3年9月末に平成28年10月から5年間の長期継続契約を終了し、
その後単年度契約により継続するものである。
　当所における検査業務は、安定して正確な結果を出すことが求められているが、検査機
器を頻繁に変更することはそれらに重大な影響を及ぼす可能性がある。
　現在当該業者と賃貸借契約を締結している当該機器は、不具合なく稼働し、安定して正
確な結果を出していることから、当該機器を継続して使用し、今後の検査業務を円滑に進
めるにあたり、引き続き当該機器の賃貸人である当該業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,403,160 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
衛生研究所

449 DNAシーケンサー賃貸借 三菱ＨＣキャピタル（株）

　本件については、ウイルス等の塩基配列や結核や腸管出血性大腸菌O157等の型別検査を
行う機器の賃貸借契約である。
　当該賃貸借契約は、令和3年9月末に平成28年10月から5年間の長期継続契約を終了し、
その後単年度契約により継続するものである。
　当所における検査業務は、安定して正確な結果を出すことが求められているが、検査機
器を頻繁に変更することはそれらに重大な影響を及ぼす可能性がある。
　現在当該業者と賃貸借契約を締結している当該機器は、不具合なく稼働し、安定して正
確な結果を出していることから、当該機器を継続して使用し、今後の検査業務を円滑に進
めるにあたり、引き続き当該機器の賃貸人である当該業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥3,953,400 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
衛生研究所



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

450 衛生研究所で使用する電力の供給
ミツウロコグリーンエネル
ギー（株）

　本契約は衛生研究所の電力供給について契約するものである。
　WTO政府調達に関する協定が適用される案件のため、電子公告による条件付一般競争入
札を行ったが、予定価格超過のため入札が不調となった。
　また、準備期間を含めると改めて入札する期間を確保できないため、今度は随意契約の
相手方を決めるための見積合わせを行ったが、見積書の提出が１者のみであったため、見
積合わせが中止となった。そこで、見積書の提出業者である当該業者に確認をしたとこ
ろ、本市が提示した仕様としたうえで、予定価格範囲内での調達が可能であったことか
ら、当該業者を契約の相手方とし、随意契約を締結するものである。

８号（不調随意契約） ¥11,533,113 2024年2月9日
健康福祉局
保健衛生部
衛生研究所

451 相模原市衛生研究所樹木伐採業務委託 （株）田口園芸

　衛生研究所敷地内において、樹木医による桜の樹木診断を実施した結果、倒木の危険が
あると判定された歩道沿いの樹木について、市民の安全・安心な環境を維持するため、早
急に危険樹木の伐採をする必要があることから、短期間での実施が可能である当該事業者
と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,562,000 2024年3月21日
健康福祉局
保健衛生部
衛生研究所

452 胃がん集団検診委託
神奈川県厚生農業協同組合
連合会　保健福祉センター

　がん集団検診の委託検診機関については、国の指針に基づき検診を実施できる体制を整
えていることが必要である。
　このため、本市においては、医師等により構成される、相模原市がん集団検診委託検診
機関選考等委員会（以下、「選考委員会」という。）において、各検診機関の精度管理の
状況や検診の実施体制等を踏まえて、検診事業の委託事業者を選考している。
　胃がん検診については、実施予定の検診日程に対応するためには複数の事業者が必要で
あることから、選考委員会において選考された、当該事業者を含む４事業者を契約の相手
方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,053,600 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

453 胃がん集団検診委託 医療法人社団相和会

　がん集団検診の委託検診機関については、国の指針に基づき検診を実施できる体制を整
えていることが必要である。
　このため、本市においては、医師等により構成される、相模原市がん集団検診委託検診
機関選考等委員会（以下、「選考委員会」という。）において、各検診機関の精度管理の
状況や検診の実施体制等を踏まえて、検診事業の委託事業者を選考している。
　胃がん検診については、実施予定の検診日程に対応するためには複数の事業者が必要で
あることから、選考委員会において選考された、当該事業者を含む４事業者を契約の相手
方とするものである。

２号（競争不適） ¥12,977,500 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

454 大腸がん集団検診委託 医療法人社団相和会

　がん集団検診の委託検診機関については、国の指針に基づき検診を実施できる体制を整
えていることが必要である。
　このため、本市においては、医師等により構成される、相模原市がん集団検診委託検診
機関選考等委員会（以下、「選考委員会」という。）において、各検診機関の精度管理の
状況や検診の実施体制等を踏まえて、検診事業の委託事業者を選考している。
　大腸がん検診については、実施予定の検診日程に対応するためには複数の事業者が必要
であることから、選考委員会において選考された、当該事業者を含む５事業者を契約の相
手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,302,600 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

455 肺がん集団検診委託
一般財団法人神奈川県労働
衛生福祉協会

　がん集団検診の委託検診機関については、国の指針に基づき検診を実施できる体制を整
えていることが必要である。
　このため、本市においては、医師等により構成される、相模原市がん集団検診委託検診
機関選考等委員会（以下、「選考委員会」という。）において、各検診機関の精度管理の
状況や検診の実施体制等を踏まえて、検診事業の委託事業者を選考している。
　肺がん検診については、実施予定の検診日程に対応するためには複数の事業者が必要で
あることから、選考委員会において選考された、当該事業者を含む２事業者を契約の相手
方とするものである。

２号（競争不適） ¥5,920,850 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

456 乳がん集団検診委託
宗教法人寒川神社　寒川病
院

　がん集団検診の委託検診機関については、国の指針に基づき検診を実施できる体制を整
えていることが必要である。
　このため、本市においては、医師等により構成される「相模原市がん集団検診委託検診
機関選考等委員会」において、各検診機関の精度管理の状況や検診の実施体制等を踏まえ
て、検診事業の委託事業者を選考している。
　子宮がん検診及び乳がん検診については、選考委員会において当該事業者が唯一選考さ
れていることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥15,510,900 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

457 子宮がん集団検診委託
宗教法人寒川神社　寒川病
院

　がん集団検診の委託検診機関については、国の指針に基づき検診を実施できる体制を整
えていることが必要である。
　このため、本市においては、医師等により構成される「相模原市がん集団検診委託検診
機関選考等委員会」において、各検診機関の精度管理の状況や検診の実施体制等を踏まえ
て、検診事業の委託事業者を選考している。
　子宮がん検診及び乳がん検診については、選考委員会において当該事業者が唯一選考さ
れていることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥10,231,550 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

458 がん集団検診運営委託
宗教法人寒川神社　寒川病
院

　がん集団検診は、受診者の機微情報を取り扱う事業であり、個人情報保護の観点から委
託事業者数を最小限とすることが望ましいことから、がん集団検診の全ての日程において
検診業務を受託している事業者に委託することが必要となる。
　当該契約の相手方は、市がん集団検診委託検診機関選考等委員会において、委託検診機
関として選考された機関のうち、本年度のがん集団検診の全日程において検診を実施する
唯一の事業者であることから、当該事業者と一者随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,069,200 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

459 肝炎ウイルス検診委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業は、医療に関する専門的知識と資格、設備を有することが必要であるとともに、
市民がより身近な医療機関で検診が受けられる体制が必要となるが、実施に際しては、方
法・内容等の統一により公平性が確保されることが不可欠であり、市内全域にわたる多く
の医療機関の協力のもと実施しなければならない。
　これらの条件を満たし、本業務の履行可能な相手方は、市内全域の多くの医療機関が加
入している当該法人のみである。
　また、市内医療機関と個別に契約を結ぶことは、煩雑かつ非効率的であるが、当該法人
に委託した場合には、これを回避することができるとともに、各医療機関との連絡調整や
実施結果の集計等を実施することが可能である。
　これらのことから、当該法人を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥36,690,610 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

460 健康づくり普及事業委託
相模原市健康づくり普及員
連絡会

　本事業は、「相模原市保健医療計画」の基本理念である「個人・家庭・地域社会が一体
となった生涯にわたる健康づくり」の実現を目指し、市民一人ひとりが健康づくりに主体
的に継続して取り組むために、地域に住むすべての世代を対象として、健康づくりについ
ての普及啓発を行うことが目的である。当該事業を効果的に実施していくためには、地域
の実情に応じた内容を市内各所にて行っていくことが必要である。
　健康づくり普及員は、市民の立場から地域に根差した健康づくり普及啓発活動を行うこ
とを目的に、本市が養成・育成しており、市内全域で公民館を拠点とし地域の実情に合わ
せて活動している唯一の団体であるため、当該団体を相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,512,610 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

461 健康づくり推進事業委託
さがみはら市民健康づくり
会議

　本事業は、本市の保健医療計画『みんな元気「さがみはら健康プラン２１」』の推進を
図る一環として、市民が身近な場所で楽しく取り組める健康づくりを全市的に普及するこ
とが目的である。当該事業を効果的に実施していくためには、様々な団体との連携が不可
欠である。
　「さがみはら市民健康づくり会議」は、市民の立場から市民がいつまでも元気に過ごせ
るよう、「さがみはらの健康づくり」を推進することを目的とし、個人及び団体がお互い
に手をとりあって設立された唯一の市民主体の組織である。また、団体同士のネットワー
クを活かした健康づくりの普及啓発や地域イベントへの出展等、活動内容は多岐にわたっ
ている。
　したがって、本事業を効果的に実施するためには、当該団体以外ない。
　

２号（競争不適） ¥1,450,000 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

462 確定診断検査委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業は、医療に関する専門的知識と資格、設備を有することが必要であるとともに、
市民がより身近な医療機関で検診が受けられる体制が必要となるが、実施に際しては、方
法・内容等の統一により公平性が確保されることが不可欠であり、市内全域にわたる多く
の医療機関の協力のもと実施しなければならない。
　これらの条件を満たし、本業務の履行可能な相手方は、市内全域の多くの医療機関が加
入している当該法人のみである。
　また、市内医療機関と個別に契約を結ぶことは、煩雑かつ非効率的であるが、当該法人
に委託した場合には、これを回避することができるとともに、各医療機関との連絡調整や
実施結果の集計等を実施することが可能である。
　これらのことから、当該法人を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,370,820 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

463 健康診査委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業は、医療に関する専門的知識と資格、設備を有することが必要であるとともに、
市民がより身近な医療機関で検診が受けられる体制が必要となるが、実施に際しては、方
法・内容等の統一により公平性が確保されることが不可欠であり、市内全域にわたる多く
の医療機関の協力のもと実施しなければならない。
　これらの条件を満たし、本業務の履行可能な相手方は、市内全域の多くの医療機関が加
入している当該法人のみである。
　また、市内医療機関と個別に契約を結ぶことは、煩雑かつ非効率的であるが、当該法人
に委託した場合には、これを回避することができるとともに、各医療機関との連絡調整や
実施結果の集計等を実施することが可能である。
　これらのことから、当該法人を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥12,984,310 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

464
がん施設検診委託（胃・子宮・乳・肺・大腸・
前立腺）

一般社団法人相模原市医師
会

　本事業は、医療に関する専門的知識と資格、設備を有することが必要であるとともに、
市民がより身近な医療機関で検診が受けられる体制が必要となるが、実施に際しては、方
法・内容等の統一により公平性が確保されることが不可欠であり、市内全域にわたる多く
の医療機関の協力のもと実施しなければならない。
　これらの条件を満たし、本業務の履行可能な相手方は、市内全域の多くの医療機関が加
入している当該法人のみである。
　また、市内医療機関と個別に契約を結ぶことは、煩雑かつ非効率的であるが、当該法人
に委託した場合には、これを回避することができるとともに、各医療機関との連絡調整や
実施結果の集計等を実施することが可能である。
　これらのことから、当該法人を契約の相手方とするものである。
　

２号（競争不適） ¥1,639,766,600 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

465 成人歯科健康診査委託
（公社）相模原市歯科医師
会

　本事業は、歯科に関する専門的知識と資格、設備を有することが必要であるとともに、
市民がより身近な歯科医療機関で検診が受けられる体制が必要となるが、実施に際して
は、方法・内容等の統一により公平性が確保されることが不可欠であり、市内全域にわた
る多くの歯科医療機関の協力のもと実施しなければならない。
　これらの条件を満たし、本業務の履行可能な相手方は、市内全域の多くの歯科医療機関
が加入している当該法人のみである。
　また、市内医療機関と個別に契約を結ぶことは、煩雑かつ非効率的であるが、当該法人
に委託した場合には、これを回避することができるとともに、各医療機関との連絡調整や
実施結果の集計等を実施することが可能である。
　これらのことから、当該法人を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥20,054,610 2023年4月1日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

466 口腔がん検診業務委託
（公社）相模原市歯科医師
会

　本事業は、口腔がんの予防と早期発見を推進し、健康で快適な生活を送るため、市口腔
保健センターにおいて集団検診方式により、実施するものである。検診は、1回約６０人
を定員としており、受託者には、検診の実施に必要な技術等を有する一定数の歯科医師及
び歯科衛生士の確保が必要となる。
　当該法人は、会員の歯科医師に対して口腔がんに関する研修会を実施し、市内医療機関
口腔外科専門医との連携により検診の実施が可能であるとともに、検診の結果、精密検査
等を要する方への事後指導についても体制が整備されている。また、当該法人は、検診会
場である市口腔保健センターの運営を担う法人でもある。
　以上より、当該法人は本事業を適切に実施できる唯一の法人であるため、契約の相手方
とするものである。

２号（競争不適） ¥1,496,368 2023年4月3日
健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

467 民間社会福祉施設賠償責任保険 （株）アレーテー

　当該保険の対象は、民間社会福祉施設の不備や欠陥または職員の業務上の管理、指導ミ
ス及び施設が提供した飲食物等により、利用者、第三者の身体に障害を与え、または財物
を損壊させた場合、施設が法律上負うべき損害賠償などの損害に対応するための保険と
なっている。
　保育所等児童福祉施設や障害者福祉施設のほか、里親等を対象に含め包括的に契約でき
るのは、過去に県社会福祉協議会が窓口となり、県内自治体の施設等を対象に一括して団
体契約をしていた当該事業者しかないため、随意契約を締結する。

２号（競争不適） ¥3,991,200 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者政策課

468 相模原市立児童クラブ傷害保険 （株）日本エイジェンシー

　児童厚生施設等においては、事業活動中に起こりうる傷害と疾病（細菌性食中毒、熱中
症、脱水症、低体温症）を補償する傷害保険に加入する必要があり、上記の4つの疾病全
てを補償範囲とすることができる保険が、現在加入しているChubb損害保険以外に無い。
　また、Chubb保険を取り扱い、かつ有事の際に迅速な対応を要するため、市内登録業者
であることを条件とすると当該業者以外契約できる相手方がいないため。

２号（競争不適） ¥2,857,730 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課
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469 相模原市立こどもセンター事業運営委託
二本松こどもセンター運営
委員会 他２３件

　相模原市こどもセンター運営委員会設置要綱に基づき、地域の方々で構成・設置された
こどもセンター運営委員会が、主体的に運営に携わり、地域の実情や特色を生かした事業
を展開し、児童の健全育成を図る必要があるため。

２号（競争不適） ¥20,106,800 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

470 相模原市立児童クラブ事業運営委託
淵野辺児童クラブ運営委員
会 他３8件

　相模原市独立施設型・余裕教室型児童クラブ運営委員会設置要綱に基づき、地域の方々
で構成する児童クラブ運営委員会が、主体的に運営に携わり、地域の実情や特色を生かし
た事業を展開し、児童の健全育成を図る必要があるため。

２号（競争不適） ¥16,725,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

471 相模原市立児童館事業運営委託
あさひ児童館運営委員会
他２２件

　相模原市児童館運営委員会設置要綱に基づき、地域の方々で構成・設置された児童館運
営委員会が、主体的に運営に携わり、地域の実情や特色を生かした事業を展開し、児童の
健全育成を図る必要があるため。

２号（競争不適） ¥7,360,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

472 相模原市立放課後子どもプラン事業運営委託
中央小学校放課後子どもプ
ラン運営委員会 他３件

　相模原市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱に基づき、地域の方々で構成・設置さ
れた放課後子どもプラン運営委員会が、主体的に運営に携わり、地域の実情や特色を生か
した事業を展開し、児童の健全育成を図る必要があるため。

２号（競争不適） ¥2,232,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

473 相模原市立こどもセンター子育て広場事業委託
清新こどもセンター子育て
広場実行委員会 他５件

　こどもセンターにおいて、常設的な集いの場として乳幼児とその親が気軽に集える場を
設置するとともに育児に関する相談や子育てに関する講習などを実施し、地域での子育て
支援を行うため、地域の方々が主体的に運営に携わり、地域の実情に合った事業内容とす
ることが必要である。そのため、当該事業の運営を目的として組織された実行委員会への
１者随意契約とする。

２号（競争不適） ¥2,250,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

474
相模原市立こどもセンター地域子育て支援拠点
事業運営委託

鶴園中和田こどもセンター
子育て広場実行委員会　他
１3件

　こどもセンターにおいて、常設的な集いの場として乳幼児とその親が気軽に集える場を
設置するとともに育児に関する相談や子育てに関する講習などを実施し、地域での子育て
支援を行うため、地域の方々が主体的に運営に携わり、地域の実情に合った事業内容とす
ることが必要である。そのため、当該事業の運営を目的として組織された実行委員会への
１者随意契約とする。

２号（競争不適） ¥18,900,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

475
令和５年度相模原市立児童クラブ医療的ケア実
施事業委託

スマイス

　本事業は、医療的ケアが必要な児童クラブに通う対象児童に対して実施する医療的ケア
を指定訪問看護事業者へ委託するものである。
　本契約の対象児童については、相模原市立小学校において、指定訪問看護事業者へ委託
し、医療的ケアを実施している。
　対象児童に対する円滑な医療的ケア実施のため、学校との連携が必要であり、同様の指
定訪問看護事業者へ委託する必要がある。

２号（競争不適） ¥2,764,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

476 こどもセンター（中央区）機械警備委託
セントラル警備保障（株）
多摩支社

　本業務は、施設内に設置済みの専用機器を通じて遠隔監視を行い、施設の安全を確保し
ている。既存機器を用いた機械警備は、機器設置を実施した当該相手方のみであり、間断
なく警備体制を敷き、施設の安全を維持するため、使用耐用年数を経過するまでは、一者
随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,214,400 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課
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477
相模原市立旭児童クラブ他１５クラブ機械警備
委託

綜合警備保障（株）　相模
支社

　本業務は、施設内に設置済みの専用機器を通じて遠隔監視を行い、施設の安全を確保し
ている。既存機器を用いた機械警備は、機器設置を実施した当該相手方のみであるため、
間断なく警備体制を敷き、施設の安全を維持するため、一者随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,059,960 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

478
相模原市立大野児童クラブ他１６クラブ機械警
備委託

セコム（株）
　本業務は、施設内に設置済みの専用機器を通じて遠隔監視を行い、施設の安全を確保し
ている。既存機器を用いた機械警備は、機器設置を実施した当該相手方のみであるため、
間断なく警備体制を敷き、施設の安全を維持するため、一者随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,419,528 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

479
令和５年度相模原市立児童クラブシステム保守
業務委託

（株）さくらケーシーエス

　本契約は、本市の児童クラブシステムの運用保守を委託する契約である。
　本システムは、市独自のカスタマイズを行った上で導入しており、設計及び構築を行っ
た当該事業者がシステム構成や設定内容を把握している唯一の事業者であることから、当
該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,188,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

480
こども・若者支援課給与支払事務・児童クラブ
運営事務業務にかかる労働者派遣

（株）新日本コンピュータ
サービス

　派遣労働者が従事する当該業務は、新規事業者による業務処理技術の習得に一定の準備
期間が必要であるが、４月、５月は、年度始めの繁忙期にあたり、給与支払事務、児童ク
ラブ運営事務ともに膨大な業務処理量が発生し、新規事業者がこれらを適正かつ円滑・迅
速に処理していくことは非常に困難であることから、４月から５月までの契約締結分にお
いて、前年度と同一の業者と随意契約を締結するもの。
　なお、６月からの契約締結分については、５月に入札を行い、落札業者による労働者派
遣契約を締結する。

２号（競争不適） ¥1,467,944 2023年4月3日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

481 児童館及び児童遊園の危険木等伐採作業委託 高橋造園

　児童館及び児童遊園の樹木調査を実施したところ、倒木の危険性の高い樹木について複
数報告があった。当該施設は、児童厚生施設であり、児童の健全な遊び場として、安全性
が確保されていなければならない施設である。当該事業者は、樹木調査にて現況確認をす
でに済ませており、工程表作成や伐採作業について迅速な対応が可能であるため、該事業
者へ修繕を依頼し、安全な遊びの場を確保するもの。

５号（緊急随意契約） ¥4,257,000 2023年4月28日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

482 大野児童クラブ空調機更新修繕 穂久斗工業（株）

　大野児童クラブにおいて空調設備が稼働できない状態となったため、穂久斗工業（株）
に緊急対応を依頼したところ、当該施設の空調設備が古く部品等での修繕が見込めない
事、また、配線関係の劣化状況が酷く、発火等の恐れがあることが分かった。
　当該施設は放課後児童の健全育成の場であり、また新型コロナウイルス感染症対策のた
め定期的な換気をしている状況において、早急に空調機を復旧し、適切な室温管理を実施
する必要がある。そこで、現況確認を済ませており、迅速な対応が可能である当該事業者
へ修繕を依頼し、安全な預かりの場を確保するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,694,000 2023年5月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課
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483 中央児童クラブ空調機更新修繕 穂久斗工業（株）

　中央児童クラブにおいて、空調機を稼働させても室温が下がらない状態となったため、
穂久斗工業（株）に点検を依頼したところ、当該施設の空調機は設置から約２０年経って
いて機能低下しており、清掃や部品交換での機能回復が見込めないことが分かった。
　今夏は平年より暑くなると予想されており、７月の時点で気温が３７℃になる日も出て
いる。小学校の夏季休暇中は当該施設を終日利用する児童が多くいるが、現時点で室温が
３５℃に達している日もあり、児童及び職員が熱中症になる危険が非常に高くなっている
ため、早急に空調機を復旧し、適切な室温管理を実施する必要がある。そこで、現況確認
を済ませており、迅速な対応が可能である当該事業者へ修繕を依頼し、安全な預かりの場
を確保するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,628,000 2023年7月14日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

484
相模原市立鹿島台児童クラブ運営補助業務に係
る労働者派遣

（株）明日香

　市立児童クラブでは、有資格者である児童育成支援員と無資格者である児童育成支援補
助員が勤務しており、本課が募集を行い直接雇用している会計年度任用職員と派遣契約に
基づく派遣職員で構成されている。
　現在、鹿島台児童クラブ（南区）では、５月より分室が開設され待機児童解消を進めて
いるところであるが、学校の長期休業中は開設時間が長く勤務可能な職員が不足してお
り、早急に児童クラブ運営補助業務を遂行可能な人材を確保する必要がある。現在、会計
年度任用職員は常に募集しているが、即時配置できる職員がいないため、令和５年度に本
課と労働者派遣契約を締結している事業者に確認を行ったところ、本市が希望する勤務開
始日等の条件を満たし、業務を確実に履行できる人材を派遣することが可能である事業者
が当該事業者のみであった。
　また、令和３年度より当該事業者から職員が派遣されており施設等の状況を熟知してい
る当該事業者と締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥1,417,500 2023年7月21日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

485
大野台中央児童クラブ室の借用に伴う内装設備
修繕

シノテスト

　大野台中央児童クラブ室として、当該事業者が所有する建物内の事務室を借用するにあ
たり、内装設備の修繕工事が必要である。当該事業者の所有する建物における修繕工事に
ついては、建物管理責任上、所有者のみが施工主として実施可能であるため、当該事業者
へ依頼するもの。

２号（競争不適） ¥1,600,000 2023年8月10日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

486
大野台中央児童クラブ室の借用に伴う電気設備
修繕

シノテスト

　大野台中央児童クラブ室として、当該事業者が所有する建物内の事務室を借用するにあ
たり、電気設備の修繕工事が必要である。当該事業者の所有する建物における修繕工事に
ついては、建物管理責任上、所有者のみが施工主として実施可能であるため、当該事業者
へ依頼するもの。

２号（競争不適） ¥1,650,000 2023年8月10日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

487 若草児童クラブ空調機入替委託 （株）タカチホ産業

　若草児童クラブ第１クラブ室において、空調機の故障により稼働しない状況となったこ
とから即日対応が可能であった（株）タカチホ産業に緊急点検を依頼したところ、修繕に
よる対応が不可であり機器の交換が必要であることが判明した。
　室温の低下により児童及び職員の体調が崩れる可能性が高いため、早急に空調機を復旧
し、適切な室温管理を実施する必要がある。そこで、現況確認を済ませており、迅速な対
応が可能である当該事業者へ機器交換を依頼し、安全な預かりの場を確保するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,507,000 2023年12月15日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

488 大野台中央児童クラブ床張替委託 （株）シノテスト

　大野台中央児童クラブ室として、当該事業者が所有する建物内の事務室を使用するにあ
たり、内装の床張替作業が必要である。当該事業者の所有する建物における内装作業につ
いては、建物管理責任上、所有者のみが施工主として実施可能であるため、当該事業者へ
依頼するもの。

２号（競争不適） ¥1,300,000 2024年2月5日
こども・若者未来局
こども・若者支援課
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489
相模原市立城山こどもセンター空調機部品交換
委託

穂久斗工業（株）

　城山こどもセンターにおいて、１階の空調が稼働しなくなったことから、即日対応が可
能であった穂久斗工業（株）に緊急点検を依頼したところ、冷媒ポンプ等の交換が必要で
あることが判明した。
　空調が稼働しないことで城山こどもセンター１階全体の室温が著しく低下しており、児
童及び職員の健康状態に影響が生じてしまう状況であるため、早急に空調を復旧させる必
要がある。
　そのため、現況確認を済ませており、迅速な対応が可能である当該事業者へ機器交換を
依頼し、早急に空調を復旧させるもの。

５号（緊急随意契約） ¥2,086,700 2024年3月4日
こども・若者未来局
こども・若者支援課

490 令和５年度冒険遊び場事業
非営利活動法人　子どもの
居場所づくり・相模原

　冒険遊び場の運営には、子どもの遊びに関する専門的な知識・経験を有していることだ
けでなく、地域や関係機関等と協働することが必要とされることから当該契約事案の相手
方を価格のみによる競争をもって選定することがふさわしくなく、市の随意契約適正執行
のための指針に基づく公募型プロポーザル方式による企画競争を実施した結果、選定され
た者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,498,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課
青少年学習センター

491 令和５年度ジュニア・リーダー養成研修会
相模原市子ども会育成連絡
協議会

　本市の子ども会の小学生会員を対象に、子ども会の意義や活動を理解し、子ども会活動
に必要な知識・技術を身に付け、中学生になってから子ども会の小学生と行動を共にでき
るジュニア・リーダーを養成する事業を実施する。本市では、本市全体の子ども会に精通
している唯一の団体である相模原市子ども会育成連絡協議会しか実施することができない
ため、契約の相手方とするもの。

２号（競争不適） ¥1,530,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課
青少年学習センター

492
令和５年度子ども会交歓スポーツ・レクリエー
ションフェスティバル

相模原市子ども会育成連絡
協議会

　スポーツ・レクリエーションフェスティバル活動を通して、心身ともに健全な青少年の
育成を図るだけでなく、子ども会相互の親睦と交歓を通して、子ども会活動の発展を図る
ことができる団体は、本市の子ども会を総括している相模原市子ども会育成連絡協議会以
外で、実施することができないため。

２号（競争不適） ¥2,000,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課
青少年学習センター

493 相模原市子どもの居場所創設サポート事業委託
（福）相模原市社会福祉協
議会

　本事業は、子ども食堂や無料学習支援など、地域主体の子どもの居場所づくりを推進す
るため、取組を始める際に必要な情報の提供、活動の周知や、運営に関する相談など、団
体が活動しやすい環境づくりを推進するものである。
　市社会福祉協議会では、平成２９年度より、自主事業として実施している「子ども健や
か支援事業」において、市内の子どもの居場所づくりに取り組む団体に対する補助事業を
行っており、市内における子どもの居場所づくりの情報や立上げに関するノウハウが蓄積
されている。また、民生委員児童委員との関係も深く、地区社会福祉協議会を擁している
ことから、これらと連携した効果的な情報集約、情報発信が見込めることから、同協議会
に本業務を委託するものである。

２号（競争不適） ¥5,505,000 2023年4月3日
こども・若者未来局
こども・若者支援課
青少年学習センター

494 令和６年相模原市はたちのつどい業務委託
（株）ジェイコム湘南・神
奈川

　「はたちのつどい業務委託」は、実行委員会の進捗管理、会場の設営、式典当日の運営
や警備など、業務が多岐にわたる包括的な業務委託であり、単なる金額ではなく、「新成
人を祝い励ます」「郷土相模原への関心を深める」という式典の目的をより深く理解し、
魅力的な企画を提案すると共に、確実に実現できる業者を選定する必要がある。このこと
から、本契約における業者の選定方法に、競争入札は適さないため、企画提案方式による
選考委員会を設けて業者選定を行った。その結果、（株）ジェイコム湘南・神奈川が企
画、構成などで最も優れていたため、当業者を契約の相手方とした。

２号（競争不適） ¥15,345,000 2023年5月26日
こども・若者未来局
こども・若者支援課
青少年学習センター
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495 令和５年度(第４０回)親子ふれあいの広場
親子ふれあいの広場実行委
員会

　保護者と子が、レクリエーションを通じて愛情を深めるとともに、青少年の健全育成に
対する理解を深めるために実施するものであり、これを開催するために、相模原市青少年
関係団体連絡会に加盟している団体で毎年親子ふれあいの広場実行委員会を組織してい
る。これらの団体は、市内で青少年の健全育成を目的として活動しており、活動範囲も全
市域に渡っている。このため契約の相手先としては、この実行委員会以外はあり得ない。

２号（競争不適） ¥2,082,000 2023年6月11日
こども・若者未来局
こども・若者支援課
青少年学習センター

496
令和５年度相模原市子どもの遊び場事業業務委
託

（株）ボーネルンド

　「子どもの遊び場事業業務委託」は、単に金額ではなく、遊びを通じた子どもたちの健
やかな成長を図るとともに、乳幼児を抱える子育て家庭の孤立化を防ぐという目的をより
深く理解し、魅力的な企画を提案すると共に、確実に実現できる事業者や団体を選定する
必要がある。このことから、本契約における業者の選定方法に、競争入札は適さないた
め、企画提案方式による評価委員会を設けて事業者の選定を行った。その結果、（株）
ボーネルンドが企画、構成などで最も優れていたため、当業者を契約の相手方としたも
の。

２号（競争不適） ¥3,300,000 2023年6月13日
こども・若者未来局
こども・若者支援課
青少年学習センター

497 青少年音楽祭事業実施委託 （株）エフエムさがみ

　当事業は、青少年自らが実行委員会を組織し、日頃のバンド練習の成果を発表する場を
企画・運営し、自身の思い出に残る音楽祭を作り出すことで、相模原への愛着を深め、シ
ビックプライド向上及び青少年の健全育成を図るものである。
　契約の相手方である（株）エフエムさがみは、ＦＭラジオ放送局であり、学生の学びを
応援する番組や市内高校軽音楽部バンドを紹介する青少年向けの番組放送を行うなど、日
頃から地域に根ざしたきめ細かな取材等を通じて青少年活動の情報を提供している。
　また、その蓄積したノウハウと地域に根ざした青少年向け番組制作の豊富な経験から、
実行委員会に参加する青少年に対して、音楽祭を作り上げる上での的確なアドバイスを行
うことができるとともに、本事業開催前の告知番組の制作・放送、イベント当日の音響オ
ペレート等会場運営、開催後の入賞バンドに対するラジオ番組を通じたプロモーション、
並びに入賞バンド紹介番組の制作等、本事業を効果的かつ一体的に行うことができる唯一
の事業者であることから、当該事業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥3,600,000 2023年8月1日
こども・若者未来局
こども・若者支援課
青少年学習センター

498
相模原市青少年学習センター高圧気中負荷開閉
器等更新修繕

（株）ホンマ電機

　１２月２１日の年次点検の結果、高圧方向性地格納電器(PAS)動作・特性試験により不
具合が判明した。この不具合により、PASの特性試験で基準値以下の電流であっても、PAS
の誤作動により高圧受電回路を遮断する恐れや漏電等が発生してもPASが正常に作動せず
館内全域停電となる恐れがある。
　また、漏電等が発生した場合、PASが正常に作動せず、地域停電となる恐れもある。近
隣には、大学や病院もあり、その影響度が極めて高いと判断し緊急にて修繕を行うもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,069,200 2024年1月25日
こども・若者未来局
こども・若者支援課
青少年学習センター

499
一般廃棄物処理委託（麻溝台保育園他１３園）
４月分

（株）ローゼカンキョウ
　入札準備のため、当該業務の４月分については、各施設における収集手順等を把握して
いる前年度の委託業者と随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,270,500 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課

500 相模原市立麻溝台保育園他５園機械警備委託 相模警備保障（株）

　機械警備による本業務は、施設内に設置された専用の機器を通じて遠隔監視システムに
より実施するものである。このシステム機器の使用は当該業者に限られる機器であり、他
業者に委託をする場合には機器の入替えが生じるものである。警備を途切れさせることな
く継続させる必要があるが、保育所の休所日のみで入替えを行うことは困難である。ま
た、当該システムを用いて日常警備のほか、火災及び不法侵入等の非常時において迅速に
駆けつける等、的確な対応を行うことができるのは当該業者以外にはないことから、契約
を締結するものである。

６号（競争不利） ¥3,108,600 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課
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501 相模原保育園他７園機械警備委託 セコム（株）

　機械警備による本業務は、施設内に設置された専用の機器を通じて遠隔監視システムに
より実施するものである。このシステム機器の使用は当該業者に限られる機器であり、他
業者に委託をする場合には機器の入替えが生じるものである。警備を途切れさせることな
く継続させる必要があるが、保育所の休所日のみで入替えを行うことは困難である。ま
た、当該システムを用いて日常警備のほか、火災及び不法侵入等の非常時において迅速に
駆けつける等、的確な対応を行うことができるのは当該業者以外にはないことから、契約
を締結するものである。

６号（競争不利） ¥3,573,900 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課

502 病児・病後児保育事業委託 （福）さがみ愛育会

　本事業については、病状が回復期にある児童を対象として保育を提供するものであり、
保育に関するノウハウ等に加えて、児童の体調への配慮等、医療や看護に係る専門知識や
支援体制が必要とされる事業であり、通常の保育とは異なる、特殊性の高い事業である。
こうした事業の特殊性を踏まえた上で、中央区においては、社会福祉法人さがみ愛育会以
外では、安定的に複数の児童に対して、安全な保育を提供することが困難であることか
ら、当該事業者を相手方として契約するものである。

２号（競争不適） ¥7,447,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課

503 病児・病後児保育事業委託
神奈川県厚生農業協同組合
連合会

　本事業については、病児期における児童を対象として保育を提供するものであり、保育
に関するノウハウ等に加えて、児童の体調への配慮等、医療や看護に係る専門知識や支援
体制が必要とされる事業であり、通常の保育とは異なる、特殊性の高い事業である。こう
した事業の特殊性を踏まえた上で、緑区においては、神奈川県厚生農業協同組合連合会以
外では、安定的に複数の児童に対して、安全な保育を提供することが困難であることか
ら、当該事業者を相手方として契約するものである。

２号（競争不適） ¥19,181,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課

504 病児・病後児保育事業委託 学校法人北里研究所

　本事業については、病児期における児童を対象として保育を提供するものであり、保育
に関するノウハウ等に加えて、児童の体調への配慮等、医療や看護に係る専門知識や支援
体制が必要とされる事業であり、通常の保育とは異なる、特殊性の高い事業である。こう
した事業の特殊性を踏まえた上で、南区においては、学校法人北里研究所以外では、安定
的に複数の児童に対して、安全な保育を提供することが困難であることから、当該事業者
を相手方として契約するものである。

２号（競争不適） ¥13,233,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課

505 相模原市立串川保育園他１０園警備業務委託
綜合警備保障（株）　相模
支社

　機械警備による本業務は、施設内に設置された専用の機器を通じて遠隔監視システムに
より実施するものである。このシステム機器の使用は当該業者に限られる機器であり、他
業者に委託をする場合には機器の入替えが生じるものである。警備を途切れさせることな
く継続させる必要があるが、保育所の休所日のみで入替えを行うことは困難である。ま
た、当該システムを用いて日常警備のほか、火災及び不法侵入等の非常時において迅速に
駆けつける等、的確な対応を行うことができるのは当該業者以外にはないことから、契約
を締結するものである。

６号（競争不利） ¥3,446,520 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課

506 保育専門相談事業における労働者派遣契約 キャリアリンク（株）
　本契約は、一般競争入札の実施のために必要となる準備期間における、年度当初４、５
月分の短期間の業務を委託するものであり、前年度の委託業者を本契約の相手方とするも
のである。

２号（競争不適） ¥2,197,895 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課

507 子ども子育て支援システム保守委託
（株）日本システムブレー
ンズ

　当該業者は当該保守委託契約の対象となるパッケージシステム（子ども子育て支援シス
テム「こあら」）の著作権を有しており、開発、導入及び保守に対応できる唯一の事業者
である。そのため、当該業者以外に今回の委託内容を履行できる業者はなく、一者随意契
約を行うものである。

２号（競争不適） ¥1,584,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課
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508
子育て支援施設等利用給付システム「ひつじ」
保守委託

（株）日本システムブレー
ンズ

　当該業者は当該保守委託契約の対象となるパッケージシステム（「子育て支援施設等利
用給付システム「ひつじ」」）の著作権を有しており、開発、導入及び保守に対応できる
唯一の事業者である。そのため、当該業者以外に今回の委託内容を履行できる業者はな
く、一者随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥1,584,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課

509 相模原市子ども・子育て支援事務作業委託 （株）パソナ
　事業者選定にあたり、令和３年度に実施した企画提案競争（プロポーザル・コンペティ
ション）にて、最高点を獲得した当該事業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥64,772,400 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課

510
令和5年度保育士等人材確保推進事業業務委託
（上期）

パーソルテンプスタッフ
（株）神奈川営業部

　当事業は、相模原市内の保育所の人材確保を目的として、保育士を目指す方に総合的な
支援を実施することから、職業紹介を行う機関との連携が不可欠となる。
　そのため、現在、本市の就職支援センターで行う無料職業紹介事業管理運営業務を受託
しているパーソルテンプスタッフ（株）と契約するもの。
　なお、無料職業紹介事業管理運営業務については、令和２年度にプロポーザル方式によ
る事業者の選定により、同社に決定している。

２号（競争不適） ¥7,747,300 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課

511 保育所等食材納入業務 竹澤牛乳店
　この業務は、相模原保育園に対し、保育調理で必要な少量の食材料を指定時間内に納品
し、納品量の急な変更についても臨機に対応する必要があるが、それに対応できる業者
は、この相手方のみであるため。

２号（競争不適） ¥1,220,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課

512 令和5年度子育て支援員研修事業委託
（株）ポピンズプロフェッ
ショナル

　子育て支援員研修事業は、神奈川県及び県内の政令市・中核市が相互に連携して、子育
て支援分野の事業の担い手となる子育て支援員の確保と資質の向上を図ることを目的とし
て、神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市及び本市（以下「事業主体」という。）が事業
実施に関する協定を締結し、共同で実施するものである。
　本事業の事業者の選定については、事業主体を代表して神奈川県が公募型プロポーザル
方式による企画競争を実施し、当該事業者の提案内容が本事業にふさわしいものとして選
考された。この結果に基づき、本事業の契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,810,806 2023年4月1日
こども・若者未来局
保育課

513 保育士等人材確保推進事業業務委託
パーソルテンプスタッフ
（株）神奈川第二営業部

　当事業は、相模原市内の保育所の人材確保を目的として、保育士を目指す方への総合的
な支援を実施することから、職業紹介を行う機関との連携が不可欠となる。効果的な業務
運営が見込める事業者であるかどうかを判断するために、価格とは異なる視点の評価が必
要であるため、就職支援センターでの実施業務と一体的にプロポーザル方式を実施し、業
務に対し最も適した提案を行う事業者を選定している。当該業者は、令和５年７月のプロ
ポーザル評価委員会において選定されたため、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥55,466,400 2023年10月1日
こども・若者未来局
保育課

514 相模原市立保育所等登園管理システム導入事業 （株）コドモン

　本事業は、保育所等業務のICT化を推進することにより、保育所等職員の事務業務の負
担を軽減し、保育の質の向上につなげるとともに、保育所等を利用する保護者の利便性を
向上させることを目的としており、効果的なシステムの提供が見込める事業者であるかど
うかを判断するために、価格とは異なる視点の評価が必要であることから、プロポーザル
方式により業務に対し最も適した提案を行う事業者を選定している。当該業者は、令和５
年９月のプロポーザル評価委員会において選定されたため、契約の相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥2,723,600 2023年10月23日
こども・若者未来局
保育課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
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515
令和５年度母子父子寡婦福祉資金貸付システム
保守業務委託

北日本コンピューターサー
ビス（株）

　母子父子寡婦福祉資金貸付システムは、北日本コンピューターサービス（株）が開発業
者・納入業者である。システム全体に精通している同社以外では保守ができないことか
ら、随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥1,320,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
子育て給付課

516 ひとり親家庭等学習支援事業業務委託 （株）トライグループ

　本事業は、ひとり親家庭等が抱える特有の課題に対応し、子どもの貧困対策を進める必
要があることから、ひとり親家庭等の子どもに対して、基本的な生活習慣の習得・学習習
慣の定着等を目的に家庭教師を派遣する学習支援を実施するものである。当該事業の実施
にあたっては、魅力的な企画を提案し、かつ確実に実現できる業者を選定する必要がある
ことから、プロポーザル方式による募集を行い、評価委員会を設けて、審査・評価を行っ
た。その結果、選考された当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥38,924,000 2023年4月7日
こども・若者未来局
子育て給付課

517
令和５年度子育て世帯生活支援特別給付金申請
書等作成及び封入封緘業務委託

（有）片野印刷

　低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業は、昨今の食費等の物
価高騰の影響を特に受けた低所得の子育て世帯の生活維持に供するものであり、早急に支
給を開始する必要がある。
　この給付金は、令和４年度にも実施した低所得の子育て世帯生活支援特別給付金と同様
に、福祉システムで抽出されたデータ等を用いた通知などの作成が必要である。
　当該事業者は、令和４年度に実施した低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の帳票作
成及び発送業務を正確・迅速に完遂した実績があり、短期間で適正な事業実施が可能であ
る。
　以上のことから、本業務について、当該業者と契約する。

５号（緊急随意契約） ¥4,350,500 2023年4月25日
こども・若者未来局
子育て給付課

518
児童扶養手当現況届及び令和５年度子育て世帯
生活支援特別給付金に係る書類審査及びデータ
作成業務委託

（株）新日本コンピュータ
サービス

　低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業は、昨今の食費等の物価高騰の影響を特に
受けた低所得の子育て世帯の生活維持に供するものであり、早急に支給を開始する必要が
ある。
　この給付金は令和４年度に実施された低所得の子育て世帯生活支援特別給付金と同様に
児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の資格情報を参照する為、審査・支給事務
に福祉システムを用いる。
　また、同時期に同システムを用いて審査・支払事務を行う制度に児童扶養手当現況届の
審査業務がある。同システムを使用できる端末は限られており、短期間で増台をすること
はできないが、給付金同様、市民の生計維持に直結する制度であり、同時進行で業務を行
う必要がある。
　当該事業者は、令和４年度に実施された低所得の子育て世帯生活支援特別給付金と児童
扶養手当の現況届審査データ作成業務を並行実施し、正確・迅速に業務を完遂した実績が
あり、限られた端末台数で期間内の適正な事業実施が可能である。
　以上のことから、本業務を遂行できるのは当該事業者以外にない。

５号（緊急随意契約） ¥18,903,060 2023年4月25日
こども・若者未来局
子育て給付課

519
相模原市ファミリー・サポート・センター事業
委託

（福）相模原市社会福祉協
議会

　ファミリー・サポート・センター事業は、「子育ての手助けがほしい人」と「子育ての
手助けをしたい人」を結びつけ、子育てを市民相互に応援する会員制組織として運営して
おり、援助活動の担い手となる「援助会員」は一般の市民であり、子育ての経験等を活か
して同じ地域で暮らす人への手助けをしようという、ボランティア精神に基づいた活動で
あり、通常の保育サービスとは異なる。
　本事業の性質上、地域の実情や会員の状況を熟知しており、全市域について対応できる
社会福祉協議会でなければ、円滑に事業を実施することが困難である。さらに、当該法人
は、高齢者等を対象とした類似事業を実施しており、サービスの需給調整能力などにおい
て豊富な実績があることから一者随意契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥23,338,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課
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520 産後ケア事業業務委託
一般社団法人神奈川県産科
婦人科医会

　産後ケア事業は産婦人科を標ぼうする医療機関及び助産所において実施しており、医療
機関での実施分について、当該団体と契約を締結するもの。
　神奈川県産科婦人科医会は県内1000人余の産婦人科医により構成され、構成員である医
療機関を取りまとめて集合契約の契約代表者となり、本事業において必要となる実施体制
を整えることができる唯一の団体である。
　また、当該団体に未加入の医療機関であっても、本事業における集合契約を希望する者
に対して、同様の対応が可能である。

２号（競争不適） ¥13,273,328 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

521 産後ケア事業業務委託 相模原市助産師会

　産後ケア事業は産婦人科を標ぼうする医療機関及び助産所において実施しており、助産
所での実施分について、当該団体と契約を締結するもの。
　相模原市助産師会は市内の助産師により構成され、構成員である助産所を取りまとめて
集合契約の契約代表者となり、本事業において必要となる実施体制を整えることができる
唯一の団体である。
　また、当該団体に未加入の助産所であっても、本事業における集合契約を希望する者に
対して、同様の対応が可能である。

２号（競争不適） ¥8,857,492 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

522 新生児聴覚検査助成業務委託 けい産婦人科クリニック
　当該検査は、児が出生後入院中に実施することがほとんどであるため、市民の利便性を
考慮し、市内及び隣接市の分娩施設及び耳鼻咽喉科のうち検査機器を所有し、契約を希望
する全ての医療機関と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,415,400 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

523 新生児聴覚検査助成業務委託
（福）ワゲン福祉会　総合
相模更生病院

　当該検査は、児が出生後入院中に実施することがほとんどであるため、市民の利便性を
考慮し、市内及び隣接市の分娩施設及び耳鼻咽喉科のうち検査機器を所有し、契約を希望
する全ての医療機関と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,213,200 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

524 新生児聴覚検査助成業務委託
独立行政法人地域医療機能
推進機構　相模野病院

　当該検査は、児が出生後入院中に実施することがほとんどであるため、市民の利便性を
考慮し、市内及び隣接市の分娩施設及び耳鼻咽喉科のうち検査機器を所有し、契約を希望
する全ての医療機関と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,162,650 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

525 新生児聴覚検査助成業務委託
学校法人北里研究所　北里
大学病院

　当該検査は、児が出生後入院中に実施することがほとんどであるため、市民の利便性を
考慮し、市内及び隣接市の分娩施設及び耳鼻咽喉科のうち検査機器を所有し、契約を希望
する全ての医療機関と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥2,249,475 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

526 新生児聴覚検査助成業務委託 慈誠会病院
　当該検査は、児が出生後入院中に実施することがほとんどであるため、市民の利便性を
考慮し、市内及び隣接市の分娩施設及び耳鼻咽喉科のうち検査機器を所有し、契約を希望
する全ての医療機関と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,172,600 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

527 新生児聴覚検査助成業務委託 医療法人財団央優会
　当該検査は、児が出生後入院中に実施することがほとんどであるため、市民の利便性を
考慮し、市内及び隣接市の分娩施設及び耳鼻咽喉科のうち検査機器を所有し、契約を希望
する全ての医療機関と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,011,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課
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528 妊婦健康診査委託
（一社）神奈川県産科婦人
科医会

　妊婦健康診査事業は平成９年の母子保健法の改正により、都道府県から市町村に事務委
譲され、産婦人科を標ぼうする医療機関及び助産所において実施しており、医療機関での
実施分について当該団体と契約を締結するもの。
　神奈川県産科婦人科医会は県内１０００人余の産婦人科医により構成され、構成員であ
る医療機関を取りまとめて集合契約の契約代表者となり、本事業において必要となる検査
体制を整えることができる唯一の団体である。
　また、当該団体に未加入の医療機関であっても、本事業における集合契約を希望する者
に対して、同様の対応が可能であり、償還払い手続きが不要となることから市民の利益性
向上についても図られるものである。

２号（競争不適） ¥310,285,120 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

529 子育て短期支援事業業務委託（中心会） （福）中心会

　本事業は、保護者が病気や出産、育児疲れ等により、家庭での養育が一時的に困難と
なった場合に、厚生労働省令で定める施設に入所させ、当該児童の養育・保護を行うもの
である。
　厚生労働省令で定める施設のうち、児童養護施設及び乳児院は、市内では当該法人の運
営する施設のみであるため、当該法人を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,985,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

530
子育て短期支援事業業務委託（グリーンヒル相
模原）

（福）恩賜財団　神奈川県
同胞援護会

　本事業は、保護者が病気や出産、育児疲れ等により、家庭での養育が一時的に困難と
なった場合に、厚生労働省令で定める施設に入所させ、当該児童の養育・保護を行うもの
である。
　厚生労働省令で定める施設のうち、母子生活支援施設は、市内では当該法人の運営する
施設のみであるため、当該法人を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,193,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

531
相模原市こども虐待１１０番運営事業業務委託
（４月・５月分）

（株）法研

　本事業は、夜間休日を問わず２４時間・３６５日いつでも虐待通告・相談に応じられる
体制を整備することを目的としており、緊急対応を要する通報等の支援体制を確保するな
ど、電話対応だけでなく、業務の円滑な執行管理も求められるものであり、業務委託契約
に当たっては、児童相談所と十分な事前調整が必要なものである。
　また、厚生労働省が所管する虐待通告・相談電話の転送先となっていることから、条件
付一般競争入札の実施により新規業者となった場合には、回線変更手続きに一定の期間を
要することから、業務実施の準備期間として４月から５月までの２か月間に限り、前年度
契約業者と随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,800,727 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

532 児童相談業務支援システム保守運用委託 （株）ソフテム

　本契約対象物件である児童相談業務支援システム及びハードウェアは、当該業者が構築
し、動作保障をしているものである。
　また、当該システムを安全に運用し、効率的な業務を執行するためには、障害発生時の
対応に際して、障害原因の究明及び復旧作業等を迅速・確実に行う必要があり、当該業者
以外が実施した場合、契約不適合責任の範囲が不明確となることから、当該業者を本契約
の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,478,400 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

533 分娩前新型コロナウイルス感染症検査業務委託
（一社）神奈川県産科婦人
科医会

　新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、分娩前新型コロナウイルス感染症検査事業を
産科婦人科を標ぼうする医療機関にて実施する。
　神奈川県産科婦人科医会は県内1000人余の産婦人科医からなる団体であり、本事業にお
ける集合契約の契約代表者となることが可能である。また、当該団体に未加入の医療機関
であっても、本事業における集合契約を希望する者に対して、同様の対応が可能であり、
償還払い手続きが不要となることから市民の利便性向上についても図られるものである。

２号（競争不適） ¥7,020,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名
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534 電子母子健康手帳サービス利用契約 母子モ（株）

　本市では平成３０年７月に神奈川県のMYBYOカルテ（健康管理アプリ）と合わせて登録
することを前提に、電子母子手帳アプリ「さがプリコ」を市負担額無料で利用してきた。
　利用開始時より、同アプリを情報発信・記録ツールとして市民への利用周知すると共
に、令和５年２月からは当課の「出産子育て応援事業」における出産・子育て応援ギフト
（現金支給）の申し込みを本アプリから行えるようにしたことで、現在市民の本アプリ登
録率は９０％近くになる。
　令和４年度、当市における電子母子健康手帳アプリの本格導入にむけた市民へのニーズ
調査等検討を行い、本年度より同アプリの基本機能と合わせオプションである「オンライ
ン予約機能」を母子モ（株）との契約の上利用する。

２号（競争不適） ¥3,485,350 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

535 産婦健康診査委託
（一社）神奈川県産科婦人
科医会

　産婦健康診査事業は産婦人科を標ぼうする医療機関において実施しており、当該団体と
契約を締結するもの。
　神奈川県産科婦人科医会は県内１０００人余りの産婦人科医により構成され、構成員で
ある医療機関を取りまとめて集合契約の契約代表者となり、本事業において必要となる検
査体制を整えることができる唯一の団体である。
　また、当該団体に未加入の医療機関であっても、本事業における集合契約を希望する者
に対して、同様の対応が可能であり、償還払い手続きが不要となることから市民の利便性
向上についても図られるものである。

２号（競争不適） ¥37,795,520 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

536
相模原市地域子育て支援拠点事業（子育て広場
緑のおうち）業務委託

ふぁみりぃさぽぉと・Casa
di Banbino

　ふぁみりぃさぽぉとCasadiBanbinoは、平成25年度に運営団体を公募した際、プロポー
ザル方式の選考によって選ばれ、以降、地域子育て支援拠点事業を実施している団体であ
る。
　３区において同事業の実施が通年化した26年度を初年度とし、５年目にあたる30年度に
評価委員会による評価を実施した結果、当該団体への委託が適切であると認められたこと
から、評価から５年目となる令和５年度９月末を目途に、委託を継続することとなってい
る。
　このことから、本年度についても、当該団体を相手方とし、契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥3,473,627 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

537 セカンドブック事業配布用絵本売買契約 相模原市書店協同組合

　相手方である相模原市書店協同組合は、市内の書店で構成される団体であり、書籍の取
次業者を複数有することから、安定した書籍の入手が確保される。また、通常、書籍は定
価で流通しているが、相模原市書店協同組合については定価から１０％の値引きがあり、
本市にとって有利な条件で契約できるため、相模原市書店協同組合と契約を締結するもの
である。

２号（競争不適） ¥2,536,512 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

538 乳幼児健康診査（医科）業務委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業は、より多くの市内医療機関において実施することが市民の利便性につながるも
のであるが、各医療機関と個別に契約を締結することは煩雑かつ非効率であることから、
市内３００以上の医療機関により構成され、各医療機関との調整が可能な唯一の団体であ
る当該団体と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥129,510,480 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

539 乳幼児健康診査業務委託 一般社団法人町田市医師会

　本事業は、相互乗り入れを実施している町田市において、より多くの町田市内医療機関
で実施することが市民の利便性につながるものであるが、各医療機関と個別に契約を締結
することは煩雑かつ非効率であることから、町田市内２００以上の医療機関により構成さ
れ、各医療機関との調整が可能な唯一の団体である当該団体と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,288,440 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課
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540 先天性代謝異常等検査委託
（公財）神奈川県予防医学
協会

　先天性代謝異常等検査事業については、市民等の利便性を考慮し、県内の検査体制及び
指導体制を統一するため、平成２２年度に神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市で委託先
に関する協定を締結し、当該機関に委託をしているものである。この協定は、平成２３年
度以降についても、４者で協議し異議がない時は更新することとされており、今年度も協
定に基づき当該機関を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥14,649,285 2023年4月1日
こども・若者未来局
こども家庭課

541 1歳6か月児健康診査（歯科）業務委託叶
（公社）相模原市歯科医師
会

　本事業の実施にあたっては、歯科医師・歯科衛生士資格を有するのみならず、高度な歯
科専門知識・技術を有する従事者の確保が不可欠である。事業のクオリティを維持しつ
つ、年間を通じて市内７会場７８回におよぶ本事業を、安定的・効率的に運営することが
できるのは、市内２００以上の会員により構成される当該団体のみであり、本事業実施要
領においても、当該法人に対する事業委託により実施するものと定めていることから、当
該法人を本契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥11,370,990 2023年4月3日
こども・若者未来局
こども家庭課

542 2歳6か月児歯科健康診査業務委託
（公社）相模原市歯科医師
会

　本事業の実施にあたっては、歯科医師・歯科衛生士資格を有するのみならず、高度な歯
科専門知識・技術を有する従事者の確保が不可欠である。事業のクオリティを維持しつ
つ、年間を通じて市内７会場７８回におよぶ本事業を、安定的・効率的に運営することが
できるのは、市内２００以上の会員により構成される当該団体のみであり、本事業実施要
領においても、当該法人に対する事業委託により実施するものと定めていることから、当
該法人を本契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥11,764,622 2023年4月3日
こども・若者未来局
こども家庭課

543 3歳6か月児健康診査（歯科）業務委託
（公社）相模原市歯科医師
会

　本事業の実施にあたっては、歯科医師・歯科衛生士資格を有するのみならず、高度な歯
科専門知識・技術を有する従事者の確保が不可欠である。事業のクオリティを維持しつ
つ、年間を通じて市内７会場８８回におよぶ本事業を、安定的・効率的に運営することが
できるのは、市内２００以上の会員により構成される当該団体のみであり、本事業実施要
領においても、当該法人に対する事業委託により実施するものと定めていることから、当
該法人を本契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥9,488,274 2023年4月3日
こども・若者未来局
こども家庭課

544
相模原市地域子育て支援拠点事業（子育てそう
だん広場 Haere mai（はれまえ））業務委託

（株）こみふく

　本事業は、配慮が必要な子育て家庭等がより利用しやすい子育て広場を運営することを
目指し、事業者に対して、専門的な知識・経験を有する職員の配置や、事業実施場所を自
ら設定することを求め、R4年度に公募型プロポーザル方式により実施事業者を選考した。
R4年度の実施状況等について、評価を行ったところ、身近な地域に密着した活動や親子交
流の促進等について良好に実施されており、本子育て広場について市民の認知も進み、利
用者も増えていることを確認した。利用者に定着してきた当該広場を継続して実施するこ
とで事業の効果をより高めることから（株）こみふくを契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥8,162,850 2023年4月3日
こども・若者未来局
こども家庭課

545
相模原市地域子育て支援拠点事業（子育て広場
たんと）業務委託

子育て親育ち応援団
With.cfc

　子育て親育ち応援団With．ｃfcは、協働事業提案制度を活用し、平成22年度から24年度
まで、地域子育て支援拠点事業を実施した。
　提案制度の終了時、市では事業継続が必要と判断し、実績や利用者評価などを踏まえ、
引き続き当該団体を契約の相手方として、同事業についての委託契約を締結した。
　３区において同事業の実施が通年化した26年度を初年度とし、５年目にあたる30年度に
評価委員会による評価を実施した結果、当該団体への委託が適切であると認められたこと
から、評価から５年目となる令和５年度９月末までを目途に、委託を継続することとなっ
ている。
　このことから、本年度についても、当該団体を相手方とし、契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥2,873,480 2023年4月3日
こども・若者未来局
こども家庭課
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546
相模原市地域子育て支援拠点事業（かみみぞ
ひだまり）業務委託

上溝商店街振興組合

　上溝商店街振興組合は、平成２５年度から平成２７年度まで、協働事業提案制度を活用
して、地域子育て支援拠点事業を実施してきた。
　提案制度の終了時、市では事業継続が必要と判断し、実績や利用者評価などを踏まえ、
引き続き当該団体を契約の相手方として、同事業についての委託契約を締結した。
　５年目にあたる令和２年度に評価委員会を実施した結果、評価基準を満たすと評価さ
れ、評価から５年目となる令和７年度を目途に委託を継続することとなっている。
　このことから、本年度についても、当該団体を相手方とし、契約を行うものである。
　

２号（競争不適） ¥6,759,504 2023年4月3日
こども・若者未来局
こども家庭課

547 ブックスタート事業配布用絵本売買契約 （特非）ブックスタート

　特定非営利活動法人ブックスタートは、ブックスタート事業の推進団体であり、同事業
を実施している自治体に対し、出版業界との合意に基づき通常よりも廉価（値引率：約３
４％）で絵本を提供している。また、団体を通して絵本を調達した自治体は、事業に関す
る様々な情報提供や、視覚に障害がある方がいる場合の点訳絵本への無償交換、多言語
（８言語）版ブックスタート紹介シートや絵本紹介シートの無償提供を受けることがで
き、本事業を実施するにあたって不可欠な対応であることから、当該法人を相手方とする
ものである。

２号（競争不適） ¥1,766,380 2023年4月3日
こども・若者未来局
こども家庭課

548 子育て世帯訪問支援事業業務委託 （株）ss-consul

　子育て世帯訪問支援事業は、出産後間もない産婦や幼いきょうだい等の世話をするヤン
グケアラー等のいる世帯を対象に、日常的に行う必要がある家事を一定期間支援するもの
であり、本事業の利用希望世帯に対応できるよう、十分な供給量を確保する必要があるこ
とから、あらかじめ業務可能な事業者と随意契約（単価契約）を締結し、利用者の支援依
頼に対応するものである。

２号（競争不適） ¥1,606,500 2023年8月21日
こども・若者未来局
こども家庭課

549
相模原市地域子育て支援拠点事業（子育て広場
たんと）業務委託

（特非）子育て応援団With

　本事業は、常設で、いつでも自由に乳幼児とその保護者が親子で訪れ、子育ての相談や
情報交換をしたり学んだりすることのできる場を提供することにより、子育ての不安を解
消するとともに、地域で支え合う子育て力の向上を図ることを目的に地域子育て支援拠点
事業一般型の実施を目指し、実施事業者に対して、運営方法の提案等を求めるものである
ことから、公募型プロポーザル方式により実施事業者を選考することとした。評価委員会
において、最も優れた提案を行った者として選考された（特非）子育て応援団Ｗｉｔｈを
契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,263,930 2023年10月2日
こども・若者未来局
こども家庭課

550
相模原市地域子育て支援拠点事業（子育て広場
緑のおうち）業務委託

ふぁみりぃさぽぉと・Casa
di Banbino

　本事業は、常設で、いつでも自由に乳幼児とその保護者が親子で訪れ、子育ての相談や
情報交換をしたり学んだりすることのできる場を提供することにより、子育ての不安を解
消するとともに、地域で支え合う子育て力の向上を図ることを目的に地域子育て支援拠点
事業一般型の実施を目指し、実施事業者に対して、運営方法の提案等を求めるものである
ことから、公募型プロポーザル方式により実施事業者を選考することとした。評価委員会
において、最も優れた提案を行った者として選考されたふぁみりぃさぽぉと・
CasadiBanbinoを契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,742,760 2023年10月2日
こども・若者未来局
こども家庭課

551
令和５年度子育て世帯等に対する包括的な支援
のための体制強化に向けたコンサルティング業
務委託

（福）真生会　白百合心
理・社会福祉研究所

　本業務は、子育て支援センターの相談支援等の現状を分析し、改正児童福祉法（令和６
年４月施行）において国が示す「こども家庭センター」としての母子保健と児童福祉の連
携強化等の取組を踏まえながら、子育て世帯等に対する包括的な支援のための体制強化に
向けた課題を抽出するものである。
　また、令和５年夏に示される予定であった国の考え方が年末に延期されたことにより、
当初見込より短期間で実施することとなったため、母子保健及び児童福祉の知見だけでな
く、本市の子育て支援の現状を知る人材によるコンサルティングが必要であることから当
該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,916,725 2023年12月25日
こども・若者未来局
こども家庭課
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552 相模原市児童相談所給食調理業務等委託 （株）メフォス
　当該事務の委託業者の選定にあたり、年中無休で1日3食以上の集団給食調理業務の実績
のある事業者による公募型プロポーザルを実施し、契約相手方が最も高い評価を得たた
め、契約するものである。

２号（競争不適） ¥39,955,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
児童相談所　総務課

553 カウンセリング強化・家族療法事業委託
（医）春乃会あおきメンタ
ルクリニック

　本契約は、虐待を受けた又はそのおそれのある子どもや保護者等の家族に対して心理的
側面等からのケアを行うにあたり、精神科医等の協力を得て、家庭の再統合を目指した指
導やカウンセリングを強化するものである。
　当該事業を実施している者は県内に他にないことから、委託契約の相手方として適する
者は他にない。

２号（競争不適） ¥1,650,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
児童相談所　総務課

554 発達障害支援センター就労支援事業業務委託
（福）相模原市社会福祉事
業団

　当該事業は、発達障害者に関する就労相談、就労援助事業、就労に関する啓発活動を実
施し、発達障害者の就労の促進を図ることを目的としている。
　そのため、事業実施に当たっては、就労に係る相談・援助の理解や実績、公的相談窓口
や民間事業所及び民間企業との連携、発達障害者やその支援者への就労及びその定着を図
るための研修事業の実施が求められる。
（福）相模原市社会福祉事業団は、平成18年度より障害者支援センター松が丘園の指定管
理者として、障害者の就労援助事業をハローワークや神奈川県障害者雇用促進センターな
どの就労相談機関等と連携して実施しており、ノウ・ハウの蓄積や実績もある。また、国
及び県からの委託により、障害者就業・生活支援センターを実施している市内唯一の法人
である。
　本事業の趣旨を十分理解し、地域において適切に就労相談等が可能な機関は、当該法人
のみである。

２号（競争不適） ¥15,125,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
陽光園

555 陽光園警備委託
綜合警備保障（株）　相模
支社

　当委託の警備システムは、警備対象物件を当該業者が設置した各種警戒感知機器により
警戒し、管制センターが異常の有無を確認する遠隔集中監視により警備を実施しており、
他社では既存機械警備設備を用いて警備を行うことができない。
　また、毎年度警備設備の入れ替えを行うことは、施設の安全等の維持管理に支障をきた
す恐れがあるほか、入れ替え経費も莫大にかかることから、警備設備の入れ替えが必要に
なる時期までは、現在の警備システムを設置している当該業者に業務を委託するものであ
る。

２号（競争不適） ¥1,181,400 2023年4月1日
こども・若者未来局
陽光園

556 陽光園利用児者健康診断委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本委託は、陽光園利用児者に係る障害についての医学的な診立てを行うため、健康診断
を行うものである。障害特性が異なる対象者に対して健康診断ができる複数の診療科の医
師を手配することのできる相模原市医師会と随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥8,164,860 2023年4月1日
こども・若者未来局
陽光園

557 陽光園機械設備保守管理業務委託 相模トライアム（株）

　当該業務は、相模原市公契約条例の対象業務委託契約であり、適正な入札・契約事務を
行うため、仕様書等の作成、業者指導、入札準備等に一定の準備期間を必要とする。
　このことから、４月及び５月の２か月間で入札・契約の準備を行い、６月１日から業務
を開始するため、当該２か月間については、前年度の受注者と契約を締結する。

２号（競争不適） ¥1,122,000 2023年4月1日
こども・若者未来局
陽光園

558 陽光園冷温水機点検整備委託 （株）エバジツ
　当委託の設備は、設置後２３年を経過し、部品交換及び修繕については、設置業者しか
対応できないため、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,713,800 2023年4月1日
こども・若者未来局
陽光園



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
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559 インクルーシブ・プログラム開発事業業務委託 相模女子大学

　当該事業は、発達障害等に関する技術的、専門的知見が求められる。契約の相手方は、
令和元年度文部科学省「障害者の多様な学習活動を総合的に支援するための実践研究事
業」により当該事業と同様のプログラム開発を行った実績がある。また、地域の発達障害
者に関する実情等を把握し、関係機関との連携も円滑に行ってきた経過がある。令和３年
度、４年度の事業実施についても文部科学省より評価を受けている。本事業の趣旨を十分
理解し、適切にプログラム開発等が可能な機関は、契約相手方以外にはいないため、当該
委託契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,589,354 2023年5月18日
こども・若者未来局
陽光園

560 無料職業紹介事業管理運営業務委託
パーソルテンプスタッフ
（株）神奈川営業部

　本事業は、「相模原市ＰＰＰ（公民連携）活用指針」に基づき、民間等の高度な専門知
識等を活用するため、プロポーザル方式により業務に対し最も適した提案を行う事業者を
選定している。当該業者は、令和２年８月のプロポーザル選考委員会において選定された
ため、契約相手方とするものであり、プロポーザル募集要項に基づき、支障なく業務を行
い、双方異議がない場合は、令和５年９月末までは随意契約とする。

２号（競争不適） ¥16,375,420 2023年4月1日
環境経済局
産業・雇用対策課

561 若者サポートステーション事業委託
特定非営利活動法人文化学
習協同ネットワーク

　本委託業務は、若年無業者等の職業的自立を目的に、さがみはら若者サポートステー
ションにおいて、職業適性検査、共同作業、能力開発のための講座等を行うものである。
青少年の雇用の促進等に関する法律や国の地域若者サポートステーション事業実施方針等
に基づき、地域の実情に応じた取組として実施する必要があることから、神奈川労働局の
入札により相模原地域若者サポートステーションの事業受託者として決定した特定非営利
活動法人文化学習協同ネットワークと契約するもの。

２号（競争不適） ¥1,192,444 2023年4月1日
環境経済局
産業・雇用対策課

562 地域産業界の人づくり支援事業委託
さがみはら産業創造セン
ター

　本事業は、ウェブサイトによる地域の中小企業の情報発信や、大学等と連携した学生と
企業とのマッチングを実施することで、地域企業の採用活動と学生の就職活動を支援する
ことを目的とする事業である。
　当該事業者は、主に市及び中小企業基盤整備機構の出資による産業支援機関という特性
を生かし、採用計画を含む日常的な支援や課題解決のため、地域の中小企業と緊密な関係
を構築しており、地元での就職を考える学生等に対する有用な情報発信やカウンセリング
等を通じて本事業の目的を効果的に果たすことができるのは、同社以外にないことから、
当該事業者を相手方として契約を締結をするものである。

２号（競争不適） ¥6,730,000 2023年4月1日
環境経済局
産業・雇用対策課

563 デジタル人材育成事業業務委託 相模原商工会議所

　本事業は、ＩＴパスポート、情報セキュリティマネジメントの取得養成講座を実施する
ものである。事業実施にあたっては、多くの企業の利用を促すことが必要であることか
ら、豊富な企業情報を把握するとともに、周知できることが条件となる。
　当該団体は、商工会議所法により、一定規模以上の地域企業の実態把握が義務付けられ
ていることに加え、会員企業のネットワークを保有している。また、当該ネットワークを
活用した各種交流会やセミナー等の実施により、個別企業の経営課題に精通しており、周
知のみならず、企業ニーズを反映させた養成講座の開催が可能である。
　以上のように、事業実施に必要な条件を有する団体は他には存在しないことから、本委
託事業の契約相手方として、当該団体と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,240,000 2023年4月3日
環境経済局
産業・雇用対策課
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564 ＤＸ促進支援事業
さがみはら産業創造セン
ター

　本事業は、ＤＸに取り組む市内企業の事例紹介を通し、取組の啓発を図るためのフォー
ラムの開催や、市内大学と連携したＤＸに取り組む市内企業への勉強会の開催、フォロー
アップ等伴走支援を実施するものであり、効果的に本業務を実施するためにはロボット、
ＡＩ、ＩｏＴ分野の専門的な知識や関連企業、学識経験者等とのネットワークを有してい
ることが必要である。
　当該事業者は、これまでに産業用ロボットの導入支援やＡＩ、ＩｏＴ分野のフォーラ
ム、研究会の開催に携わっているとともに、それらの分野に通じた企業や学識経験者等と
の幅広いネットワークも保有している。これらのノウハウやネットワーク、専門的な知見
を有し、本業務内容を一括して行うことができる企業、団体・機関は他には存在しないこ
とから、当該事業者を相手方として契約を締結をするものである。

２号（競争不適） ¥7,000,000 2023年5月1日
環境経済局
産業・雇用対策課

565 就労環境整備アドバイザー派遣事業委託 神奈川県社会保険労務士会

　本事業は、出産・子育てのしやすい雇用環境の整備を進める市内企業等を支援するため
に行う「相模原市認定取得企業支援補助金」に対する円滑な活用を促進できるように専門
家による相談対応等を実施するものである。そのため労務関係の知識に精通した社会保険
労務士を市内の事業所に円滑に派遣するためには会員社会保険労務士への連絡調整業務を
行うことのできる県社労士会への委託が必須であるため、相模原市が神奈川県社会保険労
務士会と契約するもの。

２号（競争不適） ¥4,404,400 2023年5月17日
環境経済局
産業・雇用対策課

566 インターンシップ促進事業業務委託 （株）学情

　本事業は、参加企業及び学生の募集や、短期間で様々な企業へ訪問できるようなコース
設定や当日のフォローアップなど、効果的な業務運営が見込める事業者であるかどうかを
判断するために、価格とは異なる視点の評価が必要であることから、プロポーザル方式に
より業務に対し最も適した提案を行う事業者を選定している。当該業者は、令和５年５月
のプロポーザル評価委員会において選定されたため、契約の相手方とする。

２号（競争不適） ¥10,164,000 2023年6月1日
環境経済局
産業・雇用対策課

567
中高生と地域企業との交流機会促進事業業務委
託

（株）ValuesFusion

　本事業は、参加企業及び学生の募集や、職業興味の喚起につなげるプログラムの提供な
ど、効果的な業務運営が見込める事業者であるかどうかを判断するために、価格とは異な
る視点の評価が必要であることから、プロポーザル方式により業務に対し最も適した提案
を行う事業者を選定している。当該業者は、令和５年５月のプロポーザル評価委員会にお
いて選定されたため、契約の相手方とする。

２号（競争不適） ¥2,821,990 2023年6月1日
環境経済局
産業・雇用対策課

568 市内企業採用活動支援事業業務委託 アデコ（株）厚木支社

　本事業は、市内中小企業の多くが採用ノウハウの不足等をはじめとした採用課題を抱
え、必ずしも効果的な人材採用（とりわけ若者人材の採用）を行えていない実態にあるこ
とを踏まえ、専門家の派遣等による個別コンサルティングを行い、市内企業の採用課題に
応じた採用力の向上を図ることが出来る事業者であるかどうかを判断するために、価格と
は異なる視点の評価が必要であることから、プロポーザル方式により業務に対し最も適し
た提案を行う事業者を選定している。当該業者は、令和５年５月のプロポーザル評価委員
会において選定されたため、契約の相手方とする。

２号（競争不適） ¥4,991,800 2023年6月1日
環境経済局
産業・雇用対策課

569 就職氷河期世代支援事業業務委託
ヒューマンアカデミー
（株）

　本事業は、就職氷河期世代の求職者に対し、セミナー等の実施によるスキルアップ支援
や他の就労支援施策等へ誘導を図りながら、正規雇用につなげることを目的としており、
効果的な業務運営が見込める事業者であるかどうかを判断するために、価格とは異なる視
点の評価が必要であることから、プロポーザル方式により業務に対し最も適した提案を行
う事業者を選定している。当該業者は、令和５年７月のプロポーザル評価委員会において
選定されたため、契約の相手方とする。

２号（競争不適） ¥8,789,000 2023年8月14日
環境経済局
産業・雇用対策課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

570 無料職業紹介事業管理運営業務委託
パーソルテンプスタッフ
（株）神奈川第二営業部

　本事業は、就職支援を必要とする方に対して、キャリアカウンセリング・職業紹介、求
人開拓、セミナー等の実施により、雇用へつなげることを目的としており、効果的な業務
運営が見込める事業者であるかどうかを判断するために、価格とは異なる視点の評価が必
要であることから、プロポーザル方式により業務に対し最も適した提案を行う事業者を選
定している。当該業者は、令和５年７月のプロポーザル評価委員会において選定されたた
め、契約の相手方とする。

２号（競争不適） ¥137,370,234 2023年8月14日
環境経済局
産業・雇用対策課

571 クラウドソーシング普及支援事業業務委託 （株）キャリア・マム

　本事業は、クラウドソーシングが副業・兼業や在宅就業など新たな働き方のニーズに対
応するものであり、仕事と育児や介護などの両立にも貢献するものである一方、こうした
働き方を知らない方への認知拡大や、やり方が分からない方への不安を払拭するため、認
知・導入、体験等の支援を行うことで、多様な働き方の促進による就業機会の拡大を図る
ことが出来る事業者であるかどうかを判断するために、価格とは異なる視点の評価が必要
であることから、プロポーザル方式により業務に対し最も適した提案を行う事業者を選定
している。当該業者は、令和５年８月のプロポーザル評価委員会において選定されたた
め、契約の相手方とする。

２号（競争不適） ¥5,535,200 2023年8月21日
環境経済局
産業・雇用対策課

572 スマートフォン決済ポイント還元事業業務委託 PayPay（株）

　本事業の実施に当たっては、予算の範囲内で最大限の市内経済活性化につなげる必要が
あることから、より多くのポイント還元原資の活用、その活用を図るために効果的な消費
者・事業者へのＰＲやスマートフォン決済に不慣れな市民・事業者に対する支援等の方策
が求められている。
　特定の手法に捕らわれず、様々な方策の中から最も効果的な企画で実施することが最大
限の効果につながることから、価格による評価ではなく、公募型プロポーザル方式により
契約の相手方を選定した。
　その結果、最も優れた企画提案を行ったPayPay（株）と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥719,920,785 2024年3月26日
環境経済局
産業・雇用対策課

573
令和５年度　相模原アクセラレーションプログ
ラム（アーリー編）業務委託

有限責任監査法人トーマツ

　当該業務は優れたアイデアを持つ成長意欲の高い人材に対し、起業家の成長に必要な伴
走支援を実施し、事業の収益化や株式公開の準備など、将来的に株式公開等を目指す起業
家や長期間にわたり市内で活躍する起業家を輩出することを目的に実施するものである。
　当プログラムの参加者の一部は、令和４年度に実施した相模原アクセラレーションプロ
グラムシード編の中からさらなる成長を見込み選出された者であり、シード編のメンター
である同一事業者による一貫した支援を継続することで、より起業家としての成長を加速
させることを意図している。
　こうした事業の主旨をふまえた上、事業成長に必要な専門的知見及びスタートアップ経
験者とのネットワークを有し、事業目的に沿った業務を遂行できるのは当該事業者のみで
あることから、随意契約の相手方とするものである。
　

２号（競争不適） ¥17,160,000 2023年4月10日
環境経済局
創業支援・企業誘致推進
課

574
令和５年度　相模原アクセラレーションプログ
ラム（シード編）業務委託

（株）野村総合研究所

　当該業務の委託については、専門的な見地及びアイデア等の資質に加え、類似事業の実
績が備わる業者へ委託することが必要であることから、起業家向けのアクセラレーション
業務に関して実績を持つ事業者による公募型プロポーザル方式による業者選定を実施し
た。
　選定の結果、契約相手方が最も高い評価を得たため、契約するもの。

２号（競争不適） ¥15,950,000 2023年5月25日
環境経済局
創業支援・企業誘致推進
課

575
（仮称）相模原オープンイノベーションプログ
ラム事業運営業務

（株）eiicon

　当該業務の委託については、専門的な見地及びアイデアを保有する等の資質に加え、類
似業務の実績が備わる事業者へ委託することが必要であることから、公募型プロポーザル
方式による業者選定を実施した。
　選定の結果、契約相手方が最も高い評価を得たため、契約するもの。

２号（競争不適） ¥17,953,375 2023年6月12日
環境経済局
創業支援・企業誘致推進
課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

576
イノベーション創出促進拠点運営業務委託（債
務負担行為）

東海旅客鉄道（株）
　当該業務の委託については、専門的な見地及びアイデアを保有する事業者へ委託するこ
とが必要であることから、公募型プロポーザル方式による業者選定を実施した。
　選定の結果、契約相手方が高い評価を得たため、契約するもの。

２号（競争不適） ¥72,799,999 2024年1月25日
環境経済局
創業支援・企業誘致推進
課

577 ロボット産業活性化事業業務委託 相模原商工会議所

　本事業は、成長分野であるロボット産業への参入を図る市内企業や大学、金融機関等の
ネットワーク基盤を構築し、交流会やイベントを通じた、ロボットに関する販路開拓や研
究開発などの各種支援を実施するものである。事業の実施にあたっては、中小企業の経営
支援に関するノウハウ、国内外のロボットビジネスに関する知見、企業や大学、金融機関
等とのネットワークを有していることが、必要不可欠である。
　当該団体は、産学金連携による研究開発や展示会出展等に関する豊富な実績、企業活動
の各段階に応じた支援ノウハウがあり、国内のみならず米国シリコンバレーなどのロボッ
トビジネス先進地域に精通する専門家や研究者、各種団体との強固なネットワークを有し
ている。
　以上のように、事業実施に必要不可欠なノウハウやネットワークを保有する団体は他に
存在しないことから、当該団体を相手方として契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥7,190,000 2023年4月1日
環境経済局
産業支援課

578 ものづくり企業総合支援事業業務委託
（公財）相模原市産業振興
財団

　本事業は、市内ものづくり中小企業が抱える経営課題の解決を図るため、販路開拓や研
究開発等に関する様々な支援を実施するものである。事業の実施にあたっては、企業の多
種多様な課題に迅速かつ柔軟に対応することのできる支援体制・ノウハウが必要不可欠で
ある。
　当該団体は、中小企業診断士や大手企業のOB等、専門知識やノウハウを持つ多彩な人材
が在籍しており、業種や事業段階に応じたきめ細かな支援が提供できる。さらに、市内企
業の展示会出展や国等の補助金の獲得に関する豊富な支援実績を有している。
　このような事業実施に必要な支援体制・ノウハウを有する団体は他には存在しないこと
から、当該団体を相手方として契約するものである。

２号（競争不適） ¥12,200,000 2023年4月1日
環境経済局
産業支援課

579 ロボット導入支援事業業務委託
（株）さがみはら産業創造
センター

　本事業は、人口減少社会における労働力不足等に対応した、生産プロセスの高度化によ
る生産性向上を図るため、市内企業への産業用ロボットの導入を支援するものであるほ
か、市内でロボット開発などを行う企業への実証実験を支援するものである。事業を実施
するためには、市内企業の事業内容を熟知しているほか、産業用ロボット及び研究開発等
に関する専門的な知識とスキル、企業や大学等との幅広いネットワークを有していること
が必要不可欠である。
　同社は、これまでに市内製造業者等への訪問調査や数多くの産学共同研究プロジェクト
を実施しており、産業用ロボットメーカーや最適なロボットシステムを構築する企業（シ
ステムインテグレータ）との幅広いネットワークを有するとともに、インキュベーターと
して、新規事業への事業化支援のノウハウを有している。
　これらのネットワークやノウハウを保有する団体は他には存在しないことから、同社と
契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥22,135,000 2023年4月1日
環境経済局
産業支援課

580 相模原市中小企業融資事務委託
（公財）相模原市産業振興
財団

　本委託は、低利な金利で事業資金の融資を行い、企業の資金繰りを支援する相模原市中
小企業融資制度の受付・審査事務等の一部を委託するものである。
　当該業務は、融資に関係する神奈川県信用保証協会に隣接する（公財）相模原市産業振
興財団に委託することで、利用者である市内中小企業者等の効率性と利便性が高まるもの
である。
　当該支援機関は、市内全域において、本市と連携した企業支援を２０年以上にわたり実
施しており、融資による支援も併せて行うことで効率的かつ効果的な企業支援を実施する
ことができる。
　また、市内にはその他の産業支援機関があるが、支援対象が限定されているため、本市
全域の企業支援を実施する業務の執行体制ではないことから、当事業の委託先としては適
当ではない。

２号（競争不適） ¥4,848,000 2023年4月1日
環境経済局
産業支援課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名
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581 中小企業事業承継支援事業業務委託 相模原商工会議所

　本事業は、中小企業の課題となっている事業承継に関する支援を行うものである。事業
の実施にあたっては、地域の市内中小企業の実状に精通し、中小企業診断士等の専門家と
のネットワークを有していることに加え、事業承継において親和性が高いとされている金
融機関との連携が必要不可欠である。
　当該団体は、特定の地域で、日頃から経営相談支援等を行っていることから、企業との
連携が深く図られている。また、神奈川県事業承継・引継ぎセンターの構成機関に指定さ
れており、同センターと連携した専門性の高い支援が実施できる。さらに、金融機関等と
連携した融資に関する支援を実施するなど、金融に関して親和性が高く、事業承継支援に
関する強みを有している。
　このように、事業の実施に必要な支援体制を有する団体は他に存在しないことから、当
該団体を相手方として契約するものである。

２号（競争不適） ¥2,755,500 2023年4月1日
環境経済局
産業支援課

582
令和５年度相模原市トライアル発注認定製品Ｐ
Ｒ業務委託事業

（公財）相模原市産業振興
財団

　本事業は、「相模原市トライアル発注認定制度」に基づく認定企業の販路開拓を支援す
るため、展示会出展を主としたＰＲ事業を委託するものである。
　公益財団法人相模原市産業振興財団は、市内複数の企業を取りまとめ、展示会に共同出
展を行う事業を自主事業として継続的に行っており、出展に関する豊富なノウハウを有し
ている。また、平時から市内ものづくり企業への支援事業として製品開発・販路開拓支援
を行っていることから、認定企業の強みや、製品の特徴・機能に関する知見にも精通して
おり、展示会における効果的なＰＲと出展後の販路開拓を実現することができる。
　また、出展予定の展示会が会場開催（リアル展示）とオンライン開催の併合形態で実施
されることとなっているが、当該団体は、両形態の展示会へいずれも参加経験があり、会
場・オンラインそれぞれの特性を生かした出展支援を行うことができる。
　以上より、認定企業等の効果的なＰＲ及びオンライン展示会の機能を活用した支援がで
きる団体は、他には存在しないことから、当該団体を相手方として契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,100,000 2023年8月1日
環境経済局
産業支援課

583
金原地区土地改良事業基本構想策定業務委託
（その２）

神奈川県土地改良事業団体
連合会

　本業務は、緑区金原地区の土地改良事業（ほ場整備及び換地）に先立ち行う業務で、地
区内の農地の現況調査、農地所有者の意向の把握、事業実施後の農地の利用集積の検討及
び合意形成等を進め、事業のもととなる「基本構想」を作成する重要な作業である。当該
団体は、土地改良法により営利を目的としない公法人として県内における土地改良事業に
多数参画しており、多くの関連情報を有していること、本業務に必要とされている土地改
良換地士を始め、ほ場整備に精通している技術者が在籍し、経験、知識も豊富で、本業務
を円滑に実施できる団体であることから随意契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,025,000 2023年4月14日
環境経済局
農政課

584 南室農道維持補修委託（土砂撤去等） （株）開都建設
　令和５年６月の台風２号の被害により、緑区牧野地内にある南室農道の法面が崩落し、
閉鎖された農道を早急に復旧する必要があることから、速やかに実施する事が可能であっ
た同社を契約の相手方とするもの。

５号（緊急随意契
約）

¥1,277,100 2023年6月5日
環境経済局
農政課
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585 相模原市有機農業推進等業務委託
（一社）次代の農と食をつ
くる会

　本事業は、有機農業を推進するため、実証圃場での栽培管理の試行や講習会の開催等を
通じて、有機農産物の地産地消に向けた栽培技術の向上や共有化を図るものである。事業
を実施するためには、有機栽培技術を熟知しているほか、栽培技術の指導方法や有機JAS
認証制度等に関する専門的な知識・ノウハウがあり、関連分野（土壌や種苗など）の専門
家や地域内での流通・消費に精通した企業、国内の先進地域等との幅広いネットワークを
有していることが必要不可欠である。
　当該事業者は、本市の近隣で営農する先駆的な有機農業者が代表理事を務めるととも
に、神奈川県の認定研修機関や有機JAS認証機関等が参画しており、有機農業全般につい
ての専門的な知識・ノウハウがある。また、有機農業の推進に取り組む全国の地域に対
し、関連分野の専門家や流通・消費に精通した企業等を「オーガニックプロデューサー」
として派遣する事業の実績があるほか、「有機農業の日」の事務局として全国的なキャン
ペーンの運営を行うなど、国内に幅広いネットワークを有している。
　これらのノウハウやネットワークを有する団体は他には存在しないことから、本委託事
業の契約相手方として、同社と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,276,736 2023年6月15日
環境経済局
農政課

586 寸沢嵐６号農道維持補修委託（倒木撤去等） （有）岩田組
　令和５年７月の大雨の被害により、緑区寸沢嵐地内にある寸沢嵐６号農道に隣接するケ
ヤキ（直径約0.8ｍ）が倒れ、塞がれた農道を早急に復旧する必要があることから、速や
かに実施する事が可能であった同社を契約の相手方とするもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,320,000 2023年7月4日
環境経済局
農政課

587 穴川・雨降林道ゲート開閉業務委託
地域住民の健康増進を図る
会

　本業務については、穴川・雨降林道の３か所のゲートを、１年を通して午前及び午後に
開閉する業務である。
　当該団体は、小松・城北地区の住民で構成されているもので、穴川・雨降林道及び周辺
を熟知している団体である。
　また、地区内広場等の維持管理や美化活動を継続して行っている実績があり、散策路の
ゲートの開閉も行っているため、本業務であっても、継続的かつ効率的に遂行することが
できるため。
　

２号（競争不適） ¥2,161,880 2023年4月1日
環境経済局
森林政策課

588
令和5年度さがみはら津久井産材利用拡大・林
業振興事業業務委託

さがみはら津久井産材利用
拡大協議会

　当該業務は、さがみはら津久井産材の利用拡大と本市の林業振興を推進する広報宣伝事
業及び林業振興事業を委託するものである。
　さがみはら津久井産材利用拡大協議会は、さがみはら森林ビジョンで目指している「森
林の将来像」の実現に向け、さがみはら津久井産材の利用拡大を図るとともに、本市の林
業振興に寄与することを目的として設立された団体であり、素材生産者から製材・加工、
住宅建築といった各種林業関係事業者で構成する市内唯一の団体であることから、契約の
相手方とするものである。
　

２号（競争不適） ¥1,200,000 2023年5月1日
環境経済局
森林政策課

589 週末森林体験講座事業業務委託 （同）ヘリテッジキーパー

　本事業は、中山間地域における広葉樹林の整備、里山の活用推進を行うとともに、森林
の担い手の創出・育成、その先のコミュニティビジネスの創出を目的としたものである。
　当該事業者は本市産業振興財団の支援を受け、同地域でコミュニティビジネスを創業。
当該事業者の本市中山間地域における里山を中心としたコミュニティビジネスの経験と森
林空間体験の提供という他にはないコンテンツの提供が可能である。産業振興財団がこれ
まで蓄積してきた専門的な知識、ネットワークと連携しながら本事業の執行が可能であ
り、これらを有する組織は他には存在しないことから、本委託事業の契約相手方として当
該事業者を選定するものである。

２号（競争不適） ¥2,189,853 2023年7月1日
環境経済局
森林政策課
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590 相模原市林地台帳システム維持補修委託 （株）インフォマティクス

　本契約は、現行の相模原市森林情報システム（FORESTMAP）上に構築されている林地台
帳システムの機能により属性データの更新を目的とするもので、その作業内容は、ＧＩＳ
アプリケーションソフトに関することであり、当該アプリケーションソフトは、（株）イ
ンフォマティクスが日本での版権所有を持つＧＩＳエンジンである「ＳＩＳ」を核として
製作したもので、当該以外の会社では機能追加および属性データの更新ができないためで
ある。

２号（競争不適） ¥1,650,000 2023年10月18日
環境経済局
森林政策課

591 相模原市森林情報システム維持補修委託 （株）インフォマティクス

　本契約は、現行の相模原市道路情報システム（ＳＲＩＭＳ）上に構築されている森林情
報システムの機能追加および属性データの追加と更新を目的とするもので、その作業内容
は、ＧＩＳアプリケーションソフトに関することであり、当該アプリケーションソフト
は、（株）インフォマティクスが日本での版権所有を持つＧＩＳエンジンである「ＳＩ
Ｓ」を核として製作したもので、当該以外の会社では機能追加および属性データの追加と
更新ができないためである。

２号（競争不適） ¥1,650,000 2023年10月18日
環境経済局
森林政策課

592 小原市有林造林整備業務委託（その２） （有）柳田造園

　本業務は、皆伐を行った市有林に新たに植栽を実施するものである。当該市有林は保安
林に指定されており、植栽指定が設定されているため、令和６年３月中に植栽を実施する
必要のある箇所である。また、植栽する植物を活着させるためには、気候等の関係から３
月中の実施が必要であった。
　過去３回にわたり本業務について指名競争入札を実施したが、指名業者の辞退や予定価
格内の応札が無かったため不調となった。指名業者に対し辞退理由、再度の見積書提出が
可能か調査した結果、入札時においては人員調整が困難と判断し辞退したものの、その後
の調整で業務実施が可能となり、見積書提出が可能と回答した業者と随意契約を締結する
ものである。

８号（不調随意契約） ¥3,795,000 2024年2月21日
環境経済局
森林政策課

593 省エネアドバイザー派遣事業 相模原商工会議所

　本事業は、市内事業者が省エネルギー対策を行う際、エネルギー管理士等の専門家を派
遣し、効果的・効率的な支援を実施するとともに、事業の広報活動を合わせて実施するも
のである。経営の効率化まで勘案した省エネルギー対策に関する広範な相談業務を担当す
るため、省エネルギー対策の知見と相談業務を担う団体としての相応しい信用性が必要で
ある。
　相模原商工会議所は、多数の市内事業者を会員として、日頃から各種相談業務、人材育
成、雇用対策などの支援活動を行い、事業者の省エネルギー対策に関するノウハウの蓄積
がある。また、市内事業者に関する様々な情報を有する公共的団体であり、会員事業者を
始めとした市内事業者に対し、本事業や関連する省エネルギー対策支援事業に係る普及啓
発活動を協働して実施できる唯一の団体であるため、契約の相手方として選定した。

２号（競争不適） ¥10,050,000 2023年6月7日
環境経済局
ゼロカーボン推進課

594
省エネ機器更新促進補助金（市民用）周知広告
掲載

（株）タウンニュース社
相模原支社

　タウンニュースは、相模原市内において市内最大の発行部数を誇る地域情報紙であり、
毎週木曜日に主要３新聞に折り込まれ、広く市民に認知されている。
　市民を対象とした補助金制度を広く周知するにあたって、タウンニュースへの広告掲載
は最も効果的な媒体であり、他者において同種同等規模の広告掲載を行うことは不可能で
あることから、（株）タウンニュース社相模原支社と契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥1,178,100 2023年7月7日
環境経済局
ゼロカーボン推進課

595 大気監視システム保守委託 グリーンブルー（株）

　平成21年度に公募型企画提案方式にて選考し、整備した大気監視システムについて、
リースアウトに伴い、令和２年３月にWindowsServer2016及びWindows10をベースとしたシ
ステムに乗せ換えした。
　システムの保守管理については、開発業者以外に業務を行うことができないことから、
本業務委託の契約相手方を当該業者とするものである。

２号（競争不適） ¥1,505,570 2023年4月1日
環境経済局
環境保全課



№ 契約件名
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596 大気汚染常時監視測定機器オーバーホール サガミ計測（株）

　本業務については、大気汚染常時監視に係る各測定機器の使用年数の経過に伴い、交換
を要する部品等についての整備を実施するものである。
　当該事業者は測定機器の保守委託契約を受託しており、機器部品の詳細や連動体系を熟
知している。本業務の実施にあたり、保守委託の受託業者と本業務の受託業者が異なる場
合に、測定機器の動作責任の一元化が図れないことから、当該事業者を契約の相手方とす
るものである。

２号（競争不適） ¥2,310,000 2023年5月15日
環境経済局
環境保全課

597 管理緑地剪定伐採等委託（下九沢） （有）井上創庭舎

　当課が管理する下九沢内出緑地において、倒木により道路をふさいでいると市民から通
報があった。現地調査により、当該樹木を速やかに処置する必要があることが確認され
た。また、付近に危険な状況の枯損木が複数確認され、道路等へ倒れる恐れがあることか
ら、これらの樹木の伐採も速やかに行う必要が確認された。これらの処理を速やかに実施
することが可能であった同社を、契約の相手方とするもの。

５号（緊急随意契
約）

¥2,822,600 2023年6月12日
環境経済局
水みどり環境課

598 相模川ふれあい科学館映像音響機器等修繕 （株）丹青社

　今回修繕する映像音響機器等（機器を制御する窓口システムを含む。）は、購入してか
ら約１０年が経過し、展示室のモニターの画像不具合等、老朽化に伴う故障等が発生して
おり、ＯＳのサポートやメーカー保守サービスの終了に伴うパソコンやプロジェクターの
更新と併せた早急の修繕が必要となっている。
　修繕を要する展示設備等については（株）丹青社が設計し、放映している映像コンテン
ツ等についても同社が制作したものである。修繕作業にあたっては、当該設備を熟知する
必要があり、製作会社としての総合的な技術が必要であることから本修繕ができる業者は
同社のみである。

２号（競争不適） ¥27,423,000 2023年7月1日
環境経済局
水みどり環境課

599 ナラ枯れ被害防除委託（その７） （有）司緑化建設

　当課が管理する緑地において、ナラ枯れにより倒木や落ち枝の危険性があるものが多数
存在しており、早急に危険木を伐採し、緑地利用者や隣接する道路利用者等の安全を確保
する必要がある。これらの処理を速やかに実施することが可能であった同社を、契約の相
手方とするもの。

５号（緊急随意契約） ¥6,050,000 2023年12月22日
環境経済局
水みどり環境課

600 ナラ枯れ被害防除委託（その８） （株）相模植木

　当課が管理する緑地において、ナラ枯れにより倒木や落ち枝の危険性があるものが多数
存在しており、早急に危険木を伐採し、緑地利用者や隣接する道路利用者等の安全を確保
する必要がある。これらの処理を速やかに実施することが可能であった同社を、契約の相
手方とするもの。

５号（緊急随意契約） ¥3,993,000 2023年12月22日
環境経済局
水みどり環境課

601 ナラ枯れ被害防除委託（その５） （株）植雅庭園

　当課が管理する緑地において、ナラ枯れにより倒木や落ち枝の危険性があるものが多数
存在しており、早急に危険木を伐採し、緑地利用者や隣接する道路利用者等の安全を確保
する必要がある。これらの処理を速やかに実施することが可能であった同社を、契約の相
手方とするもの。

５号（緊急随意契約） ¥6,498,800 2023年12月22日
環境経済局
水みどり環境課

602 ナラ枯れ被害防除委託（その９） （有）八木園芸

　当課が管理する緑地において、ナラ枯れにより倒木や落ち枝の危険性があるものが多数
存在しており、早急に危険木を伐採し、緑地利用者や隣接する道路利用者等の安全を確保
する必要がある。これらの処理を速やかに実施することが可能であった同社を、契約の相
手方とするもの。

５号（緊急随意契約） ¥4,950,000 2023年12月22日
環境経済局
水みどり環境課
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603 ナラ枯れ被害防除委託（その４） （株）井上農園

　当課が管理する緑地において、ナラ枯れにより倒木や落ち枝の危険性があるものが多数
存在しており、早急に危険木を伐採し、緑地利用者や隣接する道路利用者等の安全を確保
する必要がある。これらの処理を速やかに実施することが可能であった同社を、契約の相
手方とするもの。

５号（緊急随意契約） ¥6,866,200 2023年12月22日
環境経済局
水みどり環境課

604 ナラ枯れ被害防除委託（その６） （有）座間造園

　当課が管理する緑地において、ナラ枯れにより倒木や落ち枝の危険性があるものが多数
存在しており、早急に危険木を伐採し、緑地利用者や隣接する道路利用者等の安全を確保
する必要がある。これらの処理を速やかに実施することが可能であった同社を、契約の相
手方とするもの。

５号（緊急随意契約） ¥6,999,999 2023年12月22日
環境経済局
水みどり環境課

605
管理緑地剪定伐採等委託（西大沼３丁目その
２）

（有）座間造園

　当課が管理する緑地において、ナラ枯れにより倒木や落ち枝の危険性があるものが多数
存在しており、早急に危険木を伐採し、緑地利用者や隣接する道路利用者等の安全を確保
する必要がある。これらの処理を速やかに実施することが可能であった同社を、契約の相
手方とするもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,084,600 2024年3月15日
環境経済局
水みどり環境課

606 剪定枝資源化業務委託
（株）タケエイグリーンリ
サイクル

　本業務は「剪定枝資源化事業」として、公共施設から排出される剪定枝の資源化を図る
ものである。
　剪定枝の資源化は、一般廃棄物処分業の許可を得ている事業者に委託する必要がある
が、許可を得ている事業者のうち、市内に積替保管施設を有しているのは当該事業者のみ
である。
　また、当該事業者は積替保管施設で剪定枝を集約し、自社資源化施設に運搬して資源化
を行うシステムを確立しており、最終的な資源化までの工程を全て自社内で一元的に管理
できる唯一の事業者であるため、契約するもの。

２号（競争不適） ¥1,100,220 2023年4月1日
環境経済局
公園課

607 キャンプ淵野辺留保地管理業務委託
（公財）相模原市まち・み
どり公社

　当該業務は、キャンプ淵野辺留保地の適正な管理及び市民等の利用に供することを目的
としており、利用者の利便性向上や緊急時等の迅速な対応を可能とするためには利用時間
中は現地付近に常駐する者が必要である。隣接する淵野辺公園の指定管理者として同公園
内の管理事務所において管理を行っている当該事業者を契約の相手とするものである。

２号（競争不適） ¥4,863,100 2023年4月1日
環境経済局
公園課

608 高濃度ＰＣＢ廃棄物処分業務委託
中間貯蔵・環境安全事業
（株）

　当該事業者はＰＣＢ廃棄物処理事業と中間貯蔵事業を行う、国の全額出資により設立さ
れた特殊会社であり、高濃度ＰＣＢ廃棄物を事業範囲に含む処分業の許可を取得している
唯一の事業者であるため。

２号（競争不適） ¥1,878,800 2023年5月18日
環境経済局
公園課

609 西橋本くすのき公園ほか１２公園ぶらんこ修繕 日都産業（株）

　本修繕は、公園課で管理するブランコのチェーン部分を交換するものである。
　ブランコの管理については、「遊具の安全に関する基準（ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：
2014）」に基づき管理をする必要があり、交換部品は本体製造者が制作した部品を用いる
ことが決められていることから、本体制作会社である日都産業（株）と随意契約を行うも
のである。

２号（競争不適） ¥4,015,000 2023年5月22日
環境経済局
公園課

610 松が枝公園ほか2公園緊急樹木伐採等委託 （株）植雅庭園
　松が枝公園ほか２公園において、倒木の恐れがある樹木が確認され、早急な伐採が必要
となったため、現地を熟知し、迅速な対応が可能である（株）植雅庭園と緊急に伐採等委
託の契約を締結し、倒木による事故の発生を防止するもの。

５号（緊急随意契約） ¥3,740,000 2023年8月22日
環境経済局
公園課
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611
相武台団地中央公園ほか1公園緊急樹木伐採等
委託

溝呂木園芸（有）
　相武台団地中央公園ほか１公園において、倒木の恐れがある樹木が確認され、早急な伐
採が必要となったため、現地を熟知し、迅速な対応が可能である溝呂木園芸（有）と緊急
に伐採等委託の契約を締結し、倒木による事故の発生を防止するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,958,000 2023年8月22日
環境経済局
公園課

612 大野台中央公園緊急樹木伐採等委託 （株）田口園芸
　大野台中央公園において、倒木の恐れがある樹木が確認され、早急な伐採が必要となっ
たため、現地を熟知し、迅速な対応が可能である（株）田口園芸と緊急に伐採等委託の契
約を締結し、倒木による事故の発生を防止するもの。

５号（緊急随意契約） ¥2,310,000 2023年8月29日
環境経済局
公園課

613 小原公園ほか3公園緊急樹木伐採等委託 （株）大萩造園
　小原公園ほか3公園において、倒木の恐れがある樹木が確認され、早急な伐採が必要と
なったため、現地を熟知し、迅速な対応が可能である（株）大萩造園と緊急に伐採等委託
の契約を締結し、倒木による事故の発生を防止するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,996,500 2023年8月31日
環境経済局
公園課

614 上原公園ほか1公園緊急樹木伐採等委託 （株）野蕗造園
　上原公園ほか1公園において、倒木の恐れがある樹木が確認され、早急な伐採が必要と
なったため、現地を熟知し、迅速な対応が可能である（株）野蕗造園と緊急に伐採等委託
の契約を締結し、倒木による事故の発生を防止するもの。

５号（緊急随意契約） ¥4,400,000 2023年8月31日
環境経済局
公園課

615 月見公園ほか３公園緊急樹木伐採等委託 （有）植勇造園
　月見公園ほか３公園において、倒木の恐れのある樹木が確認され、早急な伐採が必要と
なったため、現場を熟知し、迅速な対応が可能である（有）植勇造園と緊急に伐採等委託
の契約を締結し、倒木等による事故の発生を防止するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,844,700 2023年9月1日
環境経済局
公園課

616 横山公園緊急樹木剪定等委託 髙橋造園（株）
　横山公園において、倒木の恐れのある樹木が確認され、早急な剪定が必要となったた
め、現場を熟知し、迅速な対応が可能である髙橋造園（株）と緊急に剪定等委託の契約を
締結し、倒木等による事故の発生を防止するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,375,000 2023年9月15日
環境経済局
公園課

617 宮山坂公園危険木伐採等委託 （有）八木園芸
　宮山坂公園において、倒木の恐れのある樹木が確認され、早急な伐採が必要となったた
め、現場を熟知し、迅速な対応が可能である（有）八木園芸と緊急に伐採等委託の契約を
締結し、倒木等による事故の発生を防止するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,281,500 2023年10月12日
環境経済局
公園課

618
キャンプ淵野辺留保地（Ｙゾーン）緊急樹木伐
採委託

（株）植光造園
　キャンプ淵野辺留保地（Ｙゾーン）において、倒木の惧れのある樹木が確認され、早急
な伐採が必要となった。本業務委託の契約相手方は、現地を熟知し、迅速な対応が可能で
あることから、当該業者を契約の相手方とするものである。

５号（緊急随意契約） ¥1,397,000 2024年2月9日
環境経済局
公園課

619
若葉台南側斜面緑地保全地区緊急倒木処理委託
（その２）

平井工業（株）
　台風2号及び前線の影響により、倒木が発生し、応急措置を施したが、危険度が増した
ため、早急に対応可能な業者と契約するもの

５号（緊急随意契約） ¥1,238,600 2023年6月5日
環境経済局
津久井地域環境課

620
若葉台南側斜面緑地保全地区緊急伐採処理委託
（その１）

（株）都木材緑化
　台風2号及び前線の影響により、連続で発生した倒木を受け、緊急点検を行ったとこ
ろ、新たに倒木の恐れがあると判明したため、速やかに施工することが可能な業者と契約
するもの

５号（緊急随意契約） ¥1,067,000 2023年6月16日
環境経済局
津久井地域環境課
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621
（仮称）城山中央公園外1公園緊急伐採処理委
託

新相模開発（有）
　樹木の緊急点検を行ったところ、倒木の危険のある樹木を発見したため、速やかに対応
することが可能な業者と契約するもの

５号（緊急随意契約） ¥1,969,000 2023年7月31日
環境経済局
津久井地域環境課

622
若葉台南側斜面緑地保全地区緊急伐採処理委託
（その２）

（株）都木材緑化
　樹木の緊急点検を行ったところ、倒木の危険のある樹木を発見したため、速やかに対応
することが可能な業者と契約するもの

５号（緊急随意契約） ¥2,255,000 2023年8月21日
環境経済局
津久井地域環境課

623 剪定枝資源化業務委託
（株）タケエイグリーンリ
サイクル

　本業務は「剪定枝資源化事業」として、公共施設から排出される剪定枝の資源化を図る
ものである。
　剪定枝の資源化は、一般廃棄物処分業の許可を得ている事業者に委託する必要がある
が、許可を得ている事業者のうち、市内に積替保管施設を有しているのは当該事業者のみ
である。
　また、当該事業者は積替保管施設で剪定枝を集約し、自社資源化施設に運搬して資源化
を行うシステムを確立しており、最終的な資源化までの工程を全て自社内で一元的に管理
できる唯一の事業者であるため、契約するもの。

２号（競争不適） ¥3,591,997 2023年4月1日
環境経済局
資源循環推進課

624 分別基準適合物再商品化業務委託
（公財）日本容器包装リサ
イクル協会

　公益財団法人日本容器包装リサイクル協会は、容器包装リサイクル法（第６章）に基づ
き、事業者が行うべき容器包装廃棄物の再商品化を代行する指定法人として、主務５省
（環境・経済産業・財務・厚生労働・農林水産）が定めた唯一の機関であるため、同協会
に再商品化を委託するもの。

２号（競争不適） ¥8,203,010 2023年4月1日
環境経済局
資源循環推進課

625 資源物（アルミ缶及び非鉄金物類）売買契約 （株）協同商店
　当該売買契約は入札により契約の相手方を決定しているが、新契約を締結するための入
札執行に期間を要するため、４月分１か月間の契約に限り、前年度の契約の相手方と契約
を締結するもの。

２号（競争不適） ¥20,140,340 2023年4月1日
環境経済局
資源循環推進課

626 資源物（スチール缶及び鉄金物）売買契約 （株）北相模環境管理開発
　当該売買契約は入札により契約の相手方を決定しているが、新契約を締結するための入
札執行に期間を要するため、４月分１か月間の契約に限り、前年度の契約の相手方と契約
を締結するもの。

２号（競争不適） ¥614,350 2023年4月1日
環境経済局
資源循環推進課

627
資源物（スチール缶及び鉄金物：（株）清和
サービス分）売買契約

美濃紙業（株）
　当該売買契約は入札により契約の相手方を決定しているが、新契約を締結するための入
札執行に期間を要するため、４月分１か月間の契約に限り、前年度の契約の相手方と契約
を締結するもの。

２号（競争不適） ¥8,693,465 2023年4月1日
環境経済局
資源循環推進課

628
資源物（布類：合同資源サービス（株）分）売
買契約

（有）富商
　当該売買契約は入札により契約の相手方を決定しているが、新契約を締結するための入
札執行に期間を要するため、４月分１か月間の契約に限り、前年度の契約の相手方と契約
を締結するもの。

２号（競争不適） ¥4,762,835 2023年4月1日
環境経済局
資源循環推進課

629
資源物（布類：（株）清和サービス分）売買契
約

（有）富商
　当該売買契約は入札により契約の相手方を決定しているが、新契約を締結するための入
札執行に期間を要するため、４月分１か月間の契約に限り、前年度の契約の相手方と契約
を締結するもの。

２号（競争不適） ¥4,762,835 2023年4月1日
環境経済局
資源循環推進課
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630 資源物（布類：大野産業（株）分）売買契約 （有）富商
　当該売買契約は入札により契約の相手方を決定しているが、新契約を締結するための入
札執行に期間を要するため、４月分１か月間の契約に限り、前年度の契約の相手方と契約
を締結するもの。

２号（競争不適） ¥4,283,125 2023年4月1日
環境経済局
資源循環推進課

631 資源物（使用済食用油）売買契約 （株）丸正
　当該売買契約は入札により契約の相手方を決定しているが、新契約を締結するための入
札執行に期間を要するため、４月分１か月間の契約に限り、前年度の契約の相手方と契約
を締結するもの。

２号（競争不適） ¥579,150 2023年4月1日
環境経済局
資源循環推進課

632
Windows11移行に伴う相模原市道路情報管理シ
ステム（資源循環業務システム）改修業務委託

（株）インフォマティクス

　資源循環システムは、すでに幅広く活用されている庁内の道路情報ネットワークである
相模原市道路情報管理システム（SRIMS）の運用環境下において、（株）インフォマティ
クスが開発を行ったものである。
　このことから、当該システムを制御するプログラムの著作権は同社が保有しており、当
該システムの改修等は、同者以外には行えないものである。

２号（競争不適） ¥1,067,000 2023年9月1日
環境経済局
資源循環推進課

633
「ごみと資源の日程・出し方」増刷（日本語
版）

タイヨー印刷（株）
　「ごみと資源の日程・出し方」（令和４年３月版）は当該相手方により作成したもので
ある。今回の改訂は同内容に軽微な修正を加えた増刷を予定しており、イラスト等の著作
権を有している同相手方と随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥1,960,000 2023年12月27日
環境経済局
資源循環推進課

634 猛禽類調査業務委託（その１）
大日本コンサルタント
（株）相模原営業所

　非公表 ２号（競争不適） ¥5,786,000 2023年4月1日
環境経済局
清掃施設課

635
橋本駅北口ほか公衆トイレ清掃等業務委託（4
月～5月分）

（株）鈴成ビルサービス

　当該業務は、相模原市公契約条例の対象業務委託契約であり、適正な入札・契約事務を
行うため、仕様書等の作成、業者指導、入札準備等に一定の準備期間を必要とする。
　このことから、４月及び５月の２か月間で入札・契約の準備を行い、６月１日から業務
を開始するため、当該２か月間については、前年度の受注者と契約を締結する。

２号（競争不適） ¥3,844,720 2023年4月1日
環境経済局
清掃施設課

636 南清掃工場スラグ積込用ホイールローダ賃貸借 大和リース（株）横浜支社
　当該ホイールローダは、車両の経過年数及び走行距離から継続しての使用が可能であ
り、新規導入より安価で車両を調達できることから、引き続き当該車両のリースを前年度
の契約の相手方と締結する。

２号（競争不適） ¥1,584,000 2023年4月1日
環境経済局
南清掃工場

637
南部粗大ごみ受入施設周辺警備委託（４月分・
５月分）

（株）ギオン
　本委託は、入札により委託業者を選定する予定であるが、入札準備に時間を要するた
め、４月・５月に限り、前年度業者に引き続き委託するものである。

２号（競争不適） ¥1,475,100 2023年4月1日
環境経済局
南清掃工場

638
南部粗大ごみ受入施設危険物除去業務等委託
（４・５月分）

（株）三凌商事　相模原支
社

　本委託は、入札により委託業者を選定する予定であるが、入札準備に時間を要するた
め、４・５月に限り、前年度業者に引き続き委託するものである。

２号（競争不適） ¥9,152,000 2023年4月1日
環境経済局
南清掃工場

639 減温塔マンホール用部品
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　相模原市南清掃工場の減温塔は、当該業者が設計・施工した機器であり、専用部品が使
用されている。よって当該業者と契約しなければ、部品の調達ができないことから、当該
業者を契約の相手方として選定するものである。

２号（競争不適） ¥1,742,400 2023年4月19日
環境経済局
南清掃工場
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640 ごみ焼却設備保守点検整備業務委託
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　本委託で整備を行うごみ焼却設備は、（株）神鋼環境ソリューションが、相模原市専用
のごみ処理施設として設計・施工したものであり、その特殊性と性能を保証するために
は、当該業者以外では保守点検整備ができないため、当該業者を契約の相手方とするもの
である。

２号（競争不適） ¥300,520,000 2023年4月19日
環境経済局
南清掃工場

641 廃熱ボイラ耐火物修繕
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場の燃焼溶融設備は（株）神鋼環境ソリューションが設計・施工した精密な特
殊設備である。
　本修繕は燃焼溶融設備の機器である廃熱ボイラの耐火物を修繕するものであり、知見及
び技術を有する（株）神鋼環境ソリューションと契約しなければ、契約の目的を達成でき
ないことから、相手方に選定するものである。

２号（競争不適） ¥155,650,000 2023年4月21日
環境経済局
南清掃工場

642 プラント関係修繕
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場のごみ焼却設備は当該業者が設計・施工した特注設備である。よって当該業
者と契約しなければ修繕ができないことから、当該業者を契約の相手方として選定するも
のである。

２号（競争不適） ¥469,370,000 2023年4月24日
環境経済局
南清掃工場

643 計量器保守点検業務委託 鎌長製衡（株）東京支店
　南清掃工場の計量器は相模原市専用に設計・施工を鎌長製衡（株）が行った特注品であ
り、計量器の性能保証を満たすためには鎌長製衡（株）以外では適切な保守点検をするこ
とができないため、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,298,000 2023年4月26日
環境経済局
南清掃工場

644 煙道排ガス測定装置保守点検業務委託
富士電機（株）新横浜サー
ビスセンター

　南清掃工場の計装設備（煙道排ガス測定装置）は、富士電機（株）にて設計・製造され
た精密な特殊設備である。
　計装設備（煙道排ガス測定装置）における保守点検については、技術を有する富士電機
（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定するもので
ある。

２号（競争不適） ¥15,686,000 2023年5月23日
環境経済局
南清掃工場

645 計装設備保守点検業務委託 日立造船（株）東京本社
　施設の計装設備は当該業者が当施設専用に特別な技術を用いて設計、施工した特注設備
である。よってその特殊性から当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,177,000 2023年6月5日
環境経済局
南清掃工場

646 プラント部品類
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場のごみ焼却設備は、当該業者が設計・施工した設備であり、専用部品が使用
されている。よって当該業者と契約しなければ部品調達ができないことから、当該業者を
契約の相手方として選定するものである。

２号（競争不適） ¥36,661,350 2023年6月5日
環境経済局
南清掃工場

647 不燃物切出装置更新業務委託
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場の不燃物切出装置は、当該業者が設計・施工した特注設備である。よって当
該業者と契約しなければ更新ができないことから、当該業者を契約の相手方として選定す
るものである。

２号（競争不適） ¥30,360,000 2023年6月20日
環境経済局
南清掃工場

648 混錬・成形処理装置更新業務委託
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場の混錬・成形処理装置は、当該業者が設計・施工した特注設備である。よっ
て当該業者と契約しなければ更新ができないことから、当該業者を契約の相手方として選
定するものである。

２号（競争不適） ¥86,350,000 2023年6月20日
環境経済局
南清掃工場
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649 プラント関係修繕2
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場のプラント関係設備は、当該業者が設計・施工した特注設備である。よって
当該業者と契約しなければ修繕ができないことから、当該業者を契約の相手方として選定
するものである。

２号（競争不適） ¥7,700,000 2023年6月20日
環境経済局
南清掃工場

650 ごみ破砕刃修繕 ユテクジャパン（株）

　南清掃工場のごみの焼却において根幹をなすガス化炉、溶融炉を安定稼働させるため
に、ごみ破砕機でごみを細かく破砕している。
　ごみ破砕機は非常に重要な機器であり、その主要部品である刃は耐摩耗性が高く、高硬
度な特殊合金で製作されており、通常の鋼材に比べて加工が困難である。
　本修繕では、破砕刃の摩耗部を溶射・溶接材料で肉盛り補修を行った後に再研磨を行う
ため、高度な加工技術を持つ同社しか契約の相手方となりえないため。

２号（競争不適） ¥5,313,000 2023年6月21日
環境経済局
南清掃工場

651 他所灰クレーン自動窓洗浄装置更新業務委託 オリエンタル機電（株）
　南清掃工場の他所灰クレーン自動窓洗浄装置は、当該業者が設計・施工した特注設備で
ある。よって当該業者と契約しなければ更新ができないことから、当該業者を契約の相手
方として選定するものである。

２号（競争不適） ¥36,520,000 2023年7月10日
環境経済局
南清掃工場

652 減温塔ダスト掻寄機ほか修繕
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場の排ガス処理設備は（株）神鋼環境ソリューションが設計・施工した精密な
特殊設備である。
　本修繕は排ガス処理設備の機器である減温塔のダスト掻寄機を修繕するものであり、知
見及び技術を有する（株）神鋼環境ソリューションと契約しなければ、契約の目的を達成
できないことから、相手方に選定するものである。

２号（競争不適） ¥11,330,000 2023年9月1日
環境経済局
南清掃工場

653 プラント排水・洗煙排水処理設備修繕
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場のプラント排水・洗煙排水処理設備は、当該業者が設計・施工した特注設備
である。よって当該業者と契約しなければ修繕ができないことから、当該業者を契約の相
手方として選定するものである。

２号（競争不適） ¥40,150,000 2023年9月4日
環境経済局
南清掃工場

654 プラント部品類２
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場のごみ焼却設備は、当該業者が設計・施工した設備であり、専用部品が使用
されている。よって当該業者と契約しなければ部品調達ができないことから、当該業者を
契約の相手方として選定するものである。

２号（競争不適） ¥27,218,400 2023年9月28日
環境経済局
南清掃工場

655 給じん装置油圧ユニット点検整備業務委託
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場の熱分解設備（給じん装置油圧ユニット）は、（株）神鋼環境ソリューショ
ンが設計・施工した精密な特殊設備である。熱分解設備（給じん装置油圧ユニット）にお
ける点検整備については、技術を有する（株）神鋼環境ソリューションと契約しなけれ
ば、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥3,025,000 2023年10月6日
環境経済局
南清掃工場

656 押込送風機修繕
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場の通風設備（押込送風機）は、（株）神鋼環境ソリューションが設計・施工
した精密な特殊設備である。通風設備（押込送風機）における修繕については、技術を有
する（株）神鋼環境ソリューションと契約しなければ、契約の目的を達成できないことか
ら、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥4,400,000 2023年10月16日
環境経済局
南清掃工場
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契約の相手方の商
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随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

657 南清掃工場流動床ガス化炉底砂貴金属類売払
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　相模原市南清掃工場流動床ガス化炉底砂貴金属類」の回収に係る調査研究に関する覚書
（別紙）に基づき、売払を行うため。
　

２号（競争不適） ¥32,052,235 2023年11月9日
環境経済局
南清掃工場

658 ＤＣＳ帳票プリンタ修繕
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場の計装設備（ＤＣＳ）は、（株）神鋼環境ソリューションが設計・施工した
精密な特殊設備である。本修繕はＤＣＳに接続される南清掃工場専用のＤＣＳ帳票プリン
タの修繕であり、技術を有する（株）神鋼環境ソリューションと契約しなければ、契約の
目的を達成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥2,970,000 2023年11月13日
環境経済局
南清掃工場

659 ごみ投入ホッパ切出装置修繕
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場の熱分解設備（ごみ投入ホッパ切出装置）は、（株）神鋼環境ソリューショ
ンが設計・施工した精密な特殊設備である。熱分解設備（ごみ投入ホッパ切出装置）にお
ける修繕については、技術を有する（株）神鋼環境ソリューションと契約しなければ、契
約の目的を達成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥5,500,000 2023年11月17日
環境経済局
南清掃工場

660 南部粗大ごみ受入施設台貫保守委託 鎌長製衡（株）東京支店
　南部粗大ごみ受入施設の台貫は相模原市専用に設計・施工を鎌長製衡（株）が行った特
注品であり、計量器の性能保証を満たすためには鎌長製衡（株）以外では適切な保守をす
ることができないため、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,012,000 2023年11月21日
環境経済局
南清掃工場

661 南清掃工場運転管理業務委託
神鋼環境メンテナンス
（株）

　南清掃工場のごみ焼却設備は、（株）神鋼環境ソリューションが設計・施工した精密な
特殊設備である。
　本設備は、大型特注設備であり、設計・施工業者である（株）神鋼環境ソリューション
のグループ会社でオペレーション事業の技術を有する神鋼環境メンテナンス（株）と契約
しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥938,520,000 2023年11月29日
環境経済局
南清掃工場

662 プラント部品類３
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場のごみ焼却設備は、当該業者が設計・施工した設備であり、専用部品が使用
されている。よって当該業者と契約しなければ部品調達ができないことから、当該業者を
契約の相手方として選定するものである。

２号（競争不適） ¥7,322,700 2023年12月8日
環境経済局
南清掃工場

663 １号系押込送風機修繕
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場の通風設備（１号系押込送風機）は、（株）神鋼環境ソリューションが設
計・施工した精密な特殊設備である。通風設備（１号系押込送風機）における修繕につい
ては、技術を有する（株）神鋼環境ソリューションと契約しなければ、契約の目的を達成
できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥4,400,000 2023年12月8日
環境経済局
南清掃工場

664 ２号系不燃物排出装置修繕
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場の熱分解設備（２号系不燃物排出装置）は、（株）神鋼環境ソリューション
が設計・施工した精密な特殊設備である。熱分解設備（２号系不燃物排出装置）における
修繕については、技術を有する（株）神鋼環境ソリューションと契約しなければ、契約の
目的を達成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥5,280,000 2023年12月8日
環境経済局
南清掃工場

665 プラント部品類４
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場のごみ焼却設備は、当該業者が設計・施工した設備であり、専用部品が使用
されている。よって当該業者と契約しなければ部品調達ができないことから、当該業者を
契約の相手方として選定するものである。

２号（競争不適） ¥4,994,000 2024年2月1日
環境経済局
南清掃工場
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666 スラグ搬送コンベヤ修繕
（株）神鋼環境ソリュー
ション　東京支社

　南清掃工場のスラグ等搬出設備（スラグ搬送コンベヤ修繕）は（株）神鋼環境ソリュー
ションが設計・施工した精密な特殊設備であり、機器の構造、設備の特性を把握している
当該相手以外では、修繕できないため。

２号（競争不適） ¥9,900,000 2024年2月2日
環境経済局
南清掃工場

667 南清掃工場で使用する電力
ミツウロコグリーンエネル
ギー（株）

　WTO政府調達に関する協定が適用される案件のため、電子公告による条件付一般競争入
札を行ったが、予定価格超過及び、入札参加者辞退のため、入札が不調となった。
　また、準備期間を含めると改めて入札する期間を確保できないため、再度随意契約の相
手方を決めるための見積合わせを行ったが、見積書の提出が１者のみであったため、見積
合わせが中止となった。
　そこで、見積書の提出業者である当該業者に確認をしたところ、本市が提示した仕様と
したうえで、予定価格範囲内での調達が可能であったことから、当該業者を契約の相手方
とし、随意契約を締結するものである。

８号（不調随意契約） ¥59,180,206 2024年2月9日
環境経済局
南清掃工場

668 系統連系受電契約 ゼロワットパワー（株）
　本契約については、東京電力パワーグリッド（株）の託送供給等約款(令和６年４月１
日実施)に基づくことから、令和６年２月８日に入札した南清掃工場の余剰電力売却（非
バイオマス分（nonFIT））の契約者である当該業者を選定するもの。

２号（競争不適） ¥3,734,413 2024年2月15日
環境経済局
南清掃工場

669 南清掃工場で使用する都市ガス 東京ガス（株）

　WTO政府調達に関する協定が適用される案件のため、電子公告による条件付一般競争入
札を行ったが、入札参加者がなかったため不調となった。
　また、準備期間を含めると改めて入札する期間を確保できないため、再度随意契約の相
手方を決めるための見積合わせを行ったが、指名業者がすべて辞退したために不調となっ
た。
　当該業者は、令和５年度に「ガス（一般料金）」による契約を締結しており、明確に料
金プラン（見積額）が提示された唯一の業者である。本案件に係る仕様を満たすととも
に、見積金額が入札予定価格範囲内の価格であることから、当該業者と契約を継続するも
の。

８号（不調随意契約） ¥60,262,031 2024年2月26日
環境経済局
南清掃工場

670 ごみ焼却設備運転保守管理業務委託 重環オペレーション（株）

　北清掃工場のごみ焼却設備は、三菱重工業（株）が設計製造したものである。
　本設備は、大型特注設備であり、設計製作した関連会社の施設管理会社である重環オペ
レーション（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定
するものである。

２号（競争不適） ¥210,672,000 2023年4月1日
環境経済局
北清掃工場

671 計装設備保守点検業務委託
アズビル（株）ビルシステ
ムカンパニー横浜支店

　北清掃工場の計装設備（ＤＣＳ）は、アズビル（株）が設計・施工した精密な特殊設備
である。
　計装設備（ＤＣＳ）における保守点検については、技術を有するアズビル（株）と契約
しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥25,331,790 2023年4月1日
環境経済局
北清掃工場

672 ごみ焼却設備定期保守点検業務委託
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場のごみ焼却設備は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設備であ
り、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）に
事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　ごみ焼却設備における保守点検業務については、技術を有する三菱重工環境・化学エン
ジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選
定するものである。

２号（競争不適） ¥289,850,000 2023年4月1日
環境経済局
北清掃工場
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673 工場棟昇降機保守点検業務委託
三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）　横浜支社　さ
がみ支店

　当該設備は、三菱電機（株）が設計製作した精密で特殊な設備であり、技術を有する設
計製作関連会社の三菱電機ビルソリューションズ（株）以外では的確な保守管理点検がで
きないため、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,910,040 2023年4月1日
環境経済局
北清掃工場

674
北部・南部粗大ごみ受入施設粗大ごみ運搬業務
委託（４月～５月分）

（株）清和サービス
　本委託は、入札により業者を選定する予定であるが、入札準備に時間を要するため、４
月及び５月の２か月に限り、前年度業者に引き続き委託するものである。

２号（競争不適） ¥10,300,510 2023年4月1日
環境経済局
北清掃工場

675
北部粗大ごみ受入施設粗大ごみ危険物除去等業
務委託（４月～５月分）

（株）三凌商事　相模原支
社

　本委託は、入札により業者を選定する予定であるが、入札準備に時間を要するため、４
月及び５月の２か月に限り、前年度業者に引き続き委託するものである。

２号（競争不適） ¥6,868,840 2023年4月1日
環境経済局
北清掃工場

676 小動物処理業務委託（４・５月分） （有）星運
　本委託の令和5年度契約相手は、一般競争入札により業者を選定する予定であるが、入
札準備に時間を要するため、４・５月の２ヶ月に限り、前年度業者に引き続き委託するも
のである

２号（競争不適） ¥5,200,800 2023年4月1日
環境経済局
北清掃工場

677 粗大ごみ戸別収集受付業務委託
日本電気（株）　神奈川支
社

　本事業は、企画競争で選考された者との契約であり、戸別収集受付業務に使用するシス
テム及びサーバ機器の運用管理保守及び受付事務所の運営を委託するものである。また、
本市専用で構築したサーバ機器類は同者のインターネットデータセンターにおいて機器、
インターネット回線等すべてを管理するものであり、同データセンターにおいて、システ
ム構築を行った同者以外に委託することが不可能である。
　また、令和元年１０月に企画提案型で事業者の選考を行った際に、令和7年１月までを
事業期間としていたことから、同者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥59,400,000 2023年4月1日
環境経済局
北清掃工場

678 灰運搬業務委託（４月～５月分） （有）井沢運送
　本委託は、入札により業者を選定する予定であるが、入札準備に時間を要するため、４
月及び５月の２か月に限り、前年度業者に引き続き委託するものである。

２号（競争不適） ¥6,292,000 2023年4月3日
環境経済局
北清掃工場

679
ベッドマットレス解体業務委託（４月～５月
分）

（株）三凌商事　相模原支
社

　本委託は、入札により業者を選定する予定であるが、入札準備に時間を要するため、４
月及び５月の２か月に限り、前年度業者に引き続き委託するものである。

２号（競争不適） ¥4,397,800 2023年4月3日
環境経済局
北清掃工場

680 クレーン保守点検業務委託 富士ホイスト工業（株）

　北清掃工場に設置されているクレーンは、富士ホイスト工業（株）が設計、製造、施工
した精密な特殊設備である。
　クレーンにおける保守点検については、技術を有する富士ホイスト工業（株）と契約し
なければ、契約の目的を達成できないことから相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥5,390,000 2023年4月3日
環境経済局
北清掃工場

681
粗大ごみ等収集運搬業務委託（北部地区）
(４・５月分）

（株）三凌商事　相模原支
社

　本委託に係る令和４年度契約の相手方は、一般競争入札により決定するところだが、準
備に時間を要するため、５月末までの２ヶ月間に限り、前年度業者に引き続き同業務を委
託するものである。

２号（競争不適） ¥14,071,200 2023年4月3日
環境経済局
北清掃工場
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682
粗大ごみ等収集運搬業務委託（南部地区）
(４・５月分）

（株）清和サービス
　本委託に係る令和5年度契約の相手方は、一般競争入札により決定するところだが、準
備に時間を要するため、５月末までの２ヶ月間に限り、前年度業者に引き続き同業務を委
託するものである。

２号（競争不適） ¥15,349,180 2023年4月3日
環境経済局
北清掃工場

683 粗大ごみクレーン修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　粗大ごみ処理施設の受入供給設備（粗大ごみクレーン）は、三菱重工業（株）が設計・
施工した特殊設備であり、平成２０年に三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されてい
る。
　受入供給設備（粗大ごみクレーン）における修繕については、技術を有する三菱重工環
境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことか
ら、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥2,585,000 2023年4月3日
環境経済局
北清掃工場

684 焼却炉修繕（２号炉その１）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（焼却炉）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設
備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　燃焼設備（焼却炉）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定
するものである。

２号（競争不適） ¥7,810,000 2023年4月5日
環境経済局
北清掃工場

685 粗大ごみ処理施設保守点検業務委託
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の粗大ごみ処理施設内の設備は、三菱重工（株）が設計・施工した精密な特
殊設備であり、平成２０年に三菱重工（株）により三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　粗大ごみ処理施設内の設備における保守点検については、技術を有する三菱重工環境・
化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成出来ないことから、相
手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥26,180,000 2023年4月6日
環境経済局
北清掃工場

686 炉設備ほか修繕（その１）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場のごみ焼却炉設備は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設備で
あり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）
に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　ごみ焼却炉設備や付帯する設備における修繕については、技術を有する三菱重工環境・
化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相
手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥2,750,000 2023年4月10日
環境経済局
北清掃工場

687 反応集塵装置修繕（３号炉）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の排ガス処理設備（反応集塵装置）は、三菱重工（株）が設計・施工した精
密な特殊設備であり、平成２０年に三菱重工（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリ
ング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　排ガス処理設備（反応集塵装置）における修繕については、技術を有する三菱重工環
境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成出来ないことか
ら、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥69,025,000 2023年4月12日
環境経済局
北清掃工場
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688 煙突内筒保守点検業務委託
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の通風設備（煙突内筒）は、三菱重工（株）が設計・施工した精密な特殊設
備であり、平成２０年に三菱重工（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）
に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　通風設備（煙突内筒）における保守点検業務については、技術を有する三菱重工環境・
化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成出来ないことから、相
手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥6,996,000 2023年4月13日
環境経済局
北清掃工場

689 飛灰固化装置修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の灰出し設備（飛灰固化装置）は、三菱重工（株）が設計・施工した精密な
特殊設備であり、平成２０年に三菱重工（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　灰出し設備（飛灰固化装置）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化
学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから相手方
を選定するものである。

２号（競争不適） ¥9,185,000 2023年4月13日
環境経済局
北清掃工場

690 排風機改修委託
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の粗大ごみ処理施設の排風機は、三菱重工業（株）が設計・施工した特殊設
備であり、平成２０年に三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　当該施設における排風機の改修については、既設機器との密接な関係があり、その技術
を有する三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達
成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥12,606,000 2023年4月14日
環境経済局
北清掃工場

691 ボイラ用部品
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼冷却設備（ボイラ）は、三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）
が設計・施工した精密な特殊設備である。
　燃焼ガス冷却設備（ボイラ）における部品購入については、特殊部品であるため設計製
作会社である三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的
を達成できないことから相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥1,848,000 2023年4月14日
環境経済局
北清掃工場

692 火格子修繕(１号炉）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（火格子）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設
備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　燃焼設備（火格子）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定
するものである。

２号（競争不適） ¥24,948,000 2023年4月14日
環境経済局
北清掃工場

693 蒸気タービン修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の余熱利用設備（蒸気タービン）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精
密な特殊設備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニ
アリング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されてい
る。
　余熱利用設備（蒸気タービン）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・
化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相
手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥14,520,000 2023年4月17日
環境経済局
北清掃工場
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694 ボイラ修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼ガス冷却設備（ボイラ）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密
な特殊設備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニア
リング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　燃焼ガス冷却設備（ボイラ）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化
学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手
方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥57,750,000 2023年4月18日
環境経済局
北清掃工場

695 全休炉時共通設備修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼ガス冷却設備及び計装設備は、三菱重工業（株）が設計・施工した精
密な特殊設備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニ
アリング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されてい
る。
　燃焼ガス冷却設備及び計装設備における修繕については、技術を有する三菱重工環境・
化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相
手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥4,686,000 2023年4月18日
環境経済局
北清掃工場

696 煙道排ガス測定装置保守点検業務委託
富士電機（株）新横浜サー
ビスセンター

　北清掃工場の計装設備（煙道排ガス測定装置）は、富士電機（株）にて設計・製造され
た精密な特殊設備である。
　計装設備（煙道排ガス測定装置）における保守点検については、技術を有する富士電機
（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定するもので
ある。

２号（競争不適） ¥11,740,000 2023年4月20日
環境経済局
北清掃工場

697 スートブロワ用部品
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼冷却設備（スートブロワ）は、三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）が設計・施工した精密な特殊設備である。
　燃焼ガス冷却設備（スートブロワ）における部品購入については、特殊部品であるため
設計製作会社である三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約
の目的を達成できないことから相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥5,106,200 2023年4月20日
環境経済局
北清掃工場

698 電気設備保守点検業務委託
三菱電機プラントエンジニ
アリング（株）神奈川支社

　北清掃工場の電気設備は、三菱重工業（株）が設計し、三菱電機（株）が施工した精密
な特殊設備であり、アフターサービス業務は三菱電機（株）の子会社である三菱電機プラ
ントエンジニアリング（株）が行っている。
　電気設備における保守点検業務委託については、技術を有する三菱電機プラントエンジ
ニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定
するものである。

２号（競争不適） ¥12,540,000 2023年4月24日
環境経済局
北清掃工場

699 ２号炉側壁レンガ修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（焼却炉側壁レンガ）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精
密な特殊設備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニ
アリング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されてい
る。
　燃焼設備（焼却炉側壁レンガ）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・
化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相
手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥24,970,000 2023年5月10日
環境経済局
北清掃工場
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700 水質分析計保守点検業務委託 サガミ計測（株）

　北清掃工場の計装設備（水質分析計）は、東亜ディーケーケー（株）にて設計・製造・
販売された精密機器であり、相模原エリアの保守点検は東亜ディーケーケー（株）のサー
ビスメンテナンス店であるサガミ計測（株）が担当している。
　計装設備（水質分析計）における保守点検については、技術を有するサガミ計測（株）
と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥1,214,840 2023年5月12日
環境経済局
北清掃工場

701 脱水機制御盤修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の脱水機は、排水処理設備の基幹的な機器であり、三菱重工業（株）が設
計・施工した特殊機器であり、平成２０年に三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エ
ンジニアリング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管され
ている。
　脱水機を運転制御する脱水機制御盤は、既設機器と密接な関係があるため、本修繕は、
技術を有する三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的
を達成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥15,180,000 2023年5月12日
環境経済局
北清掃工場

702 排水処理設備薬注ポンプ保守点検業務委託 （株）イワキ　東京支店

　北清掃工場の排水処理設備の薬注ポンプは、（株）イワキ製で、設計・製造・施工した
精密な特殊な機器である。
　薬注ポンプにおける保守点検の業務については、技術を有する（株）イワキと契約しな
ければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥2,054,800 2023年5月12日
環境経済局
北清掃工場

703 クレーンバケット保守点検業務委託
（株）福島製作所　東京営
業所

　北清掃工場の受入供給設備（クレーンバケット）、灰出し設備（クレーンバケット）は
（株）福島製作所が設計、施工した精密な特殊設備である。
　受入供給設備（クレーンバケット）、灰出し設備（クレーンバケット）における保守点
検については、技術を有する（株）福島製作所と契約しなければ、契約の目的を達成でき
ないことから、相手方を選定する者である。

２号（競争不適） ¥7,727,500 2023年5月19日
環境経済局
北清掃工場

704 粗大ごみクレーン修繕（その２）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　粗大ごみ処理施設の受入供給設備（粗大ごみクレーン）は、三菱重工業（株）が設計・
施工した特殊設備であり、平成２０年に三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されてい
る。
　受入供給設備（粗大ごみクレーン）における修繕については、技術を有する三菱重工環
境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことか
ら、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥17,490,000 2023年5月22日
環境経済局
北清掃工場

705 焼却炉修繕（１号炉その１）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（焼却炉）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設
備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　燃焼設備（焼却炉）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定
するものである。

２号（競争不適） ¥8,360,000 2023年5月23日
環境経済局
北清掃工場
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706 磁選機改修委託
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の粗大ごみ処理施設選別設備(磁選機）は、三菱重工（株）が設計・施工し
た精密な特殊設備であり、平成２０年に三菱重工（株）により三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されてい
る。
　粗大ごみ処理施設選別設備(磁選機）の改修委託については、技術を有する三菱重工環
境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成出来ないことか
ら、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥45,078,000 2023年5月23日
環境経済局
北清掃工場

707 砂ろ過塔修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の砂ろ過塔は、排水処理設備の基幹的な機器であり、三菱重工業（株）が設
計・施工した特殊機器であり、平成２０年に三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エ
ンジニアリング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管され
ている。
　当該機器の修繕は、既設機器と密接な関係があるため、技術を有する三菱重工環境・化
学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手
方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥12,100,000 2023年5月24日
環境経済局
北清掃工場

708 ごみ計量装置保守点検業務委託 鎌長製衡（株）東京支店

　北清掃工場に設置されているごみ計量装置は、鎌長製衡（株）が設計、製造、施工した
北清掃工場独自の精密機器である。
　このごみ計量装置の保守点検業務は、技術を有する鎌長製衡（株）でなければ契約の目
的を達成することができないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥1,628,000 2023年5月26日
環境経済局
北清掃工場

709 破砕機ほか部品
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　粗大ごみ処理施設の受入供給設備（粗大ごみクレーン）,破砕設備（破砕機）、搬送設
備（振動コンベヤ）は、三菱重工業（株）が設計・施工した特殊設備であり、平成２０年
に三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）に事業（営業・設
計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　粗大ごみ処理施設内の設備（粗大ごみクレーン、破砕機、振動コンベヤ）における部品
購入については、特殊部品であるため三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）と契約
しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥8,938,050 2023年6月13日
環境経済局
北清掃工場

710 水素ガス検知器保守点検業務委託 光明理化学工業（株）

　北清掃工場の計装設備（水素ガス検知器）は、光明理化学工業（株）にて設計・製造・
施工された特殊な精密機器である。
　計装設備（水素ガス検知器）における保守点検については、技術を有する光明理化学工
業（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定するもの
である。

２号（競争不適） ¥1,157,860 2023年6月19日
環境経済局
北清掃工場

711 3号炉投入ホッパブリッジ解除装置修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（投入ホッパブリッジ解除装置）は、三菱重工業（株）が設計・
施工した精密な特殊設備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化
学エンジニアリング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管
されている。
　燃焼設備（投入ホッパブリッジ解除装置）における修繕については、技術を有する三菱
重工環境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないこ
とから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥3,630,000 2023年6月23日
環境経済局
北清掃工場
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712 低圧コンデンサ減速機出力軸
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼ガス冷却設備（低圧コンデンサ）は、三菱重工環境・化学エンジニア
リング（株）が設計・施工した精密な特殊設備である。
　燃焼ガス冷却設備（低圧コンデンサ）における部品購入については、特殊部品であるた
め設計製作会社である三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契
約の目的を達成できないことから相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥3,520,000 2023年6月26日
環境経済局
北清掃工場

713 振動コンベヤ修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　粗大ごみ処理施設の搬送設備（振動コンベヤ）は、三菱重工業（株）が設計・施工した
特殊設備であり、平成２０年に三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリン
グ（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　搬送設備（振動コンベヤ）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化学
エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方
を選定するものである。

２号（競争不適） ¥4,840,000 2023年6月28日
環境経済局
北清掃工場

714 焼却炉修繕（３号炉その１）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（焼却炉）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設
備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　燃焼設備（焼却炉）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定
するものである。

２号（競争不適） ¥7,755,000 2023年6月30日
環境経済局
北清掃工場

715 遠心脱水機修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の遠心脱水機は、三菱重工業（株）が設計・施工した特殊機器であり、平成
２０年に三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）に事業（営
業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　当該機器の修繕は、既設機器と密接な関係があるため、技術を有する三菱重工環境・化
学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手
方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥12,606,000 2023年7月3日
環境経済局
北清掃工場

716 飛灰固化装置修繕（その２）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の灰出し設備（飛灰固化装置）は、三菱重工（株）が設計・施工した精密な
特殊設備であり、平成２０年に三菱重工（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　灰出し設備（飛灰固化装置）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化
学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから相手方
を選定するものである。

２号（競争不適） ¥7,370,000 2023年7月14日
環境経済局
北清掃工場

717 各炉流量計計装設備修繕
アズビル（株）ビルシステ
ムカンパニー横浜支店

　北清掃工場計装設備の各炉流量計は、アズビル（株）が設計・施工した精密な特殊設備
である。
　各炉流量計計装設備における修繕については、技術を有するアズビル（株）と契約しな
ければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥6,655,000 2023年7月26日
環境経済局
北清掃工場

718 計装機器用部品
アズビル（株）ビルシステ
ムカンパニー横浜支店

　北清掃工場の計装設備（調節弁）は、アズビル（株）が設計・施工した精密な特殊設備
である。
　計装設備における部品購入については、特殊部品であるためアズビル（株）と契約しな
ければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥13,574,000 2023年7月31日
環境経済局
北清掃工場
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719 2号炉クリンカローラ修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（クリンカローラ）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密
な特殊設備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニア
リング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　燃焼設備（クリンカローラ）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化
学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手
方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥3,773,000 2023年8月2日
環境経済局
北清掃工場

720 焼却炉修繕（２号炉その２）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（焼却炉）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設
備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　燃焼設備（焼却炉）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定
するものである。

２号（競争不適） ¥7,469,000 2023年8月7日
環境経済局
北清掃工場

721 飛灰固化装置用部品
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の灰出し設備（飛灰固化装置）は、三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）が設計・施工した精密な特殊設備である。
　灰出し設備（飛灰固化装置）における部品購入については、特殊部品であるため設計製
作会社である三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的
を達成できないことから相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥9,354,730 2023年8月21日
環境経済局
北清掃工場

722 焼却炉部品（火格子ほか）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（焼却炉）は、焼却炉本体の設計会社であるドイツのマルチン社
と総代理店契約を三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）が結んでいる。
　燃焼設備（焼却炉）における部品（火格子ほか）の購入については、三菱重工環境・化
学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手
方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥8,959,500 2023年9月6日
環境経済局
北清掃工場

723 焼却炉修繕（１号炉その２）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（焼却炉）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設
備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　燃焼設備（焼却炉）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定
するものである。

２号（競争不適） ¥8,503,000 2023年9月8日
環境経済局
北清掃工場

724 純水装置保守点検業務委託 壽化工機（株）

　北清掃工場の燃焼ガス冷却設備（純水装置）は、壽化工機（株）が設計・施工した精密
な特殊設備であり、燃焼ガス冷却設備の根幹をなすものである。
　燃焼ガス冷却設備（純水装置）における保守点検については、技術を有する壽化工機
（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定するもので
ある。

２号（競争不適） ¥6,325,000 2023年9月11日
環境経済局
北清掃工場
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725 ２号炉投入ホッパブリッジ解除装置修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（投入ホッパブリッジ解除装置）は、三菱重工業（株）が設計・
施工した精密な特殊設備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化
学エンジニアリング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管
されている。
　燃焼設備（投入ホッパブリッジ解除装置）における修繕については、技術を有する三菱
重工環境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないこ
とから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥3,993,000 2023年9月11日
環境経済局
北清掃工場

726 IDFインバータ盤修繕
三菱電機プラントエンジニ
アリング（株）神奈川支社

　北清掃工場の電気設備（ＩＤＦインバータ盤）は、三菱重工環境・化学エンジニアリン
グ（株）が設計し、三菱電機プラントエンジニアリング（株）が製作した精密な特殊設備
であり、アフターサービス業務についても三菱電機プラントエンジニアリング（株）が
行っている。
　電気設備（ＩＤＦインバータ盤）における修繕については、技術を有する三菱電機プラ
ントエンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相
手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥6,930,000 2023年9月20日
環境経済局
北清掃工場

727 焼却炉修繕（３号炉その２）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（焼却炉）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設
備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　燃焼設備（焼却炉）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定
するものである。

２号（競争不適） ¥9,196,000 2023年10月20日
環境経済局
北清掃工場

728 低圧制御盤修繕
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の電気設備（低圧制御盤）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特
殊設備であり、平成２０年に三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　電気設備（低圧制御盤）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化学エ
ンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を
選定するものである。
　

２号（競争不適） ¥4,999,500 2023年10月25日
環境経済局
北清掃工場

729 炉設備ほか修繕（その７）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場のごみ焼却炉設備は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設備で
あり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）
に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　ごみ焼却炉設備や付帯する設備における修繕については、技術を有する三菱重工環境・
化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相
手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥5,830,000 2023年11月27日
環境経済局
北清掃工場

730 焼却炉修繕（２号炉その３）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（焼却炉）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設
備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　燃焼設備（焼却炉）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定
するものである。

２号（競争不適） ¥9,834,000 2023年12月1日
環境経済局
北清掃工場



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

731 スートブロワ修繕（その２）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼ガス冷却設備（スートブロワ）は、三菱重工業（株）が設計・施工し
た精密な特殊設備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エン
ジニアリング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されて
いる。
　燃焼ガス冷却設備（スートブロワ）における修繕については、技術を有する三菱重工環
境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことか
ら、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥5,335,000 2023年12月26日
環境経済局
北清掃工場

732 炉設備ほか修繕（その８）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場のごみ焼却炉設備は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設備で
あり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）
に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　ごみ焼却炉設備や付帯する設備における修繕については、技術を有する三菱重工環境・
化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相
手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥3,425,400 2024年1月15日
環境経済局
北清掃工場

733 焼却炉修繕（１号炉その３）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（焼却炉）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設
備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　燃焼設備（焼却炉）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定
するものである。

２号（競争不適） ¥7,700,000 2024年1月22日
環境経済局
北清掃工場

734 焼却炉部品（火格子ほか その２）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（焼却炉）は、焼却炉本体の設計会社であるドイツのマルチン社
と総代理店契約を三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）が結んでいる。
　燃焼設備（焼却炉）における部品（火格子ほか）の購入については、三菱重工環境・化
学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手
方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥5,940,000 2024年1月23日
環境経済局
北清掃工場

735 反応集塵装置用マンホールパッキンほか
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場ごみ処理施設の排ガス処理設備（反応集塵装置用）は、三菱重工業（株）が
設計・施工した特殊設備であり、平成２０年に三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学
エンジニアリング（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管さ
れている。
　北清掃工場ごみ処理施設の排ガス設備（反応集塵装置）における部品購入については、
特殊部品であるため三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）と契約しなければ、契約
の目的を達成できないことから、相手方を選定するものである。

２号（競争不適） ¥2,145,000 2024年2月7日
環境経済局
北清掃工場

736 系統連系受電契約 ゼロワットパワー（株）
　本契約については、東京電力パワーグリッド（株）の託送供給等約款(令和６年４月１
日実施)に基づくことから、令和６年２月８日に入札した北清掃工場の余剰電力売却の契
約者である当該業者を選定するもの。

２号（競争不適） ¥1,987,412 2024年2月15日
環境経済局
北清掃工場

737 焼却炉修繕（３号炉その３）
三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）国内事業
部

　北清掃工場の燃焼設備（焼却炉）は、三菱重工業（株）が設計・施工した精密な特殊設
備であり、平成２０年に、三菱重工業（株）より三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）に事業（営業・設計・製造・建設・アフターサービス）が移管されている。
　燃焼設備（焼却炉）における修繕については、技術を有する三菱重工環境・化学エンジ
ニアリング（株）と契約しなければ、契約の目的を達成できないことから、相手方を選定
するものである。

２号（競争不適） ¥9,949,500 2024年2月22日
環境経済局
北清掃工場
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738 自動車損害共済委託
（公社）全国市有物件災害
共済会

　公益社団法人全国市有物件災害共済会は、地方自治法第263条の2の規定に基づいて、全
国の各市が地方自治の発展と住民福祉の向上をめざし、相互救済事業を実施するために共
同で設立した公益的法人である。本市の自動車損害を相互救済する唯一の共済組織である
ため当該共済会と契約締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,014,634 2023年6月1日
環境経済局
麻溝台環境事業所

739 衛生システム保守委託 青梅商工会議所

　平成１７年度に当該業者が開発したシステムで、開発者が著作権を所有する「廃棄物処
理手数料管理システム」を相模原市仕様にカスタマイズしたものである。
　「受付業務」・「収納管理業務」・「滞納管理業務」等様々な業務管理部分で市の運用
に基づく仕様に作り直された機能が多数存在するため、他社によるシステムの修正、改造
を行った場合、動作不良の瑕疵認定が困難になること、開発者の保障対象外となること、
以後開発者の支援を得ることが出来なくなることから、開発者である青梅商工会議所を相
手方とするものである。

６号（競争不利） ¥1,430,000 2023年4月1日
環境経済局
相模台収集事務所

740
津久井クリーンセンター公用車賃貸借契約(貨
物車　レンジャー） 再リース

三菱ＨＣキャピタルオート
リース（株）神奈川営業所

　本契約（車両１台分）は、長期継続契約のリース期間が満了したが、車両の経過年数及
び走行距離から継続しての使用が可能であることから、引き続き当該車両のリースを前年
度の契約の相手方と継続する。

２号（競争不適） ¥1,784,640 2023年4月1日
環境経済局
津久井クリーンセンター

741 一般ごみ運搬業務委託（４月から５月）
（株）三凌商事　相模原支
社

　本契約は、入札により契約業者を選定する予定であるが、入札準備に時間を要するた
め、４月・５月の二月に限り、前年度業者と引き続き契約するものである。

２号（競争不適） ¥4,554,000 2023年4月1日
環境経済局
津久井クリーンセンター

742 ごみ・資源受入補助業務委託（４月・５月）
（株）三凌商事　相模原支
社

　４月当初より市民等による多量の粗大ごみ等の搬入が予想され、４月１日から本業務を
行わなければ、搬入者の安全確保等が困難となる。
　郵便入札手続きには一定の期間を要するため、前年度の受託業者で、本業務を熟知して
いる標記業者に４月・５月分の業務を委託するものである。

２号（競争不適） ¥5,376,800 2023年4月1日
環境経済局
津久井クリーンセンター

743 し尿収集運搬業務委託（城山地区その１） 城南清掃

　合併以前の津久井４町では、昭和５４年に策定した「し尿収集改善の基本方針」におい
て、し尿の収集運搬は区域を定めて委託することを定めた。また、同年策定した「し尿収
集改善実施要綱」において、各町における委託業者を定めた。それに基づき昭和５５年１
月から津久井郡広域行政組合が、城山町におけるし尿収集運搬業務を、随意契約により同
社に委託してきた経過がある。合併以降も、当該業務における需要の減少等を鑑みて、同
様の委託体制を維持することが適切であると判断してきたところである。また、本市が策
定した令和５年度一般廃棄物処理実施計画において、現行の委託体制を維持することが定
められていることから、引き続き同社を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,740,000 2023年4月1日
環境経済局
津久井クリーンセンター

744 し尿収集運搬業務委託（城山地区その２） （有）城山清掃社

　合併以前の津久井４町では、昭和５４年に策定した「し尿収集改善の基本方針」におい
て、し尿の収集運搬は区域を定めて委託することを定めた。また、同年策定した「し尿収
集改善実施要綱」において、各町における委託業者を定めた。それに基づき昭和５５年１
月から津久井郡広域行政組合が、城山町におけるし尿収集運搬業務を、随意契約により同
社に委託してきた経過がある。合併以降も、当該業務における需要の減少等を鑑みて、同
様の委託体制を維持することが適切であると判断してきたところである。また、本市が策
定した令和５年度一般廃棄物処理実施計画において、現行の委託体制を維持することが定
められていることから、引き続き同社を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,990,000 2023年4月1日
環境経済局
津久井クリーンセンター
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745 し尿収集運搬業務委託（津久井地区その１） （有）津久井興産

　合併以前の津久井４町では、昭和５４年に策定した「し尿収集改善の基本方針」におい
て、し尿の収集運搬は区域を定めて委託することを定めた。また、同年策定した「し尿収
集改善実施要綱」において、各町における委託業者を定めた。それに基づき昭和５５年１
月から津久井郡広域行政組合が、津久井町におけるし尿収集運搬業務を、随意契約により
同社に委託してきた経過がある。合併以降も、当該業務における需要の減少等を鑑みて、
同様の委託体制を維持することが適切であると判断してきたところである。また、本市が
策定した令和５年度一般廃棄物処理実施計画において、現行の委託体制を維持することが
定められていることから、引き続き同社を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥7,480,000 2023年4月1日
環境経済局
津久井クリーンセンター

746 し尿収集運搬業務委託（津久井地区その２） 相模清掃サービス（有）

　合併以前の津久井４町では、昭和５４年に策定した「し尿収集改善の基本方針」におい
て、し尿の収集運搬は区域を定めて委託することを定めた。また、同年策定した「し尿収
集改善実施要綱」において、各町における委託業者を定めた。それに基づき昭和５５年１
月から津久井郡広域行政組合が、津久井町におけるし尿収集運搬業務を、随意契約により
同社に委託してきた経過がある。合併以降も、当該業務における需要の減少等を鑑みて、
同様の委託体制を維持することが適切であると判断してきたところである。また、本市が
策定した令和５年度一般廃棄物処理実施計画において、現行の委託体制を維持することが
定められていることから、引き続き同社を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,340,000 2023年4月1日
環境経済局
津久井クリーンセンター

747 し尿収集運搬業務委託（相模湖地区）
（有）相模湖水質管理セン
ター

　合併以前の津久井４町では、昭和５４年に策定した「し尿収集改善の基本方針」におい
て、し尿の収集運搬は区域を定めて委託することを定めた。また、同年策定した「し尿収
集改善実施要綱」において、各町における委託業者を定めた。それに基づき昭和５５年１
月から津久井郡広域行政組合が、相模湖町におけるし尿収集運搬業務を、随意契約により
同社に委託してきた経過がある。合併以降も、当該業務における需要の減少等を鑑みて、
同様の委託体制を維持することが適切であると判断してきたところである。また、本市が
策定した令和５年度一般廃棄物処理実施計画において、現行の委託体制を維持することが
定められていることから、引き続き同社を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥6,890,000 2023年4月1日
環境経済局
津久井クリーンセンター

748 し尿収集運搬業務委託（藤野地区） （株）北相模環境管理開発

　合併以前の津久井４町では、昭和５４年に策定した「し尿収集改善の基本方針」におい
て、し尿の収集運搬は区域を定めて委託することを定めた。また、同年策定した「し尿収
集改善実施要綱」において、各町における委託業者を定めた。それに基づき昭和５５年１
月から津久井郡広域行政組合が、藤野町におけるし尿収集運搬業務を、随意契約により同
社に委託してきた経過がある。合併以降も、当該業務における需要の減少等を鑑みて、同
様の委託体制を維持することが適切であると判断してきたところである。また、本市が策
定した令和５年度一般廃棄物処理実施計画において、現行の委託体制を維持することが定
められていることから、引き続き同社を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥5,370,000 2023年4月1日
環境経済局
津久井クリーンセンター

749
津久井クリーンセンターし尿処理施設保守点検
業務委託

日立造船（株）東京本社
　津久井クリーンセンターし尿処理施設は、日立造船（株）が設計・施工したものであ
り、各機器の詳細図面を有し当設備に精通している日立造船（株）以外では保守点検がで
きないため、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥78,210,000 2023年4月1日
環境経済局
津久井クリーンセンター

750 かん類運搬業務委託（４月・５月） 合同資源サービス（株）
　本契約は、入札により契約業者を決定する予定であるが、入札準備に時間を要するた
め、４月・５月の二月に限り、前年度業者と引き続き契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,485,000 2023年4月1日
環境経済局
津久井クリーンセンター
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751 紙製容器包装運搬業務委託（４月・５月） 合同資源サービス（株）
　本契約は、入札により契約業者を決定する予定であるが、入札準備に時間を要するた
め、４月・５月の二月に限り、前年度業者と引き続き契約するものである。

２号（競争不適） ¥1,287,000 2023年4月1日
環境経済局
津久井クリーンセンター

752 ごみクレーン２号機バケット油圧装置交換修繕 極東サービス（株）

　ごみクレーン２号機のバケットは、油圧ポンプ及び各種バルブの経年劣化により、バ
ケット開閉がほぼできない状態にある。様子を見ながら稼働させてきたが限界に達してお
り、バケットが開閉しなくなると一般ごみの搬入・搬出ができなくなるため、至急修繕を
行いたい。本修繕においては、設計施工元である極東サービス（株）以外に履行できない
ため、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,288,100 2023年9月5日
環境経済局
津久井クリーンセンター

753 非常用発電機定期点検業務委託
日本キャタピラー合同会社
湘南営業所

　本業務委託は、ごみ中継施設内に設置してある非常用発電設備について、緊急時に備え
て適切に運転できるよう定期的に点検整備を行うものである。
　非常用発電設備は、当該機械設備が極めて精巧なものであることから、専門的な知識と
経験が必要とされる。
　そのため、機器の構造や性能を熟知し専門的な技術を有する本設備の製造元（三菱重工
業（株））のグループ会社である日本キャタピラー（同）湘南営業所以外には、適正な業
務ができないため、一者随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,300,625 2023年12月20日
環境経済局
津久井クリーンセンター

754 公共土木工事積算システム使用料
（公財）神奈川県都市整備
技術センター

　本市が発注する土木工事における設計積算は、（公財）神奈川県都市整備技術センター
の「公共土木工事積算システム」を用いて行っており、これは県下統一のシステムのた
め、本市における運用作業が不要であること、本市独自にシステムを所持した場合に比べ
安価であること、安定したシステム環境が提供されることから使用を継続しているもので
ある。
　本システムは、当該法人が独自に開発したものであり、当該法人でなければ取扱いがで
きないことから、本システムの使用に係る契約の相手方は、当該法人に限定されるもので
ある。

２号（競争不適） ¥10,032,000 2023年4月1日
都市建設局
技術監理課

755 営繕積算システムRIBC２賃貸借
（一財）建築コスト管理シ
ステム研究所

　営繕積算システム(RIBC2)は、一般財団法人建築コスト管理システム研究所が独自に開
発したものである。全国的に普及している国交省推薦の公共建築工事の積算システムは当
該システムのみであることから、当該研究所を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,833,700 2023年4月1日
都市建設局
技術監理課

756 建設物価単価データベース （一財）建設物価調査会

　資材価格について定期的かつ全国的に調査している会社は、一般財団法人経済調査会
と、一般財団法人建設物価調査会の２社のみである。また、本市の積算用単価の設定のた
めには、単価データを複数得て比較・検討する必要があり、２社ともに契約の相手方と
し、それぞれが有する単価データを入手しなければならないことから、一般財団法人建設
物価調査会と随意契約をするものである。

２号（競争不適） ¥2,402,400 2023年4月7日
都市建設局
技術監理課

757 営繕積算システム用単価データ （一財）経済調査会

　資材価格について定期的かつ全国的に調査している会社は、一般財団法人経済調査会
と、一般財団法人建設物価調査会の２社のみである。また、本市の積算用単価の設定のた
めには、単価データを複数得て比較・検討する必要があり、２社ともに契約の相手方と
し、それぞれが有する単価データを入手しなければならないことから、一般財団法人経済
調査会と随意契約をするものである。

２号（競争不適） ¥2,068,000 2023年4月7日
都市建設局
技術監理課
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758 営繕積算システム用単価データ （一財）建設物価調査会

　資材価格について定期的かつ全国的に調査している会社は、一般財団法人経済調査会
と、一般財団法人建設物価調査会の２社のみである。また、本市の積算用単価の設定のた
めには、単価データを複数得て比較・検討する必要があり、２社ともに契約の相手方と
し、それぞれが有する単価データを入手しなければならないことから、一般財団法人建設
物価調査会と随意契約をするものである。

２号（競争不適） ¥2,376,440 2023年4月7日
都市建設局
技術監理課

759 都市計画データ更新業務委託 （株）インフォマティクス

　Web公開型GIS・SRIMS・SRIMSタッチパネルシステムは（株）インフォマティクスが令和
３年度に開発したシステムであり、このシステムプログラムの著作権は同社が保有してい
る。（路政課所管）
　本業務委託は、当該システムにおいて使用される都市計画情報のデータ更新に伴う作業
を委託するものであり、契約相手方は著作権を保有し、システム開発をした者に特定され
るため、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,782,000 2023年5月12日
都市建設局
まちづくり推進部
都市計画課

760 用途地域等見直し検討業務委託 昭和（株）神奈川支社

　本業務は、用途地域等について、見直しの影響や効果の予測等を的確に行い、見直しの
基本的な考え方や視点、候補地抽出の考え方等を整理した上で、見直し方針を策定するも
のである。
　策定にあたっては、高度な専門知識を有するコンサルタントの技術提案に基づく仕様や
検討プロセスで実施することにより、より良い成果が得られることから、令和３年度にプ
ロポーザル方式(公募型)にて当該業者を選定したものである。
　令和３年度及び令和４年度の業務では、当該業者のノウハウから得られた見直しの考え
方や候補地の抽出方法等を踏まえて方針素案を検討することにより、質の高い成果を得る
ことができた。
　このため、令和５年度末の見直し方針の策定に向け、引き続き、本業務の内容を熟知
し、都市計画や土地利用計画等に係る高度な専門知識を有する当該業者を契約の相手方と
するものである。

２号（競争不適） ¥5,214,000 2023年6月12日
都市建設局
まちづくり推進部
都市計画課

761 都市計画業務支援システム（サーバ）使用料 （株）パスコ　横浜支店

　本賃貸借契約は、市の職員が都市計画業務を円滑に行うためのシステムを調達すること
を目的に、価格面だけでなくシステムの操作性や運用支援体制等の技術面を評価する必要
や、当初の構築費用だけでなく、保守費用などの運用に関わるすべてのコストを総合して
評価する必要があることから、平成30年6月に公募型企画提案方式（プロポーザル方式）
によって実施した「都市計画業務支援システム再構築業務委託受託候補者選定企画競争」
の対象賃貸借契約であり、当該事業者を契約の相手方として特定しています。
　当該事業は、地図情報を活用する業務にとっては欠かせないものであり、市民サービス
の維持の観点からも継続的に事業を続ける必要があるため、対象機器の所有権を有してい
る当該事業者と契約を締結します。

２号（競争不適） ¥1,527,240 2023年11月1日
都市建設局
まちづくり推進部
都市計画課

762 都市計画図書等デジタル化業務委託 クレアリア　神奈川営業所

　都市計画の法定図書については、永久縦覧に供する必要があるものの、窓口での問合せ
毎に行う確認や経年変化により法定図書が劣化し、都市計画事務に支障を来たす恐れがあ
る。そのため、本委託は、法定図書(紙ベース)を電子データ化し、PC上で閲覧できるよう
にするものである。法定図書の中にはAOサイズの図面もあり、高精細でのスキャニングが
求められるが、この場合、生成される電子データの容量が非常に大きくなることからPC上
で閲覧することが困難となる。しかし、（株）クレアリアが特許をもっているZOOMAの技
術を使用することで、庁内ネットワークに負荷をかけずにPC上での閲覧が可能となる。こ
の技術を有している業者は他にはなく、競争に付すことができないことから、当該業者を
契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,100,000 2024年2月1日
都市建設局
まちづくり推進部
都市計画課
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763
屋外広告物管理システムウィンドウズ11移行に
伴う作業委託

（株）インフォマティクス

　屋外広告物管理システムは、すでに幅広く活用されている庁内の道路情報ネットワーク
である相模原市道路情報管理システム（SRIMS）の運用環境下において、（株）インフォ
マティクスが平成23年度に開発を行ったものである。
　このことから、当該システムを制御するプログラムの著作権は同社が保有しており、当
該システムの改修等は、同者以外には行えないものである。

２号（競争不適） ¥1,067,000 2023年8月1日
都市建設局
まちづくり推進部
建築政策課

764
淵野辺駅南北自由通路（南口)ほかエレベー
ター等保守点検業務委託

三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）　横浜支社　さ
がみ支店

　３駅（JR横浜線淵野辺駅、JR横浜線町田駅、JR相模線原当麻駅）の自由通路に設置され
ているエレベーターや映像監視システム等は、駅利用者を含む市民の快適な生活に不可欠
な設備である。
　当該設備を健全な状態に維持し安価に点検・修繕するためには、フルメンテナンスによ
る保守契約が必要不可欠であり、その業務を適正かつ円滑に遂行できるのは、当該設備の
製造事業者である三菱電機ビルソリューションズ（株）以外にいないため、当該相手方と
一者随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥5,252,720 2023年4月1日
都市建設局
まちづくり推進部
交通政策課

765 町田駅南口エレベーター等保守点検業務委託
東芝エレベータ（株）神奈
川支社

　JR横浜線町田駅の自由通路（南口）に設置されているエレベーター及びエスカレーター
は、駅利用者を含む市民の快適な生活に不可欠な設備である。
　当該設備を健全な状態に維持し安価に点検・修繕するためには、フルメンテナンスによ
る保守契約が必要不可欠であり、その業務を適正かつ円滑に遂行できるのは、当該設備の
製造事業者である東芝エレベーター（株）のみのため、当該相手方と一者随意契約を締結
するものである。

２号（競争不適） ¥2,112,000 2023年4月1日
都市建設局
まちづくり推進部
交通政策課

766
相模原市コミュニティバス「せせらぎ号」運行
業務委託

神奈川中央交通東（株）

　本契約の業務を行うには、一般乗合旅客自動車運送事業の許可並びに仕様書で指定する
路線における事業計画の認可及び運行計画の届出を有することを要し、他に本契約を履行
可能な事業者が存在しないため、神奈川中央交通東（株）と一者随意契約を締結するもの
である。

２号（競争不適） ¥29,878,000 2023年4月1日
都市建設局
まちづくり推進部
交通政策課

767 大野北地区コミュニティバス運行業務委託 神奈川中央交通東（株）
　本契約の業務を行うには、一般乗合旅客自動車運送事業の許可並びに仕様書で指定する
路線における事業計画の認可及び運行計画の届出を要し、他に本契約を履行可能な事業者
が存在しないため、神奈川中央交通東（株）と一者随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥18,712,800 2023年4月1日
都市建設局
まちづくり推進部
交通政策課

768 内郷地区乗合タクシー運行業務委託 ＹＭ交通（株）

　乗合タクシーの運行にあたっては、地域住民・交通事業者・行政の三者協働により地域
に根差した交通とする必要があり、利用促進策や需要調査等を連携して実施しながら、地
域にとって利用しやすい運行内容に改善していく必要がある。
　このため、交通事業者についても一定期間、継続的な運行を行いながら改善等を行う必
要があることから、令和３年６月に総合評価方式入札により選定したＹＭ交通（株）と令
和６年９月までの３年間、契約の相手方として毎年度一者随意契約を締結するものであ
る。

２号（競争不適） ¥8,671,317 2023年4月1日
都市建設局
まちづくり推進部
交通政策課

769
根小屋地区乗合タクシー運行業務委託（上半
期）

ＹＭ交通（株）

　乗合タクシーの運行にあたっては、地域住民・交通事業者・行政の三者協働により地域
に根差した交通とする必要があり、利用促進策や需要調査等を連携して実施しながら、地
域にとって利用しやすい運行内容に改善していく必要がある。
　このため、交通事業者についても一定期間、継続的な運行を行いながら改善等を行う必
要があることから、３年間の運行契約に係る入札を実施するため、入札事務及び運行準備
期間について、過年度の運行事業者であるＹＭ交通（株）と一者随意契約を締結するもの
である。

２号（競争不適） ¥10,157,680 2023年4月1日
都市建設局
まちづくり推進部
交通政策課
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770
吉野・与瀬地区乗合タクシー及び菅井地区乗合
タクシー運行業務委託

ＹＭ交通（株）

　吉野・与瀬地区と菅井地区という隣接する２つの地区を併せた契約とすることにより、
効率的な運行サービスの提供や費用の削減を図ることができることから、菅井地区と併せ
て入札により運行事業者を決定することとした。
　また、乗合タクシーの運行にあたっては、地域住民・交通事業者・行政の三者協働によ
り地域に根差した交通とする必要があり、利用促進策や需要調査等を連携して実施しなが
ら、地域にとって利用しやすい運行内容に改善していく必要がある。このため、交通事業
者についても一定期間、継続的な運行を行いながら改善等を行う必要があることから、令
和４年１０月の総合評価方式入札により選定したＹＭ交通（株）と一者随意契約を締結す
るものである。

２号（競争不適） ¥27,575,722 2023年4月1日
都市建設局
まちづくり推進部
交通政策課

771
相模原市コミュニティバス「せせらぎ号」停留
所変更設置業務委託

神奈川中央交通（株）

　本業務は、コミュニティバス「せせらぎ号」の停留所「中の郷」「上大島南」「上大島
東」について老朽化したことに伴い、停留所を新設置する業務委託である。３つの停留所
の新設置については路線免許を所持している神奈川中央交通(株)のみが設置が可能である
ことから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,343,980 2024年3月1日
都市建設局
まちづくり推進部
交通政策課

772 建築確認台帳等管理システム運用保守業務委託 （株）パスコ　横浜支店

　建築確認台帳等管理システムは、Ｈ２８年度にシステム構築業務に関するプロポーザル
コンペを実施し、（株）パスコが選定されたことにより同社がシステムを構築したため、
当該システムを制御するプログラムの著作権は同社が保有している。
　また、ＡＳＰを前提として構築したシステムであるため、本システムを運用・制御する
サーバは同社管理下のデータセンター内にあり、同社以外の者が立ち入りかつサーバ操
作・管理を行うことは不可能である。
　このため、当該システムの保守は、同社以外には行えないものである。

２号（競争不適） ¥3,396,800 2023年4月1日
都市建設局
まちづくり推進部
建築審査課

773
令和５年度建築基準法に基づく特定建築物及び
建築設備等に係る定期報告業務の委託

一般財団法人神奈川県建築
安全協会

　建築基準法第12条第1項及び第3項の規定に基づく特定建築物及び建築設備等に係る定期
報告業務を委託するもので、本業務委託の契約相手方は、同規定の施行にあたり同業務を
行うことを趣旨として設立された唯一の法人である一般財団法人神奈川県建築安全協会に
特定されるため、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥15,568,465 2023年4月3日
都市建設局
まちづくり推進部
建築審査課

774
相模原市指定道路情報管理システムウィンドウ
ズ１１移行に伴う作業委託

（株）インフォマティクス

　相模原市指定道路情報管理システムは、平成２１年度に（株）インフォマティクスに開
発を委託し、システムを作成した。
　このことから、当該システムを制御するプログラムの著作権は同社が保有するため、当
該システムのウィンドウズ１１への移行作業は、同社以外には行えないものである。

２号（競争不適） ¥1,067,000 2023年9月1日
都市建設局
まちづくり推進部
建築審査課

775 市営住宅管理システム保守業務委託
（株）ジーシーシー　東京
支社

　市営住宅管理システムは、契約の相手方である（株）ジーシーシーが開発、動作保証し
ている製品であり、本市が独自に追加した機能についても、同社が開発したものであり、
当該システムに係る著作権は、同社が保有している。また、当該システムを安全に運用
し、効率的な庁内業務を執行するためには、障害発生時の対応に際して、障害原因の究明
及び復旧作業等を迅速・確実に行う必要があるほか、同社以外の者が実施した場合には、
瑕疵担保責任の範囲が不明確となることから、本契約の相手方としては、同社以外にはな
い。

２号（競争不適） ¥1,408,440 2023年4月1日
都市建設局
まちづくり推進部
住宅課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

776
サービス付き高齢者向け住宅及び住宅確保要配
慮者円滑入居賃貸住宅登録業務委託

（公社）かながわ住まいま
ちづくり協会

（公社）かながわ住まいまちづくり協会は、平成１３年に高齢者の入居を拒まない賃貸住
宅を登録して高齢者に情報提供する「高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度」の指定登録機関
として神奈川県の指定を受け、平成２３年にはサービス付き高齢者向け住宅の指定登録機
関として神奈川県及び県内各都市の指定を受けていることから、登録事務の実施について
十分な実績がある。
　また、神奈川県居住支援協議会の事務局として「あんしん賃貸住宅支援事業」を実施し
ており、不動産店や居住支援団体との連携も図られている。
　サービス付き高齢者向け住宅及び住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅について、他の登
録住宅と一体的に情報提供するため、同協会に委託するものである。

２号（競争不適） ¥2,137,534 2023年4月1日
都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

777 橋本駅北口自由通路施設管理業務委託
橋本駅北口第一再開発ビル
（株）

　当該業者は、当該施設の存するビルの共用部分等の管理業務を管理組合から受託し、防
災センターにおいて365日24時間体制の監視業務を含む、ビル全体の一体的な施設管理を
行っていることから、市民からの通報や災害が発生した場合などの非常時に、施設管理上
求められる迅速かつ臨機応変な対応ができるのは当該業者しかいない。
　また、巡回等業務、清掃業務の実施においても、当ビル全体の管理と合わせ、スケ
ジュールや人員配置等を総合調整し、効率的かつ柔軟に業務を執行できるのは当該業者の
みである。
　これらの理由から当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,264,450 2023年4月1日
都市建設局
まちづくり推進部
都市整備課

778
相模大野駅西側地区東西自由通路昇降施設等保
守点検業務委託

三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）　横浜支社　さ
がみ支店

　本業務は、フルメンテナンス契約によって三菱電機製の昇降施設の保守点検及び修繕等
を行うものである。
　公共施設である当該昇降施設を常に健全な状態に維持するためには、定期的な点検に加
え、機器の摩耗・劣化を予測し、昇降機を常に最良の状態に維持するよう、経年劣化した
部品の取替えや修理を行うことで機器の機能低下と故障の発生を未然に防ぐことができる
フルメンテナンス契約が必要不可欠であり、また故障対応に必要な部品を迅速に供給でき
る能力が担保されている業者は、三菱電機製の昇降施設の保守点検を専門的に取り扱い、
施設設置地域を管轄する当該相手方のみであるため、当該相手方と一者随意契約するもの
である。

２号（競争不適） ¥5,143,380 2023年4月1日
都市建設局
まちづくり推進部
都市整備課

779
相模大野駅西側地区東西自由通路施設管理業務
委託

野村不動産パートナーズ
（株）

　当該業者は、当該施設の存するビルの共用部分等の管理業務を管理組合から受託し、防
災センターにおいて365日24時間体制の監視業務を含む、ビル全体の一体的な施設管理を
行っていることから、市民からの通報や災害が発生した場合などの非常時に、施設管理上
求められる迅速かつ臨機応変な対応ができるのは当該業者しかいない。
　また、巡回等業務、清掃業務の実施においても、当ビル全体の管理と合わせ、スケ
ジュールや人員配置等を総合調整し、効率的かつ柔軟に業務を執行できるのは当該業者の
みである。
　これらの理由から当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥8,580,000 2023年4月1日
都市建設局
まちづくり推進部
都市整備課

780
麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業
総合業務支援委託

日本都市技術（株）神奈川
事務所

　当該業務は、事業計画変更及び仮換地指定の取消・再指定、画地の位置等を定める確定
測量など土地区画整理事業の推進に必要な業務を一括して委託するものである。
　麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業は、様々な課題を抱えて事業中断したた
め、各作業の進捗状況や地権者との合意形成状況を踏まえた修正や調整を行いながら、事
業期間の短縮及び事業費の圧縮を図ることが求められている。
　このため、当該状況に対応できる高度で専門的なノウハウや経験などの実績を有する事
業者から、業務間の迅速かつ総合的な調整が可能となる業務執行体制などについての技術
提案を求めることが必要と判断し、公募型プロポーザル方式による募集及び外部評価委員
を含めた評価委員会による審査の結果、優れた提案を行った当該事業者を契約の相手方と
したものである。

２号（競争不適） ¥218,977,000 2023年12月5日

都市建設局
まちづくり推進部
麻溝台・新磯野地区整備
事務所
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781
令和５年度　リニア駅周辺まちづくりガイドラ
イン編集業務委託

（株）日建設計

　本業務は橋本駅周辺地区のまちづくりの実現化に向け、良好な市街地形成を図るため、
まちづくりの具体的な誘導方策であるまちづくりガイドラインの策定を目指し、令和４年
度に作成したガイドライン案を基に、上位計画の改定等を踏まえて内容を精査し、編集す
る業務であり、案の作成から一体的な業務である。
　契約の相手方は令和３年度の素案作成業務において、指名型プロポーザル方式によって
最も高い評価を得て選定された会社であり、令和４年度も引き続き案の作成業務を受託し
ている。
　本業務は引き続き専門性や、高度な知識、経験を要す上、案作成までの検討経過を熟知
している必要があることから同相手方と契約するものである。

２号（競争不適） ¥2,376,000 2023年9月11日

都市建設局
リニア駅周辺まちづくり
部
リニア駅周辺まちづくり
課

782
相模原市用地取得等（中央新幹線）支援・補助
業務委託（令和５年度）

首都高速道路（株）

　本業務は、東海旅客鉄道（株）から本市が一部受託しているリニア中央新幹線の用地取
得等事務について、早期進捗を図ることを目的とし、首都高速道路（株）に用地取得等の
支援・補助業務を委託するものである。
　本業務における権利者は約８５０人と想定しており、平成２９年度に公募型企画提案
（プロポーザル）に基づき首都高速道路（株）を選定し、既に用地交渉に携わっている。
　公募型企画提案（プロポーザル）においては、次年度以降の随意契約はその実績が特段
問題なく業務を履行することを条件としており、昨年度業務の履行に問題が無かったこと
から本契約の相手方と随意契約するものである。なお、対象地権者にとっては同じ交渉担
当者が継続して交渉を行うことが事業遂行上有利となるものである。

２号（競争不適） ¥207,405,000 2023年4月1日

都市建設局
リニア駅周辺まちづくり
部
リニア事業対策課

783
相模原駅北口地区土地利用計画検討支援業務委
託

相模原駅北口地区土地利用
計画検討支援業務（株）
エックス都市研究所外４社
共同提案体

　当該業務は、相模原駅北口地区について、まちづくりコンセプトや相模原駅北口地区土
地利用方針、相模原駅北口地区土地利用計画の方向性の内容を踏まえ、相模原駅北口地区
土地利用計画を取りまとめるものである。
　業務にあたっては、今後の社会情勢の変化や企業の意向等、様々な視点から検討を行う
必要があり、業者の持つ経験や専門的知識、技術等を最大限活用する必要があるが、価格
競争入札方式では価格が優先されてしまい、相手方の能力等を十分に評価することができ
ない。
　このため、公募型プロポーザル方式を実施し、当該業務に対する提案内容や能力等の評
価が最も高かった業者と随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥107,800,000 2023年5月24日

都市建設局
リニア駅周辺まちづくり
部
相模原駅周辺まちづくり
課

784
相模原市道路情報管理システム運用保守業務委
託

（株）インフォマティクス

　相模原市道路情報管理システムは、平成１７年度に（株）インフォマティクスに開発を
委託し、その後も、機能拡充のためのシステム開発・改修を同者に委託している。
　このことから、当該システムを制御するプログラムの著作権は同者が保有するため、当
該システムの運用及び保守は、同者以外には行えないものである。

２号（競争不適） ¥14,960,000 2023年4月1日
都市建設局
土木部
路政課

785 Web公開型GIS運用保守業務委託 （株）インフォマティクス

　Web公開型GISは、（株）インフォマティクスに開発を委託し、その後も、機能拡充のた
めのシステム改修を同者に委託している。
　このことから、当該システムを制御するプログラムの著作権は同者が保有するため、当
該システムの運用及び保守は、同者以外には行えないものである。

２号（競争不適） ¥3,971,000 2023年4月1日
都市建設局
土木部
路政課

786 道路占用管理システム運用保守業務委託
（株）ジム・コンピュー
タ・サービス

　本システムは、本契約の相手方である（株）ジム・コンピュータ・サービスへの業務委
託により構築したものである。
　このことから、本システムを制御するプログラムの著作権は、同社が保有するものであ
り、本委託業務は同社以外に行えないものである。

２号（競争不適） ¥2,200,000 2023年4月1日
都市建設局
土木部
路政課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

787 道路賠償責任保険
（公社）全国市有物件災害
共済会

　契約の相手方は、市の管理する道路について、道路管理瑕疵により生じた損害賠償の負
担を相互救済する唯一の共済組織である。
　全国の市が共同して市有財産の災害による相互救済する事業を行うことを主たる目的と
し、市自らの発意により地方自治法第263条の2の規定に基づき設立された公益社団法人で
あることから、当該共済会と契約締結するものである。

２号（競争不適） ¥3,450,810 2023年4月1日
都市建設局
土木部
路政課

788
相模大野駅西側第１路上等自転車駐車場ほか管
理等業務委託

（株）高見沢サイバネ
ティックス

　相模大野駅西側第１路上等自転車駐車場で使用している自転車ラック、精算機は、平成
３１年度で長期継続契約を満了した。
　機器類の状態が良く、継続使用に耐えられることから、本年度についても経済的に有利
な当該事業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥6,374,280 2023年4月1日
都市建設局
土木部
路政課

789
相模原駅南口第１路上等自転車駐車場ほか管理
等業務委託

（株）高見沢サイバネ
ティックス

　相模原駅南口第１・２路上等自転車駐車場ほかで使用している自転車ラック、精算機
は、令和４年度で長期継続契約を満了した。
　機器類の状態が良く、継続使用に耐えられることから、本年度についても経済的に有利
な当該事業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥2,107,116 2023年4月1日
都市建設局
土木部
路政課

790 保管所警備業務委託 セコム（株）

　本警備業務については、保管所内にセンサー等の警備器具を設置し、専用回線により監
視や異常時の対応などを行っている。警備器具は契約の相手方専用の器具であり、他の業
者では警備業務が出来ない。
　また、毎年度警備器具の入れ替えを行うことは、施設の安全等の維持管理に支障をきた
す恐れがあり入れ替え経費も莫大にかかることから、警備器具の入れ替えが必要になる時
期までは現在の警備器具を設置している当業者に業務を委託するものである。

６号（競争不利） ¥4,049,760 2023年4月1日
都市建設局
土木部
路政課

791
橋本駅南口第１路上等自転車駐車場ほか管理等
業務委託

日本コンピュータ・ダイナ
ミクス（株）

　橋本駅南口第１路上等自転車駐車場で使用している自転車ラック、精算機は、令和２年
度で長期継続契約を満了した。
　機器類の状態が良く、継続使用に耐えられることから、本年度についても経済的に有利
な当該事業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥5,152,224 2023年4月1日
都市建設局
土木部
路政課

792
中央線相模湖・藤野間関野跨線橋ほか３橋点検
業務

東日本旅客鉄道（株）八王
子支社

　本委託は、鉄道敷地上に係る跨線橋について相模原市橋りょう長寿命化修繕計画に基づ
く定期点検を行うものであり、鉄道敷地内において作業を行うため、鉄道施設管理上や列
車運転保安上への影響を考慮した点検計画の検討が必要である。
　このことから、他の業者では業務の適切な遂行が不可能であるため、東日本旅客鉄道
（株）八王子支社を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥23,474,000 2023年4月10日
都市建設局
土木部
路政課

793 Windows11移行に係るシステム改修業務委託 （株）インフォマティクス

　相模原市道路情報管理システムは、平成１７年度に（株）インフォマティクスに開発を
委託し、その後も、機能拡充のためのシステム開発・改修を同者に委託している。
　このことから、当該システムを制御するプログラムの著作権は同者が保有するため、当
該システムの改修等は、同者以外には行えないものである。

２号（競争不適） ¥20,240,000 2023年4月12日
都市建設局
土木部
路政課

794
相模大野駅西側自転車駐車場機械式駐輪機部品
交換修繕

ＪＦＥテクノス（株）
　相模大野駅西側自転車駐車場機械式駐輪機は当該業者が機械設備関係全般の保守点検業
務を実施しており、当該業者以外では修理ができないため、当該業者と契約を締結するも
の。

２号（競争不適） ¥10,942,690 2023年6月15日
都市建設局
土木部
路政課
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795
相模大野駅西側第１路上等自転車駐車場ほか１
０施設適格請求書等対応修繕

（株）高見沢サイバネ
ティックス

　相模大野駅西側第１路上等自転車駐車場ほか１０施設について、当該業者が、使用料収
納業務や利用者への領収書の発行を含む施設全般の管理運営及び保守点検業務を実施して
いる。当該業者以外では、当該施設の事前精算機の改修ができないため、当該業者と契約
を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,115,400 2023年12月1日
都市建設局
土木部
路政課

796
市道新戸相武台道路改良事業米軍施設電気設備
設計業務委託

（有）四海設計

　本委託は、市道新戸相武台の改良工事（現道拡幅）に伴い米軍基地内において支障とな
る電気設備の切り回し工事に係る発注図の作成及び代替駐車場の電気設備の設計を行うも
のである。本委託成果に基づく工事実施の際、基地内建築物を一時停電させる必要がある
ことから、米軍基地内電気施設の設計実績があり、かつ現場状況に精通している業者を米
軍より指定されたため、当該相手方と随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥1,936,880 2023年6月12日
都市建設局
土木部
道路整備課

797
市道相模氷川電線共同溝整備に伴う引込管等設
備工事委託（その５）

エヌ・ティ・ティ・インフ
ラネット株式会社

　本工事委託は、電線共同溝整備事業に係る通信施設の引込設備及び引込管路、連系設備
並びに連携管路を一体的に整備するものであり、エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）が管理する周辺設備への接続を要するなど、既設の設備と密接不可分の関係にあ
る。
　既設設備の設置管理者であり、他の通信施設の引込管等の引込みについても請け負って
いるエヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）以外の者が施工することは、不可能である
ことから、当該事業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥56,889,800 2023年6月14日
都市建設局
土木部
道路整備課

798
市道相模氷川電線共同溝整備に伴う引込管等設
備工事委託（その６）

東京電力パワーグリッド
（株）

　本工事委託は、電線共同溝整備事業に係る電力施設の引込設備及び引込管路、連系設備
並びに連携管路を一体的に整備するものであり、東京電力パワーグリッド（株）が管理す
る周辺設備への接続を要するなど、既設の設備と密接不可分の関係にある。
　既設設備の設置管理者である、東京電力パワーグリッド（株）以外の者が施工すること
は不可能であることから当該事業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥101,101,000 2023年6月26日
都市建設局
土木部
道路整備課

799
県道５２号（相模原町田）（ＪＲ相模線立体交
差部）積算業務委託

（公財）神奈川県都市整備
技術センター

　本業務は、県道52号（相模原町田）（ＪＲ相模線立体交差部）の積算業務について委託
するものである。
　現在、本市の土木積算業務は、（公財）神奈川県都市整備技術センター（以下、技術セ
ンター）の土木積算システムを利用しており、本システムを利用できる委託業者は技術セ
ンターのみであることから、本業務の契約相手方を技術センターとするものである。

２号（競争不適） ¥5,071,000 2023年6月26日
都市建設局
土木部
道路整備課

800
都市計画道路宮下横山台線関係機関協議資料作
成業務委託

（株）東京建設コンサルタ
ント　神奈川事務所

　本業務は、都市計画道路宮下横山台線の関係機関協議の資料作成のため、設計業務を委
託するものである。
　当該路線は、東京都と連携して道路の開通を目指している路線であり、境川に架かる橋
は東京都が施工することになっており、契約相手は既に東京都と契約を結び、設計業務に
携わり、河川管理者や交通管理者と協議を行っている企業であるため、当該企業であれば
本市分の関係機関協議を効率良く遂行し、工期を短縮できる。また、東京都の契約と重複
する契約内容は本契約から省くことができ、契約金額を他業者と比べて低く抑えられるた
め。

６号（競争不利） ¥3,432,000 2023年11月10日
都市建設局
土木部
道路整備課
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801
都市計画道路相原大沢線（第４工区）ほか警察
協議資料作成業務委託

（株）アジア共同設計コン
サルタント相模原営業所

　本委託は、都市計画道路相原大沢線（第4工区）の交通協議において、交通管理者から
継続して協議を実施するには、近接する都市計画道路相原宮下線の交差点も一体的に協議
する必要があると示されたことから、都市計画道路相原宮下線の協議に必要な検討及び資
料を作成する業務委託である。
　当該業者は、都市計画道路相原大沢線（第4工区）道路詳細設計業務委託を受注し、都
市計画道路相原大沢線（第4工区）の検討及び協議資料を作成していることから、現地踏
査や協議経過等の整理を省略できるなど、工期の短縮、経費の節減が見込まれるため、当
該業者と契約するものである。

６号（競争不利） ¥1,518,000 2023年12月22日
都市建設局
土木部
道路整備課

802
市道新戸相武台道路改良事業米軍施設電気設備
工事

（有）タケダ電気工事

　本工事は、市道新戸相武台の改良工事（現道拡幅）に伴い、米軍基地内において支障と
なる電柱の移設等を行うものである。工事実施の際、既設電気設備の切り回しの他、基地
内において一時停電させる必要があり、米軍から品質確保や基地機能保全の維持が求めら
れることから、当該電気設備を施工した当該相手方と随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥23,100,000 2024年2月20日
都市建設局
土木部
道路整備課

803 市道新戸相武台道路改良事業米軍施設通信工事 大和通信工業（株）

　本工事は、市道新戸相武台の改良工事（現道拡幅）に伴い、米軍基地内において支障と
なる建物等の通信施設を切り回しを行うものである。本工事実施にあたり、軍事上、非常
に重要な通信ラインを一時停電させる必要があることから、米軍基地の配線状況に精通
し、品質確保や基地機能保全を維持することができる当該通信施設を施工した当該相手方
と随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥6,281,000 2024年3月13日
都市建設局
土木部
道路整備課

804 準用河川姥川緊急修繕 （有）和田建設

　準用河川姥川において、幅約７ｍに渡り護岸が崩落したため、緊急的な対応を図る必要
があり、過去に近隣で河川工事の実績がある緊急対応が可能な当該業者と随意契約を締結
するものである。
　

５号（緊急随意契約） ¥2,255,000 2023年6月26日
都市建設局
土木部
河川課

805 道路点検パトロール業務委託（緑区その１） （株）相模ロード

　本業務は、安全かつ円滑な交通確保を図るため、4月1日から業務を開始されるものだ
が、新年度開始までの間に業者選定及び契約諸手続きが完了しないため、暫定的に4、5月
分（2か月分）の契約に限り、前年度契約の相手方との間に過年度と同一の条件で契約を
締結するものである。

２号（競争不適） ¥2,464,998 2023年4月1日
都市建設局
土木部
緑土木事務所

806 JR橋本駅前ほか2昇降施設等保守点検業務委託
三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）　横浜支社　さ
がみ支店

　駅や跨線橋に設置されているエレベーター及びエスカレーター等の昇降機は、駅利用者
を含む市民の快適な生活に不可欠な設備である。
　当該設備の健全な状態を維持するには、フルメンテナンスによる保守契約が必要不可欠
であり、その契約を締結できる契約の相手方は当該設備の製造メーカーの管理部門である
当該相手方のみであるため、当該相手方と契約する以外にない。

２号（競争不適） ¥24,364,120 2023年4月1日
都市建設局
土木部
緑土木事務所

807 街路樹剪定枝処分業務委託（緑土）
（株）タケエイグリーンリ
サイクル

　剪定枝の処分委託は、一般廃棄物処分業の許可を有する事業者に委託する必要がある
が、市内には処分業の許可を有する事業者の処分施設がない。当該事業者は唯一市内に積
替保管施設を有しており、収集運搬業の許可を得ている。当該事業者は市外に有する処分
施設にて安定的に資源化できる能力（処分施設で選別、加工、堆肥化し、ホームセンター
や協力農家等へ供給）を有しており、当該処分施設への搬出経路については搬出先の自治
体に承認を得ている。
　よって、当該事業者は、唯一市内に積替保管施設を有していることなどから、効率的か
つ効果的に剪定枝資源化業務を行える唯一の事業者であるため契約するものである。

２号（競争不適） ¥3,313,200 2023年4月1日
都市建設局
土木部
緑土木事務所
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808
相原元橋本立体排水ポンプ施設保守点検業務委
託（その２）

（株）第一テクノ

　当業務委託は、相原元橋本立体排水ポンプ施設に設置してあるポンプ３台のうち、１台
が耐用年数を迎えたことにより、工場整備を行い、施設の機能を正常に保つことを目的と
するものである。排水ポンプ施設に設置されている遠方監視システムは、（株）第一テク
ノが開発したもので、プログラム等の著作権は同社が保有しており、システムを稼働させ
るための保守点検、システム機器の設定等に関しては、同社以外には対応できないため、
随意契約するものである。

２号（競争不適） ¥3,399,000 2023年5月31日
都市建設局
土木部
緑土木事務所

809 JR橋本駅北口エスカレーター改修工事
三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）　横浜支社

　橋本駅北口ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷには、三菱電機社製エスカレーターが設置されている。当該
エスカレーターは、ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ上にて橋本駅から北口駅前広場へ向かう導線となって
おり、設置から約23年が経過し老朽化が進んでいるため、改修工事が必要となっている。
　経済性を考慮し部分改修としたため、既存機器と密接な構造となる改修機器を製作する
必要があることから、当該エスカレーターの改修を行うことができるのは、構造を熟知し
機器の製作が可能であり、保守点検や維持修繕を行っている三菱電機ビルソリューション
ズ（株）しかないため。

２号（競争不適） ¥115,500,000 2023年7月25日
都市建設局
土木部
緑土木事務所

810 地籍調査用システム賃貸借契約
福井コンピュータ（株）関
東営業所

　地籍調査用システムは、福井コンピュータ（株）が開発したもので、プログラム等の著
作権は同社が保有していることから、システムを稼働させるためのソフトの使用、保守
は、当該業者以外で対応できないため、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,796,420 2023年10月1日
都市建設局
土木部
緑土木事務所

811 市道凍雪害対策業務委託（城山）
相模原市城山町建設業凍雪
害対策連絡協議会

　凍雪害対策業務委託は、降雪時、路面凍結及びその恐れがある時に、除雪作業や凍結防
止剤散布作業など行い、円滑な交通の確保を目的とするものであり、その緊急性や積雪等
による交通まひ状態から連続した道路をもれなく回復させる必要があるという特性があ
る。
　このため、管轄する全区域での凍雪害対策業務を可能とするため、平成１９年に締結し
た相模原市城山町建設業凍雪害対策連絡協議会との協定により、協議会と１者随意契約を
交わすもの。
　なお、各協力業者は、この契約について承諾し債権債務を有するもので、協議会が定め
た区域ごとに業務を担う。協議会は、協力業者から委任を受けて、発注者の指示の受領、
業務完了届の提出及び検査の受検、並びに契約代金の支払いの請求に係る事務を処理す
る。

２号（競争不適） ¥5,000,000 2023年12月1日
都市建設局
土木部
緑土木事務所

812 国県道凍雪害対策業務委託（城山）
相模原市津久井地区建設業
連絡協議会

　凍雪害対策業務委託は、降雪時、路面凍結及びその恐れがある時に、除雪作業や凍結防
止剤散布作業など行い、円滑な交通の確保を目的とするものであり、その緊急性や積雪等
による交通まひ状態から連続した道路をもれなく回復させる必要があるという特性があ
る。
　このため、管轄する全区域での凍雪害対策業務を可能とするため、平成２２年に締結し
た相模原市津久井地区建設業連絡協議会との協定により、協議会と１者随意契約を交わす
もの。
　なお、各協力業者は、この契約について承諾し債権債務を有するもので、協議会が定め
た区域ごとに業務を担う。協議会は、協力業者から委任を受けて、発注者の指示の受領、
業務完了届の提出及び検査の受検、並びに契約代金の支払いの請求に係る事務を処理す
る。

２号（競争不適） ¥5,000,000 2023年12月1日
都市建設局
土木部
緑土木事務所



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

813 市道樹木緊急伐採等業務委託（城山その３） （株）都木材緑化

　令和6年2月5日の降雪により市道松風都井沢において、折れ枝が他の木に引っかかって
いる状態となっており落下した際には通行車両及び歩行者の安全に支障をきたす事から早
急に剪定・撤去を行う必要がある。
　このことから、伐採処理経験があり、現場に近く早急な現場対応が可能な当該業者と随
意契約を行うもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,320,000 2024年2月7日
都市建設局
土木部
緑土木事務所

814
国県道街路樹等緊急伐採業務委託（城山その
１）

（株）都木材緑化

　令和6年2月19日のパトロールの際に、県道513号車道に落枝があるのを発見した。以前
より把握しているナラ枯れ樹木が直上にあり、落枝の原因と考えられることから、ナラ枯
れの進行具合を再度確認した。発見当初よりも被害が進行しており、車道に倒木する可能
性もあることから、早急に伐採を実施する必要があるため、伐採処理経験が豊富であり、
現場に近く早急な現場対応が可能な当該業者と随意契約を行うもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,512,500 2024年2月19日
都市建設局
土木部
緑土木事務所

815 青根簡易水道施設機械機器保守管理業務委託
（株）前澤エンジニアリン
グサービス　横浜営業所

　青根浄水場の施設に設置している膜ろ過装置はプラント設備メーカーである前澤工業
（株）の特殊製品であり、また、運転方法が計装装置ほか各設備と制御運転されているこ
とから、前澤工業（株）の膜ろ過装置の維持管理業務、点検・調査業務を一手に取り扱う
当該業者以外では設備上、保守点検等ができないため、地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号の規定に基づき、契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥3,036,000 2023年4月1日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

816 令和５年度簡易水道事業収納金集計事務委託
（株）ワイイーシーソ
リューションズ

　当該事業者は、会計課（一般会計等）及び下水道経営課（下水道事業会計）の収納金集
計事務を受託する事業者であり、三課での収納金の混在確認やその対応等を円滑に履行で
きる業者は当該業者のみであることから、簡易水道事業会計においても当該事業者と契約
するものである。

２号（競争不適） ¥2,756,380 2023年4月1日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

817
令和５年度相模原市簡易水道事業会計支援業務
委託

（税）TMS 練馬事務所

　本業務は、前年度の決算及び次年度の予算書を作成するとともに、消費税及び地方消費
税確定申告内容の整理等を行うものである。
　本業務は、５月末までの短期間に決算書、消費税及び地方消費税確定申告書を作成する
必要がある。また、本市が個別に導入している企業会計システムや地方公営企業会計に精
通し、会計から税務まで横断的な専門知識を有することが求められるものである。
　当該税理士法人は、前年度の委託業者で、上記の要件を満たしている唯一の業者であ
り、法で定められている期日内に業務を行える業者は、当該税理士法人しかいないことか
ら、引き続き随意契約で委託をするものである。

２号（競争不適） ¥1,133,000 2023年4月7日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

818
国県道維持補修業務委託（県道６４号土砂崩
落）

（有）小島組
　本委託は５月１４日に発生した法面崩落を復旧するもので、主要地方道であることから
早急な交通開放のため、緊急工事等実施要領第4条第2項に基づき随意契約とするものであ
る。

５号（緊急随意契約） ¥14,377,000 2023年5月15日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

819
市道維持補修業務委託（6月2日豪雨　藤その
13）

（有）緑禮園
　市道奥牧野綱子において、台風２号の影響により、法面が崩落した箇所に危険樹木があ
り、緊急に樹木撤去を行う必要があるため、早急に対応が可能な当該業者と随意契約を締
結するものである。

５号（緊急随意契
約）

¥1,980,000 2023年6月2日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

820 災害復旧業務委託（市道大鐘舟久保） （株）開都建設
　市道大鐘舟久保において、台風２号の影響により、路肩の石積擁壁が崩落し、道路下が
空洞となっており、通行に危険が生じている。緊急に補修を行う必要があり、早急に対応
が可能な当該業者と随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契
約）

¥2,453,000 2023年6月2日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名
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821 災害復旧業務委託（市道名倉島田） （株）野崎工務店
　市道名倉島田において、台風２号の影響により、路肩ののり面が崩落し、擁壁基礎の下
が洗堀されているため、通行に危険が生じている。緊急に補修を行う必要があり、早急に
対応が可能な当該業者と随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契
約）

¥3,828,000 2023年6月2日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

822 災害復旧業務委託（普通河川青山162） （株）山本組

　６月２日の豪雨において水路が木の根や幹により閉塞し、越水して道路、側溝、宅地内
等に土砂が流入した。また、水路自体も破損しており、早急に復旧する必要があることか
ら、緊急工事等実施要領第４条第２項の規定により、当該事業者と随意契約を締結するも
のである。

５号（緊急随意契約） ¥2,530,000 2023年6月6日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

823 青根簡易水道機械機器改修業務委託
（株）前澤エンジニアリン
グサービス　横浜営業所

　本委託は、青根浄水場の主要装置である膜ろ過装置に設置されている膜モジュール及び
濁度計並びに当該装置と関連するサンプリングポンプ等の機器について、経年劣化による
更新を行うこと並びに更新後の正常な水処理運転を確保することを目的とするものであ
る。
　当該装置は、前澤工業（株）が独自の技術に基づき設計及び施工したものであり、運転
方法が更新機器と関連し制御運転されているものである。
　更新にあたっては、本浄水場内の他機器への影響を把握した施工による一体的な動作保
証が不可欠であることから、本浄水場の制御プログラムに精通し精密な調整作業及び不具
合の判断が必要となるため唯一可能な者は当該業者のみである。また、他者施工により水
処理運転に異常が発生した場合、責任範囲が不明確となり異常個所の特定に時間を要し断
水に至る恐れがあるものである。
　従って、前澤工業（株）が膜ろ過設備及び浄水場内付帯設備の維持管理業務、修繕工事
を委ね本浄水場の保守管理を行っている当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号の規定に基づき、契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥46,420,000 2023年6月22日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

824
災害復旧業務委託（台風7号　認定外道路（佐
野川地内））

（有）芹沢土建
　佐野川地内の認定外道路において、台風７号の影響により、路肩ののり面が崩落し、道
路下が空洞となっており、通行に危険が生じている。緊急に補修を行う必要があり、早急
に対応が可能な当該業者と随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥2,200,000 2023年8月15日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

825 青根簡易水道機械機器修繕
（株）前澤エンジニアリン
グサービス　横浜営業所

　本修繕は、長期修繕計画に基づき、青根簡易水道施設の機械機器を修繕するものであ
る。青根浄水場に設置している膜ろ過設備は前澤工業（株）の特殊製品であり、ポンプ設
備ほか各設備と制御運転されていることから、前澤工業（株）の膜ろ過装置の維持管理業
務、修繕・調査業務を一手に取り扱う当該業者以外では修繕ができないため、地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥6,380,000 2023年9月20日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

826 水道台帳整備業務委託
東京ガスエンジニアリング
ソリューションズ（株）

　本委託は、既整備の水道管路施設について、竣工図等からＧＩＳデータを作成し、水道
台帳管理システムに入力するものである。
　同システムの改修及び改変には、開発元である東京ガスエンジニアリングソリューショ
ンズ（株）が著作権を保有するデータフォーマットが必要になることから、同社以外の対
応が不可能であるため、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定に基づき、随
意契約をするものである。

２号（競争不適） ¥3,036,000 2023年10月2日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所
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827 国県道凍雪害対策業務委託（津久井）
相模原市津久井地区建設業
連絡協議会

　凍雪害対策業務委託は、降雪時路面凍結時及びその恐れがある時に、除雪作業や凍結防
止剤散布などを行い、円滑な交通の確保を目的とするものであり、その緊急性や、積雪等
による交通まひ状態から連続した道路を漏れなく回復させる必要があるという特性があ
る。このため、管轄する全区域での凍雪害対策業務を可能とするため、平成２２年に締結
した相模原市津久井地区建設業連絡協議会との協定により、協議会と１者による随意契約
を交わすものである。
　なお、各協力業者は、この契約について承諾し債権債務を有するもので、協議会が定め
た区域ごとに業務を担う。協議会は、協力業者から委任を受けて、発注者の指示の受領、
業務完了届の提出及び検査の受検、並びに契約代金の支払いの請求に係る事務を処理する
ものである。

２号（競争不適） ¥60,691,000 2023年12月1日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

828 市道凍雪害対策業務委託（津久井）
相模原市津久井町建設業凍
雪害対策連絡協議会

　凍雪害対策業務委託は、降雪時路面凍結時及びその恐れがある時に、除雪作業や凍結防
止剤散布などを行い、円滑な交通の確保を目的とするものであり、その緊急性や、積雪等
による交通まひ状態から連続した道路を漏れなく回復させる必要があるという特性があ
る。このため、管轄する全区域での凍雪害対策業務を可能とするため、平成２２年に締結
した相模原市津久井地区建設業連絡協議会との協定により、協議会と１者による随意契約
を交わすものである。
　なお、各協力業者は、この契約について承諾し債権債務を有するもので、協議会が定め
た区域ごとに業務を担う。協議会は、協力業者から委任を受けて、発注者の指示の受領、
業務完了届の提出及び検査の受検、並びに契約代金の支払いの請求に係る事務を処理する
ものである。

２号（競争不適） ¥6,000,000 2023年12月1日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

829 市道凍雪害対策業務委託（相模湖）
相模原市相模湖町建設業凍
雪害対策連絡協議会

　凍雪害対策業務委託は、降雪時路面凍結時及びその恐れがある時に、除雪作業や凍結防
止剤散布などを行い、円滑な交通の確保を目的とするものであり、その緊急性や、積雪等
による交通まひ状態から連続した道路を漏れなく回復させる必要があるという特性があ
る。このため、管轄する全区域での凍雪害対策業務を可能とするため、平成２２年に締結
した相模原市津久井地区建設業連絡協議会との協定により、協議会と１者による随意契約
を交わすものである。
　なお、各協力業者は、この契約について承諾し債権債務を有するもので、協議会が定め
た区域ごとに業務を担う。協議会は、協力業者から委任を受けて、発注者の指示の受領、
業務完了届の提出及び検査の受検、並びに契約代金の支払いの請求に係る事務を処理する
ものである。

２号（競争不適） ¥4,000,000 2023年12月1日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

830 市道凍雪害対策業務委託（藤野）
相模原市藤野町建設業凍雪
害対策連絡協議会

　凍雪害対策業務委託は、降雪時路面凍結時及びその恐れがある時に、除雪作業や凍結防
止剤散布などを行い、円滑な交通の確保を目的とするものであり、その緊急性や、積雪等
による交通まひ状態から連続した道路を漏れなく回復させる必要があるという特性があ
る。このため、管轄する全区域での凍雪害対策業務を可能とするため、平成２２年に締結
した相模原市津久井地区建設業連絡協議会との協定により、協議会と１者による随意契約
を交わすものである。
　なお、各協力業者は、この契約について承諾し債権債務を有するもので、協議会が定め
た区域ごとに業務を担う。協議会は、協力業者から委任を受けて、発注者の指示の受領、
業務完了届の提出及び検査の受検、並びに契約代金の支払いの請求に係る事務を処理する
ものである。

２号（競争不適） ¥5,000,000 2023年12月1日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

831
国県道街路樹等緊急伐採業務委託（津土その
１）

（有）関戸商事

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥2,400,000 2024年1月29日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所
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832
国県道街路樹等緊急伐採業務委託（津土その
２）

（有）井上建設

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥3,700,000 2024年1月29日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

833
国県道街路樹等緊急伐採業務委託（津土その
４）

（株）山本組

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥2,200,000 2024年1月29日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

834
国県道街路樹等緊急伐採業務委託（津土その
５）

（有）米田建設

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥3,000,000 2024年1月29日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

835
国県道街路樹等緊急伐採業務委託（津土その
６）

（有）米田建設

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥6,100,000 2024年1月29日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

836
国県道街路樹等緊急伐採業務委託（津土その
７）

（有）加藤工業

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥5,900,000 2024年1月29日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

837 市道街路樹等緊急伐採業務委託（津土その１） （有）山岸産業

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥4,800,000 2024年1月29日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所
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838 市道街路樹等緊急伐採業務委託（津土その２） （有）小島組

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥6,000,000 2024年1月29日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

839 市道街路樹等緊急伐採業務委託（津土その３） （株）菊地原建設工業

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥4,900,000 2024年1月29日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

840 市道街路樹等緊急伐採業務委託（津土その４） （有）カワヅ工務店

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥4,600,000 2024年1月29日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

841 市道街路樹等緊急伐採業務委託（津土その５） （有）相州武井組建工

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥4,600,000 2024年1月29日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

842 市道街路樹等緊急伐採業務委託（津土その６） 鉄建基礎（株）

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥4,400,000 2024年1月29日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

843 国県道街路樹等緊急伐採業務委託（藤その４） （有）芹沢土建

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥1,500,000 2024年1月30日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所
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844 市道街路樹等緊急伐採業務委託（湖その１） （株）佐藤工務店

　令和５年４月の緑区寸沢嵐新戸キャンプ場における倒木死亡事故の発生を受け、道路区
域の街路樹（桜）に係る樹木医診断において、倒木等の危険度が高い（不健全）と判断さ
れた樹木について、災害等の未然防止のために早急に伐採する必要が生じたことから、随
意契約のガイドライン（５）政令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入
札に付することができないとき」、また、緊急工事等実施要領第２条及び４条の規定よ
り、随意契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥4,000,000 2024年1月30日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

845 藤野簡易水道取水施設改修業務委託（その２） クシダ工業（株）

　本委託は、既存の取水施設に流量計を設置し、流量情報を藤野簡易水道施設集中監視シ
ステムに反映させるものである。
　反映には、開発元であるクシダ工業（株）が著作権を保有する同システムのプログラム
の改変が必要になり、同社が他者の改変を許さないことから、地方自治法施行令第167条
の２第１項第２号の規定に基づき随意契約をするものである。

２号（競争不適） ¥1,440,000 2024年2月1日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

846
国県道樹木緊急伐採業務委託（２月５日大雪
その１）

（株）山本組
　国道４１３号において、大雪の影響により、道路斜面からの倒木により、車両や歩行者
の通行に支障を来しているため、緊急工事等実施要領第４条第２項の規定により、随意契
約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥1,100,000 2024年2月6日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

847 市道葛原日向擁壁修繕工事（その２） （株）野崎工務店

　市道葛原日向擁壁修繕工事（その１）において既設ブロック積を撤去した際、連続する
施工範囲外のブロック積においても経年劣化が進行し、今後、当該箇所が崩落する危険が
あることが判明した。このため、早急に当該箇所のブロック積を修繕し、災害を未然に防
止し安全を確保する必要があることから、緊急工事等実施要領第４条第２項に基づき、付
近で相模原市発注の擁壁修繕工事を受注し、資機材等の手配が整っている当該業者と随意
契約を締結するものである。

５号（緊急随意契約） ¥1,300,000 2024年2月16日
都市建設局
土木部
津久井土木事務所

848 JR橋本駅前ほか施設巡回等業務委託（その１） （株）蒼鳳
　競争入札により契約の相手を決定するには日時を要する事から、4月及び５月の２か月
間に限り、前年度の契約相手である当該業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥5,443,020 2023年4月1日
都市建設局
土木部
中央土木事務所

849 相模原駅前ほか昇降施設等保守点検業務委託
三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）　横浜支社　さ
がみ支店

　相模原駅や淵野辺跨線橋等に設置されている昇降機（エレベーター、エスカレーター）
は、駅利用者を含む市民の快適な生活に不可欠な設備である。
　当該設備の性能を長期間円滑に発揮させるために維持するには、製造メーカーである三
菱電機ビルソリューションズ（株）のフルメンテナンスの保守が必要不可欠であるため、
当該事業者を契約の相手方とするものである。
　

２号（競争不適） ¥26,066,480 2023年4月1日
都市建設局
土木部
中央土木事務所

850 道路点検パトロール業務委託(その1） （有）ファインテック

　本業務は、安全かつ円滑な交通確保を図るため、4月1日から開始する必要がある業務で
あるが、新年度開始までの間に業者選定及び契約諸手続きが完了しないため、暫定的に
4、5月分（2か月分）の契約に限り、前年度契約の相手方との間に過年度と同一の条件で
契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,501,764 2023年4月1日
都市建設局
土木部
中央土木事務所
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851 新昭和橋（右下流側）設計施工監理業務委託
（公財）神奈川県都市整備
技術センター

　本業務は、新昭和橋（右下流側）橋りょう修繕の積算業務について委託するものであ
る。現在、本市の土木積算業務は、（公財）神奈川県都市整備技術センター（以下、技術
センター）の土木積算システムを利用しており、本システムを利用できる委託業者は技術
センターのみであることから、本業務の契約相手方を技術センターとするものである。

２号（競争不適） ¥9,746,000 2023年4月3日
都市建設局
土木部
中央土木事務所

852 国県道街路樹剪定枝処分業務委託(中央区）
（株）タケエイグリーンリ
サイクル

　本業務は「剪定枝資源化事業」として、公共施設から排出される剪定枝の資源化を図る
ものである。
　剪定枝の資源化は、一般廃棄物処分業の許可を得ている事業者に委託する必要がある
が、許可を得ている事業者のうち、市内に積替保管施設を有しているのは当該事業者のみ
である。
　また、当該事業者は積替保管施設で剪定枝を集約し、自社資源化施設に運搬して資源化
を行うシステムを確立しており、最終的な資源化までの工程を全て自社内で一元的に管理
できる唯一の事業者であるため、本業務の契約相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,999,998 2023年4月12日
都市建設局
土木部
中央土木事務所

853 市道街路樹剪定枝処分業務委託（中央区）
（株）タケエイグリーンリ
サイクル

　本業務は「剪定枝資源化事業」として、公共施設から排出される剪定枝の資源化を図る
ものである。
　剪定枝の資源化は、一般廃棄物処分業の許可を得ている事業者に委託する必要がある
が、許可を得ている事業者のうち、市内に積替保管施設を有しているのは当該事業者のみ
である。
　また、当該事業者は積替保管施設で剪定枝を集約し、自社資源化施設に運搬して資源化
を行うシステムを確立しており、最終的な資源化までの工程を全て自社内で一元的に管理
できる唯一の事業者であるため、本業務の契約相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,999,996 2023年4月12日
都市建設局
土木部
中央土木事務所

854
相模大野駅前ほか映像監視・巡回等業務委託
（その１）

相模トライアム（株）

　当該業務は駅周辺のエスカレーター等を、利用者が安全かつ快適に使用できるよう、施
設の映像監視（監視カメラによる安全運転の確認・巡回や緊急時の対応等）を行う業務で
あり、24時間、毎日継続して実施する必要がある。
　適正な入札・契約事務を行うためには、仕様書等の作成、業者選定などの入札準備等に
時間を要することから、４月及び５月の２か月間については、現場を熟知している前年度
の受注者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥7,159,712 2023年4月1日
都市建設局
土木部
南土木事務所

855 剪定枝資源化業務委託
（株）タケエイグリーンリ
サイクル

　本業務は「剪定枝資源化事業」として、公共施設から排出される剪定枝の資源化を図る
ものである。
　剪定枝の資源化は、一般廃棄物処分業の許可を得ている事業者に委託する必要がある
が、許可を得ている事業者のうち、市内に積替保管施設を有しているのは当該事業者のみ
である。
　また、当該事業者は積替保管施設で剪定枝を集約し、自社資源化施設に運搬して資源化
を行うシステムを確立しており、最終的な資源化までの工程を全て自社内で一元的に管理
できる唯一の事業者であるため、契約するもの。

２号（競争不適） ¥1,919,280 2023年4月1日
都市建設局
土木部
南土木事務所

856 相模大野駅前ほか昇降施設等保守点検業務委託
三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）　横浜支社　さ
がみ支店

　当該業務は、相模大野駅周辺、小田急相模原駅周辺、古淵歩道橋及び県道町田厚木線横
断デッキに設置されている、エレベーターやエスカレーター等の昇降機を、利用者が安全
かつ快適に使用できるよう、保守点検を行う業務である。
　これらの設備を安価に、継続して点検・修繕するには、常時リモート点検が行え、定期
点検時においては修繕工事を含むフルメンテナンスが必要であり、こうした業務ができる
のは、当該設備の製造メーカーである当該相手方しかないため。

２号（競争不適） ¥48,507,140 2023年4月1日
都市建設局
土木部
南土木事務所



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

857 市道当麻市場法面緊急修繕
（株）エムズコーポレー
ション

　令和5年6月3日の台風2号に伴う大雨により路肩の法面が崩落し、通行車両が安全に通行
できない状態となっている。法面を復旧し、通行車両の安全を確保するために緊急の対処
が必要なため対応可能な当該事業者とした。
　よって、緊急工事等実施要領第４条第２項の規定に基づき、随意契約とするものであ
る。

５号（緊急随意契
約）

¥3,069,000 2023年6月12日
都市建設局
土木部
南土木事務所

858 準市道２０号法面緊急修繕 （株）大霧建設

　令和５年６月３日の台風２号の通過に伴い、準市道２０号に隣接する民有地の法面の土
砂崩落で通行止めとなっている準市道２０号について、土地所有者に土砂の除去を要請す
べく調査したが、公図と現地が乖離しており、土地所有者の特定に至らず、また、地元か
らの早期交通開放の要望もあることから、令和５年６月１６日に市で対応することに方針
変更し、早期に交通開放するため、対応可能な当該事業者とした。
　よって、緊急工事等実施要領第４条第２項の規定に基づき、随意契約とするものであ
る。

５号（緊急随意契
約）

¥3,047,000 2023年6月20日
都市建設局
土木部
南土木事務所

859
古淵駅前跨線橋ほか1橋橋りょう修繕耐震設計
業務委託

ＪＲ東日本コンサルタンツ
（株）横浜営業センター

　本業務では線路の閉鎖可能時間や鉄道の軌道電線等の支障物を十分考慮した上で、鉄道
敷地を横断する橋りょうの修繕及び耐震補強の設計計画を検討する必要があり、鉄道受託
工事の特殊性を把握した委託成果が求められる。
　その中で、JR東日本旅客鉄道（株）と委託及び工事の進め方について協議を行ったとこ
ろ、鉄道敷地内の作業を含むことから、鉄道施設管理及び列車運転保安への影響を考慮で
きる当該相手方による実施を要請されるとともに、他に業務を遂行できるものがいないこ
とから一者随意契約とするものである。

２号（競争不適） ¥19,910,000 2023年9月11日
都市建設局
土木部
南土木事務所

860 道路台帳整備業務委託（南区その1） （株）インフォマティクス

　相模原市道路情報管理システム（以下「SRIMS」という。）は、平成１７年度に（株）
インフォマティクスに開発を委託し、その後も、機能拡充のためのシステム開発・改修を
同者に委託している。
　本業務は、相模原市当麻宿地区土地区画整理事業に係る道路台帳平面図をSRIMSに取込
みが行えるよう、切り出し領域作成及び既存データ削除対象抽出を行い、DMデータをリ
リースするものである。
　このことから、当該システムを制御するプログラムの著作権は同者が保有することか
ら、当該システムにおける本業務は、同者以外には行えないものである。

２号（競争不適） ¥1,177,000 2023年12月22日
都市建設局
土木部
南土木事務所

861
小田急小田原線相模大野4号踏切道・小田急相
模原1号踏切道の維持管理に伴う補修　負担金

小田急電鉄（株）

　小田急小田原線相模大野4号踏切道・小田急相模原1号踏切道の維持補修については、小
田急電鉄（株）と締結した協定に基づき、小田急電鉄（株）が工事を施工し、小田急電鉄
（株）、座間市及び相模原市が費用負担割合に応じた費用を負担することになっている。
　今回の補修工事は鉄道敷地内において作業を行うため、鉄道施設管理上や列車運転保安
上への影響を考慮し、適切に遂行できるのは、鉄道事業者であり協定の相手方である小田
急電鉄（株）しかないため。

２号（競争不適） ¥1,363,646 2024年2月16日
都市建設局
土木部
南土木事務所

862 市道相模大野28号舗装道緊急修繕
（株）エムズコーポレー
ション

　舗装の劣化が進行し、舗装に穴が頻回に空いている場所であり、今後も広範囲に穴が空
く可能性が高く、通行車両等に事故が発生するおそれがあることから、緊急的に舗装の打
換が必要であり、速やかに施工可能な当該事業者を契約の相手方とするもの

５号（緊急随意契約） ¥3,187,800 2024年3月7日
都市建設局
土木部
南土木事務所



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
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863 企業会計システム機器賃貸借
三菱ＨＣキャピタル（株）
公共営業部

　相模原市下水道事業企業会計システムで使用しているサーバ及び作業用ノートパソコン
については、令和５年３月３１日をもって当該業者とのリース賃貸借期間が終了するもの
である。
　当該機器は状態が良好であり、保守部品も確保できることから、次期企業会計システム
の構築期間の間、引き続き使用するため、当該機器の所有権を有している三菱ＨＣキャピ
タル（株）と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥3,066,140 2023年4月1日
都市建設局
土木部
下水道経営課

864
下水道事業及び簡易水道事業企業会計システム
保守運用支援委託

日本電気（株）　神奈川支
社

　本市の下水道事業及び簡易水道事業企業会計システムは、日本電気（株）が開発した公
営企業会計のパッケージシステムを本市仕様にカスタマイズしたもので、保守運用に際し
てシステム開発時のノウハウを必要とするため、本市システムの開発業者である日本電気
（株）　神奈川支社を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,319,700 2023年4月1日
都市建設局
土木部
下水道経営課

865 令和５年度下水道事業収納金集計事務委託
（株）ワイイーシーソ
リューションズ

　当該事業者は、会計課（一般会計等）及び津久井土木事務所（簡易水道事業会計）の収
納金集計事務を受託する事業者であり、三課での収納金の混在確認やその対応等を円滑に
履行できることから、下水道事業会計においても当該事業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥2,756,380 2023年4月1日
都市建設局
土木部
下水道経営課

866
相模原市下水道事業受益者負担金・分担金シス
テム運用・保守業務委託

（株）ジーシーシー　東京
支社

　『相模原市下水道事業受益者負担金・分担金システム』の開発・構築を行ったのが
（株）ジーシーシーであり、本システムのプログラム等の著作権は同社が保有している。
したがって、構成及び使用環境に精通している当該事業者以外には運用・保守業務を遂行
できないため、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,815,000 2023年4月1日
都市建設局
土木部
下水道料金課

867 下水道賠償責任保険 （公社）日本下水道協会

　公益社団法人下水道協会の下水道賠償責任保険は、複数の引受保険会社と契約してお
り、引受保険会社が経営破綻した場合のリスク分散対策や、９００を超える地方自治体等
が加入しており団体保険としてのスケールメリットによる急激な保険料の値上げがないこ
とから価格変動リスクが少ない保険である。下水道企業会計は、常に企業の経済性を発揮
するととともに公共の福祉を増進するように運営することが経営の基本であることから、
補償内容の他、リスク対策についても発注要件としなければならないが、その対策につい
て対応している保険は当該協会の保険しかないため、契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥1,533,680 2023年4月1日
都市建設局
土木部
下水道保全課

868
下水道施設維持管理システム関連機器賃貸借
（再リース）

三菱電機フィナンシャルソ
リューションズ（株）

　本賃貸借の対象である機器は、本課が所有している「下水道施設維持管理システム」に
使用される機器であり、平成３０年１月１０日から令和５年１月９日まで当該業者との長
期継続契約を、令和５年１月１０日から３月３１日までは再リース契約を締結していた。
　現在、次期「下水道施設維持管理システム」の構築に向けて準備を行っており、準備を
含めた構築期間中は、現システムを使用するため、本賃貸借の対象である機器も同期間
中、継続して使用する必要がある。当該機器は状態が良好であり、保守部品も確保できる
ことから、引き続き使用することに支障はないため、機器の所有権を有している三菱電機
フィナンシャルソリューションズ（株）と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,606,440 2023年4月1日
都市建設局
土木部
下水道保全課
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869 下水道施設維持管理システム運用保守委託 三菱電機（株）神奈川支社

　本委託業務は、下水道施設維持管理システムのソフトウェアの運用保守等を行うもので
ある。
　当該システムは、三菱電機（株）神奈川支社が開発したものであり、プログラム等の著
作権は同者が保有している。
　また、システムを稼働させるための保守、システムプログラムの再インストール、シス
テム機器の設定等に関し、同者以外には対応できないため、随意契約とするものである。

２号（競争不適） ¥9,978,100 2023年4月1日
都市建設局
土木部
下水道保全課

870 公共下水道雨水吐室修繕（その１）
（株）前澤エンジニアリン
グサービス　横浜営業所

　合流幹線の流量制御を行う貯留ゲートが自動動作するために必要となる指示調節計が故
障したため、修繕するものである。
　当該設備を含めた操作盤は前澤工業（株）が、設計、製作を行ったものであり、設備が
正常に機能するための性能保証上、同一業者以外のものに修繕させた場合、既設の設備等
の使用に著しい支障が生じるおそれがある。
　前澤工業（株）が製作した機器は、メーカー代理店である（株）前澤エンジニアリング
サービスが保守点検を行っていることから、同社と随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥3,520,000 2023年9月11日
都市建設局
土木部
下水道保全課

871 下水道施設維持管理システムデータ投入委託 三菱電機（株）神奈川支社

　下水道施設維持管理システム入力シート作成委託の成果を下水道施設維持管理システム
に反映させるためのデータ投入及びデータ変換を行うとともに、職員が簡易な施設データ
を直接入力するための支援等を行う業務である。これらの作業は、三菱電機（株）神奈川
支社のプログラムを使用して行うものであり、同者以外には当該作業は実施できないた
め、随意契約するものである。

２号（競争不適） ¥3,465,000 2023年10月6日
都市建設局
土木部
下水道保全課

872 雨水調整池等監視システム更新委託
（株）第一テクノ　横浜営
業所

　本委託にて更新する設備は、当該業者が設計・施工した既存システムに係るものであ
り、当該業者以外の者に設備の更新作業をさせた場合、既存システムの正常な稼働に支障
が生じるおそれがあるため、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,994,000 2023年11月1日
都市建設局
土木部
下水道保全課

873 公共下水道汚水ポンプ場施設修繕（その２）
（株）日立プラントサービ
ス　横浜支店

　中和田ポンプ場の機械設備のうち、自動除塵機の腐食した部品の補修を行うものであ
る。
　当該設備は日立プラントサービス（株）製であり、独自の技術により設計・製作・据付
されているため、設備が正常に機能するための性能保証上、同一施工者以外のものに修繕
させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるため、同社と一者随
意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥4,950,000 2023年11月27日
都市建設局
土木部
下水道保全課

874 雨水調整池等施設修繕（その５）
（株）第一テクノ　横浜営
業所

　本修繕は、当麻宿雨水調整池に設置されている遠隔監視設備に、①排水ポンプの遠隔操
作機能、②監視カメラ映像による遠隔監視機能の２つの機能を増設し、当麻宿雨水調整池
の集水エリア内での浸水被害を未然に防止するために必要な機能を強化するものである。
　当該設備は（株）第一テクノ製であり、同社以外が修繕を行った場合、完了後、当該設
備の機能に著しい支障が生ずるおそれがあるため、（株）第一テクノと随意契約を締結す
るものである。

２号（競争不適） ¥1,012,000 2023年11月28日
都市建設局
土木部
下水道保全課
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875 公共下水道汚水ポンプ場施設修繕（その３）
三菱電機プラントエンジニ
アリング（株）神奈川支社

　中和田ポンプ場の非常用自家発電設備に内蔵されている故障した部品の交換修繕を行う
ものである。
　当該設備は三菱電機（株）製であり、独自の技術により設計・製作・据付されているた
め、設備が正常に機能するための性能保証上、同一施工者以外のものに修繕させた場合、
既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある。
　三菱電機（株）が施工した設備は、三菱電機（株）の機器メンテナンス会社である三菱
電機プラントエンジニアリング（株）が行っている。
　以上の点から、同社と随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥12,980,000 2023年12月20日
都市建設局
土木部
下水道保全課

876 公共下水道施設修繕（その２９） （有）田口工業所

　令和５年１２月８日に公共汚水桝の詰まりが発生し、清掃後に取付管のカメラ調査を実
施したところ、取付管が破損していることが確認された。当該汚水桝には、飲食店や住居
からの汚水流入があり、再び汚水桝が詰まり溢水の可能性があることから早急な取付管修
繕が必要である。
　そこで、現場状況や、過去の実績等を考慮し、（有）田口工業所へ取付管修繕を依頼す
るもの。

５号（緊急随意契
約）

¥1,958,000 2023年12月22日
都市建設局
土木部
下水道保全課

877 雨水調整池監視システム設置委託
（株）第一テクノ　横浜営
業所

　雨水調整池監視システムは、インターネットを経由して、監視端末装置が設置された雨
水調整池等施設の設備情報や水位情報を遠隔で監視するために導入されているシステムで
ある。
　本委託は、新たに設置された雨水調整池に当該システムを設置し、遠隔監視の環境を構
築するものであり、既に下水道保全課に設置されている中央監視端末を含めた既存システ
ムと同一のものを導入する必要がある。
　そのため、既存システムを構築した（株）第一テクノ横浜営業所以外には対応不可であ
ることから、同社と随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥2,189,000 2024年1月12日
都市建設局
土木部
下水道保全課

878
公共下水道排水管きょ等緊急清掃・浚渫委託
（その９）

（株）三凌商事　相模原支
社

　緑区橋本台及び下九沢地内において、下水道施設から異臭が発生していると複数の通報
があり、原因究明のため調査したところ、雨水管にて異臭源となる固形物が広範囲に確認
された。
　周辺地域にて強烈な臭気を放っている状態であったため、早急な清掃・浚渫が必要であ
る。
　そこで、現場状況や業務量、過去の実績等を考慮し、（株）三凌商事相模原支社へ清
掃・浚渫を依頼するもの。

５号（緊急随意契約） ¥3,656,994 2024年1月16日
都市建設局
土木部
下水道保全課

879 境川第28-イ雨水幹線樹木伐採委託 （有）司緑化建設

　令和５年９月２１日に当課が管理している深堀川の沿線にある傾斜地において倒木が発
生し、樹木が深堀川に侵入するとともに、対面民地のフェンスを破損させた。未だ傾斜地
に残っている立木の樹木診断の結果、再度倒木により深堀川に侵入する恐れのある樹木が
あることが確認された。
　そこで、早急な処理が必要であること、深堀川において除草業務を契約中で現場状況を
熟知していることを考慮し、（有）司緑化建設へ樹木伐採を依頼するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,716,000 2024年2月16日
都市建設局
土木部
下水道保全課

880 農業集落排水処理施設維持管理業務委託 （株）北相模環境管理開発

　本業務は、農業集落排水処理施設における維持管理業務を委託するものである。業務内
容は、１週間に２日常駐し、設備の点検や汚泥処理（汲取り、清掃）を行うもので、停
電、故障、台風等の緊急事態発生時においても非常配備計画に従い、速やかに従業員を所
定の場所に配備し、対応することが欠かせない業務である。このことから、事務所が緑区
小渕内にあり、速やかな対応が可能であること及び、藤野地区の浄化槽清掃業の許可を受
けている事業者は当該事業者のみのため、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥5,995,000 2023年4月1日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所



№ 契約件名
契約の相手方の商
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881 浄化槽保守点検業務委託（青根苑他）
ニッコー（株）環境プラン
ト事業部

　青根苑（１７０人槽）及びなごみの里（２１０人槽）は、当該事業者が窒素・リン除去
装置として脱窒槽、膜分離装置等の処理システムを独自に開発した大人槽の浄化槽であ
り、通常の維持管理会社では本システムのノウハウがなく、適正な維持管理ができないた
め、当該事業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥6,629,920 2023年4月1日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所

882
浄化槽保守点検業務委託（体験の森やませみ
他）

中央フジクリーン（株）

　体験の森やませみ（１３６人槽）、ホテルクイーンズバリ（３００人槽）、くりのみ学
園（１１０人槽）、相模湖カントリークラブ（２７０人槽）は、当該事業者が窒素・リン
除去装置として脱窒槽、膜分離装置等の処理システムを独自に開発した大人槽の浄化槽で
あり、通常の維持管理会社では本システムのノウハウがなく、適正な維持管理ができない
ため、当該事業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥13,751,100 2023年4月1日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所

883
浄化槽法定検査手数料（市設置型浄化槽）令和
５年４月～令和６年３月実施分

一般財団法人日本環境衛生
センター

　相模原市域の浄化槽法定検査機関は、神奈川県知事が指定する１者に特定されるため、
当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥11,234,000 2023年4月1日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所

884 高度処理型浄化槽清掃委託（その２） （有）津久井興産
　津久井地区Ⅰ（青野原、青山、鳥屋、中野、長竹、根小屋、三ケ木）において浄化槽清
掃業許可を受けた事業者は１者のみのため、当該事業者を契約の相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥20,197,800 2023年4月1日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所

885 高度処理型浄化槽清掃委託（その３） 相模清掃サービス（有）
　津久井地区Ⅱ（青根、大井、中野（大沢、奈良井）、又野、三井）において浄化槽清掃
業許可を受けた事業者は１者のみのため、当該事業者と随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥6,452,100 2023年4月1日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所

886 高度処理型浄化槽清掃委託（その４）
（有）相模湖水質管理セン
ター

　相模湖地区（小原、寸沢嵐、千木良、与瀬、与瀬本町、若柳）において浄化槽清掃業許
可を受けた事業者は１者のみのため、当該事業者と随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥4,330,200 2023年4月1日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所

887 高度処理型浄化槽清掃委託（その５） （株）北相模環境管理開発
　藤野地区（小渕、佐野川、澤井、名倉、日連、牧野、吉野）において浄化槽清掃業許可
を受けた事業者は１者のみのため、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥22,426,400 2023年4月1日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所

888 高度処理型浄化槽施設修繕（その１３） 中央フジクリーン（株）

　本高度処理型浄化槽（60人槽）の現状は、担体流動生物濾過槽内の担体が浮き上がって
おり、処理機能に支障を来している。早期に担体の浮上防止や担体の交換等を行わなけれ
ば、浄化槽本体や他部位の破損等につながるため、本浄化槽を製造、設置し、大人槽の維
持管理に知見のある当該事業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥2,755,775 2023年9月8日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所

889 高度処理型浄化槽施設修繕（その１４） 中央フジクリーン（株）

　本高度処理型浄化槽（60人槽）の現状は、担体流動生物濾過槽内の担体が浮き上がって
おり、処理機能に支障を来している。早期に担体の浮上防止や担体の交換等を行わなけれ
ば、浄化槽本体や他部位の破損等につながるため、本浄化槽を製造、設置し、大人槽の維
持管理に知見のある当該事業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,792,312 2023年9月8日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所
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890
公共下水道マンホールポンプ緊急修繕（5-その
1）

（株）第一テクノ　横浜営
業所

　現在、太井第2マンホールポンプの2台のポンプのうち、№2ポンプが故障しているた
め、№１ポンプにより排水を行っているが、№１ポンプが故障した場合、津久井湖及び近
隣住宅内へ汚水が流出する恐れがあることから、施設の正常な機能回復のために、ポンプ
の緊急修繕が必要とされる。
　当該マンホールポンプ施設の状況を熟知しており、部品の調達及び施工体制が迅速に確
保できる状態にある当該業者を契約の相手方とするものである。

５号（緊急随意契約） ¥3,520,000 2023年10月19日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所

891 高度処理型浄化槽清掃委託（その６） （有）津久井興産
　津久井地区Ⅰ（青野原、青山、鳥屋、中野、長竹、根小屋、三ケ木）において浄化槽清
掃業許可を受けた事業者は１者のみのため、当該事業者を契約の相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥12,879,500 2023年11月14日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所

892 高度処理型浄化槽清掃委託（その７） （株）北相模環境管理開発
　藤野地区（小渕、佐野川、澤井、名倉、日連、牧野、吉野）において浄化槽清掃業許可
を受けた事業者は１者のみのため、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥8,361,500 2023年11月16日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所

893
公共下水道第87処理分区整備工事(6-1工区)設
計積算業務委託

（公財）神奈川県都市整備
技術センター

　設計積算業務を委託するにあたり、本市が使用している土木積算システムの開発者であ
り、本システムを利用可能な唯一の事業者であるため、当該事業者を契約の相手方とする
ものである。

２号（競争不適） ¥3,300,000 2024年1月23日
都市建設局
土木部
津久井下水道事務所

894 駐車場満空表示通信システム賃貸借契約 日信電子サービス（株）

　当該機器は、緑区合同庁舎の周辺道路上に設置した満空表示盤へ緑区合同庁舎第1駐車
場及び第２駐車場の満空状況をリアルタイムで配信する機器である。当該満空表示盤の設
置工事の際に、工事業者が駐車場の満空情報を表示する機器を当該事業者の製品で選定し
ており、本満空表示盤に駐車場情報を伝えるための配信機について、当該事業者以外の機
器を設置した場合、障害発生時の対応に際して、障害原因の究明及び復旧作業等を迅速か
つ確実に行うことが困難となることが想定される。したがって、本満空表示盤で安全かつ
安定した情報提供を行うための本契約の相手方としては当該事業者以外には考えられない
ため。

２号（競争不適） ¥1,188,000 2023年4月1日
緑区役所
区政策課

895 緑区合同庁舎設備保守管理業務委託
新生ビルテクノ（株）さが
み支店

　本業務委託に含まれる昇降機設備の遠隔点検について、利用者の安全のため毎月行う必
要があるものであるが、今年度の入札執行に当たり一定の期間を要するため、年度当初よ
り新たな契約を締結することが困難なことから、現行の委託業者と１か月間の随意契約を
行うもの。

２号（競争不適） ¥1,425,710 2023年4月1日
緑区役所
区政策課

896
津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構想
策定検討業務委託（令和５年度分）

（株）ファインコラボレー
ト研究所

　本業務は、津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構想の策定に必要な調査・検討、
市民対話等を通じて、地域の安全・安心を支え、効率的で使いやすく、新たな賑わいや活
気が生まれるとともに、津久井の魅力の向上に資する基本構想を策定することを目的とす
るものである。
　本業務は、令和４年７月２６日に公募型プロポーザル方式による選考を実施し、その結
果、評価点の合計が最も高い当該事業者を契約の相手方とし、令和４年度の契約を行い、
令和５年度は、令和４年度に実施した業務委託の内容を踏まえ、基本構想案の市民説明や
パブリックコメントへの対応、それらを踏まえた基本構想の策定を行うものである。これ
らの経過を踏まえ、当該業務を実施できるのは、当該事業者しかないため、引き続き、契
約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥5,500,000 2023年4月1日
緑区役所
区政策課
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897 相模湖記念館管理業務委託 アクティオ（株）
　相模湖記念館は、県立相模湖交流センター内に併設されており、一体的な施設管理が必
要なため、県立相模湖交流センターの指定管理者であるアクティオ（株）に管理業務を委
託することにより、円滑な管理と事業の効率化を図ることができる。

２号（競争不適） ¥7,274,300 2023年4月1日
緑区役所
区政策課

898 相模湖記念館受付案内等業務委託 アクティオ（株）
　相模湖記念館は、県立相模湖交流センター内に併設されているため、県立相模湖交流セ
ンターの指定管理者であるアクティオ（株）に委託することにより、円滑な案内や受付が
でき、事業の効率化を図ることができる。

２号（競争不適） ¥2,224,200 2023年4月1日
緑区役所
区政策課

899
令和4年度相模原市立青根緑の休暇村いやしの
湯温泉供給契約

一般社団法人青根振興協議
会

　相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯に隣接する温泉の源泉は、他にはない。
　また、毎日、多量の温泉水を運搬することは、不効率で経費がかかることから、当該施
設を管理運営するに当たり、一般社団法人青根振興協議会所有の源泉施設から温泉水の供
給を受けることが、最も効率的、効果的である。

２号（競争不適） ¥6,977,150 2023年4月1日
緑区役所
区政策課

900 令和５年度首都圏自然歩道管理業務委託 相模原市山岳協会

　首都圏自然歩道は、延長のほぼ全てが登山道であることから、管理にあたっては、危険
箇所等の未然察知及び被害の防止のため、登山に関わる知識と経験、急峻地での補修等作
業技術が求められる。
　相模原市山岳協会は市内の自然歩道に精通し、会員の登山技術維持及び向上に努めてい
る実績があるほか、安全な登山の発展・普及を目的としており、長距離自然歩道設置の趣
旨に基づき安全・安心に利用することができるよう、利用者に対する適切な指導や助言、
質問等への対応を含む本業務を委託するのに最も適した団体であることから、相模原市山
岳協会を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,019,700 2023年4月1日
緑区役所
区政策課

901 令和５年度東海自然歩道管理業務委託 相模原市山岳協会

　東海自然歩道は、延長のほぼ全てが登山道であることから、管理にあたっては、危険箇
所等の未然察知及び被害の防止のため、登山に関わる知識と経験、急峻地での補修等作業
技術が求められる。
　相模原市山岳協会は市内の自然歩道に精通し、会員の登山技術維持及び向上に努めてい
る実績があるほか、安全な登山の発展・普及を目的としており、長距離自然歩道設置の趣
旨に基づき安全・安心に利用することができるよう、利用者に対する適切な指導や助言、
質問等への対応を含む本業務を委託するのに最も適した団体であることから、相模原市山
岳協会を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,045,800 2023年4月1日
緑区役所
区政策課

902
津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本計画
策定等業務委託

（株）三菱総合研究所

　本業務は、令和５年９月に策定した津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構想に基
づく事業の推進に向け、民間活力導入可能性調査を実施し、公民連携による施設整備や管
理・運営の可能性を検討するとともに、地域拠点の創出に寄与する施設整備イメージを具
体化し、事業化に向けた諸条件を定める基本計画を定めることを目的とするものである。
　業務に当たっては、今後の社会情勢の変化や民間事業者の意向等、様々な視点から検討
を行う必要があり、専門的な知識、技術、経験等を備えた業者へ委託することが適当であ
ることから、令和５年１２月１４日に公募型プロポーザル方式による選考を実施し、その
結果、評価点の合計が最も高い当該会社を契約の相手方とし、契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥25,466,650 2023年12月27日
緑区役所
区政策課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

903 緑区合同庁舎自動ドア部品交換修繕 （株）神奈川ナブコ

　本修繕は、緑区合同庁舎に設置された自動ドア２か所について、故障のため部品の交換
修繕を行うものである。
　本修繕を行うためには、製品の構造、分解及び組立手順、調整方法等の知識や技術を必
要とし、製造メーカーである当該業者は、本修繕を行うために必要な独自の知識や技術を
保有しており、本修繕を行うことのできる唯一の業者である。
　また、製造物責任の所在を明確にし、修繕後の責任と性能保証を持たせる必要がある。
　以上の理由から、当該相手方を一者随意契約先として選定するものである。

２号（競争不適） ¥1,751,200 2024年2月21日
緑区役所
区政策課

904 相模原市緑区特設サイト改修等業務委託
ランチパッドテクノロジー
＆パートナー（株）

　当該業務は、緑区特設サイト「すもうよ緑区」の改修、保守管理及び当サイトを活用し
た地域振興の啓発事業を委託するものである。
　当該サイトは制作を請け負った当該業者の専門的技術を活かした独自システムにより構
築されていることから、他の事業者では保守管理を行うことができないため、当該業者を
契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,490,500 2023年4月1日
緑区役所
地域振興課

905
森のイノベーションラボFUJINOを拠点とした中
山間地域交流促進事業業務委託

アーキタイプ・藤野エリア
マネジメント企業連合

　本業務は、市の関係人口の創出と持続可能な地域づくりを目指し、テレワークセンター
「森のイノベーションラボFUJINO」に交流機能を付与することで、地域と都心等をつなぐ
ハブとしての役割を果たすための展開を図るものであるが、地域特性を生かしたビジネス
支援、森ラボプロジェクト支援等の実施に係る能力、技術、アイデア等の資質が備わった
事業者へ委託する必要があることから、令和４年２月２８日に、プロポーザル方式により
選考を実施した。その結果、当該業者が本業務に係る能力・技術等の資質を備えていると
判断されたことから、また、令和４年度において良好に業務を履行したことから当該業者
を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥12,000,000 2023年4月1日
緑区役所
地域振興課

906 地域おこし協力隊マネジメント業務委託
アーキタイプ・藤野エリア
マネジメント企業連合

　本業務は、相模原市の関係人口の創出と持続可能な地域づくりを目指し、交流機能を付
与している「森のイノベーションラボFUJINO」（森ラボ）を拠点として、ICTを活用した
地域課題解決のための活動を行う地域おこし協力隊を配置し、協力隊に係る募集、採用、
育成、その活動管理、支援等を実施するものである。当該業者は、令和４年２月２８日に
プロポーザルを経て選考された森ラボの受託者であり、森ラボの取組を通じて把握してい
る地域課題の解決に向けた活動を行う地域おこし協力隊のマネジメント業務であることか
ら、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥5,500,000 2023年4月1日
緑区役所
地域振興課

907 緑区魅力づくり事業委託
緑区魅力づくり事業実行委
員会

　当該事業は、緑区が持つ魅力を区内外に発信していくため、区内の代表的なイベントと
の連携や特産品のＰＲなど、地域、商業、観光関係団体との密接な連携を図りながら、地
域の特色を生かした事業を展開する必要があることから、地域の実情を熟知している自治
会、商店街、商工会、観光協会、青年会議所を構成員として当該事業の効果的な実施を目
的として設立された「緑区魅力づくり事業実行委員会」と契約するものである。

２号（競争不適） ¥2,000,000 2023年6月5日
緑区役所
地域振興課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

908
シティ・プラザはしもと（５階）施設管理業務
委託

イオンディライト（株）

　当施設のある商業ビルは、当該業者が清掃や警備など建物全体の管理業務を一括して
行っており、業務の効率化や経費の削減を図っている。さらに、業務上必要となる共有部
や防災センターの利用が当該業者のみに限られている。
　警備業務や設備保守業務は防災センターで２４時間体制で建物全体を管理しているた
め、緊急対応が可能である。
　「シティプラザはしもと5階」では、市窓口来所者のほか、店舗来店者及び入居テナン
トに対する安全確保、効率的な清掃作業の観点から、同ビルの施設配置及び各種設備の取
扱いに精通している当該業者により一体的なサービスの提供が可能である。
　これらの理由から、当施設の施設管理業務について、当該業者を相手方とするものであ
る。

２号（競争不適） ¥3,056,680 2023年4月1日
緑区役所
区民課
橋本パスポートセンター

909 城山総合事務所公用車賃貸借
（株）トヨタレンタリース
神奈川

　城山総合事務所で使用している公用車は、（株）トヨタレンタリース神奈川と平成23年
11月1日から5年間の長期継続契約を行い、28年10月末でリース期間が終了した。また、緑
区役所で使用しているレジアスエースバン（ミウル号）についても令和元年度で長期継続
契約が終了した。
　リース契約が終了した後も当該車両は使用可能であることから、引き続き当該車両の
リースを前年度の契約の相手方と継続する。

２号（競争不適） ¥1,684,320 2023年4月1日
緑区役所
城山まちづくりセンター

910 城山湖散策施設管理業務委託
地域住民の健康増進を図る
会

　本業務については、城山湖散策施設である散策路のゲートを３６５日間、早朝及び夕方
に開閉するとともに、トイレの点検・清掃や散策路内の巡回を定期的に行うという労力や
特殊な勤務形態を要するものである。
　当該団体は、小松地区の住民で構成されているもので、城山湖散策施設周辺地域を熟知
していることから、地区内広場等の維持管理や美化活動を継続して行っている実績がある
ため、労力や特殊な勤務形態を要する本業務であっても、継続的かつ効率的に遂行するこ
とができる。
　加えて、本業務を受託できる相手方は他にないことから、当該団体と随意契約を締結す
るもの。

２号（競争不適） ¥2,434,780 2023年4月1日
緑区役所
城山まちづくりセンター

911 津久井総合事務所他清掃業務委託（４・５月）
さがみビルメンテナンス協
同組合

　当該業務は、相模原市公契約条例の対象業務委託契約であり、適正な入札・契約事務を
行うため、仕様書等の作成、業者指導、入札準備等に一定の準備期間を必要とする。
　このことから、４月及び５月の２か月間で入札・契約の準備を行い、６月１日から業務
を開始するため、当該２か月間については、前年度の受注者と契約を締結するものであ
る。

２号（競争不適） ¥1,588,204 2023年4月1日
緑区役所
津久井まちづくりセン
ター

912 津久井総合事務所他機械警備業務委託
綜合警備保障（株）　相模
支社

　本業務は、津久井総合事務所、津久井中央公民館（津久井老人福祉センター含む）、津
久井保健センターの３施設において、当該事業者により設置された各種警戒感知器により
行う警備業務であり、そのシステムを用いた機械警備業務の遂行は当該事業者に限られ
る。
　また、現在設置の警戒感知機器及び警報受信装置についても問題なく機能しており、現
時点で新たに機器を更新することにより生ずる設備の設置及び撤去の費用については経費
削減の面において不利となることから、当該事業者と随意契約を行うものである。

６号（競争不利） ¥1,290,960 2023年4月1日
緑区役所
津久井まちづくりセン
ター

913 西青山地域センター運営管理業務委託 自治会法人　青山自治会

　本業務は、西青山地域センター内外の清掃、入浴施設の維持管理及び利用受付業務等の
ほか、利用者が施設を利用する際に施設の開閉を行うものである。
　そのため、利用スケジュールに応じた迅速かつ柔軟な対応が可能であり、入浴施設等の
設備にも精通し、迅速な応急対応も可能であるのは自治会法人青山自治会しかいないため
契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,482,960 2023年4月1日
緑区役所
津久井まちづくりセン
ター



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
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914 串川出張所他５カ所警備業務委託
綜合警備保障（株）　相模
支社

　本業務は、緑区役所串川出張所・鳥屋出張所・青野原出張所・青根出張所・相模原市立
串川ひがし地域センター・西青山地域センターの６ケ所において当該事業者が設置した警
戒感知器による機械警備業務であり、そのシステムを用いた警備の遂行は当該事業者に限
られる。また、現在設置している警備設備は正常に機能しており、新たに機器を更新する
ことにより生ずる設備の設置及び撤去の費用については、経費削減の面において不利とな
ることや、警備員詰所が近距離にあり、緊急時の速やかな対応が可能なことから、当該事
業者と随意契約を行うものである。

６号（競争不利） ¥1,557,072 2023年4月1日
緑区役所
津久井まちづくりセン
ター

915 令和５年度相模原市鳥屋猟区維持管理委託 相模原市鳥屋鳥獣保護協会

　相模原市鳥屋猟区は、神奈川県知事の認可を受けて設定している。契約を予定する相手
方の相模原市鳥屋鳥獣保護協会は、昭和４２年から猟区の管理・運営の委託を受け経験と
実績を有している。また、猟区の管理・運営を行うには、猟区内の地形等に精通している
ことが必要であることから、鳥屋鳥獣保護協会は、鳥屋猟区の管理・運営を行える唯一の
団体であり、他の団体では本業務の遂行は困難である。

２号（競争不適） ¥1,488,300 2023年10月20日
緑区役所
津久井まちづくりセン
ター

916
相模湖総合事務所建物総合管理業務委託（４・
５月分）

（株）アコス相模原支店

　当該業務は、相模原市公契約条例の対象業務委託契約であり、適正な入札・契約事務を
行うため、仕様書等の作成・業者指導・入札準備等に一定の準備期間を必要とする。
　このことから、４・５月の２か月間で入札・契約の準備を行い、６月１日から業務を開
始するため、当該２か月間については、前年度の受注者である（株）アコス相模原支店と
契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,622,500 2023年4月1日
緑区役所
相模湖まちづくりセン
ター

917 藤野駅前公衆トイレ等清掃業務委託 一般社団法人藤野観光協会

　観光トイレとしての公共性を十分認識し、利用者の立場に立ったきめ細やかな清掃を行
うとともに、複数の箇所に点在する観光トイレと観光箇所は一体であり、藤野地区内の観
光全般について精通していなければならず、それに該当する業者は、一般社団法人藤野観
光協会のみであるため、契約の相手方とする。

２号（競争不適） ¥1,645,930 2023年4月1日
緑区役所
藤野まちづくりセンター

918 藤野総合事務所機械警備業務委託
綜合警備保障（株）　相模
支社

　本業務は、施設内に設置済みの専用機器を通じて遠隔監視を行い、施設の安全を確保し
ている。
　既存機器を用いた機械設備は、機器設置を実施した当該相手方のみであり、設備の操作
や警備については、同社以外では対応できず、間断なく警備体制を敷き、施設の安全を維
持するため、一者随意契約を締結するもの。

６号（競争不利） ¥2,356,200 2023年6月1日
緑区役所
藤野まちづくりセンター

919 藤野総合事務所会議室棟機械警備業務委託
綜合警備保障（株）　相模
支社

　本業務は、施設内に設置済みの専用機器を通じて遠隔監視を行い、施設の安全を確保し
ている。
　既存機器を用いた機械設備は、機器設置を実施した当該相手方のみであり、設備の操作
や警備については、同社以外では対応できず、間断なく警備体制を敷き、施設の安全を維
持するため、一者随意契約を締結するもの。

６号（競争不利） ¥1,488,960 2023年6月1日
緑区役所
藤野まちづくりセンター

920
藤野まちづくりセンター牧野連絡所機械警備業
務委託

綜合警備保障（株）　相模
支社

　本業務では、施設内に設置済みの専用機器を通じて遠隔監視を行い、施設の安全を確保
している。
　既存機器を用いた機械設備は、機器設置を実施した当該相手方固有のものであり、設備
の操作や警備については、同社以外では対応できず、間断なく警備体制を敷き、施設の安
全を維持するため、一者随意契約を締結するもの。

６号（競争不利） ¥1,144,440 2023年6月1日
緑区役所
藤野まちづくりセンター
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921
藤野まちづくりセンター佐野川連絡所機械警備
業務委託

綜合警備保障（株）　相模
支社

　本業務では、施設内に設置済みの専用機器を通じて遠隔監視を行い、施設の安全を確保
している。
　既存機器を用いた機械設備は、機器設置を実施した当該相手方固有のものであり、設備
の操作や警備については、同社以外では対応できず、間断なく警備体制を敷き、施設の安
全を維持するため、一者随意契約を締結するもの。

６号（競争不利） ¥1,144,440 2023年6月1日
緑区役所
藤野まちづくりセンター

922 エフエムさがみ「大好き！中央区」放送委託 （株）エフエムさがみ

　当事業は、区民に対する中央区の情報の発信を目的とする。
（株）エフエムさがみは、主な放送エリアを相模原市とし、本市に送信所を設置している
唯一のコミュニティＦＭ放送局である。そのため、地域に根ざした情報を発信することに
最適な媒体と判断し、当該業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥1,148,400 2023年4月1日
中央区役所
区政策課

923
戸籍システム入力等業務に係る労働者派遣契約
(法改正対応)

キャリアリンク（株）

　該当業務は、相模原市全域に係る戸籍届出に基づく戸籍システムへの届書情報入力作業
等を行うものであり、民法や戸籍法、住民基本台帳法並びにこれらに基づく法令の趣旨を
理解し、業務を適正に行うことが求められるため、令和４年１２月から令和７年１１月ま
での長期継続契約を締結している。令和５年度以降、「戸籍法の一部を改正する法律」に
より戸籍情報連携システムの利用が開始されるため、新たな制度に基づく複数の事務処理
が追加されることになった。これらを円滑に対応するためには、昨年度に蓄積されたノウ
ハウが必要となること、また、届書情報入力作業等を遅延なく執り行うことを重視し、複
数年に渡る同一業者の職員が対応することが効率・効果的であるため、令和５年度につい
て、現契約相手方であるキャリアリンク（株）を契約の相手方とするもの。

６号（競争不利） ¥1,410,750 2023年10月2日
中央区役所
区民課

924 南区合同庁舎エレベーター保守委託
三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）　横浜支社　さ
がみ支店

　本業務は、南区合同庁舎に設置している三菱製エレベーター2基を適正な状態に保つた
め、点検・調整を行うものであり、多くの市民が利用するため、高度な安全性が要求され
ている。
　当該会社は、三菱製のエレベーターを専門に保守管理している会社で、故障・補修時に
おける技術員の速やかな派遣体制があり、部品調達を遅滞なく行え、故障発生時の原因分
析・機能回復の措置が迅速に対応できるとともに、リモートによる詳細な運行管理を行う
ことができる唯一の会社であるため、同社と契約する。

２号（競争不適） ¥1,504,800 2023年4月1日
南区役所
区政策課

925 大野中まちづくりセンター他警備業務委託 相模警備保障（株）

　本業務は警備対象物件を当該業者が設置した各種警戒感知器機により警戒し、管制セン
ターにおいて異常の有無を確認することができる、遠隔集中監視警備を実施しており、既
存機械警備設備を用いて警備を行うことができるのは当該業者に限られる。
　また、契約相手の変更に伴う機器の変更は、設置・撤去等による費用の増大を招くこと
から、当該業者と契約を行うもの。

６号（競争不利） ¥1,628,880 2023年4月1日
南区役所
区政策課

926
新磯まちづくりセンター他エレベーター保守委
託

三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）　横浜支社　さ
がみ支店

　新磯まちづくりセンター、相模台まちづくりセンター並びに東林まちづくりセンターの
昇降機については、遠隔機器点検システムとなっているため、製造メーカーである当該業
者しか対応できない。また、緊急時の故障原因の特定や救出対応が、製造メーカーの保守
業者でなければ迅速に行えない危険性があるため、昇降機の製造メーカーである当該業者
と契約するもの。

２号（競争不適） ¥2,196,370 2023年4月1日
南区役所
区政策課
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927
相武台まちづくりセンター他エレベーター保守
委託

フルテック（株）　横浜支
店

　当該昇降機については、遠隔機器点検システムとなっているため、製造メーカーである
当該業者しか対応できない。また、緊急時の故障原因の特定や救出対応が、製造メーカー
の保守業者でなければ迅速に行えない危険性があるため、昇降機の製造メーカーである当
該業者と契約するもの。

２号（競争不適） ¥1,148,400 2023年4月1日
南区役所
区政策課

928 南区合同庁舎他で使用する電力の供給
ミツウロコグリーンエネル
ギー（株）

　WTO政府調達に関する協定が適用される案件のため、電子公告による条件付一般競争入
札を行ったが、予定価格超過及び、入札参加者辞退のため、入札が不調となった。
　また、準備期間を含めると改めて入札する期間を確保できないため、再度随意契約の相
手方を決めるための見積合わせを行ったが、見積書の提出が１者のみであったため、見積
合わせが中止となった。
　そこで、見積書の提出業者である当該業者に確認をしたところ、本市が提示した仕様と
したうえで、予定価格範囲内での調達が可能であったことから、当該業者を契約の相手方
とし、随意契約を締結するものである。

８号（不調随意契約） ¥61,838,006 2024年2月9日
南区役所
区政策課

929
相模大野駅南北自由通路グランドピアノ囲い柵
制作業務委託

（株）小田急エージェン
シー

　相模大野ステーションピアノは、小田急相模大野ステーションスクエアが設置するモ
ニュメントと一体的に行う事業である。
　当該モニュメント及び囲い柵は、小田急相模大野ステーションスクエアがオリジナルデ
ザインとして小田急エージェンシーを相手方に契約締結しているものである。従って、相
模大野グランドピアノの囲い柵については、クリスマスツリーとの一体性を担保する必要
があることから、同社以外に契約の相手方はないため、随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,173,260 2023年8月4日
南区役所
地域振興課

930
相模大野パスポートセンター及び相模大野駅連
絡所清掃業務委託

野村不動産パートナーズ
（株）

　「ｂｏｎｏ相模大野」公共部分の清掃については、ビル管理会社である当該業者が実施
している。
　市窓口来所者を含め「ｂｏｎｏ相模大野」来場者及び入居テナントに対する安全の確
保、効率的な業務遂行を図る観点からの一体的なサービスの提供及び、同施設の配置及び
各種設備の取扱いに精通しているのは当該業者のみであるため、当該業者を契約の相手方
とするもの。

２号（競争不適） ¥1,067,000 2023年4月1日

南区役所
区民課
相模大野パスポートセン
ター

931
相模大野パスポートセンター及び相模大野駅連
絡所　建物賃貸借

（株）おおの共同マネジメ
ント

　「相模大野パスポートセンター及び相模大野駅連絡所建物賃貸借」について、契約期間
が令和６年２月２８日をもって終了する。当該事務所を引き続き使用するためには再度賃
貸借契約を締結する必要がある。したがって、契約の相手方は当該事務所を設置するテナ
ント所有者である標記相手方以外にはない。

２号（競争不適） ¥15,289,560 2024年2月28日

南区役所
区民課
相模大野パスポートセン
ター

932 口座振替データ伝送サービス業務委託 AGS（株）

 口座振替データ伝送サービス業務については、口座振替データの取りまとめ及び、市と
指定金融機関等の各金融機関とデータの授受を行う業務である。
 当該業務は平成２９年度の本市基幹システム最適化に伴い、費用を投じて共通基盤シス
テムや各課個別システムの改修を行い、現行システムで運用をしていくための環境をAGS
（株）とともに整えている。また本市口座振替担当各課（１７課）、AGS（株）及び各金
融機関（２６行）を含め運用テストの実施や調整を行ったうえで現在本業務を運用してい
る。令和５年４月以降も、毎月の口座振替業務の運用を安定的に続けていくためには、現
行の本市基幹システムにあった運用、本市指定金融機関等の各金融機関とのデータ伝送を
障害なく行える体制を築き保有しているＡＧＳ（株）に委託する他ない。

２号（競争不適） ¥1,960,200 2023年4月1日 会計課
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933
市税等の電子納付・コンビニエンスストア及び
クレジット収納に係る業務委託

（株）エヌ・ティ・ティ・
データ

 市税等の電子納付・コンビニエンスストア及びクレジット納付に係る業務を行うために
は、賦課データの登録及び各金融機関・コンビニからの収納データを集約・管理する外部
のシステム環境が必要である。本市ではコンペを行い、選定された（株）エヌ・ティ・
ティ・データと連携が図れるよう納付書やホストコンピュータに関して大規模な仕様変更
及び改修を行った。
 また、平成28年度、平成29年度に行った、基幹システム最適化においても、当該業者と
の連携が図れるよう納付書の仕様等についてテスト及び調整を行った。
 以上より、（株）エヌ・ティ・ティ・データは、本市のシステム環境に適合する唯一の
事業者であり、他に履行できる契約相手が無いため、同社と随意契約を締結するものであ
る。

２号（競争不適） ¥86,595,630 2023年4月1日 会計課

934 相模原市収納金集計事務作業委託
（株）ワイイーシーソ
リューションズ

　収納金集計事務作業においては、納入済通知書のＯＣＲ読込及びＭＰＮ・コンビニ・ク
レジット収納データの取込、抽出等の処理後、本市財務会計システムや共通基盤システム
等で処理が可能な日計消込データを作成する必要がある。
（株）ワイイーシーソリューションズは、本市財務会計システムと密接に関連したデータ
変換用のシステムや専用の設備を構築した業者であり、基幹システム最適化に対応するた
めの大幅な改修も行っている。そのため、当該業務を他業者が受託した場合には、連携す
る業務システムの改修や相当期間のテストを全庁的に実施する必要が生じるため、庁内に
与える影響が非常に大きい。よって、本市のシステムに最適化した日計消込データを作成
できる当該業者と随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥24,636,315 2023年4月1日 会計課

935
議会内ＬＡＮパーソナルコンピュータ機器賃貸
借（再リース）

リコーリース（株）

　契約する機器は令和５年９月末をもって当該事業者とのリース契約期間が終了するもの
であるが、当該機器は状態が良好であり、引き続き使用することが可能である。
　また、PC端末のOS（Windows10）についてもサポート期間中であるため、再リース契約
することとし、当該機器の所有権を有している当該事業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥3,113,880 2023年9月29日
議会局
議会総務課

936 本会議場等視聴覚・音響設備保守点検委託
（株）ＪＶＣケンウッド・
公共産業システム

　市議会本会議場等の映像、音響設備機器類とこれらの設備の制御系統は「議場システ
ム」として、日本ビクター（株）(現在は、（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム)
が開発、整備したものである。
　同システムは、運用開始後に会議映像に質問時間を表示する機能が拡張されるなど、本
市独自のシステムとなっており、当該業者以外に保守点検を委託することはできないた
め、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,266,000 2023年4月1日
議会局
議事課

937 会議録検索システム等データ調整委託 （株）会議録研究所

　本契約は、本会議及び委員会等の録画放映データや文字データを、会議録検索システム
やインターネット放映システムに適合する形に調整を行った上で、それぞれのシステムに
掲載するものである。会議録検索システムは平成１２年度から、インターネット放映シス
テムは平成１７年度から、どちらも当該業者と契約して稼働中であり、それぞれのシステ
ムに適合する形にデータ調整を行うことは、システムの提供者である当該業者以外不可能
であることから、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,326,500 2023年4月1日
議会局
議事課

938 委員会室視聴覚・音響設備保守点検委託
パナソニックコネクト
（株）現場ソリューション
カンパニー首都圏部門

　委員会室の視聴覚・音響設備は会議運営のため連動した仕組みになっている。
　パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）首都圏部門（現在は、パナソ
ニックコネクト（株）現場ソリューションカンパニー首都圏部門）は、これらの設備を施
工した事業者であり、確実な定期点検と、障害発生時の対応に際して、障害原因の究明及
び復旧作業等を正確に行うことができる唯一の業者であることから、当該業者を契約の相
手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,029,500 2023年4月1日
議会局
議事課
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939 会議録検索等システム使用料 （株）会議録研究所

　本契約は、市議会ホームページからインターネットを通じて市議会の本会議、委員会の
映像配信及び会議録検索を行うためのＡＳＰ使用料である。
　会議録検索システムは、平成１２年度から当該業者と契約し、稼働している。また、本
会議及び委員会の映像配信システムは、前記の検索システムを発展させたもので、同じく
当該業者のシステムを本会議は平成１７年度から、委員会は平成２３年度から利用して稼
働している。また、過去のデータも蓄積されており、他のシステムへの変更はできない｡
　このため、現システムの提供者である当該業者以外に委託することはできないため、当
該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,692,800 2023年4月1日
議会局
議事課

940
学齢簿・就学援助・奨学金管理システム保守運
用業務委託

（株）ＢＳＮアイネット

　学齢簿・就学援助・奨学金管理システムについては、当該業者が開発、動作保証してい
る製品であり、本市が独自に追加した機能についても、同社が開発している。
　システムに障害が発生した場合、職員間の情報共有が著しく遅延し、市民サービスを含
む業務全体に支障を来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなけれ
ばならない。
　本業務を、システムの設計・構築を行った事業者以外の者が受託した場合、障害の復旧
及び原因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことが困難であることが想定さ
れ、構成や設定内容の一切を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契
約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,716,000 2023年4月1日
教育局
学務課

941
相模原市立夢の丘小学校で使用するプロパンガ
スの単価契約

（株）トーエル
　夢の丘小学校のプロパンガスは、（株）トーエルの供給施設と学校が地下配管で直結し
た直接供給システムであり、他社では供給することができないため。

２号（競争不適） ¥5,775,290 2023年4月1日
教育局
学務課

942
相模原市立小・中学校で使用するプロパンガス
（空調分）

相模原市ＬＰＧ協同組合

　相模原市ＬＰＧ協同組合は、市内のプロパンガス供給店６４者で構成されている。市内
全域で、安全かつ安定してプロパンガス供給が可能であり、供給場所を問わず同一単価で
契約できるのは当該組合に特定されるため、契約の相手方とするものである。
　なお、当該組合は中小企業庁の官公需適格組合証明を取得済みである。

２号（競争不適） ¥27,546,008 2023年4月1日
教育局
学務課

943
ファクシミリ複合機及び電子複写機に係る複写
材料等（令和５年度再リース分）

（株）ジムオール

　当該契約は、標記相手方との契約期間が令和５年３月３１日をもって終了する機器であ
るが、状態が良好であり、引き続き使用することが可能であるため、再リース契約を行う
ものである。また、再リース契約は機器賃借料が安価であり、経済的に有利に利用できる
ことから、当該業者と契約を締結する。（今年度再リース契約期間：令和５年４月１日～
令和６年３月３１日）

２号（競争不適） ¥39,258,043 2023年4月1日
教育局
学務課

944 令和５年度音楽鑑賞会事業委託
（公財）神奈川フィルハー
モニー管弦楽団

　本事業は、子どもの豊かな情操と感性を育てることを目的に、市内小学校の第４学年か
ら第６学年の児童に対して、本格的な弦楽四重奏の演奏や楽器紹介など、音楽に身近に触
れる機会を提供するものである。
　神奈川フィルハーモニー管弦楽団は相模原市の音楽鑑賞会における実績が豊富であり、
本市立小学校の音楽教育の方針を熟知し、それに即した内容の音楽鑑賞会を提供できる県
内唯一のプロオーケストラであることから、同楽団を契約の相手方とするもの。

２号（競争不適） ¥7,260,000 2023年4月13日
教育局
学務課
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945
令和５年度水泳授業バス借上げ業務（５月１６
日～６月２日）

富士急トラベル（株）神奈
川支店

　本事業は、自校での水泳授業ができない学校について、校外プールでの授業を実施する
際に校外プールと学校間を児童及び引率者の送迎を行うものである。
　4月10日に実施した入札が不調となったが、授業開始が5月16日に迫っており、速やかに
契約を締結しなくては教育活動に支障を生じることから、授業開始の5月16日から6月2日
までの期間については入札において最も安価な金額を提示した業者と随意契約を締結する
ものである。

２号（競争不適） ¥2,552,000 2023年4月21日
教育局
学務課

946 小学校水泳授業施設使用契約
野村不動産ライフ＆スポー
ツ（株）

　本事業は、市立谷口小学校のプール解体に伴い、学外プール施設を活用して水泳授業を
実施するものである。
　市営のプール施設である市民健康文化センターやグリーンプールでは移動時間が長くな
り、必要な授業時間数を確保することが困難であることから、谷口小学校の近隣の民間
プール施設を活用するものである。
　小学校水泳授業の受け入れが可能である市内の民間プール施設で、谷口小学校から大型
バスを使用して、片道２０分以内で送迎が可能な施設がメガロス相模大野のみであるた
め、施設を有する当該事業者を契約の相手方とするもの。

２号（競争不適） ¥1,414,875 2023年4月24日
教育局
学務課

947
相模原市立小・中・義務教育学校児童生徒用図
書

相模原市書店協同組合

　書籍は再販売価格維持制度により価格維持されている物品である。
　学校図書館で購入する書籍は年間を通じて常時発注されることやその数の多少、納品場
所の遠近が様々であり、常に安定的かつ迅速に調達する必要がある。
　当該組合は、このことができる唯一の団体である。なお、市内に本店を設置し、本契約
で調達する書籍を扱う入札参加登録業者は当該組合に全て加盟している。
　これらのことから、当該組合を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥23,624,000 2023年5月1日
教育局
学務課

948
相模原市立小・中・義務教育学校 学校図書書
誌データ作成委託

（株）日本ブッカー

　当該業務委託については、図書管理システム『情報BOX』で読み込むための図書データ
作成を行うものである。図書のデータについては（株）トーハンが提供している書誌デー
タ（学校図書館の業務システム上、必要不可欠な書誌データである）を使用し、所定の仕
様に基づき作成するものであり、（株）トーハンの書誌データを使用してデータ作成でき
る事業者は（株）日本ブッカーのみである。

２号（競争不適） ¥1,457,500 2023年5月1日
教育局
学務課

949
令和５年度水泳授業バス借上げ業務（６月・７
月分）

相模原観光（株）

　本事業は、自校での水泳授業ができない学校について、校外プールでの授業を実施する
際に校外プールと学校間を児童及び引率者の送迎を行うものである。
　4月10日に実施した通年分の入札が不調となり、開始日が迫っていた5月16日～6月2日実
施分は最も安価な金額を提示した業者と随意契約を締結した。続いて今回、6月6日～7月7
日実施分の入札を5月19日に行ったが、指名業者１１者すべて辞退及び棄権となり、こち
らも不調となった。指名業者全11者に対し、辞退理由、再度の見積書提出が可能か調査し
た結果、入札時においてはバスの調達が困難と判断し辞退したものの、その後の調整で調
達可能となり、見積書提出が可能と回答した唯一の業者と随意契約を結ぶものである。

８号（不調随意契約） ¥5,356,000 2023年5月26日
教育局
学務課

950 令和５年度津久井産天板交換等委託（旧市域）
一般社団法人さがみ湖
森・モノづくり研究所

　本事業は児童用学習机の天板を津久井産間伐材の天板へ交換することで、子どもたちの
郷土愛の醸成及び環境教育に貢献するものである。
　当該の会社は、津久井産材（広葉樹）による天板を作製する技術をもつ市内唯一の法人
であるため、本契約の相手方とするもの。

２号（競争不適） ¥8,132,180 2023年6月30日
教育局
学務課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

951 連合運動会バス借上げ業務（その２） 相模原観光（株）

　本事業は、児童が大会に参加することで、心身の健康増進や日常的なスポーツ活動への
関心を高めるとともに、自分以外の児童がそれぞれの種目に取り組む姿勢や応援する姿に
ふれ、互いの良さを認め合う機会とするものである。
　６月３０日に実施した入札が応札業者が１者のみのため中止となり、仕様を変更し７月
７日に再度入札したがこちらも応札業者が１者のみのため中止となった。辞退した他社に
ついては、今回の台数の確保が困難であることを確認している。バス需要の高まりから、
速やかに契約を締結しなくてはバスの確保自体が困難となることから、前回及び今回の入
札で唯一応札のあった業者と随意契約を締結するものである。

８号（不調随意契約） ¥5,480,200 2023年7月11日
教育局
学務課

952
藤野地区内の相模原市立小・中学校通学バス管
理及び運行業務委託

ＹＭ交通（株）

　WTO政府調達に関する協定が適用される案件のため、電子公告による条件付一般競争入
札を行ったが、入札参加者がいなかったため、入札を中止した。
　本委託は、８月１日から児童生徒の送迎を行う必要があるため、改めて入札する時間を
確保できない。
　また、現在運行業務を委託しているＹＭ交通（株）に確認を行ったところ、発注条件及
び予定価格内に収まった運行が可能と判明したため、当該現行業者を契約の相手方とし、
随意契約を結ぶものである。

８号（不調随意契約） ¥90,987,270 2023年7月31日
教育局
学務課

953
小学校準拠教材デジタル教科書ライセンス（音
楽・英語）

（有）ブックス山田

　準拠教材は、教科書発行会社等が教科書に準じて作成する指導用教材である。
　準拠教材は、一部のオープン商品を除いて、教科書と同様に、学校への納入方法が限定
されている。
　教科書は、①発行者②教科書・一般書籍供給会社（特約供給所・各都道府県に１社程
度）③教科書取扱書店（取次供給所・市内６書店）④学校の順番で納入される仕組みと
なっている。
　この際、②の教科書・一般書籍供給会社が、③の教科書取扱店となる書店を、対象校も
含め指定しており、この契約にはオープン商品を含まないことから、契約の相手方は、教
科書取扱書店である（有）ブックス山田となる。

２号（競争不適） ¥2,951,520 2023年12月1日
教育局
学務課

954
小学校準拠教材デジタル教科書ライセンス（音
楽・英語）

（株）ヤマモト

　準拠教材は、教科書発行会社等が教科書に準じて作成する指導用教材である。
　準拠教材は、一部のオープン商品を除いて、教科書と同様に、学校への納入方法が限定
されている。
　教科書は、①発行者②教科書・一般書籍供給会社（特約供給所・各都道府県に１社程
度）③教科書取扱書店（取次供給所・市内６書店）④学校の順番で納入される仕組みと
なっている。
　この際、②の教科書・一般書籍供給会社が、③の教科書取扱店となる書店を、対象校も
含め指定しており、この契約にはオープン商品を含まないことから、契約の相手方は、教
科書取扱書店である（株）ヤマモトとなる。

２号（競争不適） ¥5,903,040 2023年12月1日
教育局
学務課

955
小学校準拠教材デジタル教科書ライセンス（音
楽・英語）

（株）中村書店

　準拠教材は、教科書発行会社等が教科書に準じて作成する指導用教材である。
　準拠教材は、一部のオープン商品を除いて、教科書と同様に、学校への納入方法が限定
されている。
　教科書は、①発行者②教科書・一般書籍供給会社（特約供給所・各都道府県に１社程
度）③教科書取扱書店（取次供給所・市内６書店）④学校の順番で納入される仕組みと
なっている。
　この際、②の教科書・一般書籍供給会社が、③の教科書取扱店となる書店を、対象校も
含め指定しており、この契約にはオープン商品を含まないことから、契約の相手方は、教
科書取扱書店である（株）中村書店となる。

２号（競争不適） ¥23,612,160 2023年12月1日
教育局
学務課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

956
小学校準拠教材デジタル教科書ライセンス（音
楽・英語）

（株）敏正堂

　準拠教材は、教科書発行会社等が教科書に準じて作成する指導用教材である。
　準拠教材は、一部のオープン商品を除いて、教科書と同様に、学校への納入方法が限定
されている。
　教科書は、①発行者②教科書・一般書籍供給会社（特約供給所・各都道府県に１社程
度）③教科書取扱書店（取次供給所・市内６書店）④学校の順番で納入される仕組みと
なっている。
　この際、②の教科書・一般書籍供給会社が、③の教科書取扱店となる書店を、対象校も
含め指定しており、この契約にはオープン商品を含まないことから、契約の相手方は、教
科書取扱書店である（株）敏正堂となる。

２号（競争不適） ¥5,903,040 2023年12月1日
教育局
学務課

957
小学校準拠教材デジタル教科書ライセンス（音
楽・英語）

（株）相模書房

　準拠教材は、教科書発行会社等が教科書に準じて作成する指導用教材である。
　準拠教材は、一部のオープン商品を除いて、教科書と同様に、学校への納入方法が限定
されている。
　教科書は、①発行者②教科書・一般書籍供給会社（特約供給所・各都道府県に１社程
度）③教科書取扱書店（取次供給所・市内６書店）④学校の順番で納入される仕組みと
なっている。
　この際、②の教科書・一般書籍供給会社が、③の教科書取扱店となる書店を、対象校も
含め指定しており、この契約にはオープン商品を含まないことから、契約の相手方は、教
科書取扱書店である（株）相模書房となる。

２号（競争不適） ¥9,592,440 2023年12月1日
教育局
学務課

958
小学校準拠教材デジタル教科書ライセンス（音
楽・英語）

カクダイ書店

　準拠教材は、教科書発行会社等が教科書に準じて作成する指導用教材である。
　準拠教材は、一部のオープン商品を除いて、教科書と同様に、学校への納入方法が限定
されている。
　教科書は、①発行者②教科書・一般書籍供給会社（特約供給所・各都道府県に１社程
度）③教科書取扱書店（取次供給所・市内６書店）④学校の順番で納入される仕組みと
なっている。
　この際、②の教科書・一般書籍供給会社が、③の教科書取扱店となる書店を、対象校も
含め指定しており、この契約にはオープン商品を含まないことから、契約の相手方は、教
科書取扱書店であるカクダイ書店となる。

２号（競争不適） ¥4,427,280 2023年12月1日
教育局
学務課

959
小学校準拠教材デジタル教科書ライセンス（国
語・社会）

カクダイ書店

　準拠教材は、教科書発行会社等が教科書に準じて作成する指導用教材である。
　準拠教材は、一部のオープン商品を除いて、教科書と同様に、学校への納入方法が限定
されている。
　教科書は、①発行者②教科書・一般書籍供給会社（特約供給所・各都道府県に１社程
度）③教科書取扱書店（取次供給所・市内６書店）④学校の順番で納入される仕組みと
なっている。
　この際、②の教科書・一般書籍供給会社が、③の教科書取扱店となる書店を、対象校も
含め指定しており、この契約にはオープン商品を含まないことから、契約の相手方は、教
科書取扱書店であるカクダイ書店となる。

２号（競争不適） ¥3,213,540 2024年1月26日
教育局
学務課

960
小学校準拠教材デジタル教科書ライセンス（国
語・社会）

（有）ブックス山田

　準拠教材は、教科書発行会社等が教科書に準じて作成する指導用教材である。
　準拠教材は、一部のオープン商品を除いて、教科書と同様に、学校への納入方法が限定
されている。
　教科書は、①発行者②教科書・一般書籍供給会社（特約供給所・各都道府県に１社程
度）③教科書取扱書店（取次供給所・市内６書店）④学校の順番で納入される仕組みと
なっている。
　この際、②の教科書・一般書籍供給会社が、③の教科書取扱店となる書店を、対象校も
含め指定しており、この契約にはオープン商品を含まないことから、契約の相手方は、教
科書取扱書店である（有）ブックス山田となる。

２号（競争不適） ¥2,280,960 2024年1月26日
教育局
学務課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

961
小学校準拠教材デジタル教科書ライセンス（国
語・社会）

（株）ヤマモト

　準拠教材は、教科書発行会社等が教科書に準じて作成する指導用教材である。
　準拠教材は、一部のオープン商品を除いて、教科書と同様に、学校への納入方法が限定
されている。
　教科書は、①発行者②教科書・一般書籍供給会社（特約供給所・各都道府県に１社程
度）③教科書取扱書店（取次供給所・市内６書店）④学校の順番で納入される仕組みと
なっている。
　この際、②の教科書・一般書籍供給会社が、③の教科書取扱店となる書店を、対象校も
含め指定しており、この契約にはオープン商品を含まないことから、契約の相手方は、教
科書取扱書店である（株）ヤマモトとなる。

２号（競争不適） ¥4,403,520 2024年1月26日
教育局
学務課

962
小学校準拠教材デジタル教科書ライセンス（国
語・社会）

（株）相模書房

　準拠教材は、教科書発行会社等が教科書に準じて作成する指導用教材である。
　準拠教材は、一部のオープン商品を除いて、教科書と同様に、学校への納入方法が限定
されている。
　教科書は、①発行者②教科書・一般書籍供給会社（特約供給所・各都道府県に１社程
度）③教科書取扱書店（取次供給所・市内６書店）④学校の順番で納入される仕組みと
なっている。
　この際、②の教科書・一般書籍供給会社が、③の教科書取扱店となる書店を、対象校も
含め指定しており、この契約にはオープン商品を含まないことから、契約の相手方は、教
科書取扱書店である（株）相模書房となる。

２号（競争不適） ¥7,039,560 2024年1月26日
教育局
学務課

963
小学校準拠教材デジタル教科書ライセンス（国
語・社会）

（株）中村書店

　準拠教材は、教科書発行会社等が教科書に準じて作成する指導用教材である。
　準拠教材は、一部のオープン商品を除いて、教科書と同様に、学校への納入方法が限定
されている。
　教科書は、①発行者②教科書・一般書籍供給会社（特約供給所・各都道府県に１社程
度）③教科書取扱書店（取次供給所・市内６書店）④学校の順番で納入される仕組みと
なっている。
　この際、②の教科書・一般書籍供給会社が、③の教科書取扱店となる書店を、対象校も
含め指定しており、この契約にはオープン商品を含まないことから、契約の相手方は、教
科書取扱書店である（株）中村書店となる。

２号（競争不適） ¥16,309,920 2024年1月26日
教育局
学務課

964
小学校準拠教材デジタル教科書ライセンス（国
語・社会）

（株）敏正堂

　準拠教材は、教科書発行会社等が教科書に準じて作成する指導用教材である。
　準拠教材は、一部のオープン商品を除いて、教科書と同様に、学校への納入方法が限定
されている。
　教科書は、①発行者②教科書・一般書籍供給会社（特約供給所・各都道府県に１社程
度）③教科書取扱書店（取次供給所・市内６書店）④学校の順番で納入される仕組みと
なっている。
　この際、②の教科書・一般書籍供給会社が、③の教科書取扱店となる書店を、対象校も
含め指定しており、この契約にはオープン商品を含まないことから、契約の相手方は、教
科書取扱書店である（株）敏正堂となる。

２号（競争不適） ¥4,254,360 2024年1月26日
教育局
学務課

965 小学校準拠教材　教具 （株）中村書店

　準拠教材は、教科書発行会社等が教科書に準じて作成する指導用教材である。
　準拠教材は、一部のオープン商品を除いて、教科書と同様に、学校への納入方法が限定
されている。
　教科書は、①発行者②教科書・一般書籍供給会社（特約供給所・各都道府県に１社程
度）③教科書取扱書店（取次供給所・市内６書店）④学校の順番で納入される仕組みと
なっている。
　この際、②の教科書・一般書籍供給会社が、③の教科書取扱店となる書店を、対象校も
含め指定しており、この契約にはオープン商品を含まないことから、契約の相手方は、教
科書取扱書店である（株）中村書店となる。

２号（競争不適） ¥3,022,470 2024年1月26日
教育局
学務課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

966 R5年度給食費管理システム保守業務委託
日本ソフトウェアマネジメ
ント（株）

　本契約は、本市の資産管理システム（情報系）の運用保守を委託する契約である。
　本市の資産管理システム（情報系）に障害が発生した場合には、市民サービスを含む業
務全体に支障を来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなければな
らない。
　本業務を、本市の資産管理システム（情報系）の設計・構築を行った事業者以外の者が
受託した場合、障害の復旧及び原因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うこと
ができない。
　当該事業者は本市の資産管理システム（情報系）の設計及び構築を行った事業者であ
り、構成や設定内容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相
手方とするものである。

２号（競争不適） 4,906,000 2023年4月1日
教育局
学校給食課

967
令和５年度一般廃棄物収集運搬処分業務委託
（Ａ地区）　４・５月分

（株）三凌商事　相模原支
社

　相模原市立小・中学校において、新年度当初より一般廃棄物が排出されるため、入札後
の収集運搬処分開始では一般廃棄物の収集運搬に支障をきたすことから、年度当初の２か
月分のみ、前年度委託業者と契約するものである。
　６月以降の業務については５月までに入札を行い、落札業者と契約を締結する。

２号（競争不適） 4,607,680 2023年4月3日
教育局
学校給食課

968
令和５年度一般廃棄物収集運搬処分業務委託
（Ｂ地区）　４・５月分

（株）環境システムサービ
ス神奈川支店

　相模原市立小・中学校において、新年度当初より一般廃棄物が排出されるため、入札後
の収集運搬処分開始では一般廃棄物の収集運搬に支障をきたすことから、年度当初の２か
月分のみ、前年度委託業者と契約するものである。
　６月以降の業務については５月までに入札を行い、落札業者と契約を締結する。

２号（競争不適） 4,118,840 2023年4月3日
教育局
学校給食課

969
令和５年度一般廃棄物収集運搬処分業務委託
（Ｃ地区）　４・５月分

（株）ローゼカンキョウ

　相模原市立小・中学校において、新年度当初より一般廃棄物が排出されるため、入札後
の収集運搬処分開始では一般廃棄物の収集運搬に支障をきたすことから、年度当初の２か
月分のみ、前年度委託業者と契約するものである。
　６月以降の業務については５月までに入札を行い、落札業者と契約を締結する。

２号（競争不適） 3,588,200 2023年4月3日
教育局
学校給食課

970 相模原市学校給食用食器等検査業務委託 （公社）相模原市薬剤師会

　学校には学校保健安全法第23条第２項に基づき学校薬剤師を置くものとされ、その職務
執行については、同法施行規則第24条第１項第１号から７号に規定されている。
　学校給食用の食器検査は、学校給食法第９条第１項の規定に基づく「学校給食衛生管理
基準」により、学校薬剤師等の協力を得て毎学年３回定期に検査を行い、その実施記録を
保管することとされている。
　食器検査は公益社団法人相模原市薬剤師会（以下「薬剤師会」）から推薦された学校薬
剤師が実施している。学校薬剤師と各学校が個別に契約することは非常に煩雑であるた
め、学校薬剤師を統括している薬剤師会に委託するものである。

２号（競争不適） 2,725,936 2023年4月3日
教育局
学校給食課

971 相模原市立小学校給食残さ飼料化事業業務委託
（株）日本フードエコロ
ジーセンター

　この事業は、給食室から排出された野菜くず、残食等の給食残さをリキッド（液状）発
酵方式を用いて養豚用飼料に加工するものであり、この加工技術を有する事業者は、市内
及び近隣市町村において当該事業者のみであるため。

２号（競争不適） 5,722,365 2023年4月3日
教育局
学校給食課

972
相模原市立小・中学校等産業廃棄物（廃プラス
チック）収集運搬処分業務委託（令和５年４・
５月分）

（有）大貫産業

　給食室等から排出される産業廃棄物（廃プラスチック）は、１学期の給食開始に伴い４
月当初から排出されるため、年度当初の入札執行では収集運搬処分が間に合わない。この
ため、年度当初の２ケ月間のみ前年度の委託業者へ継続し委託する。６月以降の業務につ
いては５月までに入札を行い、落札業者と契約を締結する。

２号（競争不適） 1,188,000 2023年4月3日
教育局
学校給食課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名
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973
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｆ・
２)

（株）名給厚木営業所

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度1学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,050,732 2023年4月3日
教育局
学校給食課

974
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
８)

柏木商事（株）立川営業所
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の入札と同様の方法により仮入札を行った。
当該入札結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥2,491,300 2023年4月3日
教育局
学校給食課

975
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
９)

柏木商事（株）立川営業所
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の入札と同様の方法により仮入札を行った。
当該入札結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥2,389,662 2023年4月3日
教育局
学校給食課

976
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
１５)

（有）池谷商店
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の入札と同様の方法により仮入札を行った。
当該入札結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥1,164,478 2023年4月3日
教育局
学校給食課

977
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
２３)

八木食品産業（株）
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の入札と同様の方法により仮入札を行った。
当該入札結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥1,938,989 2023年4月3日
教育局
学校給食課

978
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
２６)

東京食品販売（株）
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の入札と同様の方法により仮入札を行った。
当該入札結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥1,005,761 2023年4月3日
教育局
学校給食課

979
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
３０)

柏木商事（株）立川営業所
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の見積合せと同様の方法により仮見積合せを
行った。当該見積合せ結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥3,705,652 2023年4月3日
教育局
学校給食課

980
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
４２)

東京食品販売（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度1学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥3,243,564 2023年4月3日
教育局
学校給食課
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981
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
４３)

東京食品販売（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度1学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,370,250 2023年4月3日
教育局
学校給食課

982
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
４４)

（株）三浦屋国分寺営業所
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の入札と同様の方法により仮入札を行った。
当該入札結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥1,351,112 2023年4月3日
教育局
学校給食課

983
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
４６)

（有）池谷商店
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の入札と同様の方法により仮入札を行った。
当該入札結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥1,123,988 2023年4月3日
教育局
学校給食課

984
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
４８)

東京食品販売（株）

　本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資を有する物資納入事業者を対
象に入札を実施したが、１者を除き入札を辞退したため中止となった。
　令和５年度１学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは入札書を提出した１者しかない
ことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,784,689 2023年4月3日
教育局
学校給食課

985
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
５０)

（株）名給厚木営業所
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の入札と同様の方法により仮入札を行った。
当該入札結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥1,615,221 2023年4月3日
教育局
学校給食課

986
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
５２)

柏木商事（株）立川営業所
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の入札と同様の方法により仮入札を行った。
当該入札結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥1,632,052 2023年4月3日
教育局
学校給食課

987
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
６１)

（株）千年屋本店
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の入札と同様の方法により仮入札を行った。
当該入札結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥11,718,000 2023年4月3日
教育局
学校給食課

988
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｇ・
６２)

米善食料（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度1学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,230,768 2023年4月3日
教育局
学校給食課
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989
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｈ・
４)

（株）名給厚木営業所
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の入札と同様の方法により仮入札を行った。
当該入札結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥1,026,496 2023年4月3日
教育局
学校給食課

990
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｉ・
１)

柏木商事（株）立川営業所
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の入札と同様の方法により仮入札を行った。
当該入札結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥1,456,785 2023年4月3日
教育局
学校給食課

991
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｉ・
３)

（株）名給厚木営業所
　４月分（１学期分）の学校給食を提供するためには、３月までに給食用物資の納入事業
者の選定を行う必要があるが、３月中に通常の入札と同様の方法により仮入札を行った。
当該入札結果をもって本契約は１者随意契約とするもの。

２号（競争不適） ¥1,510,704 2023年4月3日
教育局
学校給食課

992
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｊ・
２)

井上醤油（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度1学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,072,408 2023年4月3日
教育局
学校給食課

993
令和５年度共通物資給食用食材(登録区分ｋ・
１)

（株）名給厚木営業所

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度1学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,312,193 2023年4月3日
教育局
学校給食課

994
令和５年度２学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・５)

柏木商事（株）立川営業所

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度２学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥3,803,436 2023年6月30日
教育局
学校給食課

995
令和５年度２学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・６)

（株）名給厚木営業所

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度２学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,170,935 2023年6月30日
教育局
学校給食課
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996
令和５年度２学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・２９)

柏木商事（株）立川営業所

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度２学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,516,184 2023年6月30日
教育局
学校給食課

997
令和５年度２学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・３０)

柏木商事（株）立川営業所

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度２学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,619,654 2023年6月30日
教育局
学校給食課

998
令和５年度２学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・４２)

東京食品販売（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度２学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,357,722 2023年6月30日
教育局
学校給食課

999
令和５年度２学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・４６)

柏木商事（株）立川営業所

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度２学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,312,404 2023年6月30日
教育局
学校給食課

1000
令和５年度２学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・４７)

（株）野口食品

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度２学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,189,424 2023年6月30日
教育局
学校給食課

1001
令和５年度２学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・５２)

東京食品販売（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度２学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,717,971 2023年6月30日
教育局
学校給食課
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1002
令和５年度２学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・５５)

東京食品販売（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度２学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,054,152 2023年6月30日
教育局
学校給食課

1003
令和５年度２学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・６０)

米善食料（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度２学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,678,320 2023年6月30日
教育局
学校給食課

1004
令和５年度２学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｉ・５)

（有）ぶるべの樹

　食育の推進の観点から、本市の第３次相模原市食育推進計画(平成31年度～令和5年度)
にて、学校給食の全使用品目のうち地場農産物が占める割合を24％とする数値目標を掲げ
ており、食を通して元気で豊かな人間性を育むための環境整備の一環として、地産地消を
推進しており、域内で当該農産物を生産している当該事業者と直接契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,458,855 2023年6月30日
教育局
学校給食課

1005
令和５年度２学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｊ・２)

井上醤油（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度２学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,577,604 2023年6月30日
教育局
学校給食課

1006 Ｗｅｂ口座振替受付サービス初期導入業務委託
ヤマトシステム開発（株）
ソリューション事業本部ビ
ジネスソリューション部

　本業務は、市税や国民健康保険税をはじめとする各種市収入金の口座振替申込手続きを
Web上で行う既存のシステムを改修し、学校給食にも対応させるものであり、システムを
構築し運用している当該事業者でなければできないことから、当該事業者を契約の相手方
とするもの。

２号（競争不適） ¥1,100,000 2023年9月1日
教育局
学校給食課

1007
令和５年度３学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・９)

（株）名給厚木営業所

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度３学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,744,253 2023年11月9日
教育局
学校給食課

1008
令和５年度３学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・３３)

柏木商事（株）立川営業所

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度３学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,950,992 2023年11月9日
教育局
学校給食課
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1009
令和５年度３学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・４４)

東京食品販売（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度３学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,255,040 2023年11月9日
教育局
学校給食課

1010
令和５年度３学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・４９)

柏木商事（株）立川営業所

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度３学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,347,002 2023年11月9日
教育局
学校給食課

1011
令和５年度３学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・５０)

東京食品販売（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度３学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,714,785 2023年11月9日
教育局
学校給食課

1012
令和５年度３学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・５２)

東京食品販売（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度３学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,054,425 2023年11月9日
教育局
学校給食課

1013
令和５年度３学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｇ・５７)

東京食品販売（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度３学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,064,643 2023年11月9日
教育局
学校給食課

1014
令和５年度３学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｉ・１)

豊国屋

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度３学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,647,058 2023年11月9日
教育局
学校給食課
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1015
令和５年度３学期分共通物資給食用食材(登録
区分ｊ・２)

井上醤油（株）

　入札を行うにあたって、本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資の納
入が可能な納入事業者を対象に参考見積の依頼を行った結果、１者を除き当該物資の納入
が不可能又は困難である事実が確認された。
　令和５年度３学期分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物
資を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは参考見積書を提出した１者しか
ないことから、当該事業者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,246,190 2023年11月9日
教育局
学校給食課

1016
令和５年度３学期分共通物資給食用食材(登録
区分n)

（公財）神奈川県学校給食
会

　本業務は相模原市７５校（約４万食）の給食物資の製造及び配送を時間内に行う業務で
ある。
　公益財団法人神奈川県学校給食会は、学校給食物資の安定供給を行うことが可能な事業
者数を管理しており、施設設備、衛生管理、品質管理並びに物資の保管状況及び諸帳簿、
関係書類の整理等について調査し必要な指導を行うとともに、各事業者の供給能力、配送
能力などを掌握しているため、契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥148,500,854 2023年11月9日
教育局
学校給食課

1017 給食残さ収集運搬業務委託
（株）三凌商事　相模原支
社

（株）日本フードエコロジーセンター（以下、飼料化施設という）と契約し、給食残さ飼
料化事業を実施しており、一般廃棄物の減量化・資源の有効活用を図っている。
　この飼料化施設に給食残さを搬入するため、一般廃棄物収集運搬業許可証に処分先とし
て登録している唯一の市内事業者である当該事業者を契約するもの。

２号（競争不適） ¥4,356,000 2023年12月12日
教育局
学校給食課

1018
上溝学校給食センターボイラー保守点検業務委
託

三浦工業（株）厚木支店

　学校給食業務において、故障による停止の無い状態でボイラーの運転を継続することは
給食の安定提供に必要不可欠である。
　万が一故障した場合に迅速な対応が求められる本業務を委託できるのは、設置業者であ
る当該業者のみであるため、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,545,720 2023年4月1日
教育局
学校給食課
上溝学校給食センター

1019
上溝学校給食センター給食用食材（登録区分：
L野菜　6月分）

新富産業（株）

　本市に業者登録申請があり、かつ見本選定を通過した物資を有する物資納入事業者を対
象に入札を実施したが、１者を除き入札を辞退したため中止となった。
　令和５年度６月分給食用物資を調達するために直ちに契約事業者を決定し、給食用物資
を調達・確保する必要がある。本業務を遂行できるのは入札書を提出した１者しかないこ
とから、当該事業者と契約を締結するもの。

８号（不調随意契約） ¥1,148,266 2023年5月17日
教育局
学校給食課
上溝学校給食センター

1020 相模原市津久井学校給食センター調理業務委託 （株）安田物産

　標記の件に係る条件付き一般競争入札再入札の結果、予定価格を下回る入札がなく不調
となった。再公告の場合、今後のスケジュールでは事業者が現行契約事業者から変更に
なった際に給食が継続して実施されている学期の途中での引継ぎを行うこととなり、給食
事故のリスクが非常に高くなる。給食の安全性を確保するため、津久井学校給食センター
に設置されている各種調理器具機器の性質や性能等を熟知し、当センターの施設の状況や
受入校の信頼を得ている実績や入札参加者の中で最も低額での入札であったことなどを鑑
み、現行契約事業者と引き続き契約を締結するもの。なお、入札後の交渉において再度見
積りの提出を受け、予定価格以下となる金額提示があったことから、当該金額により契約
をする。

８号（不調随意契約） ¥189,486,000 2023年7月31日
教育局
学校給食課
津久井学校給食センター
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1021 令和５年度相模原市電話相談業務委託 ダイヤル・サービス（株）

　本契約は子どもからのいじめ問題をはじめとする様々な不安や悩み、また保護者の子育
てに関する不安など、子どもに関する相談に対応するものである。このため、業務におけ
る質の確保、安定した人員配置、設備や相談体制の確保の観点から企画提案型（プロポー
ザル方式）により事業者選考を実施した。令和４年度末に事業者選考を実施し、当該事業
者が受注候補者として決定したため、契約の相手方とするものである。なお、特段契約内
容に変更がない場合は、予算の範囲内で３年間は随意契約を締結する。

２号（競争不適） ¥2,508,000 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校教育課

1022 相模原市立小学校学習調査委託 東京書籍（株）

　本件は、相模原市立の小学校及び義務教育学校の第４学年及び第５学年の児童を対象
に、国語・算数の学習調査及び学習などに関する質問紙調査により、調査結果を分析し
て、児童一人ひとりの学力の習得、定着に向けた支援、学校における授業改善に役立てる
ことを目的に実施するものである。これには、学習の習得状況を図るための問題の内容や
分析の方法、分析結果に基づく支援の方法の能力、事業者のノウハウが重要であることか
ら、３年間の委託についてプロポーザル方式（企画提案型）で事業者選考を令和４年３月
に実施し、当該事業者を契約者として決定していることから、契約の相手方とするもので
ある。

２号（競争不適） ¥8,852,250 2023年4月3日
教育局
学校教育部
学校教育課

1023
令和５年度相模原市立小中学校等英語指導助手
派遣契約

（株）ボーダーリンク

　本件は、市立小中学校及び義務教育学校の外国語活動及び外国語科（英語）授業におけ
る外国人英語指導助手の派遣を行うものである。このため、派遣される英語指導助手の経
験や指導力、派遣事業者の経験・ノウハウが重要となり、３年に１度の頻度で企画提案型
（プロポーザル方式）により事業者選考を実施している。令和５年１月に事業者選考を実
施、提案を審査した結果、当該事業者を契約予定者として決定したため、契約の相手方と
するものである。

２号（競争不適） ¥288,261,600 2023年4月3日
教育局
学校教育部
学校教育課

1024
令和５年度相模原市立小中学校等医療的ケア支
援事業委託

（株）スマイス

　本事業は、医療的ケアが必要な小中学校等に通う対象児童生徒に対して実施する医療的
ケアを指定訪問看護事業者へ委託するもので、事業化に向けた検討段階においては、平成
30年度に一般社団法人相模原市医師会を通じ、市内の訪問看護ステーションで組織する相
模原市訪問看護ステーション管理者会において、一律に本事業の周知及び協力を依頼した
経過がある。
　本事業の報酬単価については、上記２団体との協議の結果、「相模原市重症心身障害児
（者）訪問看護支援事業」に係る市内訪問看護ステーションへの報酬単価を準用し一律に
設定するものとしたこと、また対象児童生徒に必要な医療的ケアの内容と、在籍する学校
の授業時数に合わせた日時及び回数に対応できる市内訪問看護ステーションが当該事業所
のみであることから、競争入札に適さないものである。

２号（競争不適） ¥6,388,000 2023年4月3日
教育局
学校教育部
学校教育課

1025
令和５年度　高度利用者向け緊急地震速報配信
サービス利用等契約

（株）JMC　営業１課

　本件は、市内小学校６９校、中学校３４校及び義務教育学校２校に設置済みの緊急地震
速報専用通報装置に対して、インターネット回線を通じて高度利用者向け緊急地震速報等
の情報配信を受けるサービス及び緊急地震速報専用通報装置の保守管理に係る契約であ
る。
　緊急地震速報専用通報装置は当該事業者が設置したものである。校内における通報は、
本市独自の学校内ネットワークシステムを利用するものであり、本ネットワークは市立小
中学校及び義務教育学校の情報を取り扱うことから、セキュリティ確保及び障害発生時の
迅速な対応が必要になる。当該事業者は、本ネットワークの設計業者かつ保守業者でもあ
ることから、ネットワークの詳細な設定内容、設定構造を熟知している。このことから、
緊急地震速報専用通報装置及び配信サービス並びに学校内ネットワークの一元化を図るこ
とにより、トラブルがあった場合にも迅速な対応が可能となる。
　以上のことから、本市のネットワークやセキュリティに関する知識及び技術を有する当
該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,425,500 2023年4月3日
教育局
学校教育部
学校教育課
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1026
令和５年度相模原市立小中学校等医療的ケア支
援事業委託

JA訪問看護ステーション
さがみはら

　本事業は、医療的ケアが必要な小中学校等に通う対象児童生徒に対して実施する医療的
ケアを指定訪問看護事業者へ委託するもので、事業化に向けた検討段階においては、平成
30年度に一般社団法人相模原市医師会を通じ、市内の訪問看護ステーションで組織する相
模原市訪問看護ステーション管理者会において、一律に本事業の周知及び協力を依頼した
経過がある。
　本事業の報酬単価については、上記２団体との協議の結果、「相模原市重症心身障害児
（者）訪問看護支援事業」に係る市内訪問看護ステーションへの報酬単価を準用し一律に
設定するものとしたこと、また対象児童生徒に必要な医療的ケアの内容と、在籍する学校
の授業時数に合わせた日時及び回数に対応できる市内訪問看護ステーションが当該事業所
のみであることから、競争入札に適さないものである。

２号（競争不適） ¥2,460,000 2023年4月4日
教育局
学校教育部
学校教育課

1027
令和５年度相模原市学校教育課会計年度任用短
時間勤務職員定期健康診断業務委託

医療法人財団相和会

　本件は、相模原市会計年度任用短時間勤務職員の健康診断業務について、迅速かつ正確
に事故なく履行することが求められることから、令和元年度にプロポーザルにより業者選
定を行い、当該事業者が本業務に適していると認められたものであり、今年度についても
引き続き当該事業者と契約するものである。

２号（競争不適） ¥3,638,998 2023年5月16日
教育局
学校教育部
学校教育課

1028
令和５年度相模原市立小中学校等医療的ケア支
援事業委託

一般社団法人なれっじ・
ネットワーク

　本事業は、医療的ケアが必要な小中学校等に通う対象児童生徒に対して実施する医療的
ケアを指定訪問看護事業者へ委託するもので、事業化に向けた検討段階においては、平成
30年度に一般社団法人相模原市医師会を通じ、市内の訪問看護ステーションで組織する相
模原市訪問看護ステーション管理者会において、一律に本事業の周知及び協力を依頼した
経過がある。
　本事業の報酬単価については、上記２団体との協議の結果、一律に設定するものとして
おり、当該事業所は市外に所在する事業所であるが、同単価での契約に同意しており、価
格競争は成立しない。
　また、本契約における医療的ケア対象児童は、人工呼吸器を使用しているが、小児の人
工呼吸器に対応できる事業所が少なく、在籍する学校の授業時数に合わせた日時及び回数
に対応できる訪問看護ステーションが当該事業所のみである。
　以上のことから、契約の相手方を当該事業所とするものである。

２号（競争不適） ¥1,788,000 2023年8月18日
教育局
学校教育部
学校教育課

1029
令和５年度相模原市立小中学校等医療的ケア支
援事業委託

（株）モリモリ

　本事業は、医療的ケアが必要な小中学校等に通う対象児童生徒に対して実施する医療的
ケアを指定訪問看護事業者へ委託するもので、事業化に向けた検討段階においては、平成
30年度に一般社団法人相模原市医師会を通じ、市内の訪問看護ステーションで組織する相
模原市訪問看護ステーション管理者会において、一律に本事業の周知及び協力を依頼した
経過がある。
　本事業の報酬単価については、上記２団体との協議の結果、一律に設定するものとして
おり、当該事業所は市外に所在する事業所であるが、同単価での契約に同意しており、価
格競争は成立しない。
　また、本契約における医療的ケア対象児童は、人工呼吸器を使用しているが、小児の人
工呼吸器に対応できる事業所が少なく、在籍する学校の授業時数に合わせた日時及び回数
に対応できる訪問看護ステーションが当該事業所のみである。
　以上のことから、契約の相手方を当該事業所とするものである。

２号（競争不適） ¥2,376,000 2023年9月15日
教育局
学校教育部
学校教育課

1030 採用試験会場使用料 学校法人麻布獣医学園
　令和５年度実施教員採用試験の第１次試験会場として使用するに当たり、試験運営上の
諸条件（日程、立地条件、施設規模など）を満たす貸出可能施設が麻布獣医学園以外にな
いため。

２号（競争不適） ¥808,280 2023年7月3日
教育局
学校教育部
教職員人事課
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1031
相模原市職員総合情報システム保守運用委託
（教職員給与システム分）令和５年４月～６月
分

富士通Japan（株）神奈川
支社

　職員総合情報システムは、契約の相手方が開発、動作保証している製品であり、同社以
外の者に保守等をさせた場合、製品の使用に著しい支障が生じる恐れがあるほか、障害等
が発生した場合の原因究明及び復旧作業を確実に行うことができるのが同社以外にないこ
とから、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,386,000 2023年4月1日
教育局
学校教育部
教職員給与厚生課

1032 相模原市立学校教職員健康相談業務委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本市教職員のメンタルヘルス等に関する健康相談について、健康管理の向上に必要な指
導・助言を行うことができる市内医療機関の医師の派遣を依頼するものであり、同等の業
務委託を行なえる団体が市内に1者のみのため。

２号（競争不適） ¥2,439,360 2023年4月1日
教育局
学校教育部
教職員給与厚生課

1033
令和５年度相模原市教職員事業場定期健康診断
業務委託

医療法人財団相和会

　当該業務は、相模原市教職員の健康状態の把握と疾病予防及び早期発見、早期治療によ
る教職員の健康保持・増進のために実施する健康診断業務である。
　業務を実施する契約の相手方の選定にあたっては、精度管理体制等を重視するととも
に、これまでの実績、専門性、技術力等を総合的に評価する必要があることから、令和２
年３月に実施した「相模原市職員健康診断業務委託に係るプロポーザル実施要領」に基づ
く選考委員会において、本業務の実施に適した提案内容であると評価し、当該事業者と契
約するものである。

２号（競争不適） ¥27,229,782 2023年6月1日
教育局
学校教育部
教職員給与厚生課

1034
市立小中学校等便所清掃業務委託（４・５月
分）

三協メンテナンス　相模原
支店

　新学期（４月）開始時より清掃が必要となるが、入札後の定期清掃開始では学校環境衛
生の維持に支障をきたすため、昨年度契約実績のある当該業者と引き続き年度当初の２ヶ
月のみ契約をするもの。
　６月以降の業務に対しては、入札を行い落札した業者と契約をする。

２号（競争不適） ¥8,870,400 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校保健課

1035 相模原市立小中学校等環境衛生検査委託 （公社）相模原市薬剤師会

　学校には、学校保健安全法第23条第２項に基づき学校薬剤師を置くものとするとされて
いるが、その職務執行については、同法施行規則第24条第１項第１号から第７号に規定さ
れている。さらに、同規則同条同項第２号に規定されている環境衛生検査については、
「学校環境衛生基準（文科省告示）」に示される項目（教室等の換気、温度、照度、プー
ル水質検査など）の検査を行うとともに、必要な指導、助言を行うことにより児童生徒及
び職員の心身の健康保持増進を図っている。
　また、学校環境衛生基準に基づく環境衛生検査を行う上で、相模原市薬剤師会から推薦
をいただいた学校薬剤師が学校と調整し実施しており、検査結果の報告は学校、教育委員
会に行う必要がある。
　このようなことから、学校薬剤師と個別に契約することは非常に煩雑であるため、学校
薬剤師を統括している公益社団法人相模原市薬剤師会に委託するものである。

２号（競争不適） ¥4,201,166 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校保健課

1036 相模原市立小中学校プール水質検査事業委託 （公社）相模原市薬剤師会

　学校には、学校保健安全法第23条第２項に基づき学校薬剤師を置くものとするとされて
いるが、その職務執行については、同法施行規則第24条第１項第１号から第７号に規定さ
れている。さらに、同規則同条同項第２号に規定されている環境衛生検査（プール水質検
査）については、「学校環境衛生基準（文科省告示）」に示される項目（教室等の換気、
温度、照度、プール水質検査など）の検査を行うとともに、必要な指導、助言を行うこと
により児童生徒及び職員の心身の健康保持増進を図っている。
　また、学校環境衛生基準に基づくプール水質検査を行う上で、相模原市薬剤師会から推
薦をいただいた学校薬剤師が学校と調整し実施しており、検査結果の報告は学校、教育委
員会に行う必要がある。
　このようなことから、学校薬剤師と個別に契約することは非常に煩雑であるため、学校
薬剤師を統括している公益社団法人相模原市薬剤師会に委託するものである。

２号（競争不適） ¥4,263,917 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校保健課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

1037 児童生徒成長曲線活用事業委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業は、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則に基づき、成長曲線を活用して
成長異常等の早期発見に努め、必要な指導等を行うことで児童生徒の健康保持増進を図る
ことを目的とし、学校での発育測定や定期健康診断（内科）の結果でスクリーニングを行
い、専門医で構成する医師会の判定委員会を経て、対象者へ協力専門医療機関への受診を
促している（令和４年度は児童のみ対象）。
　成長曲線活用事業の実施に関しては、成長曲線の専門医で構成する医師会が設置してい
る判定委員会を経ることや専門的な知識が必要であり、医師会と連携することが事業を実
施する上で不可欠である。
　以上のことから本事業の委託先は、相模原市医師会の他ないものである。

２号（競争不適） ¥2,233,220 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校保健課

1038 児童生徒肥満対策事業委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業は、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則に基づき、肥満傾向にある児童
生徒に対し、疾病の予防及び解消について適切な指導等を行うことを目的とし、発育測定
や学校の定期健康診断でスクリーニングを行い、対象者に肥満検診や栄養相談を実施して
いる。
　また、学校保健安全法施行規則にて、定期健康診断や保健指導の従事は学校医が行うも
のと規定されており、本市は、「相模原市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに応援
医配置要領」に基づき、相模原市医師会から推薦をいただいた医師へ委嘱している。
　肥満健診の実施に関しても、約８００人に対して行うため多くの協力医療機関で実施す
る必要があり、個々の医療機関と契約を締結するのは非常に煩雑である。
　以上のことから本事業の委託先は、学校医や医療機関を統括している相模原市医師会の
他ないものである。

２号（競争不適） ¥6,326,685 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校保健課

1039 児童生徒心臓病検診事業委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業は、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則に基づき、心臓の疾病及び異常
の有無を検査し、心臓疾患の早期発見に努め、必要な指導等を行うことにより児童生徒の
健康保持増進を図ることを目的とし、学校の定期健康診断でスクリーニングを行い、対象
者に必要な精密検査を実施している。
　また、学校保健安全法施行規則にて、定期健康診断や保健指導の従事は学校医が行うも
のと規定されており、本市は、「相模原市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに応援
医配置要領」に基づき、相模原市医師会から推薦をいただいた医師へ委嘱している。
　心臓病精密検査の実施に関しても、約10,000人の心電図計を判読し、対象者を抽出し、
対象者である約４００人に対して、短期間で全員に必要な検査を実施するためには集団検
査とする必要があるため、個々の医療機関で行うのは不可能である。

２号（競争不適） ¥13,518,510 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校保健課

1040 児童生徒腎疾患管理対策事業
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業は、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則に基づき腎疾患精密検査を実施
している。児童生徒の腎臓病の早期発見に努めるとともに適正な管理指導を行うことを目
的としているため、学校の尿検査の結果に基づき、対象者に必要な精密検査を実施してい
る。
本事業委託は、腎疾患精密検査の実施、判定、再診、管理指導までの一連の流れを委託す
るものであり、対象者約６００名に対して統一的な検査、判定、管理指導を行わなければ
ならない。
　なお、市内には検査可能な医療機関がいくつも存在するため、これらの医療機関で精密
検査等を行うためには統一的な指導を行う必要がある。
　以上のことから、本事業を委託できるものは、相模原市医師会の他ないものである。

２号（競争不適） ¥7,151,640 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校保健課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

1041 児童生徒尿糖陽性者対策事業委託
一般社団法人相模原市医師
会

　本事業は、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則に基づき尿糖陽性者精密検査を
実施している。児童生徒の糖尿病の早期発見、早期治療及び適正な事後指導を行うことを
目的としているため、学校の尿検査の結果に基づき、対象者に必要な精密検査を実施して
いる。
　本事業委託は、尿糖陽性者精密検査の実施、判定、再診、管理指導までの一連の流れを
委託するものであり、対象者約50名に対して統一的な検査、判定、管理指導を行わなけれ
ばならない。
　なお、市内には検査可能な医療機関がいくつも存在するため、これらの医療機関で精密
検査等を行うためには統一的な指導を行う必要がある。
　以上のことから、本事業を委託できるものは、相模原市医師会の他ないものである。

２号（競争不適） ¥1,451,210 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校保健課

1042 児童生徒心電図検査委託
（公財）神奈川県予防医学
協会

　本市の小中学校等の数は１０5校あり、内科健診を終えた後から学校保健安全法に基づ
き6月末までの短期間で当該検査を実施・完了するためには複数台の心電計が必要とな
る。併せて、検査の性格上全小中学校等で画一した検査内容・精度が求められるため同一
の者に委託することが必然である。以上の条件を満たし、本事業を委託できるものは、公
益（財）神奈川県予防医学協会の他ないものである。

２号（競争不適） ¥17,500,714 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校保健課

1043 全国市長会学校災害賠償補償保険 全国市長会

　全国市長会は損害保険会社４社との団体契約となっているため、保険会社に経営破たん
があった場合、リスクを分散することができる。
　また、全国市長会は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの給付金に補填して賠償
補償保険を支給できる唯一の相手方であり、市として最も有効な保険の活用ができる。
　一般の損害保険会社ではこの対応ができないため、全国市長会学校災害賠償保険を使用
するもの。

２号（競争不適） ¥4,504,979 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校保健課

1044 健康手帳 神奈川県学校保健連合会

　当該団体は、本市学校保健会を始め神奈川県下の各自治体の学校保健会等が組織する団
体である。
　今回購入する健康手帳は、児童生徒の健康診断等の結果を記入するなど、利用者である
児童・生徒が使用し易い仕様になっている。
　また、本市の関係職員が同団体の求めに応じ改訂作業に参加するなど、その作成段階か
ら深く関わっており、本市では多年に渡りこの健康手帳を使用していることから、他の様
式には変更しがたく、同団体を契約の相手方とするもの。

２号（競争不適） ¥1,722,000 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校保健課

1045 就学時健康診断委託（内科）
一般社団法人相模原市医師
会

　就学時健康診断の実施は、学校保健安全法に定められており、学校保健安全法施行規則
において学校医が従事することが定められている。
　本市は、「相模原市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに応援医配置要領」に基づ
き、相模原市医師会から推薦をいただいた医師へ学校医を委嘱しているため、本事業を委
託できるものは、相模原市医師会の他ないものである。

２号（競争不適） ¥3,316,830 2023年5月1日
教育局
学校教育部
学校保健課

1046 就学時健康診断委託（歯科）
（公社）相模原市歯科医師
会

　就学時健康診断の実施は、学校保健安全法に定められており、学校保健安全法施行規則
において学校歯科医が従事することが定められている。
　本市は、「相模原市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに応援医配置要領」に基づ
き、相模原市歯科医師会から推薦をいただいた医師へ学校歯科医を委嘱しているため、本
事業を委託できるものは、相模原市歯科医師会の他ないものである。

２号（競争不適） ¥1,176,560 2023年5月1日
教育局
学校教育部
学校保健課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

1047 市立広陵小学校外５校学校警備委託
セントラル警備保障（株）
多摩支社

　本業務は、警備対象物件を当該事業者が設置した各種警戒感知機器により警戒し、当該
事業者の管制センターにおいて異常の有無を遠隔集中監視警備により実施するものであ
る。
　当該機械警備設備を用いて警備を行うことのできる事業者は、当該機器設置者に限られ
る。また、設置時から設備データを保持しているため、製造仕様及びデータに基づく警備
及び緊急時の対応が可能であるのは、学校に応じた警備システムを熟知している当事業者
のみであるため。
　なお、平成２９年４月３０日まで本業務は（株）特別警備保障が受託していたが、企業
統合により（株）特別警備保障の業務が当該事業者に引継がれたものである。

６号（競争不利） ¥2,026,596 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校施設課

1048 市立谷口小学校外１９校学校警備委託
綜合警備保障（株）　相模
支社

　本業務は、警備対象物件を当該事業者が設置した各種警戒感知機器により警戒し、当該
事業者の管制センターにおいて異常の有無を遠隔集中監視警備により実施するものであ
る。
　当該機械警備設備を用いて警備を行うことのできる事業者は、当該機器設置者に限られ
る。また、設置時から設備データを保持しているため、製造仕様及びデータに基づく警備
及び緊急時の対応が可能であるのは、学校に応じた警備システムを熟知している当該事業
者のみである。さらに、毎年度警備器具の入れ替えを行うことで、経費も多大にかかるこ
とから、当該事業者との随意契約を行うものである。

６号（競争不利） ¥8,282,340 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校施設課

1049 市立小中学校等剪定枝資源化業務委託
（株）タケエイグリーンリ
サイクル

　本業務は「剪定枝資源化事業」として、公共施設から排出される剪定枝の資源化を図る
ものである。
　剪定枝の資源化は、一般廃棄物処分業の許可を得ている事業者に委託する必要がある
が、許可を得ている事業者のうち、市内に積替保管施設を有しているのは当該事業者のみ
である。
　また、当該事業者は積替保管施設で剪定枝を集約し、自社資源化施設に運搬して資源化
を行うシステムを確立しており、最終的な資源化までの工程を全て自社内で一元的に管理
できる唯一の事業者であるため、契約するもの。

２号（競争不適） ¥10,062,360 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校施設課

1050 市立田名小学校外29校自動ドア保守点検委託 （株）神奈川ナブコ

　学校の給食室等に設置されている自動ドア設備は、当該業者が設置したものである。自
動ドアは安全確保、短期間での点検等が求められるが、当該校に設置されている製品はマ
イコン制御がされており、開閉時におけるスピードの調整、間隔の調整、開閉回数等、専
用端末であるハンディターミナルをマイコンに接続することにより調整が可能となる。こ
のマイコンの接続、情報の読み取りは当業者にしかできないものであるため。

２号（競争不適） ¥2,141,832 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校施設課

1051
市立南大野小学校外９校給食用昇降機保守点検
委託

相模エレベータ工業（株）

　当該業者においては、設置されている昇降機（相模エレベータ工業製）について、製品
設計開発段階から関与し、当該設備に関する技術資料及び試験データ等を保有しているた
め、当該設備の機器内部構造、制御システム、機器特性等に精通し、当該設備に関する質
の高い独自の保守ノウハウを確立している。
　また、他社製品との互換性の無い多くの独自部品も含め、構成部品を常時保持している
ため、故障やトラブル等の緊急時の対応が迅速かつ確実に対応でき、電子プログラムに支
障があった場合他社では解読不可のため、完全対応が行えるのは当該業者のみである。

２号（競争不適） ¥1,139,160 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校施設課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

1052
市立小中学校ガスヒートポンプ保守点検業務委
託（LPG）

（株）キャプティ

　市立小中学校のガスヒートポンプ式空気調和設備（プロパンガス熱源）の点検・監視・
故障対応などの総合保守点検業務については、各学校に設置している全製品に対する専門
知識や技能を有し、総合保守点検体制を確立していることに加え、既設の遠隔監視設備に
対応した監視業務を行う必要がある。
　この既設の遠隔監視設備を用いて、監視業務を行うことができる事業者は当該事業者に
限られるため。

２号（競争不適） ¥5,194,200 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校施設課

1053
学校施設台帳システム業務及び学校施設集計シ
ステム改修業務委託

（株）ケー・デー・シー

　当該業務委託に係る「学校施設台帳管理システム」及び「学校施設集計システム」は、
市立小中学校等の建物及び敷地の情報を一元的に管理することを目的としている。本市が
使用しているこれらのシステムは、当該相手が開発したパッケージソフトであり、開発元
以外、本委託業務を遂行できる相手がいないため。

２号（競争不適） ¥1,012,000 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校施設課

1054
市立小中学校等エレベーター保守点検委託
（４・５月分）

ジャパンエレベーターサー
ビス神奈川（株）

　エレベーター点検業務については、年間を通じて行う必要があるが、本年度の契約業者
を入札で決めるにあたり、その準備等に一定の期間を要する。
　また、当該事業者は、昨年度において誠実かつ適切に業務を遂行しており、本業務につ
いて十分な実績、データの蓄積等がある。
　したがって、当該事業者との一者による随意契約とするもの。
　なお、６月以降分については、競争入札を行う。

２号（競争不適） ¥1,089,000 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校施設課

1055
相模原市立小中学校ガスヒートポンプ保守点検
業務委託

東京瓦斯（株）

　市立小中学校のガスヒートポンプ式空気調和設備（都市ガス熱源）の点検・監視・故障
対応などの総合保守点検業務については、各学校に設置している全製品に対する専門知識
や技能を有し、監視業務を含めて総合保守点検体制を確立していることに加え、機器への
ガス供給に関して対応できる事業者は当該事業者に限られるため。

２号（競争不適） ¥13,047,289 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校施設課

1056
相模原市立小中学校ガスヒートポンプ保守点検
業務委託

東京瓦斯（株）

　市立小中学校のガスヒートポンプ式空気調和設備（都市ガス熱源）の点検・監視・故障
対応などの総合保守点検業務については、各学校に設置している全製品に対する専門知識
や技能を有し、監視業務を含めて総合保守点検体制を確立していることに加え、機器への
ガス供給に関して対応できる事業者は当該事業者に限られるため。

２号（競争不適） ¥13,047,289 2023年4月1日
教育局
学校教育部
学校施設課

1057
市立桂北小学校外１校緊急危険樹木伐採等業務
委託

（有）井上創庭舎

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、緊急点検を実施し且つ短期
間での実施が可能である当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,265,000 2023年6月15日
教育局
学校教育部
学校施設課

1058
市立麻溝小学校外４校緊急危険樹木伐採等業務
委託

（株）井上農園

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、緊急点検を実施し且つ短期
間での実施が可能である当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥2,550,900 2023年6月15日
教育局
学校教育部
学校施設課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

1059
市立東林小学校外３校緊急危険樹木伐採等業務
委託

（株）原中園

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、緊急点検を実施し且つ短期
間での実施が可能である当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,039,500 2023年6月15日
教育局
学校教育部
学校施設課

1060
市立田名小学校外６校緊急危険樹木伐採等業務
委託

（株）志村緑地

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、緊急点検を実施し且つ短期
間での実施が可能である当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥4,332,680 2023年6月15日
教育局
学校教育部
学校施設課

1061
市立新磯小学校外７校緊急危険樹木伐採等業務
委託

（株）植藤

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、緊急点検を実施し且つ短期
間での実施が可能である当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥7,692,520 2023年6月15日
教育局
学校教育部
学校施設課

1062
市立中央小学校外１校緊急危険樹木伐採等業務
委託

（株）相模植木

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、緊急点検を実施し且つ短期
間での実施が可能である当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,815,000 2023年6月15日
教育局
学校教育部
学校施設課

1063
市立小山小学校外１校緊急危険樹木伐採等業務
委託

新相模開発（有）

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、短期間での実施が可能であ
る当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥2,475,000 2023年6月15日
教育局
学校教育部
学校施設課

1064
市立光が丘小学校外１校緊急危険樹木伐採等業
務委託

（有）植勇造園

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、短期間での実施が可能であ
る当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,997,600 2023年6月15日
教育局
学校教育部
学校施設課

1065
市立相模台小学校外３校緊急危険樹木伐採等業
務委託

（株）井上農園

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、緊急点検を実施し且つ短期
間での実施が可能である当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥2,407,900 2023年6月15日
教育局
学校教育部
学校施設課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

1066
市立二本松小学校外７校緊急危険樹木伐採等業
務委託

（株）植義

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、緊急点検を実施し且つ短期
間での実施が可能である当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥14,825,800 2023年6月16日
教育局
学校教育部
学校施設課

1067 市立上溝南小学校緊急危険樹木伐採等業務委託 （有）河本造園

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、短期間での実施が可能であ
る当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥1,591,700 2023年6月16日
教育局
学校教育部
学校施設課

1068
市立弥栄中学校外１校緊急危険樹木伐採等業務
委託

小山緑化（有）

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、短期間での実施が可能であ
る当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥4,631,000 2023年6月16日
教育局
学校教育部
学校施設課

1069
市立上溝小学校外３校緊急危険樹木伐採等業務
委託

髙橋造園（株）

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、緊急点検を実施し且つ短期
間での実施が可能である当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥10,208,000 2023年6月19日
教育局
学校教育部
学校施設課

1070
市立共和小学校外１校緊急危険樹木伐採等業務
委託

（有）小山造園

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、緊急点検を実施し且つ短期
間での実施が可能である当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥2,869,900 2023年6月19日
教育局
学校教育部
学校施設課

1071 市立上溝中学校緊急危険樹木伐採等業務委託 （株）植雅庭園

　令和５年４月１６日に市内のキャンプ場で発生した倒木及び市内中学校の倒木の件を受
け、小中学校等敷地内において、全樹木一斉に緊急点検を実施した。その結果、倒木の危
険があると判定された当該校の樹木について、児童・生徒の安全・安心な教育環境を維持
するため、早急に危険樹木の伐採をする必要があることから、短期間での実施が可能であ
る当該事業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥3,435,850 2023年6月19日
教育局
学校教育部
学校施設課

1072 市立並木小学校水泳授業に係る施設使用契約 （株）協栄スポーツ企画

　
　本事業は、市立並木小学校のプール施設の老朽化に伴い、学校外のプール施設を使用し
て水泳授業を実施するものである。
　使用する学校外のプール施設については、当該施設への移動に伴う授業カリキュラムへ
の影響を最小限にする必要があることから、受け入れ可能なプール施設の中で、最も短時
間で移動が可能な「協栄スイミングクラブ相模原」を運営する（株）協栄スポーツ企画を
契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,320,000 2023年6月26日
教育局
学校教育部
学校施設課
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1073 市立淵野辺小学校水泳授業に係る施設使用契約 （株）ルネサンス

　本事業は、市立淵野辺小学校のプール施設の老朽化に伴い、学校外のプール施設を使用
して水泳授業を実施するものである。
　使用する学校外のプール施設については、当該施設への移動に伴う授業カリキュラムへ
の影響を最小限にする必要があることから、受け入れ可能なプール施設の中で、最も短時
間で移動が可能な「スポーツクラブルネサンス淵野辺」を運営する（株）ルネサンスを契
約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥3,977,600 2023年6月26日
教育局
学校教育部
学校施設課

1074
市立藤野北小学校台風第19号被害擁壁等復旧工
事修正設計業務委託

国土防災技術（株）

　令和元年東日本台風（台風第１９号）により、市立藤野北小学校に隣接する斜面が崩落
し、学校敷地内の擁壁等の復旧工事を実施しているが、工事中に法面へ複数の亀裂が発生
するなど、当初予期し得なかった事象が発生した。これらは地質・地盤の不確実性による
潜在的なリスクが顕在化したものと考えられ、防ぐことが非常に困難であり、その対策の
検討についても時間を要することから、擁壁を積み上げていく擁壁工の着手を一時停止
し、押さえ盛土により斜面の安定を図っている状況である。このため、本工事を迅速に再
開するには、当初設計に対する追加・修正業務を実施し、法面の安全対策工を早期に決定
する必要がある。
　このようなことから、本工事が災害復旧工事であり、現場状況が緊急を要する事、及び
当該事業者は、上部の治山工事を含めた当初設計の内容や現場状況を熟知している唯一の
事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

５号（緊急随意契約） ¥3,047,000 2023年8月30日
教育局
学校教育部
学校施設課

1075
市立藤野北小学校台風第19号被害擁壁等復旧工
事修正設計業務委託

国土防災技術（株）

　令和元年東日本台風（台風第１９号）により、市立藤野北小学校に隣接する斜面が崩落
し、学校敷地内の擁壁等の復旧工事を実施しているが、工事中に法面へ複数の亀裂が発生
するなど、当初予期し得なかった事象が発生した。これらは地質・地盤の不確実性による
潜在的なリスクが顕在化したものと考えられ、防ぐことが非常に困難であり、その対策の
検討についても時間を要することから、擁壁を積み上げていく擁壁工の着手を一時停止
し、押さえ盛土により斜面の安定を図っている状況である。このため、本工事を迅速に再
開するには、当初設計に対する追加・修正業務を実施し、法面の安全対策工を早期に決定
する必要がある。
　このようなことから、本工事が災害復旧工事であり、現場状況が緊急を要する事、及び
当該事業者は、上部の治山工事を含めた当初設計の内容や現場状況を熟知している唯一の
事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするものである。

５号（緊急随意契約） ¥3,047,000 2023年8月30日
教育局
学校教育部
学校施設課

1076
市立相模台小学校B棟校舎改造工事設計・積算
調整業務委託

ユニバァサル設計

　本委託業務は、｢市立相模台小学校B棟校舎増改造工事設計業務委託｣として令和元年度
に履行された設計図書に対し、工事発注にあたって経年による金額、内容等の変更を鑑
み、その調整を目的としたものである。
　現場の状況や設計内容を熟知し、内容把握や事前調整に時間を割くことなく、発注に向
けての金額や内容の変更に対する迅速な対応ができ、また設計図の一部修正についても対
応が行えるのは当該業者のみである。

２号（競争不適） ¥3,971,000 2023年9月29日
教育局
学校教育部
学校施設課

1077
市立相模台小学校B棟校舎改造工事設計・積算
調整業務委託

ユニバァサル設計

　本委託業務は、｢市立相模台小学校B棟校舎増改造工事設計業務委託｣として令和元年度
に履行された設計図書に対し、工事発注にあたって経年による金額、内容等の変更を鑑
み、その調整を目的としたものである。
　現場の状況や設計内容を熟知し、内容把握や事前調整に時間を割くことなく、発注に向
けての金額や内容の変更に対する迅速な対応ができ、また設計図の一部修正についても対
応が行えるのは当該業者のみである。

２号（競争不適） ¥3,971,000 2023年9月29日
教育局
学校教育部
学校施設課
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1078
市立新宿小学校教室間仕切等ガラス飛散防止
フィルム緊急設置業務委託

富士システム（株）

　令和5年11月10日に新宿小学校で発生した、教室間仕切り・ドアのガラス割れ事故及び
ガラス破片による児童の怪我を受けて、当該怪我の要因となった破損時にガラス破片が鋭
くなる安全性の低いガラスに関して、原因箇所が日常的に児童が接触する部分であること
から、同様の事故防止を目的として緊急的に対応する必要性があるため、教室間仕切り・
ドアのガラスに対して安全性を高める飛散防止フィルム貼りの施工実績があり、かつ、短
期間で適正な施工が可能である当該業者と契約を締結するもの。

５号（緊急随意契約） ¥3,280,530 2023年11月13日
教育局
学校教育部
学校施設課

1079 相模原市学校施設長寿命化計画更新業務委託
（株）ファインコラボレー
ト研究所

　当該相手方は、令和元年度の相模原市学校施設長寿命化計画策定に係る業務委託を請け
負っている。当該計画の更新に当たり、今後の実施予定を示すためのデータ作成及び当初
４年間の実施結果の分析を行う必要がある。計画策定時の状況や評価内容を熟知し、内容
把握や事前調整に時間を割くことなく、的確な修正作業及び実施結果の分析を行えるの
は、当該計画策定時にデータ作成を請け負った当該業者のみのため、一者随意契約による
委託を行うもの。

２号（競争不適） ¥4,950,000 2023年12月28日
教育局
学校教育部
学校施設課

1080 学校間ネットワークサーバシステム保守委託
日本電気（株）　神奈川支
社

　学校間ネットワークサーバシステムは、小中学校及び義務教育学校計１０５校をネット
ワークで接続し、インターネット、グループウェア、教育情報データベース等の独自機能
を有している。当システムの安定稼動、障害発生時の緊急保守対応を実現するためには、
サーバ機器及びネットワークの設定内容、システム構造を熟知するものが保守作業を行う
必要がある。日本電気（株）　神奈川支社は、サーバ機器及びネットワークの構築業者で
あり、設定内容やシステムの構造を熟知しているとともに、製品の専門知識も有してい
る。このため、本保守委託作業を実施することができるのは、当該業者のみである。

２号（競争不適） ¥63,130,265 2023年4月1日
教育局
学校教育部
教育センター

1081 学習系ネットワーク運用保守委託
ネットワンシステムズ
（株）　東日本第１事業本
部

　本委託業務は、ＧＩＧＡスクール構想において市立小・中学校及び義務教育学校に構築
した学習系ネットワークの運用保守を委託するものである。
　当該ネットワークは、教職員や児童生徒が、学習活動において日常的にタブレットＰＣ
等のＩＣＴ機器を活用する上で必要不可欠なものであり、障害発生時にはセキュリティを
担保しつつ迅速な対応を行う必要がある。
　このため、本委託業務を行うことができるのは、当該ネットワークのシステム設計業者
である当該事業者のみである。

２号（競争不適） ¥48,892,800 2023年4月1日
教育局
学校教育部
教育センター

1082
ＰＣ教室コンピュータ機器賃貸借（平成28年度
更新分）再リース

日通リース＆ファイナンス
（株）横浜営業所

　契約する機器は、令和５年３月末をもって当該事業者との再リース契約が終了したもの
であるが、一部機器等について機器更新の予定である令和５年７月末までは引き続き使用
する必要があるため、機器の所有権を有している当該事業者と再リース契約を締結するも
の。
（今年度契約期間：令和５年４月１日～令和５年７月３１日）

２号（競争不適） ¥1,093,400 2023年4月1日
教育局
学校教育部
教育センター

1083
ＰＣ教室コンピュータ機器賃貸借(平成２９年
度更新分）再リース

日通リース＆ファイナンス
（株）横浜営業所

　契約する機器は、令和５年３月末をもって当該事業者との再リース契約が終了したもの
であるが、一部機器等について機器更新の予定である令和５年７月末までは引き続き使用
する必要があるため、機器の所有権を有している当該事業者と再リース契約を締結するも
の。
（今年度契約期間：令和５年４月１日～令和５年７月３１日）

２号（競争不適） ¥4,583,040 2023年4月1日
教育局
学校教育部
教育センター



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

1084
ｅ－ネットＳＡＧＡＭＩシステム運用保守サ
ポート委託

（株）JMC　営業１課

　本委託業務は、相模原市立小中学校及び義務教育学校１０５校と教育委員会事務局で利
用しているグループウェアシステムｅ－ネットＳＡＧＡＭＩシステムの運用保守を行うも
のである。システムの安定稼動及び不具合発生時に、その影響を最小限に抑えることがで
きるのは、同システムを開発した当該事業者だけであるため、当該事業者を契約の相手方
とする。

２号（競争不適） ¥1,721,500 2023年4月1日
教育局
学校教育部
教育センター

1085 ネットパトロール業務委託 （株）JMC　営業１課

　本事業には、知識や技術の取得に何より経験が必要であり単年度での入札執行により、
毎年業者が入れ替わることになると年度当初の検索業務に空白期間が生じることが想定さ
れる。また、年度当初は小学校で「サイト」を開設していた子が中学入学と同時に「サイ
ト」を立ち上げるケースが多く、監視を強化する時期でもある。こうした事態を防ぎ、安
定して検索業務を行うため、当該事業については、３年に一度入札、２～３年目は随意契
約という形で業務委託を行っている。このため、令和３年度に入札により決定した当該業
者と契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥3,590,400 2023年4月1日
教育局
学校教育部
教育センター

1086 ＩＣＴ支援員業務委託 （株）JMC　営業１課

　本業務は、小中学校及び義務教育学校の校務支援、授業支援を中心に様々なICT関連の
サポートを行うものである。
　これらのうち、グループウェア、文書管理機能を利用した校務支援に係る業務や、学校
内のネットワーク設計に付随した授業支援が主たる業務であり、障害発生時にはセキュリ
ティを担保しつつ、迅速な対応を行う必要がある。このため、この業務を行うことができ
るのは、グループウェア及び文書管理機能システム、学校内ネットワークを設計・開発し
た当該業者だけであるため、当該業者を契約の相手方とする。

２号（競争不適） ¥66,329,010 2023年4月1日
教育局
学校教育部
教育センター

1087 校内ネットワーク・ICT機器サポート保守委託 （株）JMC　営業１課

　本委託業務は、市立小中学校及び義務教育学校の校内において教職員や児童生徒が利用
するネットワークやICT機器全般についてサポート・保守を行うものである。
　校内に設置されているＰＣ機器等は、学校内ネットワークに接続され、授業や校務等に
おいて日常的にインターネットや教育用アプリケーション等を利用している。また、校務
における機微な情報は独自のセキュリティ認証システム下にて導入・運用している。
　よって、校内のPC機器等については安定稼働が欠かせないものであり、不具合・障害発
生時には、セキュリティを担保しつつ、教職員等が一元的にサポートを受けられる体制に
より、迅速な対応を行う必要がある。
　このため、本業務は１者で行うことが必要であるとともに、本業務を行うことができる
のは、当システム設計業者である当該業者のみである。

２号（競争不適） ¥102,872,880 2023年4月1日
教育局
学校教育部
教育センター

1088 情報モラルｅラーニング研修委託 （株）ネットラーニング

　本委託業務は、相模原市小・中・義務教育学校の教職員を対象とし、インターネット
（eラーニング）による情報モラル研修を実施するものである。
　当該事業者とは、令和２年度に見積合わせを経て契約し、汎用教材を基に「教育情報セ
キュリティ対策基準」に則り相模原市向けにカスタマイズを行い、令和３年度及び令和４
年度に利用している。このため、今年度引き続き研修を実施するにあたり、当該事業者が
作成・カスタマイズをしたサービスを利用するもの。

２号（競争不適） ¥2,596,000 2023年5月12日
教育局
学校教育部
教育センター

1089 新校務系ネットワーク構築作業委託
ネットワンシステムズ
（株）　東日本第１事業本
部

　本委託業務は、令和５年度にネットワーク回線の切替を行う小・中学校等７１校の新校
務系ネットワークにおける構築作業を委託するものである。
　当該作業は、令和３・４年度中に構築済みのネットワークに切り替えるものであること
から、セキュリティを担保しつつ本委託業務を行うことができるのは、当該ネットワーク
を設計・構築した当該事業者のみである。

２号（競争不適） ¥11,797,500 2023年6月1日
教育局
学校教育部
教育センター
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1090 e-ネットSAGAMIシステム等再構築作業委託 （株）JMC　営業１課

　本業務は、学校間グループウェアシステム及び市立小中学校等における文書管理システ
ムである「e-ネットSAGAMI」について、サーバ機器の更新に伴い、システムの再構築、関
連データの移行等を行う作業委託である。
　このシステムの再構築・データ移行等については、当システムを開発し、保守を行って
いる当該業者しか行うことができない。

２号（競争不適） ¥2,736,800 2023年6月16日
教育局
学校教育部
教育センター

1091 教育用コンピュータ機器初期設定委託 （株）JMC　営業１課

　本委託業務は、中学校及び義務教育学校３６校のパソコン教室における教育用コン
ピュータ機器の更新に伴い、当該機器の初期設定作業や、既存ファイルサーバ撤去による
データ移行や既存機器の設定変更作業等を行うものである。
　これらの作業は、セキュリティを担保しつつ、既に作業実施済みの他校と同じ環境を実
現するために、クライアント情報・ネットワーク情報・ライセンス情報等を詳細に把握
し、且つ、稼働中のネットワークに影響を与えず実施する必要がある。
　よって、本委託業務を実施できるのは、市と保守契約を締結し、他校で同一の作業を実
施している当該業者のみである。

２号（競争不適） ¥13,200,000 2023年6月27日
教育局
学校教育部
教育センター

1092 回線切替に伴うサーバ設定変更作業委託
日本電気（株）　神奈川支
社

　本作業委託は、通信回線を切り替える事に伴い、既存の学校間ネットワークサーバ機器
について、その設定変更作業を行うものである。
　対象機器は、稼働中の学校間ネットワークの一部であり、既存のネットワーク全体の設
計に基づいて作業を行う必要がある。また、学校間ネットワークは一年を通してネット
ワーク基盤環境を提供しているため、稼働中のシステムへの影響を最小限にし、かつ、安
全確実に設定変更作業を実施する必要がある。
　よって本委託業務を実施できるのは、学校間ネットワークサーバシステムを構築し、設
計および詳細な設定内容を熟知し、運用・保守を行っている当該業者のみである。

２号（競争不適） ¥1,537,250 2023年6月30日
教育局
学校教育部
教育センター

1093
回線切替に伴う学校内ネットワーク再構築作業
委託

（株）JMC　営業１課

　本委託業務は、小学校、中学校及び義務教育学校７０校におけるネットワーク回線の切
替えに伴う機器の設定変更、ＬＡＮ整備作業を行うものである。
　切替えを行うネットワークは、教職員等が授業・校務で日常的に利用しているものであ
り、安定稼働が欠かせない。また、校務における機微な情報は独自のセキュリティ認証シ
ステム下で運用している。このため、切替えに伴う作業に当たっては、稼働中のネット
ワークへの影響を最小限にするとともに、セキュリティの担保、不具合時の迅速な対応が
必要となる。
　よって、本委託業務を実施できるのは、当該システム設計業者であり、ネットワークの
運用・保守を行っている当該業者のみである。

２号（競争不適） ¥12,650,000 2023年7月5日
教育局
学校教育部
教育センター

1094 藤野北小学校学習系ネットワーク構築作業委託
ネットワンシステムズ
（株）　東日本第１事業本
部

　本委託業務は、令和５年１０月に移転を予定している藤野北小学校本校舎において利用
する学習系ネットワークの構築作業を委託するものである。
　当該作業は、令和２年度中に市立小中学校及び義務教育学校に構築済みのネットワーク
に拠点を追加するものであることから、セキュリティを担保しつつ本委託業務を行うこと
ができるのは、当該ネットワークを設計・構築し、且つ、運用保守を行っている当該事業
者のみである。

２号（競争不適） ¥2,635,050 2023年7月21日
教育局
学校教育部
教育センター

1095
職員室コンピュータ機器賃貸借（平成３０年度
分）再リース

ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）　神奈川支店

　契約する機器は、令和５年８月末をもって当該業者とのリース契約が終了するものであ
るが、次回機器更新予定が令和６年度であり、それまでは引き続き使用する必要があるた
め、機器の所有権を有している当該業者と再リース契約を締結するもの。
（今年度契約期間：令和５年９月１日～令和６年３月３１日）

２号（競争不適） ¥35,185,150 2023年7月21日
教育局
学校教育部
教育センター



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

1096
学校内ネットワーク機器賃貸借（平成３０年度
分）再リース

ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）　神奈川支店

　契約する機器は、令和５年８月末をもって当該業者とのリース契約が終了するものであ
るが、次回機器更新予定が令和６年度であり、それまでは引き続き使用する必要があるた
め、機器の所有権を有している当該業者と再リース契約を締結するもの。
（今年度契約期間：令和５年９月１日～令和６年３月３１日）

２号（競争不適） ¥5,102,790 2023年7月21日
教育局
学校教育部
教育センター

1097
校内ネットワーク・ＩＣＴ機器サポート保守委
託（令和５年度更新後期分）

（株）JMC　営業１課

　本委託業務は、市立中学校及び義務教育学校において利用する教育用コンピュータ機器
等についてサポート・保守を行うものである。
　当該機器等は、校内の他の機器等と同様に学校内ネットワークに接続され、授業等にお
いて日常的にインターネットや教育用アプリケーション等を利用しているものである。
　よって、当該機器等については安定稼働が欠かせないものであり、不具合・障害発生時
には、セキュリティを担保しつつ、教職員等が他の機器等も含め一元的にサポートを受け
られる体制により、迅速な対応を行う必要がある。
　このため、本委託業務を行うことができるのは、市と他の機器等に係るサポート・保守
契約を締結し、教育用コンピュータ機器等の初期設定を実施した当該業者のみである。

２号（競争不適） ¥1,597,750 2023年8月18日
教育局
学校教育部
教育センター

1098 仮想基盤サーバ機器等運用保守委託 （株）JMC　営業１課

　本委託業務は、令和５年度に構築した仮想基盤サーバ機器等の運用保守を行うものであ
る。当該サーバは、相模原市立小中学校及び義務教育学校１０５校と教育委員会事務局で
利用しているグループウェアシステムｅ－ネットＳＡＧＡＭＩシステムが稼働しているこ
とから、安定稼働が欠かせない。また、不具合発生時には、その影響を最小限に抑える必
要がある。
　よって、本委託業務を行うことができるのは、同システムを開発した当該事業者だけで
ある。

２号（競争不適） ¥2,410,100 2023年8月31日
教育局
学校教育部
教育センター

1099
体育科準教科書及び教師用指導書「さがみっ子
の体育」の作成

タイヨー印刷（株）

　本契約は、令和２年３月に改訂版が発行された相模原市教育委員会作成の準教科書「さ
がみっ子の体育」を増刷するものである。当該事業者は、平成１７年３月の初版と改訂版
においてもイラスト作成を含むレイアウトを行っており、原版と著作権を所有しているた
め、増刷に当たり当該事業者を契約の相手方とするもの。

２号（競争不適） ¥3,626,850 2023年11月13日
教育局
学校教育部
教育センター

1100
小学校社会科副読本さがみはら電子化委託及び
児童用白地図等の作成

タイヨー印刷（株）
　本契約は、平成３１年度に全面改訂を行った小学校社会科副読本の一部を修正し、電子
化委託するものである。当該事業者は、当該副読本の全面改訂を行い、写真やイラスト等
の著作権を所有していることから、当該事業者を契約の相手方とするもの。

２号（競争不適） ¥1,649,500 2023年11月21日
教育局
学校教育部
教育センター

1101
校務支援システムサーバ機器賃貸借（平成３０
年度分）再リース

ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）　神奈川支店

　契約する機器は、令和５年１２月末をもって当該業者とのリース契約が終了するもので
あるが、次回機器更新予定が令和７年度であり、それまでは引き続き使用する必要がある
ため、機器の所有権を有している当該業者と再リース契約を締結するもの。
（今年度契約期間：令和６年１月１日～令和６年３月３１日）

２号（競争不適） ¥8,101,500 2023年11月24日
教育局
学校教育部
教育センター

1102
校務支援システムデータ抽出機能追加等作業委
託

スズキ教育ソフト（株）

　本業務は、市立小中学校等の教職員が使用している統合型校務支援システム「スズキ校
務」について、システム内で作成された児童生徒の出欠席状況等のデータをＣＳＶ形式で
抽出するための機能を追加するとともに、抽出されたデータを加工し、今後別途構築予定
であるクラウド上のデータベースに転送する機能を設計するものである。
　システムへの機能追加作業を行うことができるのは、システム開発事業者である当該事
業者しかいないため、当該事業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥6,054,400 2024年2月7日
教育局
学校教育部
教育センター



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
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1103 学習系ネットワーク設定変更委託
ネットワンシステムズ
（株）　東日本第１事業本
部

　本委託業務は、ＧＩＧＡスクール構想において市立小・中学校及び義務教育学校に構築
した学習系ネットワークの設定変更作業を委託するものである。
　当該ネットワークは、教職員や児童生徒が、学習活動において日常的にタブレットＰＣ
等のＩＣＴ機器を活用する上で必要不可欠なものであり、障害発生時にはセキュリティを
担保しつつ迅速な対応を行う必要がある。
　このため、本委託業務を行うことができるのは、当該ネットワークのシステム設計業者
である当該事業者のみである。

２号（競争不適） ¥2,392,500 2024年2月14日
教育局
学校教育部
教育センター

1104 ＰＣ機器追加保守委託 （株）JMC営業部

　市立小中学校等において教職員が使用しているコンピュータ機器については、当該事業
者と保守契約を締結している。
　本委託業務は、端末故障時の復旧作業において、当初想定していた範囲を超えて部品交
換・修理が必要になったが、締結済みの保守契約の付帯作業として行う必要があることか
ら、実施できるのは当該事業者のみである。

２号（競争不適） ¥2,119,700 2024年2月16日
教育局
学校教育部
教育センター

1105 小学校教師用指導書 （株）相模書房

　教科書は、教科書発行会社が各学校まで供給することが法的に義務付けられている。し
かし、発行会社が全国の学校に供給することは実務的に困難なため、教科書供給会社であ
る神奈川県教科書販売（株）から県内の教科書取扱書店をとおして各書店の担当校に供給
する仕組みとなっている。
　教師用指導書も同様の仕組みで供給されているため、当該契約の相手方は市内教科書取
扱書店のうち、当該契約の対象校の担当書店である当該業者となる。

２号（競争不適） ¥32,329,660 2024年2月22日
教育局
学校教育部
教育センター

1106 小学校教師用指導書 （株）中村書店

　教科書は、教科書発行会社が各学校まで供給することが法的に義務付けられている。し
かし、発行会社が全国の学校に供給することは実務的に困難なため、教科書供給会社であ
る神奈川県教科書販売（株）から県内の教科書取扱書店をとおして各書店の担当校に供給
する仕組みとなっている。
　教師用指導書も同様の仕組みで供給されているため、当該契約の相手方は市内教科書取
扱書店のうち、当該契約の対象校の担当書店である当該業者となる。

２号（競争不適） ¥85,492,000 2024年2月22日
教育局
学校教育部
教育センター

1107 小学校教師用指導書 カクダイ書店

　教科書は、教科書発行会社が各学校まで供給することが法的に義務付けられている。し
かし、発行会社が全国の学校に供給することは実務的に困難なため、教科書供給会社であ
る神奈川県教科書販売（株）から県内の教科書取扱書店をとおして各書店の担当校に供給
する仕組みとなっている。
　教師用指導書も同様の仕組みで供給されているため、当該契約の相手方は市内教科書取
扱書店のうち、当該契約の対象校の担当書店である当該業者となる。

２号（競争不適） ¥14,156,780 2024年2月22日
教育局
学校教育部
教育センター

1108 小学校教師用指導書 （株）ヤマモト

　教科書は、教科書発行会社が各学校まで供給することが法的に義務付けられている。し
かし、発行会社が全国の学校に供給することは実務的に困難なため、教科書供給会社であ
る神奈川県教科書販売（株）から県内の教科書取扱書店をとおして各書店の担当校に供給
する仕組みとなっている。
　教師用指導書も同様の仕組みで供給されているため、当該契約の相手方は市内教科書取
扱書店のうち、当該契約の対象校の担当書店である当該業者となる。

２号（競争不適） ¥16,824,060 2024年2月22日
教育局
学校教育部
教育センター
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1109 小学校教師用指導書 （株）敏正堂

　教科書は、教科書発行会社が各学校まで供給することが法的に義務付けられている。し
かし、発行会社が全国の学校に供給することは実務的に困難なため、教科書供給会社であ
る神奈川県教科書販売（株）から県内の教科書取扱書店をとおして各書店の担当校に供給
する仕組みとなっている。
　教師用指導書も同様の仕組みで供給されているため、当該契約の相手方は市内教科書取
扱書店のうち、当該契約の対象校の担当書店である当該業者となる。

２号（競争不適） ¥15,954,400 2024年2月22日
教育局
学校教育部
教育センター

1110 小学校教師用指導書 （有）ブックス山田

　教科書は、教科書発行会社が各学校まで供給することが法的に義務付けられている。し
かし、発行会社が全国の学校に供給することは実務的に困難なため、教科書供給会社であ
る神奈川県教科書販売（株）から県内の教科書取扱書店をとおして各書店の担当校に供給
する仕組みとなっている。
　教師用指導書も同様の仕組みで供給されているため、当該契約の相手方は市内教科書取
扱書店のうち、当該契約の対象校の担当書店である当該業者となる。

２号（競争不適） ¥9,094,910 2024年2月22日
教育局
学校教育部
教育センター

1111
相模川自然の村野外体験教室送迎バス借料（４
月分、５月１日～１９日分）

相模原観光（株）

　当所は、市内小・中学校の児童・生徒が公共交通機関を利用しての来所が困難な立地で
あるため、送迎バスを借り上げて安全で円滑な送迎を行っている。令和５年度については
４月２０日からバスの利用があるが、本年度においては５月中旬までは観光バス会社の繁
忙期であり、４月に入ってからの入札では間に合わないため、４月２０日から５月１９日
の間について、前年度の契約業者である相模原観光（株）と随意契約するものである。

２号（競争不適） ¥2,055,680 2023年4月1日

教育局
学校教育部
相模川自然の村野外体験
教室

1112 体験農園指導・管理委託
下大島地区ふれあい農業組
合

　相手側は、地元在住の専業農家により組織された組合であり、組合設立目的の一つとし
て、当施設開所当初より、農業体験活動を行う児童・生徒等に対する指導及び農園管理等
を行ってきた実績があり、学校関係者等からも高く評価されているところである。

２号（競争不適） ¥1,162,000 2023年4月1日

教育局
学校教育部
相模川自然の村野外体験
教室

1113 天体望遠鏡制御装置更新委託 五藤光学研究所

　相模川自然の村野外体験教室の銀河ドーム天体望遠鏡は、主催事業であるスターフェス
ティバル、スターウォッチングのほか、学校教育において活用されている必要不可欠な設
備であるが、開設当初である平成８年に設置し、経年劣化や制御装置部品の耐用年数超過
により維持・補修が困難になっている。
　当該業者は、制御装置を含めた一体の天体望遠鏡の製造元及び設置元であり、開設以降
も天体望遠鏡の保守維持管理を行っている。本件は、既存の天体望遠鏡の制御装置を更新
するものであり、正常に稼働させることができるのは、開発、製造元、設置元である当該
業者のみであるため、当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥6,719,900 2023年9月28日

教育局
学校教育部
相模川自然の村野外体験
教室

1114
ふるさと自然体験教室建物総合管理業務委託
（４・５月分）

相模トライアム（株）

　本委託業務は、相模原市公契約条例の対象契約であり、適正な契約事務を行うため、入
札準備等に一定の準備期間を必要とする。
　また、条件付き一般競争入札制度により入札を行うため、入札の公告や資格審査等の手
続きに一定の期間を要することから４月及び５月の２か月間について前年度契約業者と引
き続き契約を締結する。

２号（競争不適） ¥1,771,000 2023年4月1日

教育局
学校教育部
相模川自然の村野外体験
教室
ふるさと自然体験教室

1115 上鶴間公民館他３館エレベーター保守点検委託
（株）日立ビルシステム
横浜支社

　契約の相手方はエレベーターの製造設置業者であり、昇降機設置以来、保守点検を請
負っており、機器の内容、使用状況について最も把握している。また、運行状況や機器の
状態を24時間監視し、他社では対応できない独自のシステムにより、故障や事故発生時は
遠隔操作により早急に救出作業等を行うことができる。
　これらのことから、故障や事故発生時の復旧や救出を迅速・的確・安全に実施できるの
は、当該契約の相手方以外にいないため、契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥2,996,400 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
生涯学習課
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1116 中央公民館他６館警備委託
綜合警備保障（株）　相模
支社

　機械警備による本業務は、施設内に設置された専用の機器を通じて遠隔監視システムに
より実施するものである。このシステム機器の使用は当該業者に限られる機器であり、他
業者に委託をする場合には機器の入替えが生じるものである。公民館は通年開館をしてお
り、警備を途切れさせることなく継続させる必要があるが、施設点検日のみで入替えを行
うことは困難である。また、当該システムを用いて日常警備のほか、火災及び不法侵入等
の非常時において迅速に駆けつける等、的確な対応を行うことができるのは当該業者以外
にはないことから、契約を締結するものである。

６号（競争不利） ¥3,725,040 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
生涯学習課

1117 相原公民館他３館警備委託 セコム（株）

　機械警備による本業務は、施設内に設置された専用の機器を通じて遠隔監視システムに
より実施するものである。このシステム機器の使用は当該業者に限られる機器であり、他
業者に委託をする場合には機器の入替えが生じるものである。公民館は通年開館をしてお
り、警備を途切れさせることなく継続させる必要があるが、施設点検日のみで入替えを行
うことは困難である。また、当該システムを用いて日常警備のほか、火災及び不法侵入等
の非常時において迅速に駆けつける等、的確な対応を行うことができるのは当該業者以外
にはないことから、契約を締結するものである。

６号（競争不利） ¥1,231,560 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
生涯学習課

1118 津久井中央公民館エレベーター保守点検委託
日本オーチス・エレベータ
（株）神奈川支店

　契約の相手方は、エレベーターの製造設置業者であり、開館以来、保守点検を請負って
おり、機器の内容、使用状況等について最も把握している。また、製品には他社では対応
できない自社製造の部品が使用されているため、故障やトラブルなどの緊急時においても
迅速かつ適切な対応ができる。
　これらのことから、故障や事故発生時の復旧や救出を迅速・的確・安全に実施できるの
は、当該契約の相手方以外にいないため、契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,056,000 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
生涯学習課

1119 光が丘公民館他５館エレベーター保守点検委託
三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）　横浜支社　さ
がみ支店

　契約の相手方はエレベーターの製造設置業者であり、設置以来、保守点検を請負ってお
り、機器の内容、使用状況について最も把握している。また、運行状況や機器の状態を、
他社ではできない独自のシステムにより24時間監視し、故障や事故発生時は遠隔操作によ
り早急に救出作業等を行うことができる。
　これらのことから、故障や事故発生時の復旧や救出を迅速・的確・安全に実施できるの
は、当該契約の相手方以外にいないため、契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥4,738,470 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
生涯学習課

1120 相原公民館他１館エレベーター保守点検委託
中央エレベーター工業
（株）

　契約の相手方は当該エレベーターの製造設置業者であり、開館以来、保守点検を請負っ
ており、機器の内容、使用状況等を最も把握している。また、製品には他社では対応でき
ない自社製造の部品が使用されているため、故障やトラブルなどの緊急時においても迅速
かつ適切な対応ができる。
　これらのことから、故障や事故発生時の復旧や救出を迅速・的確・安全に実施できるの
は、当該契約の相手方以外にいないため、契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,311,200 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
生涯学習課

1121 上鶴間公民館他３館エレベーター保守点検委託
（株）日立ビルシステム
横浜支社

　契約の相手方はエレベーターの製造設置業者であり、昇降機設置以来、保守点検を請
負っており、機器の内容、使用状況について最も把握している。また、運行状況や機器の
状態を24時間監視し、他社では対応できない独自のシステムにより、故障や事故発生時は
遠隔操作により早急に救出作業等を行うことができる。
　これらのことから、故障や事故発生時の復旧や救出を迅速・的確・安全に実施できるの
は、当該契約の相手方以外にいないため、契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥2,996,400 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
生涯学習課
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1122 藤野中央公民館空調保守点検業務委託
ダイキンエアテクノ（株）
東京支店　ファシリティ部
横浜営業所

　当該施設の空調機器保守点検は、オンラインによる２４時間状態監視(リモート)業務で
行っており、機器メーカーの保守専門部署である当該業者しか取扱うことが出来ない。ま
た、補修部品については、製造メーカーである当該業者のみでしか製造することができな
い。以上のことから、当該業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,012,000 2023年5月1日
教育局
生涯学習部
生涯学習課

1123 公民館総合補償制度 （公社）全国公民館連合会

　当連合会は、行事傷害保険について、全国の公民館等社会教育施設に向けた低廉な価格
での保険制度を提供しており、同様の補償制度は他にないため当連合会と契約する。
　なお、公民館と合わせて各学習センターも一括で申込することで有利な団体割引が適用
される。

７号（有利な価格） ¥4,312,050 2023年5月8日
教育局
生涯学習部
生涯学習課

1124 市民大学の運営に関する事務委託
（公社）相模原・町田大学
地域コンソーシアム

　公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアムは相模原市と町田市を生活圏とする
地域の高等教育機関、ＮＰＯ、企業、行政等が連携し、それぞれの特性を活かした活動を
通じて、魅力あふれる地域社会を創造することを目的とした広域的な組織であり、多彩な
学びを市民に提供することを目的とした学習教育事業を実施している。市民大学開催校13
校のうち、12校が参加機関である。
　市民大学の運営に関する事務は、各学校間の連絡及び調整が必要であり、かつ、また市
民に学習機会を提供するにあたって公共的な視点も必要である。このような点をふまえた
学習教育事業の実績をもつ組織は、他にないため随意契約とする。

２号（競争不適） ¥17,713,000 2023年4月1日

教育局
生涯学習部
生涯学習課
生涯学習センター

1125
史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館自動ドア装
置交換修繕

（株）神奈川ナブコ

　本業務は、史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館に設置している自動ドアが、経年劣化に
より状態不良であるため、修繕を実施するものである。
　本修繕における自動ドアのセンサー等は製造業者独自のものを使用しており、修繕に要
する部品も製造業者から取り寄せる必要があることから、製造業者かつ保守点検業者であ
る当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,244,100 2024年1月10日
教育局
生涯学習部
文化財保護課

1126 相模原市立図書館設備保守業務委託 相模トライアム（株）

　当該事業者は、当館の開館当初から本業務を請け負い、地下室の空調・電気系統の機械
やボイラー等の取扱いをはじめ、建物の構造や使用状況について熟知している。開館から
４０年以上を経過した建物は、各所に老朽化が目立ち、各設備の運転マニュアル等も既に
一部が欠けてしまっている状況下で、当該業務を安全かつ的確にこなせ、また迅速な修繕
が行えるのは当該事業者以外には考えられないため、１者随意契約を締結するものであ
る。

２号（競争不適） ¥8,890,200 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
図書館

1127 相模原市立図書館機械警備業務委託 セコム（株）

　機械警備による本業務は、当該業者が図書館施設内に設置した専用の機器を通じて遠隔
監視により施設の安全を確保している。既存の機器を用いて機械警備を行うことができる
のは当該業者に限られるうえ、間断なく警備体制を維持し、施設の安全を確保できるのは
当該業者以外にはあり得ない。
　また、既存の機器は問題なく機能しており、現時点で新たに機器を更新することにより
生ずる設備の設置等の費用については、経費削減の面において不利となることから、当該
業者と一者による随意契約を締結するものである。

６号（競争不利） ¥1,504,800 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
図書館

1128 相模原市立図書館冷凍機等保守業務委託
（株）テクノ菱和　横浜支
店

　本業務は、相模原市立図書館内の空調管理に必要なターボ冷凍機等について、定期的に
保守点検を行うものである。冷凍機等は当該業者が製造・設置したものであり、保守整備
を迅速に行い、かつ故障の際には修理に必要な部品を直ぐに入手し、迅速確実に修繕が行
えるのは、機器の構造等について熟知している当該業者しかあり得ないため、一者による
随意契約とするものである。

２号（競争不適） ¥1,265,000 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
図書館
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1129 図書資料等配送業務委託（４・５月分） 西多摩運送（株）

　本件は、４月１日から事務事業を開始する必要があるが、業務開始までの間に業者選定
及び契約諸手続を完了することができないため、４月分１月間の契約を前年度と同一の相
手方、条件で１者随意契約とするものである。
　また、本件については、業務内容に仕分け等の作業を含んでおり、その作業場所の確保
等、事業者による業務実施の準備期間が２週間程度は必要となるため、５月分１月間につ
いても、同一の相手方と引き続き随意契約とするものである。

２号（競争不適） ¥3,467,970 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
図書館

1130
相模原市立図書館・相武台分館及び所管公民館
閲覧用図書・紙芝居整理業務委託

（株）日本ブッカー

　当該業務委託については、図書のデータ作成、装備、補強を一連の作業とするものであ
る。図書のデータについては（株）トーハンが提供している書誌データを使用しなければ
ならず、その書誌データを使用してデータ作成できる事業者は（株）日本ブッカーのみで
ある。

２号（競争不適） ¥2,922,495 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
図書館

1131
相模原市立図書館電子書籍標準サービス利用契
約

（株）図書館流通センター

　本業務は、市内全小中学校及び市民に向けて提供している電子書籍サービスについて利
用契約を行うものである。本市電子書籍サービスは、プロポーザルで決定した（株）図書
館流通センターのサービスで構築していることから、電子書籍サービスを引き続き提供す
ることは、当該事業者しか成し得ないため、当該事業者と一者随意契約を締結するもので
ある。

２号（競争不適） ¥1,848,000 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
図書館

1132 図書館システム保守及び一次保守窓口業務委託
三菱電機ＩＴソリューショ
ンズ（株）

　本業務は、図書館システムを円滑に運用するにあたり、不具合が生じた場合の緊急対応
窓口及び原因の調査、運用管理に関する本市との調整等に関する業務を委託するものであ
る。
　三菱電機ＩＴソリューションズ（株）は、三菱電機グループ子会社の再編により、現在
運用中の図書館システムを開発及びネットワーク構築等を実施した三菱電機インフォメー
ションシステムズ（株）から本契約に係る業務が全て移転された企業である。
　従って、現在運用中の図書館システムのハードウェア及びソフトウェアの構成と設定内
容について詳細に把握している唯一の事業者となる。
　また、本市の求める緊急の対応に迅速かつ的確な対応が可能で、図書館システムのプロ
グラム構成やパラメータ等の設定、機器の保守に必要な知識及び技術力を有するのは、同
事業者のみであるため、本業務委託契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥4,356,000 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
図書館

1133
相模原市立図書館・相武台分館及び相模原市立
図書館管轄公民館閲覧用図書・紙芝居売買契約

相模原市書店協同組合

　相手方である相模原市書店協同組合は、市内の書店で構成される団体であり、書籍の取
次業者を複数有することから、安定した資料の入手が確保される。また、通常、書籍は定
価で流通しているが、相模原市書店協同組合については定価から１０％の値引きがあり、
本市にとって有利な条件で契約できるため、相模原市書店協同組合と契約を締結するもの
である。

２号（競争不適） ¥14,794,830 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
図書館

1134
相模原市立図書館・相武台分館閲覧用雑誌売買
契約

相模原市書店協同組合
　雑誌は定価販売であり、価格面での競争性はないが、相模原市書店協同組合は、市内の
複数の書店で構成されており、他の相手方に比べ、安定的、即応的、かつ継続的なサービ
スを市民に提供できると見込まれるため、同組合と随意契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,964,834 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
図書館
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1135 相模原市立図書館自動ドア部品交換修繕 （株）神奈川ナブコ

　本業務は、市立図書館に設置している自動ドアが、経年劣化により状態不良であるた
め、修繕を実施するものである。
　本修繕における自動ドアのセンサー等は製造業者独自のものを使用しており、修繕に要
する部品も製造業者から取り寄せる必要があることから、製造業者かつ保守点検業者であ
る当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,414,600 2023年9月1日
教育局
生涯学習部
図書館

1136 相模原市立図書館電子書籍コンテンツ使用契約 （株）図書館流通センター

　本件は、令和４年度にプロポーザルを実施し、最高得点となった当該事業者が提供する
システムを利用して電子書籍サービスを提供している。当該システムで閲覧及び貸出が行
える電子書籍コンテンツは、当該事業者が出版社と契約した公共図書館用のコンテンツの
みであり、当該事業者以外のコンテンツはこのシステムでは利用できないため、随意契約
を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,511,689 2023年10月6日
教育局
生涯学習部
図書館

1137 図書館システム用機器賃貸借（再リース）
三菱電機フィナンシャルソ
リューションズ（株）

　契約する機器は令和６年２月２９日をもって当該事業者とのリース契約が終了するが、
当該機器は状態が良好であり、引き続き使用することが可能である。
　再リース契約は機器賃借料が安価であり、経済的に有利に利用できることから、引き続
き再リース契約することとし、当該機器の所有権を有している当該事業者と契約を締結す
るものである。

２号（競争不適） ¥2,160,928 2024年3月1日
教育局
生涯学習部
図書館

1138 相模原市立図書館電子書籍コンテンツ使用契約 （株）図書館流通センター

　本件は、令和４年度にプロポーザルを実施し、最高得点となった当該事業者が提供する
システムを利用して電子書籍サービスを提供している。当該システムで閲覧及び貸出が行
える電子書籍コンテンツは、当該事業者が出版社と契約した公共図書館用のコンテンツの
みであり、当該事業者以外のコンテンツはこのシステムでは利用できないため、随意契約
を締結するものである。

２号（競争不適） ¥2,736,927 2024年3月1日
教育局
生涯学習部
図書館

1139 相模大野図書館閲覧用雑誌売買契約 相模原市書店協同組合

　雑誌は定価販売であり、価格面での競争性がない。
　相模原市書店協同組合は複数の書店で構成されており、他の相手方に比べて安定的な供
給が確保されている。
　市民に最も安定的かつ継続的なサービスを提供できると見込まれるため、同組合と契約
を締結する。

２号（競争不適） ¥2,485,864 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
相模大野図書館

1140
相模大野図書館及び相模大野図書館所管公民館
閲覧用図書・紙芝居売買契約

相模原市書店協同組合

　相手方である相模原市書店協同組合は、市内の書店で構成される団体であり、書籍の取
次業者を複数有することから、安定した資料の入手が確保される。
　また、通常、書籍は定価で流通しているが、相模原市書店協同組合については定価から
１０％の値引きがあり、本市にとって有利な条件で契約できるため、相模原市書店協同組
合と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥11,770,820 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
相模大野図書館

1141
相模大野図書館及び所管公民館閲覧用図書・紙
芝居整理業務委託

（株）日本ブッカー

　当該業務委託については、図書のデータ作成、装備、補強を一連の作業とするものであ
る。図書のデータについては、（株）トーハンが提供している書誌データ（図書館の業務
システム上、必要不可欠な書誌データである）を使用し、所定の仕様に基づき作成するも
のであり、（株）トーハンの書誌データを使用してデータ作成できる事業者は（株）日本
ブッカーのみである。
　また、装備と補強について、データ作成業務と切り離して他業者に発注することは、業
務上、著しく非効率的であると共に、市民に図書を提供するまでに時間がかかり、サービ
ス低下を伴う。以上の理由から、本市にとって（株）日本ブッカーとの契約が最も有利で
あるため、当該業務委託について契約を締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,193,283 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
相模大野図書館



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

1142 橋本図書館警備業務委託 セコム（株）

　機械警備においては、同事業所（セコム（株））が建物全体（ミウィ橋本）の警備をし
ており、警備関係機器は同事業所の製品であることから他社製品との競合を図ることがで
きない。また、人的警備については、同事業所の委託事業者が建物内常駐をしており、非
常時の人員派遣等、対応が速やかであるため。（建物全体を同委託事業者が人的警備をし
ている）

６号（競争不利） ¥2,451,900 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
橋本図書館

1143
相模原市立橋本図書館及び相模原市立橋本図書
館所管公民館閲覧用図書・紙芝居売買契約

相模原市書店協同組合

　相手方である相模原市書店協同組合は、市内の書店で構成される団体であり、書籍の取
次業者を複数有することから、安定した資料の入手が確保される。また、通常、書籍は定
価で流通しているが、相模原市書店協同組合については定価から１０％の値引きがあり、
本市にとって有利な条件で契約できるため。

２号（競争不適） ¥13,130,000 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
橋本図書館

1144 橋本図書館電気・機械設備等保守点検業務委託
大成有楽不動産（株）横浜
支店

　本契約対象の設備は橋本図書館の専有部分のものであるが、同社は建物(ミウイ橋本)全
体の設備の管理をしており、集中管理機能と接続されている。このことから、当該設備の
保守点検が可能な業者が他にいない。また、同社は建物内に従業員を常駐させており、非
常時の人員派遣等、対応が速やかであり、経費の節減も図られることから、本市にとって
最も有利な条件であるため。

２号（競争不適） ¥1,842,500 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
橋本図書館

1145
相模原市立橋本図書館及び相模原市立橋本図書
館所管公民館閲覧用図書・紙芝居整理業務委託

（株）日本ブッカー

　当該業務委託については、図書のデータ作成、装備、補強を一連の作業とするものであ
る。図書のデータについては、（株）トーハンが提供している書誌データ（図書館の業務
システム上、必要不可欠な書誌データである）を使用し、所定の仕様に基づき作成するも
のであり、（株）トーハンの書誌データを使用してデータ作成できる事業者は（株）日本
ブッカーのみである。また、装備と補強について、データ作成業務と切り離して他業者に
発注することは、業務上、著しく非効率的であると共に、市民に図書を提供するまでに時
間がかかり、サービス低下を伴う。以上の理由から、本市にとって（株）日本ブッカーと
の契約が最も有利であるため。

２号（競争不適） ¥2,239,423 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
橋本図書館

1146
ＷEBサイトライセンス使用料（朝日新聞クロス
サーチほか）

（株）紀伊国屋書店

　ＷＥＢデータベース「朝日新聞クロスサーチ」他3種類の図書館用ライセンスについて
は、同社以外にも取扱いが存在するが、各社において価格に相違が無いものである。しか
しながら、当該ライセンスの全てを取り扱うことができるのは同社以外ないことから、手
続き等の有利性を考慮し随意契約とするものである。

２号（競争不適） ¥1,157,420 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
橋本図書館

1147 相模原市立橋本図書館閲覧用雑誌売買契約 相模原市書店協同組合
　雑誌は定価販売であり、価格面での競争性がない。しかしながら、相模原市書店協同組
合は複数の書店で構成されており、他の相手方に比べて安定的な供給が確保されているた
め、市民に最も安定的かつ継続的なサービスを提供できると見込まれるため。

２号（競争不適） ¥1,928,355 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
橋本図書館

1148 プラネタリウム操作等業務委託 （株）東急コミュニティー

　本業務委託は高度かつ専門的な技術を要する業務であることや、民間企業が持つノウハ
ウやアイデアを活用することにより、サービスの向上や、効率的・効果的な事業を行える
ことから、令和３年度に企画提案（公募型プロポーザル方式）を実施し、当該事業者が最
も適した提案を行った事業者として選定された。募集要項において、選定された事業者は
本業務を支障なく遂行し、双方異議がない場合は、令和７年９月末まで、各年度の当該予
算の成立を条件に、随意契約できるものとしており、当該事業者は、令和４年度の本業務
を支障なく遂行したことから、随意契約をおこなうもの。

２号（競争不適） ¥30,280,800 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
博物館



№ 契約件名
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1149 デジタル大型映像プロジェクター機器賃貸借 （株）リブラ
　平成31年2月、当館で選定基準を定め、使用するデジタル大型映像プロジェクター機器
について選定した結果、「HAKONIWA3」に決定した。「HAKONIWA3」は当該事業者が保有し
ているものであり、他業者では取り扱えないため。

２号（競争不適） ¥5,060,000 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
博物館

1150 プラネタリウム保守委託 （株）五藤光学研究所
　館内プラネタリウム機器の製造及び設置業者であり、機器の製造業者以外の業者が点検
等の保守管理業務を実施することができないため。

２号（競争不適） ¥2,604,250 2023年4月1日
教育局
生涯学習部
博物館

1151
相模原市立博物館エレベーター２・３号機更新
工事

三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）　横浜支社

　地下１階地上３階建ての相模原市立博物館には、三菱電機ビルソリューションズ（株）
製のエレベーターが設置されている。当該エレベーターは、利用者の利用や収蔵品の運搬
に必要不可欠な設備である。しかし、現在設置されている当該油圧式エレベーターの部品
が２０２３年１２月をもって供給停止されることから、安全性を考慮し、機械室レス型の
ロープ式エレベーターへ更新する必要が生じた。
　経済性を考慮し部分改修としたため、既存機器と密接な構造となる改修機器を製作する
必要がある。
　このことから、当該エレベーターの更新工事を行うことができるのは、構造を熟知し機
器の製作が可能な三菱電機ビルソリューションズ（株）横浜支社しかないため。

２号（競争不適） ¥72,050,000 2023年6月12日
教育局
生涯学習部
博物館

1152 相模原市立博物館常設展示保守業務委託 （株）丹青社

　本業務委託は高度かつ専門的な技術を要する業務であり、当該事業者は相模原市立博物
館建設時における展示設計・施工者である。自然・歴史展示室内のジオラマ・複製資料、
グラフィックパネル等の展示物及びデータはいずれも当該事業者によって製作されたもの
であり、展示室内デザインの一貫性及び展示状況を損なうことなく適切に補修をするには
施工者による専門技術が不可欠であるため、当該事業者と契約をおこなうもの。

２号（競争不適） ¥3,795,000 2024年2月1日
教育局
生涯学習部
博物館

1153 相模原市立博物館で使用する電力の供給
  ミツウロコグリーンエネ
ルギー（株）

　WTO政府調達に関する協定が適用される案件のため、電子公告による条件付一般競争入
札を行ったが、予定価格超過のため入札が不調となった。
　また、準備期間を含めると改めて入札する期間を確保できないため、今度は随意契約の
相手方を決めるための見積合わせを行ったが、見積書の提出が１者のみであったため、見
積合わせが中止となった。
　そこで、見積書の提出業者である当該業者に確認をしたところ、本市が提示した仕様と
したうえで、予定価格範囲内での見積額が提示された。見積額が予定価格範囲内で、本市
の提示する契約条項での契約締結が可能な業者は当該業者しかないことから、当該業者を
契約の相手方とし、随意契約を締結するものである。
　なお、4月からの電力供給を受けるためには、業者側に一定の準備期間が必要であるた
め2月9日を契約日とするものである。

８号（不調随意契約） ¥39,585,096 2024年2月9日
教育局
生涯学習部
博物館

1154 相模原市明るい選挙推進事業委託
相模原市明るい選挙推進協
議会

　当該団体は、昭和３７年の発足から、本市における明るい選挙の推進事業において市選
挙管理委員会と協力し、一体となってボランティア活動を実施してきた団体であり、平成
１７年度までは市補助金により事業を実施してきたが、補助金の見直しにより当該事業の
性質上委託契約を締結することとなった。
　明るい選挙推進事業を人件費無償のボランティアで行う団体は他にないため、本契約を
同団体と締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,300,000 2023年4月25日
行政委員会事務局
選挙課
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1155 投票用紙のリサイクル処理業務委託
特定非営利活動法人　選挙
管理システム研究会

　現在、投票用紙はポリプロピレンと天然鉱物を合成した「ユポ紙」を使用しているた
め、焼却処分することができない。
　投票用紙のリサイクル処理を行うに当たっては、その機密性を絶対的に保持する必要が
あり、当該業務の作業工程である回収、輸送、異物分離・選別、破砕、溶解及びペレット
化までの一連の業務を安全かつ確実に履行できる業者は当該法人以外にないため。

２号（競争不適） ¥1,140,946 2023年10月16日
行政委員会事務局
選挙課

1156
職員採用試験会場使用料（６月１７日・１８日
分）

（学）麻布獣医学園
　職員採用試験（筆記試験）の会場として使用するにあたり、日程、立地条件、会場規模
（施設定員）など試験運営上の諸条件を満たす貸出可能施設が麻布大学以外にないため。

２号（競争不適） ¥1,074,480 2023年6月1日
行政委員会事務局
任用調査課

1157 農地台帳システム利用契約 （株）両備システムズ

　本契約はLGWANーAPSを利用した農地台帳システムの利用についての契約である。当該シ
ステムは、本契約の相手方である（株）両備システムズが構築を実施しており、農地法に
基づく農地台帳を維持管理していく上で、法改正等が発生した場合の対応や運用支援を行
うことができる唯一の相手方であるため。

２号（競争不適） ¥2,389,200 2023年4月1日 農業委員会事務局

1158 消防指令センター２階機械室空調設備修繕 関東商事（株）

　本件は、消防指令センター２階機械室（通信指令室及び情報処理室系統）の空調機から
ガス漏れが発生し、一部起動不能状態となったことから修繕を実施するものである。
　当該空調機は、設置から３４年が経過しており、部品の製造が中止されていることか
ら、部分修繕は不可能であり、一式の更新が必要である。
　通信指令室は精密機器が24時間稼働しており、空調機なしでは室温の上昇が避けられ
ず、機器類の故障及び職員の健康状態に関わることから、早急に改善することが必須であ
る。
　このことから、現場調査により状況を熟知し、早急な対応が見込める当該業者と一者随
意契約をするものである。

５号（緊急随意契約） ¥15,791,600 2023年12月27日
消防局
消防部
消防総務課

1159 自衛消防訓練起震車等運用業務委託 （公社）相模原市防災協会

　本業務は、事業所における自衛消防組織に対し、消防・防災に係る訓練指導を行うこと
から、火災予防、防災に関する知識及び技術を持った者が安全に実施する必要性があると
ともに、本市の消防、防災行政について精通していること及び公共性、信頼性が求められ
る事業である。
　公益社団法人相模原市防災協会は、平成９年４月２４日に神奈川県知事の認可を取得
し、社団法人として設立され、平成２４年４月１日に公益社団法人となった公益的団体で
あり、市民及び事業所を対象に消防及び防災に関する知識の普及・啓発等を行っており、
公共性及び信頼性が高い。また、公益社団法人相模原市防災協会には過去に消防業務に従
事していた者が多数在籍しており、本市の消防・防災行政について精通していることから
本事業を履行できる唯一の相手方であるため、契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥3,762,861 2023年4月1日
消防局
消防部
予防課
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1160 消火栓ホース格納箱維持管理業務委託 （公社）相模原市防災協会

　本委託業務は、消防車両が火災現場に到着するまでの間、地域住民が消火栓を使用して
初期消火を行うため、津久井地域で設置されている消火栓ホース格納箱の維持管理業務で
ある。消火栓ホース格納箱の外観・内観点検及び簡易な修繕だけではなく、消火栓ホース
格納箱に収納されたホースを可搬ポンプを使用して、通水試験を行い、ホースの性能が維
持しているか等の点検も行うことから、消防資機材に関する専門知識のほか資機材の取扱
いに精通していることが必要である。
　当協会は、平成９年４月２４日に神奈川県知事の認可を取得し、社団法人として設立さ
れ、平成２４年４月１日に公益社団法人となった公益的団体であり、市民及び事業所を対
象に、消防及び防災に関する知識の普及・啓発等を行っていることから、公益性及び信頼
性が高い。また、当協会には消防業務に従事していた者が多数在籍しており、本市の消
防・防災行政について精通していることから本事業を履行できる唯一の相手方であるた
め、契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,909,903 2023年4月1日
消防局
警防部
警防課

1161
自動車損害共済保険分担金（常備車両１４８
台）

（公社）全国市有物件災害
共済会

　公益社団法人全国市有物件災害共済会は、地方自治法第263条の２の規定に基づいて、
全国の各市が地方自治の発展と住民福祉の向上をめざし、相互救済事業を実施するために
共同で設立した公益的法人である。本市の自動車損害を相互救済する唯一の共済組織であ
るため、当該共済会と契約締結するもの。

２号（競争不適） ¥2,566,092 2023年6月1日
消防局
警防部
警防課

1162
自動車損害共済保険分担金（非常備車両１１７
台）

（公社）全国市有物件災害
共済会

　公益社団法人全国市有物件災害共済会は、地方自治法第263条の２の規定に基づいて、
全国の各市が地方自治の発展と住民福祉の向上をめざし、相互救済事業を実施するために
共同で設立した公益的法人である。本市の自動車損害を相互救済する唯一の共済組織であ
るため、当該共済会と契約締結するもの。

２号（競争不適） ¥1,686,837 2023年6月1日
消防局
警防部
警防課

1163
消防業務賠償責任保険　消防業務全般（ドロー
ン機体補償有）

一般財団法人全国消防協会

　この保険は、消防局が実施する消防法に定める全ての業務（免責事項を除く）におい
て、業務遂行に起因して第三者に身体障害を負わせたり、または財物の損壊、人格権を侵
害したことについて、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害や初期対応に要し
た費用を補償する保険で、この内容の保険を取り扱う業者が他にないため。

２号（競争不適） ¥1,208,220 2023年10月1日
消防局
警防部
警防課

1164 車両修繕（南水槽、２２０４、ＰＴＯ交換）
南関東日野自動車（株）相
模原支店

　本契約は消防車両で使用している消防専用シャシのＰＴＯ本体の修理を要するものであ
るが、当該ＰＴＯ本体の修理を実施する一連の工程は製造業者以外は困難であるため,当
該業者と契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥1,355,618 2024年1月19日
消防局
警防部
警防課

1165
無鉛ガソリンほか(物件単価契約）（津久井・
相模湖・藤野地区）

神奈川県石油業協同組合
共同受注委員会委員

　本市では、津久井・相模湖・藤野地区を管轄する庁内各課・機関等における公用車用、
暖房用及び自家発電用等の燃料は、調達事務を円滑かつ効率的に行うため、契約課で共通
物品として一括調達している。また、給油場所は市内各地に確保する必要がある。
　神奈川県石油業組合津久井地区は津久井・相模湖・藤野地区の燃料販売店１８者で構成
されている。同地区内で、安全かつ安定して燃料供給が可能であり、供給場所を問わず同
一単価で契約できるのは当該組合に特定されるため、契約の相手方とするものである。
　契約単価については、資源エネルギー庁が公表する神奈川県内平均販売価格を基に適正
に定めており、市場価格に変動がある場合には、両者協議のもと単価について変更協定書
を締結している。
　なお、同組合は中小企業庁の官公需適格組合証明を取得済みである。
　以上を踏まえて、津久井・相模湖・藤野地区において、新津久井消防署開署に伴い自家
用給油施設へガソリン及び軽油の配達（1,000リットル以上）が必要となるため、新たに
警防課にて単価契約を結ぶものである。

２号（競争不適） ¥3,100,000 2024年2月1日
消防局
警防部
警防課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

1166 応急手当普及啓発事業委託 （公社）相模原市防災協会

　救える命を救うために応急手当ができる市民の拡大を目的とした本事業の主たる業務内
容は、普及講習の実施である。全種類の普及講習を実施できるのは、「相模原市応急手当
の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」に規定する「応急手当指導員」の認定を受けた
者のみであり、契約の相手方には当該認定を受けた者が多数在籍することが必須である。
相模原市防災協会は、当該認定を受けた者が多数在籍する唯一の事業者であることから、
契約を締結するものである。

２号（競争不適） ¥7,304,348 2023年4月1日
消防局
警防部
救急課

1167 救急資器材管理供給業務（ＳＰＤ）
協和医科器械（株）厚木支
店

　本業務は、救急活動で使用消費する物品（救急活動用消耗品）の調達・購入・補充など
の物品の流れを一元管理する委託業務である。
　本業務における物品は種類が多く見積期間を要することから、適正な入札・契約事務を
行うため、入札準備に約１か月が必要であり、契約後においても、物品の調達・購入など
に時間を要することから、４月及び５月の２か月間については、前年度の委託業者と一者
による随意契約を行うものである。

２号（競争不適） ¥3,996,410 2023年4月1日
消防局
警防部
救急課

1168 通信設備保守委託
ＮＥＣネッツエスアイ
（株）　神奈川支社

　本委託業務の対象機器である電話交換機、指令拡声装置、内線電話機及び駆け付け電話
機は、消防署所での災害指令、市民等からの駆け付け災害通報等を行うものであり、消防
業務には欠かせない重要な機器である。さらに、指令台と連動していることから機器が複
雑に接続されており、瞬時の故障も許されない設備であるため、適正な維持管理を行う必
要がある。
　このことから、継続的に保守行為を実施しており、障害の未然防止や故障発生時の迅速
な対応が図れるのは、機器構成、構造、設定状況等を熟知している当該業者しかないた
め、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥4,604,600 2023年4月1日
消防局
警防部
指令課

1169
位置情報通知システム（統合型：ＮＴＴ固定電
話）使用料

東日本電信電話（株）東京
事業部

　本システムは、１１９番通報入電時にＮＴＴ発信地表示サービスに照会することによ
り、地図検索装置と連動し指令台地図上に災害地点を表示させるもので、指令管制業務に
は不可欠なシステムである。
　本システムはＮＴＴ独自のサービスであるため、当該業者を契約の相手方とするもので
ある。

２号（競争不適） ¥1,238,424 2023年4月1日
消防局
警防部
指令課

1170 電子計算機賃貸借（指令系機器等・再リース）
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）　神奈川支店

　本賃貸借の対象機器である指令系機器は、平成２６年１月１日から平成３１年３月３１
日までの長期継続契約により賃借していた機器で、機器の一部は、現在もメーカーで保守
部品があり、メンテナンス可能なことから再リースを行うものである。
　再リース契約を行えるのは当該業者だけであり、また、再リースをすることにより、時
価に比べて低価格で契約することができることから、当該業者を契約の相手方とするもの
である。

２号（競争不適） ¥994,950 2023年4月1日
消防局
警防部
指令課

1171 警防本部システム賃貸借（再リース）
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）　神奈川支店

　本賃貸借の対象である警防本部システムは、平成３０年３月１日から令和５年２月２８
日までの長期継続契約により賃借しており、現在もメーカーで保守部品があり、メンテナ
ンス可能なことから再リースを行うものである。
　再リース契約を行えるのは当該業者だけであり、また、再リースをすることにより、時
価に比べて低価格で契約することができることから、当該業者を契約の相手方とするもの
である。

２号（競争不適） ¥806,850 2023年4月1日
消防局
警防部
指令課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

1172 ＮＥＴ１１９緊急通報システム使用料 （株）ドーン

　本契約は、聴覚・言語機能障害のため、音声通話による１１９番通報が困難な方が、
GPS機能付携帯通信端末を利用して相模原市に緊急通報をすることができるシステムの使
用及び保守管理を含めた契約であり、受注業者には、システムへの精通、障害発生時にお
ける早急な復旧対応が要求される。このためシステムに精通し、復旧対応が図れるのは、
本システムを構築した当該業者唯一であることから、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,188,000 2023年4月1日
消防局
警防部
指令課

1173 消防情報管理システム保守委託
日本電気（株）　神奈川支
社

　本委託契約は消防ＯＡシステム、警防本部システムを始め、指令装置、出動車両運用管
理装置、消防団災害情報伝達装置など、災害活動の根幹となる設備の保守管理を行うもの
で、受注業者には、各種機器への精通、障害発生時における早急な復旧対応が要求され
る。このため、各種機器に精通し、復旧対応が図れるのは、消防情報管理システムを構築
した当該業者唯一であることから、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥42,412,700 2023年4月1日
消防局
警防部
指令課

1174 消防救急デジタル無線設備保守委託
日本電気（株）　神奈川支
社

　本委託契約の対象機器である消防救急デジタル無線設備は、災害活動時に情報伝達手段
として使用するものであり、災害活動の根幹となる設備であることから適正な保守管理を
行う必要がある。
　受注業者には、各種機器への精通、障害発生時における早急な復旧対応が要求されるこ
とから、本設備を構築した当該業者を契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥51,136,690 2023年4月1日
消防局
警防部
指令課

1175
津久井消防署新庁舎通信設備・指令機器移設作
業委託

ＮＥＣネッツエスアイ
（株）　神奈川支社

　本委託契約は、消防救急デジタル無線設備を始め、指令装置、出動車両状況設定装置な
ど、消防業務の根幹となる通信設備、指令機器の移設及び設置を消防情報管理システムの
運用に支障をきたさぬよう実施する必要がある。
　仮に、発注者が独自に移設及び設置した場合は、何らかの障害が発生しても、その対応
が困難になることが懸念される。当該業者は、通信設備、指令機器の保守点検委託を長年
にわたり受託しており、機器構成、構造、設定状況等を熟知している。障害の未然防止や
障害発生時の迅速な対応が図ることができ、本業務を適正に履行することができるのは、
当該業者唯一のため、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥10,619,400 2023年5月19日
消防局
警防部
指令課

1176 津久井消防署新庁舎指令拡声装置設置作業委託
ＮＥＣネッツエスアイ
（株）　神奈川支社

　本委託業務の対象機器である指令拡声装置は、消防指令センターからの災害指令を消防
署所内の隊員に伝達するという消防業務には欠かすことのできない重要な装置である。そ
のため、本委託は指令通報の構成に精通し、災害指令に支障の無いよう設置作業を行う必
要がある。
　当該業者は、指令拡声装置の保守点検委託を長年にわたり受託しており、機器構成、構
造、設定状況等を熟知している。障害の未然防止や障害発生時の迅速な対応が図れるのは
当該業者のみであるため、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,046,000 2023年5月19日
消防局
警防部
指令課

1177 津久井消防署新庁舎電話系設備設置作業委託
ＮＥＣネッツエスアイ
（株）　神奈川支社

　本委託業務の対象機器である電話交換機等の電話系設備は、消防情報管理システム上に
おける伝達方法の１つを担い、通常業務だけでなく大規模災害対応時にも使用を想定する
重要な装置である。
　当該業者は、他拠点における保守点検委託を長年にわたり受託しており、機器構成、構
造、設定状況等を熟知している。障害の未然防止や障害発生時の迅速な対応が図ることが
でき、本業務を適正に履行することができるのは、当該業者唯一のため、契約の相手方と
するものである。

２号（競争不適） ¥7,046,600 2023年5月19日
消防局
警防部
指令課



№ 契約件名
契約の相手方の商

号又は名称
契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

1178
消防情報管理システム部分更新（電話系）作業
委託

日本電気（株）　神奈川支
社

　本委託契約は災害活動の根幹である市民からの１１９番通報を受け付ける指令台の光Ｉ
Ｐ化対応を目的に、１１９番回線、指令回線等の通話回線を収容・制御する指令制御装置
等の機器をシステムの瞬断なく更新するための契約である。
　受注者は指令台を含めた消防情報管理システムを構築した業者であり、既存機器と更新
機器のシステム接続、正常性の確認、各種機器への精通及び障害発生時における早急な復
旧対応が図れるのは当該業者のみである。当該業者と契約を締結しなければ、１１９番通
報の受信に多大な影響を及ぼす恐れがあるため、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥110,572,000 2023年6月12日
消防局
警防部
指令課

1179 消防活動用地図（中央区）常備用
（株）ゼンリン　横浜営業
所

　本契約案件の消防活動用地図は、（株）ゼンリンの住宅地図に消防図記号を合成製版し
た本市オリジナルの地図である。
　災害出場等において使用する地図であることから、通信指令室で運用する消防情報管理
システムと、消防車両へ積載している車載運用端末装置との地図ページ等の整合性を図る
必要があり、そのシステム及び装置ともに（株）ゼンリンの地図データを使用しているこ
とから、当該業者しか対応が出来ないため相手方とする。

２号（競争不適） ¥2,424,400 2023年7月7日
消防局
警防部
指令課

1180 指令拡声装置設置作業委託
ＮＥＣネッツエスアイ
（株）　神奈川支社

　本委託業務の対象機器である指令拡声装置は、消防指令センターからの災害指令を消防
署所内の隊員に伝達するという消防業務には欠かすことのできない重要な装置である。そ
のため、本委託は指令通報の構成に精通し、災害指令に支障の無いよう設置作業を行う必
要がある。
　当該業者は、指令拡声装置の保守点検委託を長年にわたり受託しており、機器構成、構
造、設定状況等を熟知している。障害の未然防止や障害発生時の迅速な対応が図れるのは
当該業者のみであるため、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,261,700 2023年8月1日
消防局
警防部
指令課

1181 光回線敷設に伴うＩＸルータ増設作業委託
日本電気（株）　神奈川支
社

　本委託契約は、災害活動時の情報伝達手段である消防救急デジタル無線を市内全域で常
時活用するため、各無線基地局をつなぐ多重無線装置の経年に伴う故障のリスクを鑑み、
バックアップ回線として光回線を敷設し、冗長化を図るものである。
　当該業者は消防救急デジタル無線を構築し、定期的な保守管理を行っている。そのた
め、構成機器の詳細な設定、回線接続作業、導通確認及び障害発生時における早急な復旧
対応が図れるのは当該業者のみであるため、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥10,973,600 2023年9月1日
消防局
警防部
指令課

1182 仮設発電機設置作業委託
ＮＥＣネッツエスアイ
（株）　神奈川支社

　本委託は、消防指令センターの自家用電気工作物年次点検に伴う通信指令機器用の仮設
発電機の設置であり、指令通信機器及び指令通信業務に影響がないように実施する必要が
ある。そのため、指令通信機器に対応した仮設発電設備の設置が必要となり、また、受託
者には通信指令機器に精通していることが求められる。
　当該業者は、通信指令機器の保守点検委託を長年にわたり受託しており、機器構成、構
造、設定状況等を熟知している。障害の未然防止や障害発生時の迅速な対応が図れるのは
当該業者のみであるため、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,166,000 2023年9月11日
消防局
警防部
指令課
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契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約金額 契約日 契約担当課名

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由等についての公表調書

1183
ネットワーク機器設定作業委託（消防情報管理
システム部分更新）

ネットワンシステムズ
（株）　東日本第１事業本
部

　本契約は、消防指令センターコアスイッチ及び各拠点のルータ等、各種ネットワーク機
器の設定変更の委託を行うものである。
　本市のネットワークに障害が発生した場合には、市民サービスを含む業務全体に支障を
来す恐れがあるため、早期に復旧し、その影響を最小限に抑えなければならない。
　本業務を、本市のネットワークの設計・構築を行った事業者以外の者が受託した場合、
障害の復旧及び原因究明に時間を要し、本市が求める早期復旧を行うことができない。
　当該事業者は本市のネットワークの設計及び構築を行った事業者であり、構成や設定内
容を把握している唯一の事業者であることから、当該事業者を契約の相手方とするもので
ある。

２号（競争不適） ¥1,485,000 2023年11月13日
消防局
警防部
指令課

1184
南消防署改修に伴う電話・放送設備接続作業委
託

ＮＥＣネッツエスアイ
（株）　神奈川支社

　本委託は、南消防署の庁舎改修に伴い、移設・設定変更が必要となる電話・放送設備の
接続作業を行うものであり、南消防署で通常業務を行いながら実施する必要がある。
　電話・放送設備はそれぞれ災害対応及び通常業務に欠かせない機器であり、当該業者に
より電話設備の各端末に特殊な設定を組み込み、庁内へ災害指令等を拡声させる放送設備
用の装置を一から作りこんでいる。設定や接続に不備がある場合、災害等を含めた市民
サービスに大きく支障を及ぼす。
　当該業者は、電話・放送設備の保守点検委託を長年にわたり受託しており、機器構成、
構造、設定状況等を熟知している。障害の未然防止や障害発生時の迅速な対応が図れるの
は当該業者のみであるため、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥2,343,000 2024年2月13日
消防局
警防部
指令課

1185
花ヶ谷戸地区の区域変更に伴う消防情報管理シ
ステム改修作業委託

日本電気（株）　神奈川支
社

　本委託契約は、花ヶ谷戸地区の区域変更に伴い自動出動指定装置、経路探索装置、出動
車両運用管理装置など災害活動の根幹となる消防情報管理システムの地図情報、経路情報
等の改修作業を行うものである。受注業者は機器の構築、保守業務を行っており、機器構
成を熟知している。このため、各種機器に精通し、正常性確認や不測の事態が生じた場合
の緊急対応が図れるのは、消防情報管理システムを構築した当該業者唯一であることか
ら、契約の相手方とするものである。

２号（競争不適） ¥1,320,000 2024年3月11日
消防局
警防部
指令課


